
総

英
米
新
運
河
条
約

目
北
清
議
定
書
及
関
係
書
類

勅
令
第
二
百
二
十
三
号

次
字
社
条
例

ク
リ
ー
ン
博
士
近
著
中
に
於
け
る
日
本

政
治
犯
人
引
渡
論

国
際
法
上
の
重
要
文
書
に
関
し
外
務
当
局
者
に
望
む

国
際
法
研
究
の
必
要

外
国
人
の
地
位
を
論
す

J

apon. 
(

a

 

s
ui
vre) 

祝
辞

祝
辞

発
刊
の
辞

日
本
赤
十

(
D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 j
u
ri
di
q

u
e
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e
s
 e
tra
n
g
e
r
s
 a
u
 

明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
日
の
勅
令

総

目

次

米
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奈

良

中

村

進
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賀

長
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国際法外交雑誌総索引

日
英
協
約

ロ
ー
ラ
ン
、
ジ
ャ
ク
マ
ン
博
士
の
逝
去
を
悼
む

吾
人
の
戦
争
観

日
英
同
盟
後
の
日
本
（
明
治
三
十
五
年
二
月
二
十
日
日
本
法
律
学
校
に
於
て

講
演
）

日
英
協
約
（
英
文
）

高
橋
法
学
博
士
に
答
ふ

日
英
協
約
論
第
一

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

gers a
u
 J
a
p
o
n
 (
S
ui
t
e) 

有
賀
博
士
の
外
交
文
書
に
関
す
る
意
見
を
読
て
感
あ
り
Qu
e
l
q
u
e
s
m
ot
s
 

p
o
u
r
 la t

h
e
s
e
 d
e
 p
r
o
fesseur A
ri
g

a
 a
u
 s
uj

et
 
d
e
 la 
c
o
n
s
e
r
v
at
i

o
n
 d
e
s
 

d
o
c
u
m
e
nt
s
 
i
m
p
o
rt
a
nt
s
 relat
i
f
s
 
a
u
 d
r
oi
t
 i

nt
e
r
n
at
i

o
n
a
l
 

東
洋
に
於
け
る
露
西
亜
人
の
挙
動

国
際
法
語
訳
字
選
定

英
米
新
運
河
条
約
（
英
文
）

漢
堡
万
国
海
法
会
議
回
章

A
V
A
N
T
'
P
R
O
P
O
S
 

S
O
M
E
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 I
N
 M
A
R
I
T
I
M
E
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
 

D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 J
u
ri
di
q
u
e
 d
e
s
 Etran, 

高

橋

作

衛

寺

尾

蛾

JI! 

亨 新

有

賀

長

雄

高

橋

作

衛

山

田

戸

水

寛

人

高

良

橋

作

衛

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
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総 目 次

F
O
R
M
 

Y
E
D
O
.
 

F
O
R
 

豪
州
移
民
制
限
法

家
屋
税
問
題
と
仲
裁
々
判

露
仏
宣
言
の
疑
義

海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
（
明
治
三
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

露
韓
条
約
（
馬
山
浦
附
近
巨
済
島
不
割
譲
条
約
）

露
仏
宜
言

外
国
人
居
留
地
券

東
京
外
国
人
居
留
地
券

O
F
 T
I
T
L
E
-
D
E
E
D
 

政
治
犯
人
不
引
渡
論

F
O
R
E
I
G
N
 

ク
リ
ー
ン
博
士
近
著
中
に
於
け
る
日
本
（
承
前
）

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 
O
F
 
T
H
E
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
.
 

米
露
国
際
仲
裁
裁
判
附
帯
事
件
ア
ス
ス
ヱ
ル
宣
告

移
住
に
制
限
を
設
け
連
邦
よ
り
禁
止
移
住
民
退
去
を
規
定
す
る
法
律

北
清
議
定
書
及
関
係
書
類
（
結
）

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
,
 

O
F
 

A
n
 A
C
T. 
T
o
 p
l
a
c
e
 
cert
ai
n
 rest
ri
ct
i

o
n
s
 o
n
 I
m
mi
g

rat
i

o
n
 a
n
d
 t
o
 

p
r
o
vi
d
e
 for t
h
e
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e
m
o
v
a
l
 fro
m
 
t

h
e
 C
o
m
m
o
n
,
w
e
a
l
t
h
 of
 

p
r
o
hi
b
i
t

e
d
 

I
m
mi
g

r
a
nt
s
 

蛾

Jll 

新

戸

水

寛

人

米

田

奈

良

山

田

吉 良

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

四 四 四 四 四
〇

二
九

二
七 一九

九
四

八
九

八 八
ー

七
六
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国際法外交雑誌総索引

仏
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
間
通
商
協
約

国
際
法
の
現
在
及
将
来

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
議
事
一
、
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
国
の
既
設
且

承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

第
ニ
ベ
ル
リ
ン
条
約

(
P
a
g
e2759•No. 

5
3
0
)

東
方
問
題
の
決
定
に
関
し
大

不
列
顛
国
襖
匈
国
仏
国
伊
国
魯
土
国
間
の
条
約
(
-
千
八
百
七
十
八
年
七
月

十
三
日
伯
林
に
於
て
調
印
）

国
際
法
上
の
海
賊
に
関
し
我
刑
法
改
正
案
の
規
定
を
論
す

F
O
R
M
 O
F
 T
I
T
L
E
-
D
E
E
D
.
 

地
所
貸
渡
券
書

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E
 O
F
 TI
T
L
E
.
 

一
九

0
0
年
万
国
々
際
法
協
会
決
議
一
、
暴
動
蜂
記
の
際
第
三
国
暴
動
国
の

既
設
且
つ
承
認
政
府
に
対
す
る
権
利
及
義
務

千
九

0
0
年
第
九
月
万
国
々
際
協
会
決
議
案
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
の
蜂
起

せ
る
既
設
且
つ
承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
及
第
三
国
臣
民
の
権
利
義
務

第
一
サ
ン
ス
テ
フ
ァ
ノ
条
約

(
P
a
g
e2672•No. 

5
1
8
)

露
西
亜
国
土
耳
古

国
間
予
備
平
和
条
約
（
一
千
八
百
七
十
八
年
二
月
十
九
日
同
年
三
月
三
日
サ

ン
ス
テ
フ
ァ
ノ
に
於
て
調
印
）

D
R
O
I
T
 M
A
T
R
I
M
O
N
I
A
L
 C
O
M
P
A
R
E. 
L
'
A
D
U
L
T
E
R
E
.
 

大
阪
兵
庫

高

橋

消

米

田

奈

良

寺

尾
L
o
ui

s
 Bri

d
e
!
 

米

田

奈

良

吉 亨

秋

山

雅

之

介

吉

四 四 四 四 四

二
七

一
八 九

六
四
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四
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四
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四
五
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五
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総

条
約
の
解
釈
を
論
ず

外
国
人
の
地
位
を
論
ず
（
第
二
号
続
）

終
結
議
定
書

目
砂
糖
奨
励
金
に
関
す
る
万
国
会
議
条
約

次

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 
O
F
 
T
H
E
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
 

東
清
鉄
道
に
依
り
外
国
人
の
通
行
許
可
に
関
す
る
規
則

清
国
砿
業
条
例

船
舶
の
需
要
品
に
関
す
る
税
関
細
則

豪
州
移
民
制
限
法
施
行
細
則
（
千
九
百
一
年
十
二
月
三
十
一
日
発
布
）

海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件

十
五
年
四
月
二
十
五
日
）

希
土
両
国
間
領
事
職
務
問
題
争
議
仲
裁
々
判

（
明
治
三

国
際
法
学
会
四
月
例
会
討
論
記
事
（
四
月
十
八
日
午
後
七
時
十
五
分
開
会
）

議
題
条
約
中
最
恵
国
条
款
に
付
き
条
件
の
有
無
明
記
な
き
場
合
に
お
け
る

解
釈
如
何

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

有
賀
博
士
の
外
交
文
書
に
関
す
る
意
見
に
対
す
る
外
交
当
局
者
の
説

殖
民
地
生
産
的
消
費
品
に
対
す
る
仏
国
輸
入
税
最
低
率
適
用

千
九
百
一
年
豪
州
関
税
法
船
舶
需
要
品
に
関
す
る
規
定

O
F
 

山

田
寺

尾

倉

知

鐵

n
u

百
田

ヵ
―

F
~

豊

良 亨

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

吉 次
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国際法外交雑誌総索引

在
天
津
帝
国
専
管
居
留
地
の
土
地
に
関
す
る
件

欧
州
公
法
学
者
の
戦
争
観
並
に
平
和
観

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法

[
P
u
b
li
c
'
N
o
.
9
0
]
 

(
英
文
）

欧
州
列
国
砂
糖
会
議
開
設
理
由

豪
州
新
西
蘭
移
住
制
限
法

フ
ヰ
リ
ッ
ピ
ン
群
島
臨
時
収
入
法

千
八
百
九
十
四
年
十
二
月
の
清
国
労
働
者
入
国
禁
止
に
関
す
る
米
清
両
国
間

の
条
約
及
其
他
の
関
係
法
規
（
英
文
）

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
議
事
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
国
の
既
設
且
承
認

政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

伯
林
会
議
ノ
一
般
議
定
書
訳
文
（
一
千
八
百
八
十
五
年
二
月
二
十
六
日
伯
林

に
於
て
調
印
）

明
治
初
年
外
交
実
歴
談

D
E
 L
A
 L
O
I
 J
A
P
O
N
A
I
S
E
 E
T
 D
U
 P
R
OJ
E
T
 D
E
 L
O
I
'
T
Y
P
E
 

S
U
R
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 D
'
A
U
T
E
UR. 

仏
国
丁
抹
外
三
国
間
通
商
及
工
商
標
保
護
協
約

外
務
省
令
第
五
号

外
務
省
告
示
第
五
号

馬
山
日
本
専
管
居
留
地
取
極
書

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規
（
承
前
）

A
ct
of
 

M
ay
 6,
 
1
8
8
2
.
 

（
英
文
）

蛾

JII 

山

田
R
e
nt
aro Mi

zuno 

副

島

種

臣

高

橋

清

米

田

奈

良

新 良 吉

六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 五
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四

二
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九
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五
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総 目 次

豪
州
連
邦
居
住
証
明
書
出
願
書
式
並
に
身
分
申
告
書
雛
形

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
会
議
録
（
九
月
八
日
午
前
会
議
）
暴
動
蜂
起
の

際
暴
動
国
の
既
設
且
承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

明
治
初
年
外
交
実
歴
談
（
続
）

D
E
 L
A
 L
O
I
 J
A
P
O
N
A
I
S
E
 E
T
 D
U
 P
R
OJ
E
T
 D
E
 L
O
I
'
T
Y
P
E
 

S
U
R
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 D
'
A
U
T
E
UR. 

南
亜
講
和
条
項

露
国
義
勇
艦
隊
会
社
定
款
（
千
九
百
―
一
年
―
一
月
四
日
裁
可
）

千
八
百
八
十
三
年
―
―
一
月
二
十
日
の
条
約
及
附
属
議
定
書
を
修
正
す
る
千
九
百

年
十
二
月
十
四
日
の
追
加
条
約

外
務
省
告
示
第
九
号

伯
林
会
議
一
般
議
定
書
（
完
）

国
際
法
学
会
討
論
速
記
録
（
六
月
二
十
三
日
）
議
題
一
国
は
其
本
国
と
領

地
と
の
間
に
大
洋
を
隔
つ
る
場
合
に
於
て
も
尚
ほ
沿
海
貿
易
（
C
a
b
ot
a
g
e)

の
特
権
を
主
張
し
て
他
国
船
舶
の
航
海
業
を
排
斥
す
る
こ
と
を
得
る
や
否
や

欧
州
公
法
学
者
の
戦
争
観
並
に
平
和
観

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

国
際
破
産
に
関
す
る
大
審
院
判
決
例

伯
林
会
議
の
一
般
議
定
書
訳
文
（
承
前
）

山

田
高

橋

清

雖

Jll 

良 新

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加

輻

豊

次

（

訳

）

R
e
nt
aro 
Mi

z
u
n
o
 

副

島

種

臣

篠

田

治

策

（

報

）

高

橋

清

米

田

奈

良

吉

七 七 七 七 七 七 七 七 七 六 六 六 六 六
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七

ニ
四

一九 一八 六
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国際法外交雑誌総索引

D
E
 L
'
E
X
I
S
T
E
N
C
E
 D
'
U
N
E
 S
A
N
C
T
I
O
N
 P
O
S
I
T
I
V
E
 D
A
N
S
 L
E
 

D
R
O
I
T
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 

外
国
人
の
私
権
享
有
に
就
て

仲
裁
裁
判
の
法
理

逼
羅
国
及
メ
ー
コ
ン
河
上
流
二
関
ス
ル
英
仏
協
約
千
八
百
九
十
六
年
一
月

十
五
日
締
約

松

原

山

田

雄 良

加

輻

豊

次

九 九 八 J¥ 八 八

馬
山
船
舶
検
疫
規
則
（
坂
田
領
事
報
告
）

J¥ 

D
E
 L
A
 L
O
I
 J
A
P
O
N
A
I
S
E
 E
T
 D
U
 P
R
OJ
E
T
 D
E
 L
O
I
,
T
Y
P
E
 

S
U
R
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 D
'
A
U
T
E
U
R
 

元
外
国
人
居
留
地
の
建
物
課
税
問
題
の
仲
裁
々
判

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

議
定
書
附
属
外
交
文
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
.
 

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）
（
英
文
）

戦
時
船
舶
仏
国
領
海
出
入
に
関
す
る
法
令
（
山
田
領
事
報
告
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
（
承
前
）

A
C
T
O
F
 
J

U
L
Y
 5,
 
1
8
8
4
.
 

(
英
文
）

家
屋
税
問
題
仲
裁
裁
判
に
関
す
る
議
定
書
（
外
務
省
告
示
第
十
号
）

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加
輻
豊
次
（
訳
）

有

賀

長

雄

R
e
nt
ar。
ァ
(
l
i
zuno

A
L
E
X
A
N
D
R
E
 C
O
R
S
I
 

八 八 八 八 八 八 J¥ 七

七
四

ー 五 四
二
九

二
五

二
0

一九
一
四 四 1
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総 目 次

寺

尾
Ni

nag
a
w
a
 Arat

a
 

高

橋

清

ブ
リ
ュ
ス
セ
ル
会
議
一
般
議
定
書
千
八
百
九
十
年
七
月
十
二
日
同
地
に
於

て
調
印

南
米
委
内
瑞
拉
国
外
国
人
取
調
に
関
す
る
法
令
（
本
年
五
月
二
十
八
日
発
布
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規

A
C
T
O
F
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 13
,
 

1
8
8
8
.
 

(
英
文
）

仏
英
間
ウ
ヱ
イ
マ
事
件
仲
裁
裁
判
宣
告

パ
ロ
ン
、
ラ
ム
ベ
ル
モ
ン
氏
判
決

仏
英
間
セ
ル
ヂ
ア
ン
、
マ
ラ
ミ
ー
事
件
仲
裁
裁
判
宣
告

月
十
五
日
ル
、
パ
ロ
ン
、
ラ
ム
ベ
ル
モ
ン
氏
判
決

D
E
 L
'
E
X
I
S
T
E
N
C
E
 D
'
U
N
E
 S
A
N
C
T
I
O
N
 P
O
S
I
T
I
V
E
 D
A
N
S
 L
E
 

D
R
O
I
T
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 

Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 A
 R
E
S
O
U
D
R
E
:
 (a
 

sui
vre) 
1. 
U
n
e
 i
d
e
e
 e
n
 c
o
nt
ra, 

di
ct
i

o
n
 avec le p
ri
n
ci
p

e
 fo
n
d
a
m
e
nt

al 
d
u
 droi
t

 i

nt
ernat
i

o
n
al. 

滞
欧
中
の
日
本
観

一
千
九
百
二
年
七

A
L
E
X
A
N
D
R
E
 C
O
R
S
I
 

一
千
九
百
二
年
七
月
十
五
日
ル
、

北
清
事
変
個
人
損
害
賠
償
の
件
（
外
務
省
告
示
第
十
二
号
）

韓
国
通
用
白
銅
貨
の
偽
造
変
造
取
締
（
勅
令
第
二
百
五
十
六
号
）

逼
羅
国
紙
幣
条
例

欧
州
列
国
砂
糖
条
約
に
関
す
る
露
国
政
府
の
抗
議
文
並
附
属
書

婚
姻
に
関
す
る
国
際
法

亨

米
田
奈
良
吉
（
報
）

米
田
奈
良
吉
（
報
）

フ

ヰ

リ

モ

ー

ア

塚

本

生

（

訳

）

1
0
 

九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九

四 四
11 ー

四
八

四
八

四
七

四
〇

四
〇 七 一六
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国際法外交雑誌総索引

第
二
十
祉
紀
の
始
に
於
け
る
国
際
法

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 
O
F
 
T
H
E
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1870 

独
逸
領
事
裁
判
権
に
関
す
る
千
九
百
年
四
月
七
日
の
法
律

小
包
郵
便
物
交
換
条
約

仲
裁
裁
判
の
法
理

万
国
郵
便
連
合

万
国
郵
便
連
合

万
国
郵
便
連
合

干
渉
の
定
義

価
格
表
記
信
書
及
箱
物
交
換
約
定

最
終
議
定
書

本
島
人
（
台
湾
）
亜
米
利
加
合
衆
国
及
其
領
土
内
渡
航
証
明
規
則
（
台
湾
総

督
府
令
第
八
十
号
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規
（
完
）
A
C
T
O
F
 O
C
T
O
B
E
R
 1, 

1
8
8
8
¥
A
C
T
 O
F
 M
A
Y
 5,
 

1
8
9
2
¥
A
C
T
 O
F
 N
O
V
E
M
B
E
R
 3, 
1893¥ 

A
C
T
 O
F
 A
U
G
U
S
T
 18, 
1894¥J
O
I
N
T
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 O
F
 
J

U
L
Y
 

7, 
1
8
9
3
¥
A
C
T
 O
F
 
J

U
N
E
 6,
 
1900 (
英

文

）

漢
堡
万
国
海
法
会
議

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

D
E
 C
R
I
M
E
 P
O
L
I
T
I
Q
U
E
 A
U
 PO
I
N
T
 D
E
 V
U
E
 D
U
 DR
O
I
T
 IN' 

T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
.
 

O
F
 

蛾

川

新

カ

テ

ラ

ニ

］

（

甚

訳

）

蜻

11

新

加

輻

豊

次

松

波

仁

一

郎

加

藤

正

治

（

報

）

Ni

n
ag
a
w
a
 A
r
at
a
 

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

松

原

雄

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

四
五 7

 
ー 六

二
九

ニ
八

二
七 一七 四
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逼
羅
国
に
就
て

総 目 次

東
京
帝
国
大
学
法
科
国
際
公
法
演
習
報
告

最
恵
国
条
款

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

（
完
結
）

第
二
十
世
紀
の
始
め
に
於
け
る
国
際
法
（
続
第
二
）

R
E
G
L
E
M
E
N
T
 S
U
R
 L
E
S
 R
A
P
P
O
R
T
S
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
U
X
 

E
N
 M
A
T
I
E
R
E
 D
E
 F
 AI
L
L
I
TE. 
P
r
op
o
si
t
i

o
n
s
 
defini
t
i

v
e
s
 
d
e
 la 

C
o
m
mi
ssi
o
n
 d
e
 l'
Inst
i
t

ut
 

d
e
 D
r
oi

t
 i

nt
e
r
n
at
i

o
n
al. 

戦
時
禁
制
海
運
論

仏
逼
条
約
（
千
九
百
二
年
十
月
七
日
巴
里
に
於
て
調
印
）

華
盛
頓
締
結
価
格
表
記
信
書
及
箱
物
交
換
約
定
の
施
行
細
則

蘭
領
印
度
真
珠
貝
等
採
猟
規
則

露
領
沿
海
州
及
黒
龍
州
地
方
郡
制
施
行

満
州
談

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て
（
承
前
）

山
川
端
雄
（
口
演
）

佃
速
記
事
務
所
員
（
速
起

小

川

卿

太

郎

高

橋

作

衛

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加

輻

豊

次

（

慰

カ

テ

ラ

ニ

（
共
感

雖

川

新

加

輻

豊

次

遠

藤

源

六

加

輻

豊

次

戸
水
寛
人
（
口
演
）

佃
速
記
事
務
所
員
（
逃
記
）

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加

輻

豊

次

（

訳

）

3
 

四
五

ー

ニ
八

ニ
八 三

七
ー

六
八

六
五

六
四

四
九

四
五



国際法外交雑誌総索引

戦
時
禁
制
海
運
論
（
其
二
）

逼
羅
国
改
正
検
疫
規
則
（
本
令
を
以
て
千
九
百
―
一
年
六
月
十
一
日
の
勅
令
を

廃
す
）

清
国
吉
林
省
砿
務
章
程

外
務
省
告
示
第
一
号

韓
国
政
府
赤
十
字
条
約
加
盟

D
I
F
F
E
R
E
N
T
E
S
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 A
U
 S
UJ
E
T
 D
E
 R
E
G
L
E
M
E
N
T
 

S
U
R
 L
E
S
 R
A
P
P
O
R
T
S
 I
N
T
E
R
N
A
 T
I
O
N
A
U
X
 E
N
 M
A
T
I
E
R
E
 

D
E
 F
 AI
L
L
I
T
E
.
 

ビ
イ
ッ
セ
ル
氏
最
恵
国
条
款
論

議
題
明
治
三
十
六
年
一
月
二
十
九
日
国
際
法
学
会
討
論
速
記
軍
艦
に
非

さ
る
国
家
の
船
舶
は
（
国
有
た
る
と
私
船
を
借
り
上
け
た
る
場
合
を
も
含
む
）

外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
る
か

韓
国
中
央
銀
行
条
例
（
本
年
三
月
二
十
六
日
勅
令
第
八
号
と
し
て
発
布
）

韓
国
兌
換
金
券
条
例

小
包
郵
便
物
交
換
条
約
施
行
細
則

墨
国
関
税
算
定
法
（
千
九
百
二
年
十
一
月
二
十
五
日
発
布
）

英
国
政
府
委
内
瑞
拉
国
諸
港
湾
封
鎖
告
示

十
二
月
二
十
日
同
国
官
報
所
載
）

布
畦
銀
貨
及
銀
貨
証
券
に
関
す
る
法
律

（
仏
国
外
務
省
告
示
千
九
百
二
年

有
賀
長
雄
（
出
題
）

太

田

遠

藤

源

郎 六

E
R
N
E
S
T
 R
O
G
U
I
N
 

五
八

五
七

四 ニ
四 ー

六
六

六
六

六
五

六
四

五
六

五
六

五
五

五
五
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総 目 次

第
二
十
世
紀
の
始
め
に
於
け
る
国
際
法
（
続
第
三
）

福
州
水
先
案
内
人
規
程

外
国
貨
紙
幣
偽
造
取
締
規
則
（
勅
令
第
七
十
三
号
明
治
三
十
六
年
四
月
十
一

日
公
布
）

逓
信
省
告
示
第
二
百
五
十
三
号

智
利
班
倫
比
亜
両
国
間
同
盟
条
約
（
三
十
五
年
十
一
月
九
日
附
在
墨
国
帝
国

公
使
館
報
告
）

三
月
五
日
例
会
議
事
速
記
論
題
千
九
百
一
年
豪
州
移
民
制
限
法
（
国
際

法
雑
誌
第
二
号
八
十
九
頁
以
下
同
法
第
三
条
第
五
条
等
）
中
に
欧
州
語
の
何

れ
か
に
て
自
己
の
名
を
署
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
は
豪
州
に
入
る
を
許
さ

ず
ま
た
既
に
豪
州
に
在
る
者
に
対
し
欧
州
語
中
五
十
字
に
付
試
験
を
な
し
不

合
格
者
を
国
外
に
放
逐
す
と
の
こ
と
あ
り
之
れ
に
対
し
日
本
は
抗
議
を
呈
す

る
権
利
な
き
か

逼
羅
に
於
け
る
国
際
法
及
び
外
交
問
題
（
会
報
）

戦
時
禁
制
海
運
論
（
其
―
―
―

第
十
三
号
の
続
）

逼
羅
に
於
け
る
国
際
法
及
び
外
交
問
題
・
捕
逸
（
会
報
）

議
定
書

豪
州
移
民
制
限
法
除
外
例
停
止

喜
望
殖
民
地
移
住
民
制
限
法

カ

テ

ラ

ニ

ー

（

去

訳

）

蜻

川

新

加

輻

豊

次

遠

藤

源

六

稲

垣

満

次

郎

稲

垣

浦

次

郎

中

村

進

午

一七 一七 一六
一

五 一
四

六
五

六一 六 六 六
〇

五
九

五
九

15 



国際法外交雑誌総索引

学
芸
及
美
術
著
作
権
保
護
万
国
同
盟
加
入

秋

山

雅

之

介

寺

尾

信

夫

淳

亨 平

一七 一七 一七

外
務
省
告
示
第
六
号
（
明
治
三
十
六
年
八
月
三
日
）

内
務
省
告
示
第
五
十
一
号
（
明
治
三
十
六
年
八
月
十
日
）

グ
ワ
テ
マ
ラ
共
和
国
赤
十
字
条
約
加
盟

外
務
省
告
ホ
第
三
号
（
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日
）

農
商
務
省
告
示
第
百
一
号
（
明
治
―
―
―
十
六
年
五
月
十
三
日
）

天
津
日
本
居
留
地
拡
張
取
極
書
（
明
治
―
―
―
十
六
年
外
務
省
告
示
第
四
号
）

合
衆
国
移
民
法

韓
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
及

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
条
約
加
盟

グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
海

牙
条
約
加
盟

コ
、
ス
諸
島
海
峡
殖
民
地
編
入

墨
国
国
法
上
外
国
人
地
位

国
土
分
合
の
効
果
を
論
す

交
戦
団
体
の
承
認
を
諭
し
本
国
か
承
認
し
た
る
場
合
に
於
け
る
第
三
国
の
地

位
に
及
ふ

豪
州
連
邦
憲
法
（
千
九
百
年
七
月
九
日
）

ビ
イ
ッ
セ
ル
氏
最
恵
国
条
款
論
（
承
前
）

太

田

郎

一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七

八
六
六

六
六

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
四

五
九

五
八

四一
八
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総
豪
州
雇
主
被
雇
人
間
争
議
仲
裁
法
案
（
九
月
九
日
官
報
）

目 次

福
建
全
省
砿
務
総
局
議
擬
章
程
（
七
月
二
十
＿
―
-
日
官
報
）

マ
ニ
ラ
旅
客
手
荷
物
船
舶
積
込
規
則
改
正
（
七
月
八
日
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
輸
入
商
品
包
装
連
続
番
号
記
載
（
七
月
八
日
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
島
到
著
移
民
健
康
診
断
布
達
（
七
月
一
日
官
報
）

フ
ィ
リ
ビ
ン
群
島
合
衆
国
移
民
法
施
行

亜
爾
然
丁
国
官
有
地
払
下
法
（
六
月
二
十
七
日
官
報
）

領
海
論

第
ニ
―
回
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
プ
万
国
国
際
法
協
会
(

I

n

t

ernat
i

onal
L
a
w
 

Assoc1at1
on) 

千
八
百
九
十
二
年
国
際
法
学
会
委
員
会
報
告

自
国
臣
民
の
引
渡
千
九
百
年
比
律
賓
開
会
第
六
万
国
監
獄
会
議
決
議

国
際
法
上
に
所
謂
文
明
国
と
野
蛮
国

満
州
問
題
に
関
す
る
七
博
士
の
意
見
書
の
批
評

極
東
総
督
に
関
す
る
疑
義

極
東
に
於
け
る
日
露
海
軍
力
比
較
（
海
軍
省
並
に
外
字
新
聞
の
取
調
報
告
に

よ
る
）

日
本
移
民
論

満
州
に
於
け
る
露
兵
の
撤
去

雖

川

新

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

倉

知

鐵

吉

七
六

七

四
七 七 七 七 七

〇
六
〇

五 四
八

四

七
四 四

〇 四
ニ
四 一七
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国際法外交雑誌総索引

日
本
の
外
交
に
就
て

現
今
の
国
際
団
体
と
非
欧
州
国
民
（
第
二
十
世
紀
の
始
め
に
於
け
る
国
際
法

第
十
五
章
本
誌
第
一
巻
第
十
七
号
参
照
）

日
本
移
民
論

フ
ィ
ド
ロ
ッ
フ
氏
東
洋
に
於
け
る
露
国
商
業
政
策

ク
リ
ー
ン
博
士
領
海
論

ヲ
ー
ベ
ル
氏
領
海
論

万
国
国
際
法
学
会
委
員
会
報
告

万
国
国
際
法
学
会
委
員
会
報
告

ス
テ
ッ
ド
氏
極
東
に
於
け
る
日
本
の
地
位

干
渉
の
定
義
を
論
し
て
主
権
と
国
際
法
と
の
関
係
に
及
ふ

清

水

市

太

郎

フ

ィ

ド

ロ

ッ

フ

ア
ル
フ
レ
ッ
ト
、
ス
テ
ッ
ド

極
東
に
於
け
る
日
露
艦
隊
の
将
来

山

川

端

夫

倉

知

鐵

カ

テ

ラ

ニ

ー

加

輻

豊

次

（

訳

）

立

露
国
の
黒
海
艦
隊
を
論
す

吉

松

波

作仁

太

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
命
令
撤
去

逼
羅
国
政
府
検
疫
規
則
発
布
（
十
月
一
日
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
逼
羅
国
裁
判
官
任
命

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
（
八
月
五
日
官
報
）

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
条
例
廃
止
（
九
月
九
日
官
報
）

布
告
数
件

加
奈
陀
清
国
移
民
条
例
改
正
（
九
月
十
八
日
官
報
）

郎 郎

九
七

九 六
四

六 四
七 ＿九

二
九

ニ
四

一七
七
九

七
九

七
九

七
九

七
八

七
八

七
七
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総 目 次

海
牙
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
最
初
の
判
決

設
仲
裁
裁
判
所
言
渡
仲
裁
判
決

仏
国
ル
ー
ア
ン
開
会
の
国
際
平
和
会
議

仏
国
と
本
邦
と
の
本
年
度
外
交
官
試
験
問
題
比
較

露
国
政
府
黒
龍
江
貿
易
汽
船
会
社
保
護
金
(
+
月
二
十
四
日
官
報
）

ブ
リ
チ
ッ
シ
ュ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
漁
業
法
改
正
(
+
月
二
十
九
日
官
報
）

マ
ニ
ラ
港
境
界
設
定
（
十
月
三
十
日
官
報
）

日
本
移
民
論

英
仏
仲
裁
裁
判
新
条
約

レ
ー
ド
氏
清
国
革
新
策

清
国
と
列
国
と
の
改
正
条
約

英
清
通
商
条
約

甲
号
附
録
第
一
号

甲
号
附
録
第
二
号

千
九
百
―
一
年
十
月
十
四
日
海
牙
常

国
際
行
政
法
に
就
て

欧
州
の
古
代
と
我
国
の
維
新
後
と
に
於
け
る
外
国
人
の
権
利
制
限

加
拿
陀
鉄
道
法
改
正
（
十
月
二
十
九
日
官
報
）

露
西
亜
極
東
太
守
管
轄
内
軍
隊
管
理
(
+
月
十
六
日
官
報
）

米
田
奈
良
吉
（
訳
）

廿

福

力

1
丁
＂
“

レ

豊

次 ド

高

橋

作

衛

倉

知

鐵

松

原

吉 雄

中

村

進

午

九
0
1
9

八
九

八 八 七
七 一七 ニ四

ニ
四

一七 六

1
0
0
 

九
九

九
九

九
九

九
八



国際法外交雑誌総索引

満
州
に
於
け
る
日
本
臣
民
不
当
拘
禁
事
件

乙
号
附
録
第
一
号

乙
号
附
録
第
二
号

乙
号
附
録
第
三
号

T
R
E
A
T
Y
 
B
E
T
W
E
E
N
 
G
R
E
A
T
 
B
R
I
T
A
I
N
 
A
N
D
 

S
I
G
N
E
D
 A
T
 SH
A
N
G
H
A
I
,
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 5,
 
1
9
0
2
 

A
N
N
E
X
 A
 
(
1
)
.
 

A
N
N
E
X
 A
 
(
2
)
.
 

A
N
N
E
X
 B
 
(

1

)

.

 

A
N
N
E
X
 B
 
(
2
)
.
 

A
N
N
E
X
 B
 
(

3

)

.

 

C
H
I
N
A
,
 

A
N
N
E
X
 C. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 

t
i

onal Rules. 

露
西
亜
の
欲
望
と
日
本
立
脚
の
地

A
d
di
,
 

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や

日
本
移
民
論

「
タ
イ
ム
ス
」
通
信
員
放
逐
事
件
と
露
国
の
外
人
追
放
新
法

丙
号
附
録
内
地
水
路
汽
船
航
通
附
則

高 高

橋

作

衛

倉

知

鐵

立

橋

作

衛

吉

作

太

郎

戸

水

寛

人

四 四 四 四 四

一七 四
―1
0
 

1
0
九

1
0
八

1
0
七

1
0
七

1
0
六

九
四

九 九 九 九
0
2
0



総
支
那
に
於
け
る
外
国
鉄
道
表

目
清
国
鉄
道

次

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や

清
国
に
於
け
る
列
国
企
業
の
年
表

C
O
M
M
E
R
C
I
A
L
 T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 

A
N
D
 C
H
I
N
A
.
 

宣
戦
の
詔
勅
（
官
報
号
外
十
日
午
後
十
時
公
布
）

露
帝
の
宣
戦

日
露
交
渉
顛
末

国
交
断
絶
公
文

国
際
公
法
と
国
際
事
実

追
加
日
清
通
商
航
海
条
約
の
要
領

国
際
的
観
察
に
基
け
る
刑
法
改
正
草
案
の
偽
造
罪

朝
鮮
国
中
立
の
価
値

嗚
呼
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
、
ペ
レ
ル
ス
博
士

北
米
合
衆
国
海
戦
法
規

英
仏
新
仲
裁
条
約
に
関
す
る
欧
州
人
の
批
評

外
人
の
支
那
に
於
け
る
採
砿
権

高

橋

作

衛

立

作

太

郎

松

田

道

倉

知

鐵

吉

有

賀

長

雄

米
田
奈
良
吉
（
訳
）

I 

二

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四

六 四
ニ
八

一
六 七 Vlll lV lV 

八
四

七
六 六

二
七

二
五
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国際法外交雑誌総索引

日
露
戦
争
の
始
期
に
関
す
る
事
実

軍
艦
千
島
事
件
意
見

日
清
通
商
航
海
条
約

往
復
外
交
文
書

中
日
通
商
行
船
条
約
続
約
（
清
国
文
）

S
U
P
P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 
T
R
E
A
T
Y
 
O
F
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 

N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 C
H
I
N
A
 

A
N
N
E
X
 1. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 

A
N
N
E
X
 2.
 

A
N
N
E
X
 3.
 

A
N
N
E
X
 4.
 

A
N
N
E
X
 5.
 

A
N
N
E
X
 6.
 

A
N
N
E
X
 7. 

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や
（
承

前）日
本
移
民
論

内
地
水
路
汽
船
航
通
規
則

A
N
D
 

倉

知

鐵

立 匿

吉

作

太

郎 名

清

水

市

太

郎

六 六 六 五 五 五 五

九

五
附
録
二
六

五 五 五 五 五 五 五

附
録
ニ
―

附
録
二
四

附
録
二
八

附
録
二
九

附
録
三
〇

附
録
三
二

五
附
録
一
六

附
録
八

附
録
六

附
録
四

附
録 七

六
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総 目 次

露
国
回
牒
の
諄
妄
（
三
月
三
日
内
外
諸
新
聞
に
掲
け
ら
る
）

露
国
公
使
の
京
城
撤
退
（
明
治
三
十
七
年
二
月
十
五
日
）

清
国
の
中
立
（
二
月
十
九
日
官
報
）

仏
国
の
中
立
条
件

露
国
側
の
外
交
始
末

露
国
の
回
牒
（
二
月
二
十
四
日
外
務
省
着
電
）

千
島
艦
事
件
意
見
書

防
御
海
面
令
（
勅
令
三
十
七
年
一
月
二
十
三
日
官
報
）

外
国
電
報
の
制
限
（
省
令
二
月
五
日
官
報
）

軍
事
郵
便
物
（
省
令
二
月
五
日
官
報
）

露
国
商
船
拿
捕
猶
予
（
勅
令
―
一
月
九
日
官
報
）

外
交
官
領
事
官
臨
時
増
員
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

領
事
館
費
用
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

戦
時
又
は
事
変
に
際
し
官
吏
に
非
す
し
て
陸
軍
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
待

遇
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

送
加
幅
雖
両
学
士
序

露
国
の
宣
言
を
評
す

マ
ン
ヂ
ュ
ー
ル
号
事
件

清

水

市

太

郎

高 高 高

橋

作

衛

橋

作

衛

橋

作

衛

3
 

六
附
録
三
九

2
 

六
附
録
三
九

六
附
録
―
二
八

六
附
録
三
七

六
附
録
三
六

六
附
録
三
六

六
附
録
三
五

六

八

六

六
五

六

六
四

六 六 六 六 六 六 六

六 六
〇

五
七

五
五

五 四
〇



国際法外交雑誌総索引

日
露
戦
争
開
始
の
時
期
如
何

海
陸
軍
に
対
す
る
勅
語
（
二
月
十
四
日
官
報
）

海
軍
治
罪
法
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

臨
時
海
軍
軍
法
会
議
及
ひ
海
軍
合
囲
地
軍
法
会
議
に
於
け
る
主
理
、
録
事
、

海
軍
警
査
に
関
す
る
件
（
同
上
）

同
上
（
訓
令
二
月
十
日
官
報
）

防
御
海
面
区
域
（
二
月
十
日
）

捕
獲
審
検
所
開
設
（
十
日
官
報
）

戦
時
禁
制
品
（
訓
令
二
月
十
日
）

陸
軍
兵
籍
規
則
（
陸
軍
省
令
第
六
号
）

郵
便
物
の
件
（
二
月
十
日
）

伴
虜
情
報
局
の
設
置
（
勅
令
二
月
二
十
二
日
官
報
）

日
韓
議
定
書
（
二
月
二
十
七
日
）

捕
獲
審
検
令
改
正
（
三
月
二
日
官
報
）

露
国
の
戦
時
規
定

日
本
移
民
論

露
国
臣
民
保
護
（
訓
令
二
月
九
日
官
報
）

海
軍
戦
時
給
与
規
則
中
改
正
の
件
（
同
上
）

倉

知

鐵

寺

尾

吉 亨

七 七

六

六
附
録
五
〇

六 六 六

附
録
四
八

附
録
四
七

附
録
四
六

六
附
録
四
五

六
附
録
四
五

六
附
録
四
一

六
附
録
四
一

六

附

録

四

六 六

附
録
四
二

附
録
四

六

附

録

四

六
附
録
四
〇

六
附
録
四
〇

六

附

録

四

0
2
4



総
清
国
に
於
け
る
諸
外
国
鉄
道

目
戦
時
禁
制
品
に
付
て

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や

前）日
英
、
仏
露
二
国
際
同
盟
条
約
の
比
較

万
国
国
際
法
学
会
本
年
度
の
議
題

露
国
海
上
捕
獲
規
程

C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
N
C
E
 
R
E
G
A
R
D
I
N
G
 

B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A
.
 

日
本
移
民
論

原
文
井
英
文

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
開
戦
観

T
H
E
 N
E
G
O
T
I
A
T
I
O
N
S
 

（
三
月
十
二
日
倫
敦
「
タ
イ
ム
ス
」
所
載
）

次

戦
争
償
金
に
関
す
る
先
例

拿
捕
し
得
へ
き
船
舶
と
撃
沈
し
得
へ
き
船
舶

露
艦
の
日
本
商
船
撃
沈
を
評
す

日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
）

日
露
交
渉
に
関
す
る
往
復

日
露
開
戦
前
之
外
交
文
書

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
の
日
本
に
対
す
る
同
情

（

承

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ー
ラ
ン
ド

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

高

橋

作

衛

（

訳

）

高

橋

清

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

倉

知

鐵

立 高 立

吉

作

太

郎

橋

作

衛

寺

尾

亨

奥

山

清

次

（

訳

）

作

太

郎

J¥ J¥ 八 J¥ J¥ 八 J¥ J¥ 七
附
録
別
冊
1

七
附
録
別
冊

七

附

録

別

冊

七 七 七 七 七

四
九
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国際法外交雑誌総索引

立
君
の
捕
獲
開
戦
論
に
付
て

満
州
に
於
て
帝
国
軍
隊
の
行
へ
る
土
地
占
領
の
性
質

破
産
宣
告
の
国
際
的
効
力
（
承
前
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関
ス
ル
海
牙
条
約
ノ
説
明
書

現
行
日
本
帝
国
海
上
捕
獲
規
程

国
際
法
と
空
間

三
山
島
砲
撃
に
対
す
る
露
国
の
抗
議
を
評
す

再
ひ
露
艦
の
日
本
商
船
撃
沈
を
非
難
し
外
交
時
報
中
の
質
疑
に
答
へ
並
に
同

誌
編
纂
者
の
注
意
を
促
す

日
本
と
国
際
法
に
関
す
る
ケ
ベ
チ
ー
博
士
の
意
見

ザ
ン
ヌ
」
三
月
二
十
八
日

「
ガ
セ
ッ
ト
、
ド
、

独
国
（
独
文
）

仏
国
（
仏
文
）

現
時
の
国
際
団
体
中
小
国
家
の
地
位

破
産
宣
告
の
国
際
的
効
力

伴
虜
情
報
局
の
設
置
を
論
し
て
露
国
政
府
の
為
め
其
怠
慢
を
惜
む

「
マ
ン
ヂ
ュ
ー
ル
」
号
事
件
に
関
す
る
書
類

ロ
ー

牧

野

英

松

原
立 ロ 加力

輻テ

雄

作

太

郎

加

藤

正

治

牧

野

英

ラ

ン

ホ

ル

ラ

ン

ド 一

（

訳

）

高

橋

作

衛
豊ラ

ニ

ー

次

（

訳

）

加

藤

正

治

秋

，

山

雅

之

介

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1

0

 

九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 八

一
八

九 七 五
四

五 五
ノ＼

四
七 八

二
七

七
八
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総
今
日
の
戦
局
は
列
国
の
容
瞭
に
よ
り
終
了
す
べ
き
も
の
に
非
ず

目 次

露
国
汽
船
「
マ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

同
上
（
明
治
三
十
七
年
六
月
一
一
十
三
日
官
報
）

露
国
帆
船
「
ナ
デ
ー
ジ
タ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ロ
シ
ャ
」
号
に
対
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ム
ク
デ
ン
」
搭
載
貨
物
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月

二
十
二
日
検
定
）

露
国
帆
船
「
レ
ス
ニ
ッ
ク
」
号
に
関
す
る
高
等
捕
獲
審
検
所
の
検
定

三
十
七
年
六
月
二
十
四
日
官
報
）

露
国
汽
船
「
ジ
ュ
リ
ヤ
デ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十

四
日
官
報
）

諾
威
汽
船
「
ア
ッ
ギ
ー
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
―
―
―
十
七
年
七
月
一
日
官

報）赤
十
字
条
約
ヲ
海
戦
二
応
用
ス
ル
海
牙
条
約
二
関
ス
ル
仏
国
ル
ノ
ー
ル
博
士

ノ
説
明
書

諾
威
国
汽
船
「
ヘ
ル
ム
ス
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

同
「
ア
ル
グ
ン
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

露
国
商
船
「
ム
ク
デ
ン
」
号
に
関
す
る
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治
三
十
七

年
三
月
十
二
日
官
報
）

（
明
治

寺

尾

亨

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

-
0
 

1
0
 

八
〇

六
〇

五
七

五 五 四
六

二
九

二
七

二
五
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国際法外交雑誌総索引

土
地
割
譲
に
伴
ふ
国
籍
変
更
に
関
す
る
約
定
の
注
意

戦
争
の
定
義
に
関
す
る
疑
義

更
ら
に
国
際
私
法
上
よ
り
視
た
る
我
民
訴
草
案
の
根
本
的
概
念
を
諭
す

国
際
私
法
上
よ
り
観
察
し
た
る
我
民
事
訴
訟
法
修
正
案

続
日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
ひ
弁
妄
）
（
承
前
）

国
際
的
行
為
に
就
て

海
牙
仲
裁
条
約
に
関
す
る
デ
カ
ン
博
士
の
理
由
説
明
書

領
海
説

国
際
棉
花
会
議

亜
細
亜
問
題

再
ひ
公
海
に
於
け
る
水
雷
沈
設
に
関
す
る
英
国
学
者
の
所
説

公
海
に
於
け
る
水
雷
沈
設
に
関
す
る
英
米
学
者
の
所
見

韓
露
両
国
間
交
戦
状
態
成
立
時
期
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て

何
故
に
ダ
ー
ダ
ネ
ル
海
峡
は
梗
塞
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
乎

露
国
陸
海
軍
及
び
義
勇
艦
隊
の
国
際
法
違
反
を
論
ず

日
露
戦
争
開
始
期
論

露
国
義
勇
艦
隊
の
暴
挙

続

捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
び
弁
妄

破
産
宣
告
の
国
際
的
効
力
（
承
前
・
完
）

中

村

進

午

立 蜆

JI I 
作

太

郎 新

花

岡

敏

夫

花

岡

敏

夫

山

口

弘

ウ

エ

セ

リ

ッ

キ

ー

ホ

ル

ラ

ン

ド

博

士

高

橋

作

衛

松

原

立

雄

作

太

郎

秋

山

雅

之

介

加

藤

正

治

゜
一
七 五

＼
＼
 

J

J

 

七
六

七
〇

六
八

六
六

六
〇

五
七

五 四
八 五

一
七 七
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総 目 次

海
牙
平
和
会
議
二
提
出
セ
シ
露
国
仲
裁
条
約
案
—
ー
癖
盆
5的
仲
裁
裁
判
ノ
説

明 戦
地
に
於
け
る
国
際
法
問
題

「
ア
ラ
ン
ト
ン
」
号
に
就
て

露
国
捕
獲
法
に
就
て

商
船
に
関
す
る
権
利
義
務

国
際
的
行
為
に
就
て

（
第
二
巻
第
十
二
号
と
続
け
て
読
む
べ
し
）

朝
鮮
の
地
位
に
関
す
る
英
国
学
者
の
意
見

海
牙
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
二
関
ス
ル
デ
カ
ン
博
士
ノ
説
明
書
（
承
前
）

朝
鮮
の
処
分

「
レ
シ
テ
リ
ヌ
イ
」
事
件
に
関
す
る
弁
明
書

「
タ
リ
ヤ
」
号
捕
獲
検
定
書

捕
獲
船
西
平
号
の
解
放

ダ
ー
ダ
ネ
ル
海
峡
問
題
等
に
関
す
る
英
国
首
相
の
答
弁

「
マ
ラ
ッ
カ
」
号
事
件
に
関
す
る
英
国
首
相
弁
明

英
国
ロ
ー
レ
ン
ス
博
士
の
最
新
著
書

瑞
典
諾
威
国
及
丁
抹
国
の
中
立
規
則

露
国
と
欧
州

蛾

JI I 

テ
ー
ジ
エ
ー

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ナ

イ

ペ

新

ロ
ー
レ
ン
ス

ル

ス

山

口

弘

商

橋

作

衛

戸

水

寛

人

高

橋

作

衛

五 二
九

二
六 一八

1

0

 

八 五
八

五
六

五
四

五 五
六

四
九

四
一九
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国際法外交雑誌総索引

再
ひ
露
国
捕
獲
法
に
就
て

石
炭
の
供
給
に
関
す
る
一
先
例

英
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

米
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

伊
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

満
州
開
放
後
に
於
け
る
裁
判
権
問
題

軍
律
及
軍
事
警
察

(
D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 J
u
ri
di
q

u
e
 d
e
s
 s
uj
et
s
 en, 

波
羅
的
艦
隊
暴
乱
事
件
及
其
解
決
方
法

日
本
に
於
け
る
国
際
法
研
究
の
進
歩

本
年
度
外
交
官
試
験
問
題

万
国
国
際
法
学
会
本
年
度
の
議
題

露
国
と
中
立
船
八
月
十
九
日
コ
ル
ン
ウ
ォ
ー
ル
、

ト
レ
ガ
ル
テ
ン
に
於
て

交
戦
国
船
舶
と
中
立
国
港

中
立
国
船
の
待
遇

交
戦
国
船
舶
と
中
立
国
港
湾

敵
国
臣
民
の
地
位
に
就
て

n
e
m
is
 au
 J
a
p
o
n
)
 

セ
ン
ト
、

ア
イ
ヴ
ス
、

ダ
プ
ル
ユ
ー
、

ア
イ
、

ウ
イ
ト
ネ
ス

エ
ー
ジ
ェ
ー
、
ラ
ム

(

A

.

 

J. 
R
a
m
)
 

ジ
エ
ー
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

デ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

高

橋

清

牧

野

英

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

松

原

在

外

法

律

顧

問

山

田

寺

尾

ア
ル 雄 良 亨

五
四

五 五 五
〇

四
六

四一
一九 六

一五
1

0

 

五
七
六

七
四

七

30 



総
露
国
兵
の
清
国
服
著
用
に
就
て

戦
場
に
於
け
る
菌
獲
物

目

エ
ル
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

(

L

.

 

O
p
p
e
n
h
ei
m

.

)

 

平
和
条
約
調
印
後
批
准
前
に
為
し
た
る
捕
獲

次

戦
争
の
是
非
及
本
質
に
関
す
る
数
説

ニ
た
び
露
国
捕
獲
法
に
就
て

領
海
の
範
囲

米
国
の
首
唱
せ
る
第
二
回
平
和
会
議
の
趣
意

蘇
西
運
河
条
約

露
国
伴
虜
の
解
放

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
戦
観
と
其
新
著

「
ナ
イ
ト
コ
ン
マ
ン
ダ
ー
」
号
事
件
と
ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
及
ひ
ギ
ブ
ソ
ン
、
バ

オ
ル
ス
氏

国
際
鉱
業
会
議
(

M

i

n
e
r
s
'
I
nt

e
r
n
at
i

o
n
a
l
C
o
n
g
r
e
s
s
)
 

捕
獲
審
検
所
論

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す

敵
国
臣
民
の
地
位
に
就
て

露
国
の
英
商
船
捕
獲
に
就
て

高

橋

作

衛

松

波

仁

郎

中

村

進

午

ア
ー
サ
ー
、
コ
ー
ヘ
ン

ト
ー
マ
ス
、
ギ
プ
ソ
ン
、
バ
オ
ル
ス

高

橋

作

衛

秋

山

雅

之

介

松

原

山

田
立

雄

高

橋

作

衛

秋

山

雅

之

介

良

作

太

郎

四 四 四 四 四

王
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国際法外交雑誌総索引

領
海
論
（
前
号
続
き
）

朝
鮮
談

北
海
事
件
の
国
際
審
査
に
関
す
る
英
露
の
協
約
文

戦
時
禁
制
品
及
中
立
国
船
舶
に
関
す
る
英
国
の
態
度

中
立
港
と
逃
窺
軍
艦
（
倫
敦
「
ス
ペ
ク
テ
ー
タ
」
所
論
）

日
露
戦
争
国
際
法
事
件
史
要

戦
時
禁
制
品
の
処
分
に
関
す
る
日
露
英
並
に
大
陸
の
諸
主
義
を
論
評
す

領
海
の
範
囲
（
第
三
号
の
続
）

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す
（
第
三
巻
第
三
号
の
続
）

満
州
の
行
政
制
度

石
炭
と
中
立
国
の
義
務

審
査
会
と
海
牙
条
約

英
国
の
中
立
宣
言

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す
（
前
号
か
ら
の
続
き
、

結
論
）

国
際
審
査
会
に
就
て

露
国
黒
海
艦
隊

立 無 立

作

太

郎

秋

山

雅

之

介

エ
ル
ネ
ス
ト
、
ナ
イ
ス

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

目

賀

田

種

太

郎

名

秋

山

雅

之

介
作

太

郎

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

（

編

）

ト
ー
マ
ス
、
ギ
プ
ゾ
ン
、
バ
オ
ル
ス

(
T
h
o
s
.
 
Gi

b
s
o
n
 B
o
w
l
e
s
)
 

ウ
イ
リ
ヤ
ム
、
テ
ー
、
ス
テ
ー
ド

(

W

illia
m
 T. S
t
e
a
d
)
 

六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四

1
0
 

四
四

四
一七 四

ニ
八

一七 六
六
八

四 四
〇

2
 

3
 

＿九



波
羅
的
艦
隊
と
ポ
ル
ト
サ
イ
ド
に
於
け
る
給
炭
の
便
宜

総 目

遼
東
守
備
軍
行
政
規
則

次

本
多
林
学
博
士
の
樺
太
に
関
す
る
意
見

ク
リ
ー
ン
博
士
ノ
書
信

バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の
運
命

外
交
官
及
領
事
官
試
験
規
則
の
改
正
を
促
す

日
清
戦
争
中
乙
未
会
の
建
議
案

英
国
の
中
立
宣
言

露
国
艦
隊
へ
の
給
炭

国
土
の
膨
張

従
軍
所
見
（
一
）

赤
十
字
条
約
と
海
戦

薩
唸
嘘
島
の
行
政
制
度

最
近
欧
州
雁
信
（
一
）

最
近
欧
州
雁
信
（
二
）

遼
東
守
備
軍
軍
律

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
書
信

伴
虜
待
遇
非
難
の
通
信
に
関
す
る
当
局
者
の
談
話

伴
虜
収
容
所
に
於
て
刀
剣
領
置
に
関
す
る
秋
山
参
事
官
の
談
話

マ
ル
コ
ル
ム
、
マ
ク
イ
ル
ラ
エ
ー
ス

(
M
a
l
c
o
l
m
 M
ci
l
w
r
ai
th
)

 

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

詭

JI I 

寺

尾

高 高

新 亨

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

高

橋

作

衛
橋

作

衛

橋

作

衛
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八
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五
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六
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国際法外交雑誌総索引

米
国
上
院
と
仲
裁
条
約

日
露
戦
争
国
際
法
事
件
史
要

蘭
ベ
ル
モ
ン
男
爵
の
長
逝

保
護
条
約
の
実
例

仏
国
チ
ュ
ニ
ス
間
担
保
条
約

仏
国
チ
ュ
ニ
ス
間
保
護
条
約

仏
国
安
南
間
保
護
条
約

仏
蘭
西
東
蒲
塞
間
条
約

仏
蘭
西
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
間
条
約

T
r
ai
t

e
 d
e
 g
a
r
a
nt
i

e
 c
o
n
c
l
u
 
a
 C
a
s
r
 S
ai:
d, 
le 
1
2
 
m
ai
 
1
8
8
1
,
 
e
n
tre
 la 

F
r
a
n
c
e
 et
 
T
u
ni
s. 

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 c
o
n
c
l
u
e
 a
 la 
M
a
r
s
a
 le 8
 j

ui
n
 18
8
3
 e
nt
re la F
r
a
n
c
e
 et
 
la 

T
u
ni
si
e
 po
u
r
 regler les r
a
p
p
o
rt
s
 re
s
p
e
ct
i
f

s
 de
s
 d
e
u
x
 P
a
y
s
.
 

T
r
ai
t

e
 c
o
n
c
l
u
 a
 H
u
e
 le 
6
 j

ui
n
 1
8
8
4
 
p
o
u
r
 c
o
n
s
a
c
r
e
r
 le 
p
rot
ect
o
r
at
 

d
e
 la 
F
r
a
n
c
e
 sur le 
roy
a
u
m
e
 d
'
A
n
n
a
m
 

明
治
三
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号
に
就
て

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賞

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

｛

貫

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賞

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

｛

貫

（

訳

）

木

島

孝

蔵

岡

田

朝

太

郎

高

橋

作

衛

八 八 }¥ 八 }¥ j¥ J¥ 八 J¥ 八 八 七 七

八 六 四
二
九

二
七

二
0

一
七

一
七

-
0
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四 一

七
3
4



公
m―

斎 目
浦
塩
斯
徳
は
自
由
港
と
な
す
可
か
ら
す
我
軍
港
と
な
す
可
し

次

従
軍
所
感

従
軍
所
感

従
軍
所
感

再
ひ
日
本
捕
獲
法
に
就
て

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 c
o
n
c
l
u
e
 a
 P
n
o
m
'
P
e
n
h
 le 1
7
 j

ui
n
 18
8
4
,
 
e
n
tre
 la 
F
r
a
n
c
e
 

et
 

le 
C
a
m
b
o
d
g
e
,
 p
o
u
r
 regler les 
r
a
p
p
o
rt
s
 respect
i
f

s
 de
s
 d
e
u
x
 Pays. 

F
R
A
N
C
E
-
M
A
D
A
G
A
S
C
A
R. 
T
r
ai
t

e
 d
u
 1
7
 d
e
c
e
m
b
r
e
 1
8
8
5
.
 

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
音
信

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 L
E
S
 B
A
T
I
M
E
N
T
S
 H
O
S
P
I
'
 

T
A
L
I
E
R
S
 

日
本
捕
獲
法
に
就
て

日
露
戦
争
の
中
立
法
規

軍
人
の
研
究
す
へ
き
国
際
法
の
要
目

休
戦
の
法
理

病
院
船
に
関
す
る
条
約
案

名
古
屋
に
於
け
る
伴
虜

欧
州
雁
信

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

雖

JI! 

田

中

高

橋

簗

新 遜

皆

川

治

廣

高

橋

作

衛

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

牧

野

英

蛸

J I I 

一

（

報

）

新

水

野

錬

太

郎

九 九 九 九 九 九 J¥ 八、 八 八 八 J¥ 八 ノ＼ J¥ 

三二
七 一

五 七
六 六

五
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国際法外交雑誌総索引

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）
第
一
英
国
及
其
の
属
領

等
威
海
衛
中
立
規
則
／
マ
ル
タ
中
立
追
補
宣
言
／
露
国
並
に
日
本
両
軍

隊
所
属
避
難
者
の
抑
留
場
取
締
条
例
／
蘇
士
運
河
に
関
す
る
告
示
／
蘇
士
運

河
以
外
の
埃
及
国
の
中
立
規
則
／
B
y
t
h
e
 Ki
n
g. 
A
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）
北
米
合
衆
国
中
立
規
則

B
Y
 T
H
E
 P
R
E
S
I
D
E
N
T
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
 AT
E
S
 O
F
 A
M
E
R
-

I
C
A
,
 A
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

国
際
棉
花
会
議

講
話
談
判
と
休
戦

捕
獲
審
検
所
の
管
轄
権
及
其
遵
守
法

逼
羅
丁
抹
間
新
条
約
の
締
結
（
英
文
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

時
局
に
於
け
る
ド
、

マ
ル
テ
ン
ス
教
授

和
蘭

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
交
戦
国
艦
隊

ク
リ
ー
ン
博
士
の
日
露
講
和
条
件
黒
竜
江
を
国
境
と
す
へ
し

家
屋
税
事
件
仲
裁
裁
判
判
決

逼
羅
国

西
班
牙
国

独
逸
国

伊
太
利
国

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

松

田

道

立

作

太

那

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九 九 九 九 九

ノ＼

゜
ニ
八 九

七
八

七
四

七
〇

七
〇

六
九

六
九

六
〇 八

36 



総 目

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
国
際
法
事
件
史
要
日
記
の
部
（
続
）

ウ
ィ
ッ
テ
の
宣
言
と
予
定
和
約

モ
ン
ロ
ー
主
義
を
論
ず

英
米
間
漁
業
問
題
の
概
要

白
令
海
漁
業
問
題
の
概
要

英
露
協
約
の
外
交
文
書

一
八
九
三
年
五
月
十
日

丁
抹
国
（
英
文
）

瑞
典
及
那
威
国

一
八
九
四
年
五
月
華
盛
頓
に
於
て
調
印
せ
ら
れ
た
る
白
令
海
及
北
部
太
平
洋

の
海
豹
漁
猟
に
関
す
る
合
衆
国
政
府
と
露
西
亜
帝
国
政
府
間
の
協
約

A
g

r
e
e
m
e
nt
 
b
et
w
e
e
n
 th
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
nt
 
of
 t

h
e
 U
ni
t
e
d
 St
at
es a
n
d
 t
h
e
 

I
m
p
e
ri
al 
G
o
v
e
r
n
m
e
nt
 
of
 
R
u
s
si
a, 
for a
 m
o
d
u
s
 vi
v
e
n
di
 i
n
 relation t
o
 

欠

庄

e
Fur,seal 
F
i

sheries 
i
n
 B
e
h
ri
ng
 

S
e
a
 
a
n
d
 t
h
e
 
N
o
rt
h
 Pacific 

・
O
c
e
a
n
.
|
Si
g
n
e
d
 at
 
W
a
s
hi
ng
t
on, M
a
y
 4,
 1
8
9
4
.
 

（
チ
チ
キ
ヌ
氏
よ
り
ホ
ワ
ー
ド
氏
に
送
り
た
る
も
の
）

（
二
十
二
日
）
聖
彼
得
堡

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

葡
萄
牙
国

清
国

填
太
利
国

仏
蘭
西

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

秋

山

雅

之

介

立 高
橋
作
．
衛
蘊
編
）

四 四 四 四 四 四

作

太

郎

四

-
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

ニ
八

二
六 一八

九
四

七
五

七

゜
四

六
四

五
〇

四一 四
〇
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国際法外交雑誌総索引

東
京
帝
国
大
学
教
授
の
抗
議

六
博
士
の
上
奏
文

中
立
国
船
舶
の
撃
沈
に
就
て

中
立
国
船
の
撃
沈
に
就
て

白
耳
義
国
際
法
大
家
ナ
イ
ス
氏
の
性
行

露

国

叛

乱

軍

艦

「

ク

ニ

ャ

ヅ

、

ポ

テ

ム

キ

ン

」

捕
獲
審
検
所
は
平
和
克
復
と
共
に
当
然
消
滅
す
へ
き
も
の
な
り
や

捕
獲
法
と
学
術
品

条
約
批
准
問
答

ボ
ス
ニ
ア
及
ひ
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
国
法
上
の
地
位
を
論
ず

「

カ

ル

チ

ャ

ス

」

号

事

件

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 B
E
T
W
E
E
N
 G. 
B
R
I
T
A
I
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 
M. 

C
H
I
C
H
K
I
N
E
 T
O
 M
R. 
H
O
W
 
A
R
D
.
 Sa

in
t'P~
tersbourg, 

le 
1
0
¥
2
2
 

M
ai

,
 

1
8
9
3
.
 

中建岡寺戸金

村 部田尾水井

朝

進逐
太

寛
チ

午 吾郎亨人延

テ

ー

、

バ

(

T

.

 

B
at
y
)
 

テ
ー
、
イ
イ
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

(T.

E•Holland) エ
ル
ネ
ス
ト
、
ナ
イ
ス

藤

井

賓

遠

藤

源

六

松

波

仁

郎

寺

尾

亨

ヱ

ミ

ー

ル

リ

ン

グ

三

瀦

信

三

（

訳

）

ヽ

ゞ

テ

ー

J

(

T

.

 

B
at
y
)
 

チ

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

五 五 四
八

四
六

四
五

四 二
五

六
六 三
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総 目

旅
順
開
城
の
真
相
と
遼
東
行
政
に
関
す
る
実
験
談

次

敵
国
臣
民
の
地
位
（
承
前
、
完
）

ボ
ス
ニ
ア
及
ひ
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
国
法
上
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

京
都
帝
国
大
学
教
授
の
抗
議

日
露
戦
争
と
国
際
法
の
発
展

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
問
題
ょ
＾
T
h
e
N
e
w
fo
u
n
d
l
a
n
d
 Fi
s
h
e
r
y
 

Q
u
e
st
i

o
n
"
 

メ
イ
ン
境
界
問
題
ょ
＾
T
h
e
M
ai
n
e
 B
o
u
n
d
a
r
y
 Q
u
e
st
i

o
n
"
 

コ
ー
ラ
ー
博
士
の
雑
誌
発
刊
計
画

国
際
国
会
会
議

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
会
議
の
逸
話

陣
中
に
於
け
る
国
際
法
事
務
の
一
斑

白
令
海
の
騰
虎
漁
猟
問
題

モ
ス
ケ
ッ
ト
仲
裁
裁
判
に
就
て

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

戦
時
禁
制
品
と
し
て
の
棉
花

陣
中
に
於
け
る
国
際
法
事
務
の
一
斑

秋

山

雅

之

介

皆

川

治

廣

篠

田

治

策

山

田

安

逹

峰

良 郎

ヱ
ミ
ー
ル
リ
ン
グ

三

瀦

信

三

（

訳

）

エ
ド
ア
ー
ル
、
ロ
ム
ベ
ル
グ

山
崎
二
郎
（
訳
述
）

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

(T.E•Holland) 
高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

皆

川

治

廣

花

井

卓

蔵

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

四 四 四 四 四

二
五

七
四

五
四

五 五
五

゜
五
五
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国際法外交雑誌総索引

日
韓
新
協
約

在
米
中
の
日
露
戦
争
国
際
法
観

不
完
全
中
立
と
局
地
中
立

国
際
国
会
会
議

国
際
経
済
会
議

国
際
監
獄
会
議

日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
詔
勅

条
約
批
准
の
詔
勅

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

白
令
海
の
臓
虎
漁
猟
問
題
（
承
前
）

旅
順
開
城
の
真
相
と
遼
東
半
島
行
政
に
関
す
る
実
験
談
（
承
前
）

樺
太
に
関
す
る
実
状

韓
国
に
関
す
る
勅
令

ク
リ
ー
ン
博
士
の
日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
意
見

日
英
新
同
盟
条
約
に
関
す
る
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
書
信

日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
短
評

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

ベ
ー
、
ア
ル
、
バ
ル
フ
ォ
ー
ル

ヱ
ド
ア
ー
ル
ロ
ム
ベ
ル
ク

山
崎
一
郎
（
訳
述
）

秋

山

雅

之

介

篠

田

治

策

蛾

JII 

新

中

村

進

午

金

子

堅

太

郎

高

橋

作

衛

ヱ
ト
ア
ー
ル
、
ロ
ム
ベ
ル
ク

山
崎
二
郎
（
訳
述
）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

五 五 五 五 五 五 五 五 宜 五 五 四 四 四 四 四 四

七
四

七 五
六

五
五

五
四

五
〇

ニ
四

一
四

七
六

七
六

七 七 七

゜

五
九
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総 目
砂
糖
会
議

次

日
本
捕
獲
審
検
所
に
就
て

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

追
加
条
款
（
日
英
仏
文
）

T
R
A
I
T
E
 D
E
 P
A
I
X
 E
N
T
R
;
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
A
 RUSSIE・ 

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A
 

日
英
同
盟
新
条
約

T
H
E
 N
E
W
 A
L
L
I
A
N
C
E
 T
R
E
A
T
Y
 

従
軍
中
経
歴
談

戦
争
と
海
上
保
険

公
法
の
本
質

中
立
国
領
水
内
に
於
け
る
交
戦
国
軍
艦
の
地
位
を
論
す

国
際
海
事
会
議

全
権
大
使
の
権
能

日
清
条
約

陸
海
軍
に
賜
は
り
た
る
勅
語

日
露
講
和
条
約

寺

尾

亨

エ
ド
ア
ー
ル
、
ロ
ム
ベ
ル
ク

山
崎
二
郎
（
訳
述
）

佐

分

利

貞

男

覚

克

彦

加

藤

正

治

有

賀

長

雄

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

七 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五

六
四

六一 六 四
七

二
六 七

1
0
1
――
 

1
0
0
 

九
七

八 八 八 七
六

七
五
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国際法外交雑誌総索引

仏
国
の
世
襲
政
策
何
故
に
仏
国
は
ラ
イ
ン
河
を
其
の
東
境
と
な
さ
ん
と
欲

せ

し

や

A
D
e
v
e
l
o
p
m
e
nt
 

of
 
t

h
e
 V
i

e
w
s
 a
n
d
 D
e
si
g

n
s
 of
 
t

h
e
 F
r
e
n
c
h
 

N
at
i

o
n
s
 ;
 a

n
d
 
w
h
y
 t
h
e
y
 
p
e
r
si
st
 
i

n
 m
a
ki
ng
 

t

h
e
 
R
i
v
e
r
s
 
R
hi
ne, 

M
a
e
s
e
,
 a
n
d
 S
c
h
e
l
dt
 t

h
e
 b
o
u
n
d
a
ri
e
s
 of
 t

h
ei
r
 co
u
n
t
r
y
.
 

明
治
三
十
七
年
二
月
二
十
三
日
調
印
日
韓
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L. 

朝
鮮
に
関
す
る
公
文

人
、
物
及
船
舶
の
敵
性
に
関
す
る
英
仏
主
義

公
法
の
本
質
（
承
前
）

領
事
裁
判
権
あ
る
国
に
於
け
る
商
船
船
員
の
犯
罪
管
轄
権

ボ
ス
ニ
ア
及
ひ
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
国
法
上
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

高

橋

作

衛

覚

克

彦

山

内

四

郎

松

田

道

ヱ

ミ

ー

ル

リ

ン

グ

三

瀦

信

三

（

訳

）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

八 八 八 八 八 八 八 七

南
部
阿
非
利
加
船
貨
会
議

七

波
羅
的
海
、
白
海
会
議

七

露
国
伴
虜
取
扱
規
則

山

崎

次

郎

（

訳

）

七

四
五

四
四

四
四 八

二
六 七

七
〇

五
四

五
四

四
六

掠
奪
と
徴
発
の
法
理
（
万
国
平
和
の
一
原
則
）

従
軍
経
歴
談
（
承
前
）

保
護
国
の
内
治
に
関
す
る
保
護
条
約
の
研
究

朝
鮮
の
実
状

雖

Jll 

有

賀

長

雄

立 匿

新

作

太

郎 名

四 四 四 四

七 七 七 七

四一 ニ
四 五
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総
樺
太
の
漁
業
問
題
に
関
す
る
研
究

目 次

戦
時
に
於
て
船
長
の
行
為
か
船
主
及
貸
主
に
及
ほ
す
範
囲

戦
時
禁
制
品
を
輸
送
す
る
船
舶
を
拿
捕
し
得
る
時
期

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
二
日
調
印
日
韓
協
約

明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
二
日
調
印
日
韓
協
約
（
英
文
）

A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

明
治
三
十
八
年
八
月
十
三
日
調
印
韓
国
沿
岸
及
内
河
の
航
行
に
関
す
る
約
定

書A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
調
印
日
韓
協
約

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
調
印
日
韓
協
約
（
英
文
）

英
玖
条
約

(
T
h
e
A
n
g
l
o
'
C
u
b
a
n
 T
r
e
at
y
)
 

緬
旬
の
発
達

日
露
戦
争
中
の
野
戦
郵
便

佐
渡
丸
遭
難
の
実
況
在
露
伴
虜
と
し
て
の
二
年
間

南
阿
船
運
会
議

(
T
h
e
S
o
ut

h
 A
f
r
i

c
a
n
 S
hi

p

p

i

n
g
 C
o
nf
erence) 

明
治
三
十
八
年
四
月
一
日
調
印
日
韓
通
信
機
関
委
託
に
関
す
る
約
定
書

高

橋

作

衛

矢

野

亮

塘

才

次

郎

遠

藤

源

六

加

輻

豊

次

米

田

奈

良

吉

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

1
0
 

九 九 九 九 九 九 J¥ 八 J¥ j¥ 八 J¥ J¥ 八 ノ＼ J¥ 

六
八

五 四
八

ニ
四

六 六
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五
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五
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五
五

五
六

五
〇

四
八

四
七

四
七
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国際法外交雑誌総索引

仏
国
の
世
襲
政
策
何
故
に
仏
国
は
ラ
イ
ン
河
を
其
の
東
境
と
な
さ
ん
と
欲

せ
し
や
（
承
前
前
号
、
完
結
）

第
二
平
和
会
議
議
題

万
国
国
際
法
学
会
の
本
年
議
題

万
国
国
際
法
協
会
の
議
題

在
露
伴
虜
と
し
て
の
二
箇
年

ア
ン
ト
ュ
ル
ブ
港

比
耳
其
斯
坦

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
（
明
治
三
十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
第
三
条
の
解
決
に
関
す
る
件

十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

樺
太
島
漁
業
仮
規
則
（
明
治
三
十
八
年
八
月
七
日
官
報
）

樺
太
島
出
入
船
舶
及
渡
航
者
規
則
（
同
上
官
報
）

外
交
の
発
展
を
望
む

条
約
の
効
力
発
生
の
時
期

新
租
借
地
論

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て
（
前
号
の
続
）

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評

（明治―――

無 立 寺

尾

高

名

氏

作

太

郎

矢

野

亮

亨

橋

作

衛

加

輻

豊

次

山

口

弘

五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

一五
八

四
七
九

七
八

七
七

六
四

六一 五 五 四
九

四
七

四
〇

一
四
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総

滞
仏
中
の
欧
州
外
交
界
雑
観
（
其
一
）

目
租
借
権
の
性
質
と
関
東
州
の
租
借
地
（
承
前
）

汐
チ
ュ
ニ
ス
に
於
け
る
仏
国
保
護
権
の
設
定

局
外
中
立
法
案
（
承
前
）

軍
法
の
正
当
（
承
前
）

外
人
遺
留
財
産
整
理
状
況

仏
国
学
界
の
為
め
に
哀
悼
の
辞
を
呈
す

戦
利
品
論

(
b
ut
i

n
o
r
 b
o
ot
y
)
 

局
外
中
立
法
案

ナ
タ
ル
に
於
け
る
軍
法

(
M
a
rt
i

al
L
a
w
 in
 N
at
al) 

戦
争
の
宣
言
に
関
す
る
議
題

カ
ル
ボ
ウ
氏
を
弔
す

赤
十
字
条
約
会
議
に
於
け
る
日
英
の
態
度

黒
木
軍
の
戦
利
品
に
就
て

海
軍
よ
り
観
た
る
日
露
休
戦
条
約

（
第
四
巻
の
続
き
完
結
）

軍
法
の
正
当

(
T
h
e
J

u
st
i
f
i

c
at
i

o
n
 of
 
M
a
rt
i

al 
L
a
w
.
)
 

保
護
国
論
を
著
し
た
る
理
由

租
借
権
の
性
質
と
関
東
州
の
租
借
地

長

岡

春

篠

田

治

策

長

岡

春

リ
シ
ャ
ー
ル
、
ク
リ
ー
ン

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
、
ポ
ー
ロ
ッ
ク

雖

川
長

岡

春

蛾

J I I 

新

篠

田

治

策

新

有

賀

長

雄

リ
シ
ャ
ー
ル
、
ク
リ
ー
ン

ア
ル
ベ
リ
ッ
ク
、
ロ
ー
ラ
ン

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
、
ポ
ー
ロ
ッ
ク

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

廿

一

口

田

ヵ

一

雁

蜻

Jll 

豊

次
新

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
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九
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国際法外交雑誌総索引

滞
仏
中
の
欧
州
外
交
界
雑
観
（
其
―
―
-
、
終
）

外
国
商
船
内
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
問
題
に
付
て
（
承
前
）

南
満
鉄
道
附
属
地
論

万
国
平
和
論
に
就
て

海
賊
の
処
分
に
関
し
国
際
法
学
会
の
為
し
た
る
建
議
に
対
す
る
法
律
取
調
委

員
会
の
回
答

欧
州
土
産
（
明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
九
日
国
際
法
学
会
講
演
）

チ
ュ
ニ
ス
に
於
け
る
仏
国
保
護
権
の
設
定
（
承
前
）

占
領
地
に
於
け
る
遺
留
財
産

「
附
」
樺
太
に
於
け
る
事
実

外
国
商
船
内
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
問
題
に
付
て

保
護
国
の
類
別
論

追
加
条
款

日
本
帝
国
智
利
共
和
国
修
好
通
商
航
海
条
約

国
際
法
上
の
海
賊
に
付
て
刑
法
改
正
案
に
特
に
規
定
を
設
く
る
の
必
要
あ
り

や
否

滞
仏
中
の
欧
州
外
交
界
雑
観
（
其
二
）

仏
国
に
於
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
問
題

国
家
の
承
認
は
潮
及
力
を
有
す
る
や

蜻

川
菊

地

駒

次

長

岡

春

寺

尾
秋

山

雅

之

介

長

岡

春

雖

川
菊

地

駒

次

長

岡

春

立

作

太

郎

長

岡

春

速

藤

源

新 亨 新 六

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四

一九
二
七

一
四

六 五
八

四― 六
四

五
九

五
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総 目

戦

争

論

次

仏
国
と
其
被
保
護
国
に
於
け
る
行
政

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 E
N
T
R
E
 L
A
 F
R
A
N
C
E
,
 L
A
 G
R
A
N
D
E
,
B
R
E
、

T
A
G
N
E
 
E
T
 L'IT A
L
I
E
,
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
E
S
 
I
M
P
O
R
T
 A'
 

T
I
O
 N
S
 D
'
A
R
M
E
S
 E
T
 D
E
 M
U
N
I
T
I
O
N
S
 E
N
 AB
Y
S
S
I
N
I
E
.
 

ド
ラ
ゴ
ー
主
義
と
国
際
法

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
四
巻
第
十
号
の
続
）

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営

日
本
学
童
の
排
斥
を
論
す

公
法
の
本
質
（
完
）

帝
国
大
学
国
際
法
演
習
報
告

明
治
四
十
年
二
月

チ
ュ
ニ
ス
に
於
け
る
領
事
裁
判
権
の
撤
回
事
情

南
満
州
の
施
政
殊
に
帝
国
諸
機
関
の
権
限
に
就
き
て

野
外
要
務
令
の
改
正
と
戦
時
公
報

保
護
国
論
に
関
し
て
有
賀
博
士
に
答
ふ

仏
国
に
於
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
問
題
（
承
前
）

戦
地
に
於
け
る
宣
教
師
の
保
護

日
露
戦
役
に
於
け
る
日
本
軍
の
軍
律

藤

井

蜻

川
山

口

弘

長

岡

春

立

作

太

郎

武

部

欽

賓 新

高

橋

作

衛

長

岡

春

覚

克

彦

塚

積

辰

馬

篠

田

治

策

立 加

作

太

郎

輻

豊

次

有

賀

長

雄

長

岡

春

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

J¥ 

八

47 

J¥ J¥. 

一
五

八

六

J¥ 七 七 七 七 七 六 六 六 六 六 五

ニ
四

七
八

五
〇

四
九

六
八

一
八 九

四
四



国際法外交雑誌総索引

日
仏
協
約

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営
（
承
前
）

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
五
巻
第
八
号
の
続
き
）

逼
羅
国
に
於
け
る
各
国
領
事
裁
判
の
現
制
一
般

黒
木
軍
と
赤
十
字

万
国
無
線
電
話
協
約
附
帯
規
則
目
次

最
終
議
定
書

補
約

万
国
無
線
電
信
協
約
（
英
国
議
会
公
書
）

寛
城
子
停
車
場
問
題

帝
国
大
学
国
際
公
法
演
習
報
告
（
承
前
）

「
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
」
釈
義

露
国
官
憲
の
我
同
胞
伴
虜
に
対
す
る
待
遇
を
論
す

戦
争
論
（
承
前
）

日
露
戦
争
に
於
け
る
清
朝
陵
寝
及
重
要
市
街
の
保
護

国
家
の
責
任
を
論
す

日
本
学
童
の
排
斥
を
論
す
（
承
前
）

帝
国
大
学
国
際
公
法
演
習
報
告
（
承
前
）

藤

井
山

口

弘

山

内

四

郎

加

輻

豊

次

伊

藤

文

高

橋

作

衛

雖

JI I 

秋

山

雅

之

介

蛯

JI I 

有

賀

長

雄

山

田

準

次

郎

武

部

欽

高

賓 吉 新 新

橋

作

衛

五 互 五 五 互 五 五 互 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

1
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1
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1
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1
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総
日
露
協
約

目

L
A
 C
L
A
U
S
E
 D
E
 L
A
 N
A
T
I
O
N
 L
A
 P
L
U
S
 F
A
 VO
R
I
S
E
E
.
 

中
立
法
規
に
関
す
る
万
国
国
際
法
協
会
提
案

次

ク
リ
ー
ン
氏
の
局
外
中
立
案
に
対
す
る
学
者
の
意
見

Mi

noru F
uj

i
i
 

渡

部

海

山

信 生 六

奉
天
に
於
け
る
居
留
民
制
度

海
上
私
有
財
産
捕
獲
の
禁
止

傭
船
乃
至
賃
貸
借
契
約
よ
り
生
す
る
敵
性

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
開
会

（

乙

）

説
明
書

（

甲

）

念
l
j

瑚
貝

膠
州
湾
租
借
地
に
於
け
る
製
造
品
に
関
す
る
規
則
抜
粋

（

乙

）

内
水
汽
船
航
行
に
関
す
る
協
定

（

甲

）

大
連
海
関
設
置
に
関
す
る
協
定

大
連
海
関
設
置
に
関
す
る
協
定

宣
言
書

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

病
院
船
に
関
す
る
条
約

遠

藤

源

松

波

仁

松

田

道

立

郎

作

太

郎
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国際法外交雑誌総索引

在
外
軍
隊
の
所
在
地
住
民
に
対
す
る
法
権

露
国
商
船
拿
捕
免
除
に
関
す
る
勅
令
及
其
適
用
を
論
す

日
露
漁
業
協
約

平
和
と
国
際
法

自
国
の
海
岸
は
封
鎖
す
る
こ
と
を
得
る
や
附
封
鎖
区
域
内
に
租
借
地
乃
至
居

留
地
を
包
有
し
居
る
場
合

別
約

C
O
N
V
E
V
T
I
O
N
.
 

議
定
書

L
A
 C
L
A
U
S
E
 D
E
 L
A
 N
A
T
I
O
N
 L
A
 P
L
U
S
 F
A
 VO
R
I
S
E
E
 

日
露
通
商
航
海
条
約

商
標
法
に
関
す
る
判
例
的
研
究
（
其
一
）

日
本
の
殖
民
方
針

黒
木
軍
と
赤
十
字
（
第
五
巻
第
十
号
の
続
）

現
品
の
徴
発
に
対
す
る
補
償
を
論
す

追
加
条
款

満
州
に
於
け
る
日
露
鉄
道
接
続
業
務
に
関
す
る
仮
条
約

日
韓
協
約

立 有

賀

長

雄

遠

藤

源

寺

尾
Mi

noru F
uj

i
i
 

蜻

JI I 

nμ

百
田

ヵ
一
面
~
．

作

太

郎

豊

六 亨

花

岡

敏

夫

新 次

秋

山

雅

之

介

六 六 六
...L 

ノ‘ 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 ← 
ノ‘

四
〇 六

七
五

六
四

六 五
八

四
五 四

ニ
八

二
0

七 六
九

六
九

六
七
5
0



総 目 次

日
露
戦
争
中
各
国
の
局
外
中
立

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
三
）

博
士
論
文
審
査
の
要
旨

国
際
法
上
瀬
戸
内
の
地
位

特
許
法
其
他
の
商
工
業
専
用
権
法
制
の
適
用
区
域
問
題
に
就
て

相
続
及
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
五
巻
十
号
の
続
き
）

捕
獲
審
検
所
に
関
す
る
日
本
の
主
義

国
際
河
川

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績
（
二
）

有
賀
博
士
の
新
著

露
国
政
府
対
独
商
ヘ
ル
フ
エ
ル
ト
間
汽
船
「
ア
ン
ハ
ル
ト
」
号
並
に
同
船
積

荷
引
渡
請
求
事
件

ク
リ
ー
ン
氏
の
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
日
露
両
国
法
論
を
読
む

黒
木
軍
と
赤
十
字
（
三
）

（
第
六
巻
一
号
の
続
）

捕
獲
権
行
使
の
場
所
に
関
し
日
露
戦
争
中
起
り
た
る
問
題

日
露
戦
争
に
彼
我
の
採
用
し
た
る
害
敵
手
段

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績

拿
捕
船
舶
の
撃
沈
に
就
て

遠 無

藤

名

源

遠

藤

源

六 氏 六

菊

地

駒

次

山

口

弘

遠 立 無 無

藤

名

源

遠

藤

源

遠

藤

源

名

遠

藤

源

六

作

太

郎

秋

山

雅

之

介

氏 六

加

輻

豊

次

六

有

賀

長

雄

氏 六

六 ←エ—·
ノ‘ 六 六 六 六 六 六 六 六 六 ーノ‘ 六 六 六 六 六

六 五 五 互 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四

六
九

五
九

四一 五
四

二
六 七

六
六

六
四 冒二

五
五
六

四
四
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国際法外交雑誌総索引

政
治
犯
罪
人
の
引
渡
を
論
す

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て

第
二
回
平
和
会
議
（
承
前
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
五
）

博
士
論
文
審
査
の
要
旨

P
A
G
E
S
 D
E
 L'
H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
 

辰
丸
事
件
国
際
法
観

伴
虞
に
関
す
る
我
か
実
験
（
一
）

領
事
裁
判
に
関
す
る
現
行
法
制
の
不
備
を
論
す

日
加
間
移
民
協
商
往
復
文
書

外
国
会
社
に
関
す
る
大
審
院
判
例
に
付
き
て

国
際
法
の
退
歩

武
装
中
立

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
四
）

白
耳
義
王
国
殖
民
地
法
草
案

清
国
に
於
け
る
商
標
相
互
保
護
に
関
し
米
国
と
英
、
仏
、
蘭
、
白
、
独
、
伊

と
の
間
に
於
け
る
協
定
顛
末

第
二
回
平
和
会
議

松

島
山

口

弘

倉

知

鐵

立
K•K

IJI
MA 

無 蜻

Jll 

倉

知

鐵

Y 無

名 T 名

遠

藤

源

肇 吉

作

太

那 氏 新

菊

地

駒

次

吉 生 氏

花

岡

敏

夫

六

カ

テ

ラ

ニ

ー

博

士

加

輻

豊

次

（

訳

）

六 六 ＇ ノ‘ 六 六 六 六 六 六 六 ＇ ノ‘ 六 六 六 六 六 六

八 八 八 八 七 七 七 七 七 七 六 六 六 六 六 六 六

ニ
八

1
0
 

五
六

四 四
〇

六 五
六

五
ー

四
六
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総

同
条
約
に
関
す
る
宣
言

目 次

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
改
正
万
国
会
議
最
終
議
定
書

戦
地
軍
隊
に
於
け
る
傷
者
及
病
者
の
状
態
改
善
に
関
す
る
条
約

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
六
）

自
国
民
の
引
渡
を
論
す

蘭
国
の
皇
位
継
承
問
題
に
就
て

H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 JA
P
O
N
.
 

国
際
河
川
に
於
け
る
領
海
の
範
囲
附

ナ
イ
」
河
及
揚
子
江
に
於
け
る
関
係

近
時
の
哲
学
思
想
と
国
際
法
の
進
歩
の
障
縦

H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 JA
P
O
N
.
 

戦
時
に
於
け
る
敵
国
漁
船
の
拿
捕
免
除

最
恵
国
約
款
制
限
論

鴨
緑
江
日
清
合
同
材
木
会
社
取
極
書

支
那
に
於
け
る
葡
国
人
の
貿
易
及
殖
民
の
濫
腸

伴
虜
に
関
す
る
我
か
実
験
（
二
）

政
治
犯
罪
人
の
引
渡
を
論
す
（
承
前
）

訃
報

大
使
館
二
等
書
記
官

鴨
緑
江
、
図
何
江
、
樺
太
「
ポ
ロ

小
西
孝
太
郎

無 松

島

名

遠

藤

源

s
 

立

K 作

太

郎

K•K

IJI
MA 

遠

藤

源

氏 肇 六 生 六

カ

テ

ラ

ニ

ー

博

士

加

輻

豊

次

（

訳

）

蛸

Jll 

松

島

遠

藤

源

K. K
IJIM
A
 

新 肇 六

六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九 九 九 J¥ ノ＼

3
 

七
七

5

七
七

七 六一
八

二
五

1

0

 

ー
一
八 一六 五 ー

五
七



国際法外交雑誌総索引

勅
令
第
二
百
号

陸
上
に
於
け
る
露
軍
の
戦
闘
法
規
違
反
の
事
実

韓
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米
条
約

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約

勅
令
第
百
九
十
七
号

勅
令
第
百
九
十
八
号

勅
令
第
百
九
十
九
号

勅
令
第
百
九
十
六
号

韓
国
特
許
令

韓
国
意
匠
令

韓
国
商
標
令

韓
国
商
号
令

韓
国
著
作
権
令

関
東
州
及
帝
国
か
治
外
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
得
る
外
国
に
於
け
る
特
許

権
、
意
匠
権
、
商
標
権
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
件
勅
令
第
二
百
一
号

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 C
O
N
S
U
L
A
I
R
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 J
A
P
O
N
 E
T
 L
E
S
 

P
A
Y
S
-
B
A
S
 E
N
 C
E
 Q

UI C
O
N
C
E
R
N
E
 L
E
S
 P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
S
 E
T
 

C
O
L
O
N
I
E
S
 N
E
E
R
L
A
N
D
A
I
S
E
S
.
 

和
蘭
国
の
海
外
領
地
及
殖
民
地
に
関
す
る
日
蘭
領
事
職
務
条
約

法
学
博
士
遠
藤
源
六
氏
著
日
露
戦
役
国
際
法
論

伴
虜
に
関
す
る
我
実
験
(
-
―
-
)

領
空
論

戦
役
の
結
果
沈
没
し
た
る
交
戦
国
艦
船
の
所
属
に
就
て

有

賀

長

雄

遠

藤

源

雖

JII 

松

島

遠

藤

源

六 新 肇 六

七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七

五 四
九

四
九

四
八

四
八

四
七

四
七

四
五

四
四

四
一七

二
0

一
七 九
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総 目 次

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て
（
第
六
巻
第
八
号
の

続）

山

口

弘

七

二
七

5
 

5
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 
O
F
 
A
M
E
R
I
C
A
 
F
O
R
 
T
H
E
 
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 

IN 

K
O
R
E
A
 O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 D
E
S
I
G
N
S
,
 T
R
A
D
E
 M
A
R
K
S
 A
N
D
 

C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
 AT
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 F
O
R
 T
H
E
 R
E
C
I
P
R
O
C
A
L
 P
R
O
T
E
C
,
 

T
I
O
N
 
I
N
 
C
H
I
N
A
 
O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 
D
E
S
I
G
N
S
,
 
T
R
A
D
E
 

M
A
R
K
S
 A
N
D
 C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

被
保
護
国
の
観
念

清
韓
両
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約
釈
義

永
世
中
立
国

日
米
仲
裁
裁
判
条
約

日
清
採
木
公
司
業
務
章
程

巴
爾
幹
半
島
の
近
情

日
露
開
戦
当
初
に
於
け
る
韓
国
の
法
律
上
の
地
位

保
護
条
約
概
論

鴨
緑
江
採
木
公
司
業
務
章
程
に
関
す
る
覚
書

拙
著
日
露
戦
役
国
際
法
論
に
対
す
る
有
賀
博
士
の
高
評
に
就
て

長

岡

春

有

賀

長

雄

西

源

四

郎

遠

藤

源

松

島
長

岡

春

六 肇

菊

地

駒

次

七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七

二
0

五 五
八

五
五

四
四

ニ
八 九

六
四

六
〇



国際法外交雑誌総索引

最
恵
国
約
款
制
限
論
（
第
六
巻
第
十
号
の
続
）

新
奉
及
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
続
約

日
本
帝
国
蜀
倫
比
亜
共
和
国
修
好
通
商
航
海
条
約

日
米
覚
書

ウ
ー
ル
ジ
イ
氏
の
書
簡

波
羅
的
海
並
に
ア
ラ
ン
ド
島
警
備
問
題
に
関
す
る
条
約
に
就
て

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ャ
州
に
於
け
る
外
国
人
の
権
利

日
米
覚
書
を
評
す

保
護
権
の
設
定
と
国
際
関
係

捕
獲
規
程
第
六
条
に
所
謂
特
許
若
く
は
免
許
の
効
果
に
及
ほ
す
へ
き
範
囲

英
独
の
関
係

日
米
覚
書
（
英
文
）

日
韓
漁
業
協
定

被
保
護
国
の
商
業

明
治
四
十
一
年
十
二
月
五
日
起
草

無
線
電
信
と
国
際
法
（
国
際
公
法
一
般
雑
誌
、
千
九
百
六
年
第
一
号
所
載
）

独
船
「
ブ
ン
デ
ス
ラ
ー
ト
」
号
捕
獲
事
件
に
関
す
る
諸
大
法
律
家
の
所
説

（
独
紙
所
載
）

永
世
中
立
国
（
前
号
の
続
）

G
 

N 

生

ル
イ
、
ロ
ル
ラ
ン

山
内
四
郎
（
抄
訳
）

s
 

S、

K 

長

岡

春

T
h
e
d
o
r
e
 S
a
li
s
b
e
r
y
 W
o
o
l
s
e
y
 

M 

生 生

安

倍

四

郎

逸 松

波

仁

長

岡

春

高 松

島

名

氏 郎

橋

作

衛

盗

七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七

五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

四 一
四

六
七

六
六

六 六
〇

五
九

五
七

四
九 一九

二
九 一六

56 



総
護
送
船
舶
に
就
て

遠

藤

源

六

七

七

5
 

ニ
四

7

目

国
際
捕
獲
審
検
所
の
適
用
す
へ
き
法
規
に
付
て

長

岡

春

七

七

次

高

橋

作

衛

七

七

七

六

七

六

「
ブ
ン
デ
ス
ラ
ー
ト
」
号
事
件

極
東
に
於
け
る
未
決
事
件
（
ノ
ー
ウ
ォ
ェ
、
ウ
レ
ー
ミ
ア
所
載
）

英
清
間
の
西
蔵
印
度
通
商
改
正
条
約
(
-
九
0
八
年
十
一
月
一
日
政
治
官
報
）

明
治
四
十
年
七
月
十
九
日
東
京
に
於
て
及
千
九
百
七
年
一
月
三
十
一
日
倫
敦

に
於
て
署
名
せ
ら
れ
た
る
日
本
帝
国
逓
信
省
並
大
不
列
顛
及
愛
蘭
連
合
王
国

郵
政
庁
間
小
包
郵
便
約
定
を
修
正
す
る
追
加
条
款

H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
QU
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
 

欧
米
所
見
の
一
部

•K•K

IJ
IMA 

七

六

X 

Y 

生

（

訳

）

七

六

G 

N 

生

七

六

保
護
国
の
是
非
に
関
す
る
諸
家
の
見
解

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て
（
第
七
巻
第
三
号
の

続）

山

口

弘

七

六

雖

川

新

七

六

国
際
法
上
河
と
海
と
の
境
界
如
何
（
河
と
海
と
の
境
界
に
関
す
る
英
米
両
国

間
の
紛
争
問
題
）

山

崎

平

吉

七

六

被
保
護
国
と
保
護
国
又
は
第
三
国
と
の
間
の
司
法
関
係

長

岡

春

七

六

H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
.
 

K•K

IJ
IMA 

七

日
本
逓
信
省
並
大
不
列
顛
及
愛
蘭
連
合
王
国
郵
政
庁
間
郵
便
為
替
業
務
約
定

七

五．五

カ
ザ
ブ
ラ
ン
カ
事
件
に
関
す
る
仏
独
仲
裁
裁
判
に
付
す
る
の
契
約
書

七

五

一
八 ー

四
九

四一 四
〇

1

0

 

五
ー

五
四



国際法外交雑誌総索引

在
外
帝
国
領
事
館
管
轄
区
域

国
際
法
の
性
質
を
論
す
（
承
前
）

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て

続）商
工
業
専
用
権
法
制
の
渉
外
的
効
力
に
関
し
独
逸
帝
国
の
旧
領
事
裁
判
法
時

代
に
生
し
た
る
疑
議
の
一
斑

埃
及
に
於
け
る
仏
人
の
勢
力
（
ケ
シ
チ
オ
ン
、
ヂ
プ
ロ
マ
チ
ッ
ク
、

ロ
ニ
ア
ル
所
載
）

被
保
護
国
の
宮
廷

来
る
へ
き
条
約
改
正
と
鉄
道
賃
率
問
題

最
近
土
耳
古
政
変
の
真
相

船
舶
抵
当
権
の
準
拠
法
に
付
て

海
戦
法
会
議
に
就
て
（
承
前
）

所
謂
国
際
地
役
と
は
何
そ
や

海
戦
法
会
議
に
就
て

著
作
権
保
護
同
盟
条
約
改
正
会
議
に
就
て

外
務
省
令
第
一
号

日 公
海
と
領
海
と
に
就
て

国
際
法
の
性
質
を
論
す

エ、

コ

（
第
七
巻
第
六
号
の

明
治
四
十
二
年
三
月
六

高

橋

作

衛

無 雖

JI! 

名

遠

藤

源

氏 新

入

江

良

之

六

七 七 七 七 七 七

エ
マ
ニ
エ
ル
・
ブ
リ
ユ
ネ

X

Y

生

（

訳

）

無

名

山

口

弘

遠

藤

源

氏

大

場

茂

馬

菊

地

駒

次

六

水

野

錬

太

郎

櫻

井

芳

樹

大

場

茂

馬

七 七 七 七 七 七 七 七 七

九 九 九 九 九 }¥ 八 八 八 j¥ 八 八 七 七 七

五
八

四
四 一七

二
六

五 四
七

四 二
七

一
五

六 五
七

四
四
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総
安
奉
線
改
築
に
関
す
る
日
清
覚
書

目 次

国
際
阿
片
会
議
決
議

H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
 

国
際
捕
獲
審
検
所
設
立
に
関
す
る
第
二
平
和
会
議
条
約
及
海
戦
法
規
に
関
す

る
倫
敦
宣
言
の
成
行

改
正
赤
十
字
条
約
の
規
定
を
論
す

学
童
隔
離
と
米
国
憲
法
の
保
障

国
際
殖
民
協
会

(
T
h
e
Inst
i
t

ut
e
 Co
l
o
ni
al 
I
nt
e
r
n
at
i

onal) 

国
際
鉱
業
会
議

(
T
h
e
I
nt
e
r
n
at
i

o
n
a
l
 C
o
n
g
r
e
s
s
 of
 

Mi
ners) 

日
韓
新
協
約
（
明
治
四
十
二
年
七
月
十
五
日
官
報
号
外
）

韓
国
銀
行
覚
書

法
庫
門
鉄
道
と
倫
敦
タ
イ
ム
ス
紙

同
上
に
就
き
て
一
言
す

韓
国
に
於
け
る
司
法
制
度
を
論
す

本
邦
に
於
け
る
外
国
人
国
法
上
の
地
位

日
韓
一
家
説
に
就
て

封
鎖
違
反
の
船
舶
を
拿
捕
す
る
場
所

「
カ
ザ
ン
」
号
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件

米

田

賓

秋

山

雅

之

介

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

無 無 s
 

名

K. K
IJIM
A
 

名 s
 

遠

藤

源

氏 氏 氏

七

篠

田

治

策

六

J¥ J¥ j¥. ノ＼ J¥ 八 j¥ ノ＼ 八 J¥ J¥ 七 七 七 七 七

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

四

六
四
五

四

四
四

一九
ニ
四

一
四

1
0
 

五
ー 六

一
六
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国際法外交雑誌総索引

国
民
新
聞
に
答
ふ

交
戦
団
体
承
認
の
効
果
を
論
し
て
秋
山
博
士
の
所
説
に
及
ふ

日
露
戦
争
以
前
に
於
け
る
間
島
問
題

本
邦
に
於
け
る
外
国
人
国
法
上
の
地
位
（
承
前
）

亜
米
利
加
国
際
法
に
就
て

飛
行
器
と
法
律

改
正
赤
十
字
条
約
の
規
定
を
論
す

赤
十
字
条
約
ノ
由
来

ソ
ル
フ
ェ
リ
ノ
ー
の
紀
念

T
H
E
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
O
F
 G
R
E
A
T
 
B
R
I
T
A
I
N
 

(

S

i

g

n
e
d
 at
 B
a
ng

k
o
k
 i
n
 M
a
r
c
h
 10, 1
9
0
9
)
 

T
H
E
 JU
R
I
S
D
I
C
T
I
O
N
 P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

T
H
E
 R
U
S
S
O
‘
C
H
I
N
E
S
E
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

現
行
刑
法
に
於
け
る
国
際
法
上
の
疑
問
の
一

突
？
）
外
国
人
の
犯
す
外
患
に
関
す
る
罪
に
就
て

（
刑
法
と
国
際
法
と
の
衝

間
島
協
約

（上）

吉
長
鉄
道
借
款
細
目
契
約
書

日
清
協
約
発
表
（
九
月
八
日
発
表
）

A
N
D
 S
I
A
M
.
 

高

橋

作

衛

大

場

茂

馬

松

原

篠

田

治

策

高

橋

作

衛

無 秋

山

雅

之

介

山

田

寺

尾

名

雄 氏 良 亨

J¥ 八 八 J¥ J¥ J¥ 八 八 J¥ ノ＼ ノ＼ ノ＼ 八 八 八 J¥ 

二
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九
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1
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七

九
六

八
七

八 七
九

五 五
〇

四
七
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総 目 次

司
法
庁
職
員
特
別
任
用
令

韓
国
に
於
け
る
犯
罪
即
決
令

ク
リ
ー
ト
問
題
の
真
相

西
班
牙
の
麻
洛
弼
政
略

韓
国
統
監
府
裁
判
令
（
明
治
四
十
二
年
十
月
十
八
日
官
報
）

統
監
府
裁
判
所
事
務
取
扱
令

韓
国
人
と
司
法

統
監
府
監
獄
事
務

統
監
府
司
法
庁
官
制

統
監
府
監
獄
官
制
（
要
領
）

統
監
府
地
方
警
察
官
々
制
（
要
領
）

司
法
庁
職
員
給
与
令
（
要
領
）

判
検
事
の
官
等
及
給
与

判
検
事
の
待
遇

韓
人
任
用
規
定

判
検
事
任
用
規
定

委
任
統
治
と
政
務
の
一
部
の
委
託

空
中
飛
行
術
に
関
す
る
討
論

江

木

逸

見
逸

見

翼 晉 晉

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

八 八 J¥ J¥ J¥ 八 八 J¥ 八 八 J¥ 八 J¥ 八 八 八 }¥ 八

四

二
六
五
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四
0
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三
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国際法外交雑誌総索引

清
国
の
憲
政
施
行
問
題
に
付
て

憲
政
編
査
館
会
奏
、
遵
議
憲
法
大
綱
、
聟
議
院
選
挙
各
法
、
並
逐
年
獅
備
事

宜
、
摺
附
清
単
二
件

朝
鮮
の
合
併
と
米
国
の
態
度
（
米
国
研
究
報
告
の
一
）

倫
敦
宣
言
と
継
続
航
海
の
原
則

日
露
戦
争
以
前
に
於
け
る
間
島
問
題
（
完
）

交
戦
団
体
の
承
認
に
関
す
る
松
原
学
士
の
評
論
を
読
む
（
承
前
）

高

橋

作

衛

岡

田

朝

太

郎

遠

藤

源

六

篠

田

治

策

支
那
の
将
来
に
就
て

阿

部

守

太

郎

米

田
逸

見

賓 晋

秋

山

雅

之

介

J¥ ノ＼ ノ＼

七 六 六

J¥ 

六

J¥ 

六

J¥ 

六

条
約
改
正
と
土
地
所
有
権

J¥ 

六

麻
洛
班
に
於
け
る
西
班
牙
軍
の
活
動

J¥ 

五

ノ＼

五

日
露
戦
争
以
前
に
於
け
る
間
島
問
題
（
承
前
）

篠

田

治

策

J¥ 

五

被
保
護
国
に
対
す
る
仏
国
の
政
策

蛎

川

新

J¥ 

五

露
国
と
芥
蘭
土

墨
西
弼
マ
グ
デ
レ
ナ
湾
に
関
す
る
問
題

有

賀

長

雄

J¥ 

ジ
ェ
ー
、
ウ
エ
ス
ト
レ
ー
キ

逸

見

晉

（

訳

）

交
戦
団
体
の
承
認
に
関
す
る
松
原
学
士
の
評
論
を
読
む

秋

山

雅

之

介

J¥ J¥. 

亜
米
利
加
国
際
法
に
就
て

（下）

准
国
際
私
法

(
d
r
oi
t

p
ri
v
e
 i
nt
e
r
 l
o
c
a
l
)
 

山

田
山

口

弘

良

J¥ J¥ 
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二

七
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総 目 次

日
米
条
約
改
締
に
就
て

（
補
条
す
へ
き
要
点
）

外
国
人
土
地
所
有
権
法
案
に
関
す
る
諸
博
士
の
意
見
（
高
橋
、
山
田
、
桑
田

三
博
士
の
分
）

満
韓
統
一
説
と
先
例

注
意
す
へ
き
朝
鮮
の
耶
蘇
教
伝
道
者

ハ
リ
ス
博
士
の
朝
鮮
伝
道
者
に
関
す
る
書
簡
を
読
む

日
ー
ニ
十
日
朝
鮮
新
聞
所
載

四
十
三
年
三
月
十
五

バ
ル
カ
ン
半
島
外
交
問
題
の
近
状

米
国
雑
感
此
篇
は
去
る
二
月
の
国
際
法
学
会
に
て
講
述
せ
ら
れ
た
る
も
の

な
り

川

崎

巳

之

太

郎

無

名

法

学

士

立 無 米

田

松

原

作

太

郎

名

氏

日
本
人
帰
化
権
を
論
し
て
条
約
締
結
に
及
ふ

賓 雄

米
国
水
師
提
督
ペ
ル
リ
は
果
し
て
日
本
の
恩
人
な
り
や
（
米
国
研
究
報
告
の

-

)

 

高

橋

作

衛

桑山高

田橋

三 作

田良衛

北
米
合
衆
国
加
州
の
官
有
地
払
下
法

高

橋

作

衛

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
の
新
著
「
タ
イ
ム
ス
」
投
書
集
を
評
し
て
本
邦
新
聞
並
に

一
般
社
会
の
学
者
観
に
論
及
す

土
耳
古
の
視
察
談

武
士
道
と
国
際
法

鐙

JI! 

新

篠

田

治

策

間
島
に
於
け
る
統
監
府
派
出
所
の
行
動
本
年
二
月
国
際
法
学
会
に
て
講
談

せ
ら
れ
た
る
も
の

本
年
二
月
国
際
法
学
会
に
て
講
談
せ
ら
れ
た
る
も
の

立 高

作

太

郎

橋

作

衛

ノ＼ J¥ J¥ ノ＼ J¥ J¥ )¥ J¥ 八 J¥ 八 八 J¥ 八

九

七

0
七

6

3
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七

六
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六
五
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六
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六
一
七

七

五

七

六

七

五
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五

七

〇

七

五

五

六

七

五

四

五

七

五
三
四



国際法外交雑誌総索引

加
州
の
日
本
移
民
調
査

露
芥
両
国
の
法
律
上
の
地
位

腿
肪
獣
保
護
条
約
問
題

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
融
接
点
（
米
国
と
満
州
）
米
国
研
究
報
告
の
一

朝
鮮
の
合
併

梅
博
士
の
逝
去

一
九
0
九
年
万
国
海
法
会
議
の
内
容
に
就
て
（
本
会
講
演
筆
記
）

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

一
九
0
九
年
万
国
海
法
会
議
に
就
て

ボ
ル
ド
ウ
ヰ
ン
博
士
所
論
「
飛
行
器
の
法
律
上
の
地
位
」
の
大
要

被
保
護
国
の
拓
殖

韓
国
の
合
邦
論
と
立
法
事
業

国
家
の
分
離
合
併
並
に
領
土
変
更
の
効
果

改
正
赤
十
字
条
約
の
規
定
を
論
す

東
方
問
題
の
濫
腸

本
論
（
其
二
）

北
米
移
民
を
論
し
て
当
局
者
並
に
学
者
の
一
層
誠
実
な
る
移
殖
民
問
題
研
究

を
希
望
す

維
納
会
議
と
権
力
均
衡
主
義
及
正
統
主
義

高

橋

作

衛

九

高

橋

作

衛

九

高

橋

作

衛

九

米

田

寅

九

加

藤

正

治

九

寺

尾

逸

見
会

員

某

氏

伊

東

誌

忠

高

橋

作

衛

立 梅 雖

川

亨

九

晋

作

太

郎

高

橋

作

衛

エ
ス
、
イ
ー
、
ボ
ル
ド
ウ
キ
ン

秋

山

雅

之

介

高

橋

作

衛

謙

郎 新
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総
総
督
の
発
令
権
（
緊
急
勅
令
）

目 汐
朝
鮮
総
督
府
設
置
（
勅
令
）

朝
鮮
貴
族
の
叙
位
（
皇
室
令
）

華
族
令
中
の
改
正
（
皇
室
令
）

韓
国
併
合
詔
書

韓
国
合
併
条
約

王
族
待
遇
及
大
赦
減
租
の
詔
書

韓
国
併
合
宣
言

韓
国
皇
帝
詔
勅

合
併
関
係
諸
法
令

朝
鮮
貴
族
令
（
皇
室
令
）

朝
鮮
貴
族
と
総
督
（
皇
室
令
）

宮
内
省
官
制
改
正
（
皇
室
令
）

宮
内
府
職
員
と
残
務
（
皇
室
令
）

韓
国
軍
人
の
件
（
勅
令
）

国
号
改
称

韓
国
警
察
委
任
の
覚
書
（
明
治
四
十
三
年
六
月
二
十
五
日
公
布
）

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
の
辞
職
の
報

高

九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九

橋

作

衛

九

七
六

七
六

七
六

七
六

七
五

七
五

七
五

七
五

七 七 七 七 七 七
〇

六
九

六
八

六
八

二
五
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国際法外交雑誌総索引

特
許
法
の
施
行
（
勅
令
）

特
許
法
の
除
外
（
緊
急
勅
令
）

商
標
法
の
除
外

著
作
権
の
登
録
（
勅
令
）

特
許
弁
理
士
登
録
（
勅
令
）

総
督
府
新
制
令

朝
鮮
法
令
の
効
力

船
舶
物
件
の
検
疫
（
勅
令
）

韓
国
勲
章
の
事
（
勅
令
）

九 九 九 九 九 九 九 九 九

八 J¥ 八 J¥ 八 八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

七
九

七
九

歳
入
歳
出
予
算
（
勅
令
）

臨
時
恩
賜
公
債
（
勅
令
）

恩
賜
公
債
条
例
（
緊
急
勅
令
）

会
計
の
経
理
（
緊
急
勅
令
）

貨
物
輸
入
税
（
緊
急
勅
令
）

朝
鮮
の
関
税
（
勅
令
）

地
租
免
除
（
勅
令
）

通
航
船
舶
の
件
（
勅
令
）

大
赦
令

九 九 九 九

七
八

九

七
八

九

七
八

九

七
八

九 九

七
七

七
七
6
6



総
南
米
視
察
談
（
承
前
、
完
）

目 次

韓
国
合
併
に
関
す
る
公
文

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

伴
虜
雑
記

国
家
の
併
合
と
被
併
合
国
の
負
債

巴
爾
幹
半
島
談

倫
敦
海
戦
法
規
会
議

南
米
視
察
談

国
際
統
計
協
会
に
就
て

T
H
E
 JA
P
A
N
E
S
E
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 A
N
N
E
X
I
N
G
 K
O
R
E
A. 

T
H
E
 T
R
E
A
T
Y. 

日
本
と
局
外
中
立

朝
鮮
警
察
の
沿
革
を
述
べ
朝
鮮
人
の
種
類
及
び
性
質
に
及
ぶ

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
触
接
点
（
承
前
）

西
班
牙
に
於
け
る
宗
赦
問
題

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

（
前
弛
の
績
き
）

パ
ナ
マ
共
和
国
の
国
際
法
上
の
地
位

居
留
地
事
務
の
件

赤

塚

正

助

九

高

橋

作

衛

九

長

岡

春

高

野

岩

雖

JI I 

長

岡

春

松

井

逸

見

寺

尾

立

九 九 九 九

郎

九

新

九

赤

塚

正

助

九

九

茂

九

寓

橋

作

衛

奥

田

竹

松

九

晋 亨

九 九 九

作

太

郎

郎

九

有

賀

長

雄

九

九

五 五 四 四 四 四 四 四 四

二
五
二

二
九
三

二
九
三

三
三
九

三
四
五

二
九
五

ニ
八
〇

二
六
五

ニ
四

一
九
六

一
八
〇

一七
一
五
五

―
―
六

―
1

0

 

1

0

 

八 八
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国際法外交雑誌総索引

仏
国
の
電
信
制
度

布
睦
転
航
禁
止
論

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

国
際
法
協
会
に
就
て

発
表
後
の
日
米
新
条
約

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

米
国
大
統
領
タ
フ
ト
と
極
東
（
承
前
）

伴
虜
雑
記
（
承
前
）

日
米
新
条
約
の
真
価

清
国
の
将
来
に
就
て

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

伴
虜
雑
記

空
中
飛
行
の
奇
禍
に
関
す
る
責
任

米
国
大
統
領
タ
フ
ト
と
極
東
（
米
国
研
究
報
告
の
一
）

日
本
と
局
外
中
立
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

租
借
類
例

伴
虜
雑
記
（
承
前
）

川

崎

巳

之

太

郎

九

入

江

良

之

九

米

田

賓

九

根

来

源

之

九

米

田

奈

良

長

岡

春

吉

九 九

高

橋

作

衛

九

雖

川

川

崎

巳

之

太

郎

九

岡

田

朝

太

郎

九

長

岡

春

雖

川

高

橋

作

衛

九

高

橋

作

衛

九

無 長

岡

春

江

木
峙

川

名

新

九

九

新

九
氏

九

九

翼

九

新

九

八 八 八 八

五

九

八

五

八

五

七

五

四

五

七

五

四

〇

七 七

五

二

〇

七 六 六 六 六 六 五 五 五

六
一
七

六 六
0
五

三
七
一

四
五
三

五
一
三

五
三
三

四
六
八

四
五
九

四
四
〇

四
二
九

六 五
六
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総
米
国
対
清
野
心
の
複
雑

川

崎

巳

之

太

郎

九

1
0
 

6
 

八
0
四

，

目 次

（
第
六
号
の
続
き
）

附
属
税
表

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

日
米
通
商
航
海
条
約

宣
言

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

日
英
通
商
航
海
条
約

声
明
と
説
明

仲
裁
裁
判
に
附
す
へ
き
事
項
を
説
明
し
て
日
米
仲
裁
条
約
締
結
の
風
評
に
論

及
す

日
本
と
局
外
中
立

四
国
借
款
と
国
際
道
徳

米
国
大
統
領
タ
フ
ト
と
極
東
（
米
国
研
究
報
告
の
一
承
前
、
完
）

布
睦
転
航
禁
止
論
（
承
前
）

米
国
人
の
対
清
野
心
と
其
告
白

修
正

議
定
書

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

高

橋

作

衛

九

高

橋

作

衛

九

無 長

岡

春

米

田

高

名

長

岡

春

氏

九

賓

橋

作

衛

九 九 九 九 九 九

根

束

源

之

九

川

崎

巳

之

太

郎

九

九 九 九 九 九

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九

七

二

0

九

七

一

五

九

七

0
八

九 九 j¥ 八 J¥ 八、 j¥ 

八
〇

七
九
五

七
八
九

七
三
三

七
一
二
七

七
三
九

六
九
七

六
八
九

六
四

六
四

六
四

六
三
九

六
二
五



国際法外交雑誌総索引

巴
奈
馬
運
河
に
関
す
る
諸
条
約
を
評
す

発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
に
関
す
る
日
仏
条
約
（
明
治
四
十
四
年
五
月

二
十
日
官
報
）

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
仏

条
約
批
准
交
換
覚
書

T
h
e
 A
nt
i
,
J
 ap
a
n
e
si
s
m
 of
 
A
m
e
ri
c
a
n
s
 i
s
 Ing
rat
i
t

ude. 

戦
争
に
関
す
る
個
人
の
地
位
と
第
二
回
平
和
会
議
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関

す
る
条
約
の
規
定

摩
洛
斑
問
題
の
経
過

国
際
法
上
の
主
権
国
を
論
す

日
英
同
盟
新
協
約

T
H
E
 C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
.
 

英
米
仲
裁
条
約

元
露
国
病
院
船
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件

海
獣
会
議
の
結
果
に
就
て

仲
裁
裁
判
と
万
国
平
和

巴
里
宣
言
中
貨
物
に
関
す
る
原
則
に
就
て

四
十
二
年
布
睦
事
件
に
関
す
る
米
国
の
賠
償
義
務

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

黒

田

欽

哉

寺

尾

道

家
遠

藤

源

津

島

壽

立 S
.
 
T
a
k
a
h
a
s
hi

 

長

岡

春

亨 齊 六

川

崎

巳

之

太

郎

高

橋

作

衛

根

来

源

之 作

太

郎

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

-
0
 

-
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九

1

0

 

1

0

 

1

0

 

―
―
六

1

0
六

九 五
八

五
七

五
六 一九

ニ
八

一
四 ー

八
三
〇

八――――

1

0

八
一
四

70



総
サ
ウ
ン
ド
、
ヂ
ュ
ー
ス
を
論
す
（
承
前
、
完
）

村

井

八

郎

岡

田

分

平

ホ
ヰ
ー
ト
ン
事
件
を
論
す
外
交
官
の
住
屋
の
賃
貸
人
か
其
動
産
を
留
置
せ

目

る

事

件

1

0

 

1

0

 

次

内
乱
の
発
展
と
国
際
法

雖

)II 

新

1

0

 

日
本
の
移
民
誓
約
に
対
す
る
米
国
の
義
務

根

束

源

之

1

0

 

外
国
か
清
国
革
命
に
乗
せ
し
実
例

無

名

氏

1

0

 

外
国
及
外
国
法
に
就
て

山

田

良

1

0

 

遠
藤
博
士
の
批
評
を
批
評
す

清
国
革
命
運
動
の
由
来

サ
ウ
ン
ド
ヂ
ユ
ー
ス
を
論
す

村

井

八

郎

1

0

 

川

崎

巳

之

太

郎

1

0

 

有

賀

長

雄

1

0

 

国
際
河
川
の
研
究

雖

JI I 

新

1

0

 

毅

陸

1

0

 

1

0

 

1

0

 

伊
国
宣
戦
の
内
情

摩
洛
奇
問
題
其
後
の
進
行

附
属
宣
言
書

露
独
協
約
正
文

清
国
革
命
動
乱
と
国
際
法

勢
力
の
均
衡

1

0

 

日
露
犯
人
引
渡
条
約

林 有

賀

長

雄

1

0

 

，
 

川

崎

巳

之

太

郎

一

〇

附
、
伊
土
開
戦
の
由
来

川

崎

巳

之

太

郎

1

0

 

四 四 四 四 四 四

1

1

1

0

0

 

ニ
八
七

二
七
九

二
六
一

二
五
六

二
五

ロ
一
九
五

一
八
九

一
七
九

一
六
七

一
四
〇

一
四
〇 ： ニ

ニ
九

一
七
三

―
二
九
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国際法外交雑誌総索引

外
国
人
取
扱
規
則
の
軌
一
整
備
を
望
み
外
国
人
の
許
容
追
放
法
に
論
及
す

米
露
条
約
廃
棄
の
内
情

日
本
瑞
西
間
居
住
通
商
条
約

脇
訥
獣
保
護
条
約

改
締
日
仏
暫
定
協
約

日
填
暫
定
取
極

空
中
自
由
説
を
評
す

米
露
条
約
問
題

米
国
移
民
法
改
正
案
に
就
て

玖
馬
並
ポ
ル
ト
リ
コ
及
比
律
賓
の
現
状
に
適
用
さ
れ
た
る
殖
民
政
治
の
主
義

再
ひ
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件
に
就
て

外
国
の
動
乱
と
干
渉

バ
ル
カ
ン
半
島
の
最
近
状
況

清
国
赤
十
字
事
業
に
就
て

訃
報
侯
爵
小
林
壽
太
郎

訃
報
法
学
博
士
鳩
山
和
夫

国
境
列
車
直
通
運
転
に
関
す
る
日
清
協
約

無

名

氏

川

崎

巳

之

太

郎

米

田

賓

高

橋

作

衛

板

倉

卓

造

川

崎

巳

之

太

郎

遠

藤

源

鮪

JI I 

六 新

宮

本

平

九

郎

有

賀

長

雄

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四

四
六
八

四

五

四

四

四

六

四

三

六

四
二
七

三
四
五

三
四
七

三

五

四

三
七
二

三
八
二

三
九
一

三

九

四

三

九

九

三

九

九
六

八 二―
-
7
2

四
五



総
数
箇
国
を
分
ち
若
く
は
貰
流
す
る
河
流
の
航
行
に
関
す
る
条
款

目 次

飛
行
機
に
関
す
る
平
時
規
則

決
議

飛
行
機
に
関
す
る
戦
時
規
則
と
海
牙
諸
条
約
と
の
比
較
研
究

仏
文
著
述
苦
心
談

衆
議
院
に
於
け
る
対
米
外
交
問
答

玖
馬
、
ポ
ル
ト
リ
コ
比
律
賓
の
現
状
に
適
用
さ
れ
た
る
殖
民
政
治
の
主
義

（
前
号
の
続
）

資
本
と
外
交
と
国
際
法

第
三
回
平
和
会
議
の
開
催
及
其
の
議
題

保
護
地
勢
力
範
囲
ヒ
ン
テ
ル
ラ
ン
ド
租
与
地
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の

新
提
案

英
国
公
民
権

万
国
国
際
法
学
会
飛
行
機
法
案

一
九
一

0

年
万
国
々
際
法
学
会
、
巴
里
会
議

河
流
の
自
由
航
行
に
関
す
る
維
也
納
条
約

維
也
納
一
千
八
百
十
五
年
三
月

支
那
人
の
国
民
性
に
就
て

清
国
革
命
に
潜
在
す
る
米
国
の
勢
力

清
国
領
土
保
全
の
意
義
を
研
究
し
て
関
東
州
租
借
地
の
国
際
法
上
の
性
質
に

論
及
す

東 澤

田

三（訳）

譲
三
郎
（
訳
）

廉

澤

田

廉

（訳）

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

無

名
氏
（
訳
）

澤

田

廉

川

崎

巳

之

太

郎

立 江

木

失

作

太

郎

名

三（訳） 翼

東

譲

三

郎

（

訳

）

奥

田

竹

松

氏

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

]

O

 

゜
九 九 九 九 九 九 J¥ 八 j¥ J¥ j¥ 

七
一
三

七
一
三

六
九
八

六
九
六

六
九
〇

六
七
七

六
四
〇

六 六
一
八

六
0
九

六
〇

七

五

六

九

七

五

五

七

七

五

四

五

七

五

一

九
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国際法外交雑誌総索引

外
交
官
の
序
位
及
席
次
に
関
す
る
維
乙
納
条
約

九
日
調
印

飛
行
機
に
関
す
る
戦
時
規
則
と
海
牙
諸
条
約
と
の
比
較
研
究
（
承
前
）

日
丁
特
別
相
互
関
税
条
約

同
上
施
行
規
則

台
湾
永
代
借
地
令

ネ
ッ
ケ
ル
河
マ
イ
ン
河
モ
ー
ゼ
ル
河
ミ
ュ
ー
ス
河
及
ス
ケ
ル
ト
河
航
行
二
関

す
る
条
款

日
仏
通
商
航
海
条
約
（
明
治
四
十
五
年
二
月
二
十
九
日
官
報
第
八
千
六
百
六

号

）附
属
議
定
書

附
属
税
表
甲
号

附
属
税
表
乙
号

日
丁
通
商
航
海
条
約
（
明
治
四
十
五
年
五
月
七
日
官
報
第
八
千
六
百
六
十
二

号

）万
国
議
員
同
盟
会
委
員
会
の
海
峡
運
河
中
立
案
を
評
す

カ
ア
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
第
一
部
の
活
動

米
国
と
巴
奈
馬
共
和
国
と
の
関
係

一
千
八
百
十
五
年
三
月
十

ラ
イ
ン
河
航
行
に
関
す
る
条
款

高

橋

作

衛

米

田

会

賓 員

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

]

O

八
0
九

1
0
 

八
0
六

1
0

七
九
八

1
0

七
八
八

1
0

七
六
九

九

七

四

九 九 九 九 九 九

七
三
一

七
三
一

七
三
三

七
三
三

七
三
四

七
三
七

九

七

二

七

九

七

二

四

九

七

一

五

7

4



総 目

日
蘭
間
船
舶
積
量
測
度
証
書
互
認
に
関
す
る
外
交
文
書
明
治
四
十
五
年
六

次
月
十
五
日
官
報

雖

JII 

高

橋

作

衛

瀑

田

廉

澤

田

廉

国
際
無
線
電
信
条
約
の
改
正

渡

部

印
度
に
於
け
る
土
人
の
教
育
問
題

伊

吹

山

徳

司

米

田

奈

良

明
治
天
皇
と
国
際
法

汽
船
「
ト
ロ
ー
ル
」
漁
業
と
海
底
電
線

外
交
官
の
特
権
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の
規
程

i

m
m
u
n
i
t
e
s
 di
p

l
o
m
at

i

q

u
e
s
)
 

領
事
の
特
権
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の
規
定

1
m
m
u
mt
e
s
 c
o
n
s
u
l
ai
res) 

威
海
衛
の
降
伏
と
旅
順
口
の
開
城

干
渉
権
及
干
渉
の
定
義

(
R
e
g
l
e
m
e
nt
 
s
u
r
 les 

(
R
e
g
l
e
m
e
nt
 
s
u
r
 !es 

有

賀

改
題
ノ
辞

高

橋

三

（

訳

）

長・作

主
権
者
若
く
は
其
の
代
表
者
の
将
来
の
会
合
に
関
す
る
議
定
書

十
八
年
十
一
月
十
五
日

奴
隷
売
買
一
般
禁
止
に
関
す
る
八
国
の
宣
言

維
也
納
に
て

瑞
西
連
邦
（
H
e
l
v
et
i

c
C
o
nf
e
d
e
r
a
cy
)

 

年
三
月
廿
日
維
也
納
に
て
調
印

外
交
官
の
席
次
に
関
す
る
議
定
害

一
千
八
百
十
八
年
一
月
廿
一
日

一
千
八
百
十
五
年
二
月
八
日

に
関
す
る
宣
言

一
千
八
百
十
五

一
千
八
百

新
（

訳

）

信 吉 雄 衛

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

―
―
七

57
 

九
七

九
六 五

一八 九

八
一
三

八

1
0

八
一
〇

1
0

八
一
〇



国際法外交雑誌総索引

口
絵

訃
報
小
田
徳
五
郎

訃
報

日
英
両
国
間
原
産
地
証
明
手
数
料
相
互
免
除
に
関
す
る
外
交
文
書

台
湾
に
於
け
る
既
往
及
現
在
の
国
際
問
題

国
際
法
研
究
に
就
て

秘
露
国
に
於
け
る
外
国
人
の
法
律
上
の
地
位

清
国
に
於
け
る
工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

穂
積
八
束
博
士

国
際
法
始
祖
ヒ
ュ
ウ
ゴ
、
グ
ロ
チ
ウ
ス

ベ
ル
ヌ
条
約
に
和
蘭
国
加
入
の
告
示

工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

ウ

イ

ル

ソ

ン

兒
島
多
賀
太
（
訳
）

四

二
九
二

二
九
三

三
0
四

――1
0
四

巴
奈
馬
運
河
法

二
九
五

二
九
四

告
示

二
九
四

領
空
権

二
三
六

伊

藤

敬

英
国
殖
民
政
策
と
印
度
の
遷
都

伊

吹

山

徳

司

口二
―
五

安

逹

峯

郎

二
0
九

後

藤

新

平

漁
業
に
就
て

エ
ド
モ
ン
、
ペ
リ
エ

二
0
三

二
0

国
際
無
線
電
信
条
約
の
改
正
（
完
）

渡

部

信

一
三
八

一
五
一

汽
船
「
ト
ロ
ー
ル
」
漁
業
と
海
底
電
信
（
承
前
）

米

田

奈

良

吉

： 
76 



総 目 次

運
河
地
帯
に
於
け
る
米
国
の
地
位

(

(

J

A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A." A
n
 
i

n, 

st
ance of
 t

h
e
 A
m
e
ri
c
a
n
 p
rot
ect
i

o
n
 of
 J

ap
anese i
nt
erest
s. 

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

蜻

JI I 

米

田

山

田

新 賞

大

江

武

男

国
際
法
上
大
国
の
地
位
（
承
前
）

板

倉

卓

造

法
律
の
抵
触
の
意
義
に
就
て

良

高

橋

作

衛

国
際
法
上
大
国
の
地
位

（
口
絵
）

リ
チ
ャ
ー
ド
、
ザ
ウ
チ

リ
チ
ャ
ー
ド
、
ザ
ウ
チ
の
伝

日
露
間
鉄
道
船
舶
の
旅
客
及
手
荷
物
連
絡
運
輸
の
組
織

国
家
国
土
権
力
及
人
民
の
併
合

^
^
J

A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A." A
n
 
i

n, 

st
ance 
of
 
t

h
e
 A
m
e
ri
c
a
n
 p
rot
ection 
of
 
J

ap
anese i
nt
erest
s. 
(Con, 

t
i

n
u
e
d
)
 

プ
ッ
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
肖
像

巴
奈
馬
運
河
の
防
備
ア
リ
ア
ス
氏
の
説

(
H
a
r
m
o
di
o
A
ri

a
s
'
T
h
e
 

P
a
n
a
m
a
 C
a
n
al

.
)
 

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

板

倉

卓

造

天

羽

英

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て

宮

岡

恒

次

郎

日
本
主
義
の
国
際
法
観
念

蜻

JI I 

新

国
際
法
の
始
祖
ヒ
ゥ
ゴ
、
グ
ロ
チ
ウ
ス

高

橋

作

衛

六 五 五

四

四

〇

万 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四

ー

四

一

五

四
0
0 ー 六

――1
0
五

三
二

0口
三

四

五

三
八
九

三
九
四

四
三
二

77 



国際法外交雑誌総索引

米
国
加
州
の
主
張
の
論
拠

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
、
ア
イ
ヤ
ラ
肖
像

サ
ミ
ュ
エ
ル
、
プ
ッ
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
伝

威
海
衛
の
降
服
と
旅
順
の
開
城
（
完
）

日
露
間
鉄
道
船
舶
の
旅
客
及
手
荷
物
連
絡
の
運
輸
（
完
）
．

外
交
軍
事
財
政
の
兼
修

国
際
法
上
大
国
の
地
位
（
承
前
）

和
蘭
と
著
作
物
保
護
条
約

領
事
の
職
務
権
限

列
国
議
員
団
第
五
調
査
委
員
会
の
議
に
上
り
た
る
海
峡
運
河
中
立
問
題

国
際
法
上
大
国
の
地
位
（
承
前
）

米
国
加
州
土
地
法
案
論

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
ク
博
士
の
肖
像
並
筆
跡

日
本
の
恩
人
ウ
エ
ス
ト
レ
ー
ク
博
士

南
米
視
察
談

日
本
の
国
際
法
外
交
雑
誌

学
童
問
題
に
関
す
る
桑
港
市
弁
護
士
の
弁
論

ウ
エ
ス
ト
レ
ー
ク
博
士
の
日
本
に
関
す
る
最
後
の
言
葉

米

国

国

際

法

雑

誌

高

柳

賢

矢

作

榮

蔵

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

九 九 八 八 J¥ J¥ 

請
ふ
余
か
七
年
間
の
主
張
を
聞
け

訃
報
英
国
国
際
法
大
家

ジ
ォ
ン
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士

高

橋

作

衛

板

倉

卓

造

宮

岡

恒

次

郎

寺

尾

板

倉

卓

造

匿

名

亨 氏

大

江

武

男

高

橋

作

衛

八 七 七

五

七

六

七

五

六

九

七 七 六 六 六 六 六 六

七
三
九

六
七

六
六
〇

六
四
八

六
四
五

五
九
三

五
六

五
六
〇

五
0
九

五
0
七

四
八
九

四
七
八

四
七
五
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総 目
満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸

次

(

A

l

g
e
ci
r
a
s
)

会
議

弔
詞
阿
部
守
太
郎

口
絵
ア
ル
ヘ
シ
ー
ラ
会
議

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
、

9
.
 

外
国
人
排
斥
論

支
那
憲
法
草
案
に
於
け
る
条
約
権

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
敵
対
桐
助
（
非
中
立
役
務
）

南
米
の
国
際
法
事
件

日
伊
通
商
航
海
条
約

附
属
税
表
甲
号

附
属
税
表
乙
号

ア
ル
ヘ
シ
ー
ラ

波
斯
湾
武
器
密
輸
入
問
題

極
東
戦
争
と
モ
ロ
ッ
コ
と
の
関
係

巴
拿
馬
運
河
通
行
税
に
関
す
る
北
米
合
衆
国
の
義
務
（
承
前
、
完
）

パ
ナ
マ
運
河
通
航
に
関
す
る
米
国
の
義
務

南
米
視
察
談
（
承
前
・
完
）

ア
イ
ヤ
ラ

B
a
l
t
h
a
z
a
r
A
yala
の
伝

米

田

賓

大

江

武

男

高

橋

作

衛

レ

ー

ト

）
 

堀

内

茂

智

（

訳

）

藤

井

賞

立

作

太

郎

有

賀

長

雄

ル

ー

（共訳）

吉

田

五

郎

堀

内

茂

智

蜻

川

高

卜

矢

作

榮

蔵

新

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

三
九
五

八

九
五
〇

九
四
三

八
六
五

八
五
八

八
四
四

八――一五

九

七

七

〇

九

七

五

四

九

七

五

〇

九

七

四

六
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国際法外交雑誌総索引

国
旗
論

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸
（
承
前
、
完
）

平
和
と
武
装
（
承
前
・
完
）
最
近
四
年
滞
欧
雑
感

国
際
犯
罪
に
就
て

パ
ル
カ
ン
戦
争
と
各
国
の
利
得

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸
（
承
前
）

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
会
議

国
際
私
法
の
大
家
和
蘭
国

ア
ッ
セ
ル
博
士

国
際
私
法
統
一
の
創
業
者
ア
ッ
セ
ル
博
士

「
ア
ル
ソ
ッ
プ
」
会
社
対
智
利
政
府
事
件

羅
馬
法
皇
と
伊
達
政
宗
（
巴
里
通
信
）

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸

日
蘭
通
商
航
海
条
約

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
平
和
及
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ヤ
国
際
大
会
議

平
和
と
武
装

最
近
四
年
滞
欧
中
雑
観

南
米
事
件
タ
ク
ナ
、
ア
リ
カ
問
題

欧
州
最
近
の
重
要
案
件

昨
年
の
日
米
問
題

訃
報

口
絵

高

橋

作

衛

松

波

仁

蛸

川

大

江

武

男

長

岡

春

牧

野

英

雖

川
大

江

武

男

藤

井
長

岡

春

立 蜻

川

藤

井
山

田

郎 新 新 賓

作

太

郎

大

江

武

男

新 寅 良

五 五 四 四 四 四

ロ
ニ
ニ
八

三
0
ニ
： 三

五
七

三
七
九

ニ
八
六

二
七
七

二

0
九

一
九
六

一
九

一
八
五

1

0
七

1

0
五

九

六
八
九

80 



ふ
m-盗

司
法
省
告
示
第
八
号
海
難
に
お
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に

関
す
る
条
約
の
批
准
書
の
寄
託

土
耳
古
軍
隊
と
仏
独
両
国
軍
人
と
の
関
係

土
耳
其
斯
坦
地
方
の
産
業

目
日
米
問
題
に
関
す
る
報
告

次

在
米
日
本
人
の
市
民
権
取
得
問
題
合
衆
国
対
金
子
慎
成
事
件
T
h
e
U
ni

t

e
d
 

S
t

at
es 
v. s•Kaneko. 

司
法
省
告
示
第
七
号
船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約
の

批
准
書
の
寄
託

議
定
書

海
難
に
於
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

日
米
仲
裁
条
約
の
効
力

日
米
議
員
会
創
設
の
顛
末

欧
州
列
国
の
異
人
種
同
化
能
力
の
優
劣
と
其
理
由

権
利
能
力
の
準
拠
法

国
際
犯
罪
に
就
て
（
承
前
完
）

併
合
国
と
被
併
合
国
と
の
国
語
の
同
化

野

村

清

水

市

太

郎

蛾

Jll 

高

橋

作

衛

清

水

市

太

郎

米

田

蛸

川
山

口

弘

牧

野

英

蜻

JI I 

徹 新 貰 新 新

8
 

七

五

七

九

l

七 七

五

六

七

七

五

五

九

六 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五

五

七

三

五

五

六

五

五

五

五

五

四

五

四

七

五

四

〇

四

九

〇

四

七

九

四

六

九

四

五

三 天
五

一
九
二
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訃
報

米

田

立

賓

1

0

 

作

太

郎

1

0

八

二

九

1

0

 

訃

報

会

員

西
蔵
問
題

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
p
o
u
r
 

l'

U
ni
f
i

c
at
i
o
n
 
d
e
 
C
e
rt
ai
n
e
s
 

m
a
t
i
e
r
e
 d
'
A
s
si
st
a
n
c
e
 et
 
d
e
 S
a
u
v
et
ag
e
 M
a
ri
 ti
m
e
s
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 p
o
u
r
 !'uni
f
i

cation d
e
 C
e
rt
a
ines R
e
g
l
e
s
 e
n
 m
at
i

ere 

D
"
a
b
o
r
d
ag
e. 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

仏
国
殖
民
地
の
発
展

西
蔵
問
題
~

朝
鮮
南
漢
山
城
の
開
城
条
件

伊
太
利
移
民
の
研
究

太
平
洋
上
の
国
防
問
題

水
野
幸
吉

支
那
駐
笥
全
権
公
使

国
際
法
典
編
纂

山
座
厠
次
郎

米
国
の
新
法
官
罷
免
制
と
外
人
保
護

墨
西
奇
並
に
外
人
の
要
求

チ
ャ
ー
レ
ス
、
チ
エ
ネ
ー
、
ハ
イ
ド

国
際
法
学
会
（
控
訳
）

F
r
a
n
k
 F
o
x
 

沼
田
照
義
（
挫
訳
）

九．八

支
那
に
関
す
る
最
近
感
想
（
三
月
十
六
日
本
会
例
会
に
て
講
演
）

R
e
g
l
e
s
 
e
n
 

藤

田

豊

八

雖

川

篠

田

治

策

藤

田

豊

八

蜻

川

新 新

村

田

俊

彦

1

0

 

九

七

五

九

七

四

〇

九

七

二

九

八 八 ノ＼ 七 七 七

七

二

三

八＿―-八

六

七

〇

六

五

六

六

四

八

六

三

七 15 10 1 
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総 目 次
世
界
大
戦
争
に
対
す
る
英
人
の
覚
悟

黒
龍
江
鉄
道
の
敷
設
及
東
清
鉄
道
の
政
策

江

木
立 野

村

翼

作

太

郎

高

橋

作

衛

徹

支
那
に
於
け
る
列
強
の
鉄
道
割
拠
を
論
す

米
国
5
中
立
態
度

最
恵
国
約
款
に
就
て

西
蔵
問
題
（
承
前
）

上
海
租
界
か
上
海
国
か

在
留
敵
国
人
の
保
護
に
関
す
る
日
本
の
主
義

西
蔵
問
題
（
承
前
）

豪
州
防
備
の
声
と
太
平
洋
問
題

帝
国
の
対
外
電
信
政
策

敵
国
臣
民
に
属
す
る
財
産
に
し
て
交
戦
国
法
権
内
に
在
る
も
の
の
法
律
上
の

地
位
並
敵
国
人
の
関
与
せ
る
法
人
の
法
律
関
係
を
論
す

支
那
の
中
立

印
度
国
境
諸
国

帝
国
の
対
外
電
信
政
策

倫
敦
宣
言

印
度
国
境
諸
国

渡

部

今

井

嘉

幸

江

木

米

田
牧

野

英

藤 渡

部

沼

田

照

信 翼

根

束

源

之

金

森

徳

次

郎

賓

田

豊

八

信

今

井

嘉

幸

高

橋

作

衛

義

藤

田

豊

八

四 四 四
1
0
 

二
七
四

38
 

二
六

二
五
七

二―

0

二
0
ニ

一
九

一
七
七

―
二
八

―
―
五

1

0
七

八
九

二
九

一
八

八
六

1
0

八
四
六
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英
国
文
官
試
験
規
則

ウ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
欧
州
和
合
戦
争
論
大
意
（
承
前
）

外
交
用
語
上
の
他
国
の
保
全

国
際
警
察
権

青
島
還
附
論
を
評
す

世
界
的
碩
学
者
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

印
度
国
境
諸
国
（
承
前
、
完
）

英
国
と
海
戦
法
規

奈
翁
の
遠
征
と
学
術
の
尊
重

国
際
公
法
典
籍
解
題

戦
争
と
条
約

全
「
ス
ラ
ヴ
」
主
義
と
欧
州
国
際
関
係

ウ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
欧
州
和
合
戦
争
論
大
意

印
度
に
関
す
る
概
念

全
「
ス
ラ
ヴ
」
主
義
と
欧
州
国
際
関
係
（
承
前
、
完
）

戦
時
に
於
け
る
鉄
道
国
際
連
絡
運
送
に
就
て

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
戦
時
禁
制
品

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
戦
時
禁
制
品

廣

瀬

松

崎

伊

吹

山

徳

司

蛸

川
廣

瀬
松

崎

大

江

武

男

蛎

川

立 雖

川
長

岡

春

江

木

温 壽 新 温 壽 新

寺

田

四

郎 作

太

郎 新 翼

寺

田

四

郎

立 雖

川

泉

作

太

郎 新 哲

八 八 八

五

八

九

八

五

七

五

八

五

七

七 七 七

四

九

五

七

四

八

九

六 六 六 六 五 五 五 五 四

六 六
0
0

五
二
〇

五
一
〇

四――
1

八

四
二
九

四
二
六

四
一
五

六一 ： 三
二
八

三
四
一

ニ
八
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総 目 次

告
示
外
務
省
告
示
十
四
、
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
号

南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
二
関
ス
ル
条
約

露
西
亜
及
蒙
支

独
逸
開
戦
理
由
と
英
国
の
反
駁

仏
人
の
声

伴
慮
を
論
す

英
国
外
交
政
策
と
三
国
協
商
の
真
相

大
正
四
年
日
支
条
約

山
東
省
二
関
ス
ル
条
約

大
正
四
年
日
支
交
渉
二
関
ス
ル
公
文
書
（
大
正
四
年
六
月
八
日
外
務
省
発
表
）

第
一
加
藤
外
務
大
臣
ノ
日
置
公
使
二
与
ヘ
タ
ル
訓
令

三
日
付
ニ
テ
東
京
二
於
テ
交
付
）

第
二
支
那
国
政
府
提
出
ノ
対
案

置
公
使
支
那
国
政
府
よ
り
接
受
）

（
訳
文
）

（
大
正
三
年
十
二
月

（
大
正
四
年
二
月
十
二
日
在
支
日

第
三
帝
国
政
府
ノ
修
正
案
（
大
正
四
年
四
月
二
六
日
駐
支
日
置
公
使
支
那

政
府
へ
提
出
）

露
西
亜
及
蒙
支
（
承
前
）

欧
州
和
同
論
（
承
前
完
）

英
国
政
府
に
対
す
る
印
度
人
の
好
感

西
島
禰
太
郎
（
訳
）

野

村

箕

野

鐙

JI I 

廣

瀬
野

村

徹 毅 新 湿

兒

島

多

賀

太

徹

伊

吹

山

徳

司

1
0

七
九
〇

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0

七
七
四

1
0
 

1
0
 

1
0

七
六

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九

七
八
八

七
八
五

七
八
五

七
七
六

七
七
三

七
七
三

七
五
八

七
四
九

七
四
五

六
九

六
八
六

六
七
七

六
七
五
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羅
馬
法
王
の
地
位
に
及
ほ
せ
る
戦
争
の
影
響
を
論
す

ト
ラ
ィ
チ
ケ
の
国
際
法
論

独
逸
外
交
政
策
の
今
昔
（
前
号
の
続
）

中
立
国
と
し
て
の
北
米
合
衆
国
の
地
位
（
前
号
の
続

武
装
せ
る
パ
ナ
マ
運
河

第
四
支
那
国
政
府
最
後
修
正
案

公
使
支
那
国
政
府
ヨ
リ
接
受
）

第
五
支
那
政
府
二
対
ス
ル
帝
国
政
府
ノ
最
後
通
牒

在
支
日
置
公
使
支
那
国
政
府
へ
交
付
）

第
六
最
後
通
牒
提
出
ノ
際
在
支
日
置
公
使
ヨ
リ
陸
外
交
総
長
へ
手
交
セ
ル

説
明
書

帝
国
政
府
ノ
最
後
通
牒
二
対
ス
ル
支
那
国
政
府
ノ
回
答

海
底
電
線
と
最
近
戦
時
法

独
逸
外
交
政
策
の
今
昔

国
際
法
の
存
在
楽
観

中
立
国
と
し
て
の
北
米
合
衆
国
の
地
位

戦
時
国
際
法
に
対
す
る
日
独
観
念
の
差
異

第
七

（
訳
文
）

完
了
）

大
正
四
年
五
月
一
日
在
支
日
置

（
大
正
四
年
五
月
七
日

箕

野

モ
ン
ロ
ー
、

松

崎

毅

寺

田

四

郎

ス
ミ
ス

壽（訳）

島

谷

亮

輔

ブ

レ

ー

ク

ス

レ

ー

兒
島
多
賀
太
（
訳
）

嵯

JII 

新

モ
ン
ロ
ー
、

松

崎

ス
ミ
ス

壽（訳）

島

谷

亮

輔

石

坂

泰

篠

田

治

策

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

二
―
六

一
七
七

―
二
九

―
―
六

1
0
四

九
九 一七

二
七

二

0

1
0

八
〇

1
0

八
0
0

1
0

七
九
八

6
 

8
 

1
0

七
九
四



公
ぃ斎 目 次

日
英
同
盟
条
約
私
議

日
英
同
盟
協
約
を
論
す

国
際
法
上
仲
裁
な
る
用
語
に
就
て

異
民
族
の
同
化
と
宗
教

欧
州
戦
争
よ
り
起
れ
る
英
国
裁
判
所
の
捕
獲
審
検
事
件

敵
国
民
の
帰
化
の
撤
去

加
州
問
題
と
運
河
通
過
料
問
題

最
近
の
独
逸
国
際
法
学
者

全
米
主
義
の
勝
利

世
界
的
経
済
戦
争

仏
国
は
戦
勝
の
代
償
を
仕
払
ひ
得
可
き
か
（
千
九
百
十
五
年
七
月
仏

ユ
ー
、
ポ
リ
テ
ッ
ク
、
エ
、
バ
ル
ル
マ
ン
デ
ー
ル
」
）

ウ
イ
ル
ソ
ン
の
軍
備
演
説
を
読
む

独
逸
の
開
戦
理
由
と
英
国
の
反
駁

国
際
法
上
に
於
け
る
国
家
の
相
続
の
基
本
思
想

独
逸
外
交
政
策
の
今
昔
（
承
前
、
完
）

戦
争
の
欧
州
永
世
中
立
地
に
及
ほ
す
影
響

「
ル
ヴ

島

谷

亮

輔

皓

JI I 

新

ト
ー
マ
ス
、
ウ
イ
リ
ン
グ
、
バ
ル
チ

東

譲

三

郎

（

訳

）

兒

島

多

賀

太

島

谷

亮

輔

蜻

JI I 

新

ラ
ッ
セ
ル
、
テ
ー
、
マ
ウ
ン
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

フ
ェ
ル
ナ
ン
、
フ
ォ
ー
ル

島

谷

亮

輔

牧

野

英

エ
ド
モ
ン
、
テ
リ
ー

島

谷

亮

輔

雖

Jll 

新

立

作

太

郎

モ
ン
ロ
ー
・
ス
ミ
ス

松

崎

壽

（

訳

）

泉

哲

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

七 七 六 六 六 六 五

四

一

九

五 五 五 四 四 四 四

五
一
〇

四
九
九

四
九

四
七
九

四
一
〇

ニニ九
二
九
三

三
0
ニ

三
0
九： 三

八
三

三
九
八

五
七
三

五
八
三

ニ
四
八
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現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

政
治
同
盟
の
研
究

国
際
団
体
と
警
察

国
際
行
政
警
察

日
露
交
渉
の
沿
革

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

日
本
人
の
米
国
帰
化
権

亜
米
利
加
に
於
け
る
大
陸
国
際
警
察

人
口
よ
り
観
た
る
欧
州
人
の
世
界
的
発
展

経
済
同
盟
と
日
本

塊
匈
国
人
と
国
際
法

伴
虜
取
扱
に
関
す
る
会
議
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
開
会
「
ノ
イ
エ
、

プ
レ
ッ
ス
」
所
載
）

英
独
戦
因
論
駁

現
戦
争
に
於
け
る
海
牙
の
三
宣
言
の
適
用
特
に
有
毒
瓦
斯
の
使
用

ユ
ー
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

戦
争
と
優
生
学

西
亜
細
亜
の
戦
争

フ
ラ
イ
エ
、

牧

野

義

智

ド
ラ
、
フ
ァ
イ
ユ

町

田

梓

棲

（

訳

）

泉

哲

ゼ
ー
ム
ス
、
エ
ム
、
チ
ロ
ン

東

譲

三

郎

（

訳

）

雖

JII 

新

遠

藤

源

六

エ
チ
、
ジ
ー
、
ド
ワ
イ
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

根

束

源

之

雖

JII 

立 井

田

輝

雖

JI I 

紳 泉

戸

松

崎

新

作

太

郎

兒

島

多

賀

太

吉 新

正

雄

哲 壽

二
立

一五
一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

二四 一
四

一
四

一
四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

八
六
八

八
四
三

1
0

八
二
七

1
0

八
一
五

九

七

五

九

九

七

三

六

九 九

七

二

五

八 J¥ 八 八 七

七
三
一

六
八

六
七
六

六
七

六
六
五

六
0
八

七

五

九
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総
葡
国
共
和
革
命
史
概
要

目
戦
前
の
英
独
輸
出
貿
易
比
較
研
究

次
移
民
に
関
す
る
諸
問
題

独
逸
の
白
耳
義
侵
入
事
件

(
T
h
e
C
a
s
e
 of
 

B
e
lg
i

u
m
)
 

国
際
河
川
に
関
す
る
研
究

亜
米
利
加
王
義
の
動
揺

現
連
合
国
の
協
同
関
係
に
就
い
て

S
U
R
 L
'
A
T
T
I
T
U
D
E
 D
E
 L
'
A
L
L
E
M
A
G
N
E
 A
 L
'
E
G
A
R
D
 D
E
 L
A
 

B
E
L
G
I
Q
U
E
 A
 
L
'
O
U
V
E
R
T
U
R
E
 
D
E
S
 P
R
E
S
E
N
T
E
S
 
H
O
S
T
I
'
 

L
I
T
E
S
 

戦
時
法
規
と
国
際
条
約

ル
ク
セ
ム
ブ
ル
グ
の
将
来

(
T
h
e
F
ut
u
r
e
 of
 

L
u
x
e
m
b
u
rg
)

 

国
際
行
政
警
察

国
民
の
発
展
上
よ
り
見
た
る
東
印
度
及
海
峡
殖
民
地

船
籍
移
転
に
就
い
て

我
か
外
交
の
権
威

1
チ
ャ
ー
ヅ
教
授
の
国
際
法
時
事
問
題
論
評

内

山

岩

太

郎

松

崎

蜻

川

壽 新

ゼ
ー
ム
ス
、
エ
ム
、
ベ
ッ
ク

東
譲
―
―
一
郎
（
訳
）

伊

藤

重

次

島

谷

亮

輔

牧

．

野

義

智

伊

吹

山

徳

司

泉

哲

フ
ラ
ン
シ
ス
、
グ
リ
ッ
ブ
ル

東

譲

三

郎

（

訳

）

寺

田

四

郎

立 湘

作

太

郎

C•DELLA 

F
A
I
L
L
E
 

南

子

寺

田

四

郎

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

四 四 四

六
二
三
七： 三

五
三

二
七
七

二
六
六

二
五
五

ニ
四
八

一
六
〇

一
四
四

―
―
七

1
0
五 ー

六一 二
六

89 



国際法外交雑誌総索引

第
三
革
命
に
於
け
る
雲
南
軍
の
活
動
に
就
い
て

支
那
に
於
け
る
独
逸
の
経
済
的
任
務

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題

船
籍
移
転
に
就
い
て
（
承
前
完
）

戦
局
と
講
和
問
題

条
約
締
結
権
と
自
治
植
民
地

欧
州
大
戦
と
日
本

自
治
植
民
地
之
外
交

独
逸
皇
帝
の
位
地

自
治
植
民
地
条
約
締
結
権
之
行
使

白
耳
義
統
一
と
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
の
運
動

露
国
革
命
と
親
独
系
の
勢
力

戦
時
犯
罪
其
予
防
及
処
罰

船
籍
移
転
に
就
い
て
（
承
前
）

国
際
河
川
に
関
す
る
研
究
（
承
前
）

吉

野

作

造

米

田

賓

ウ
ォ
ル
フ
、
フ
ォ
ン
、
デ
ワ
ル

フ
ェ
ル
ナ
ン
、
パ
ッ
セ
レ
ッ
ク

東

譲

三

郎

（

訳

）

泉

哲

寺

田

四

郎

立

作

太

郎

ゼ
r
、
エ
リ
ス
、
バ
ー
カ
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

泉

哲

寺

田

四

郎

沼

田

召＂B" 

義

ヒ
ュ
ー
、
ニ
チ
、
エ
ル
、
ベ
ロ
ッ
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

泉

哲

寺

田

四

郎

牧

野

義

智

伊

藤

重

次

一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五

八

七

六

八

七

四

九

七

七

二

七

七 七 七 七 六 六 六 六 五

四

七

四

五 五 四

六
七

六
六

六
五

六
三
九

五八―――

五
七

五
五
九

五
四
五

四
六
五

四
五
三

五

四

四

五
三
八
一
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総
現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓
（
承
前
、
完
）

目
米
国
態
度
変
遷
の
順
序
（
承
前
）

汐
帝
国
海
軍
の
地
中
海
遠
征
に
関
す
る
国
際
法
規

白
耳
義
希
臓
及
支
那
の
現
在
の
地
位

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

対
敵
取
引
禁
止
令
批
評

漁
船
の
撃
沈
と
商
船
の
敷
設
水
雷
に
依
る
沈
没

国
際
法
の
権
威

独
逸
と
米
国
と
の
関
係

商
船
武
装
の
権
利

英
国
の
対
独
通
商
一
切
禁
止
の
正
当

米
独
開
戦
と
モ
ン
ロ
ー
主
義

露
国
社
会
党
と
国
際
法

米
国
武
装
商
船
の
独
艇
撃
沈

所
謂
独
逸
の
潜
航
艇
に
依
る
封
鎖
又
は
潜
航
艇
戦

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓
（
承
前
）

米
国
態
度
変
遷
の
順
序

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題
（
二
）

寺

田

四

郎

川

崎

巳

之

太

郎

蜻

川

雌

Jll 

峙

JII 

詭

JI I 

雖

ILL 

蜻

JI I 

鮪

J i 1 

蛸

JI I 

蜻

Jll 

蜻

JI! 

蛸

JI I 

鮪

JI I 

立

新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新

寺

田

四

郎

川

崎

已

之

太

郎
新

寺

田

四

郎 作

太

郎

一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五

1
0
 

1
0
 

-
0
 

九
二
七
9
1

九
一
四

九

九

八

六

九

九

八

六

八

九

八
六
六

九

八

六

五

九

八

六

四

九

八

六

九

八

六

九

八

六

九

八

五

九

九

八

五

七

九

八

四

七

九 九

八
三
一

八
三
七

八

七

八

八

七

七

五



国際法外交雑誌総索引

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

戦
局
と
講
和
観

参
戦
前
の
米
国
内
情

希
臓
の
偉
人
ヴ
ヱ
ニ
ゼ
ロ
ス
氏

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

領
土
不
割
譲
主
義
の
提
案
を
評
す

断
交
せ
る
中
立
国
の
地
位
を
論
す

独
支
開
戦
の
効
果

独
支
開
戦
と
青
島
問
題

瑶
春
事
件
と
我
国
の
権
利

、
、
、
、
、
、
、
、

正
門
外
に
市
場
を
建
設
す
る
事

没
収
独
塊
船
舶
総
数
と
法
理

合
衆
国
政
府
の
独
逸
商
船
押
収

英
仏
飛
行
機
の
復
仇
攻
撃

日
支
国
民
協
会
の
宜
言
と
国
際
法

支
那
の
欧
州
出
兵
問
題

独
軍
の
退
却
と
不
法
行
為

支
那
対
独
襖
の
戦
争
開
始
手
続

無
賠
償
主
義
の
主
張
を
評
す

峙

．

川

雖

川

新 新

一
六

一
六

八
五

八
四

雖

川

八
四

雖

川

J¥ 

雖

川

雖

川

雖

川
蜻

川

雖

川
蛾

川

雖

川
雖

川

雖

川

雖

川

新 新 新 新 新

長

瀬

鳳

輔

川

崎

巳

之

太

郎

牧

野

義

智

新 新 新 新 新 新 新

一
六

一
六

一
六

一
六

一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一五 一五 一五 一五

八 八
〇

七
九

゜
一八 五 四

1

0

九
四
九

1
0

九
四
七

1

0

九
四
五

1

0

九
四
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総

時
局
と
国
際
法

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

中
立
国
船
中
の
郵
便
物
の
押
収

目
帝
国
海
軍
の
与
国
に
対
す
る
貢
献
（
地
図
参
照
）

次

特

別

号

芽
蘭
及
小
露
問
題
（
下
）

支
那
兵
の
我
が
移
住
民
に
対
す
る
暴
行

日
米
共
同
宣
言
の
解
釈

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

米
国
の
断
交
及
参
戦
事
情

国
際
法
の
改
正

国
際
法
上
植
民
地
と
地
位

日
米
新
宣
言

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

英
国
の
所
謂
対
独
封
鎖

ヂ
分
蘭
及
ひ
小
露
問
題
（
上
）

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
統
治
詔
書

東
洋
拓
殖
会
社
法
の
改
正

青
島
民
政
署
の
設
置
と
支
那
の
抗
議

時
局
と
国
際
法
在
ア
ル
ジ
ェ
ン
チ
ン
独
逸
公
使
の
密
電
事
件
と
瑞
典
の
親

独
思
想

立

作

太

郎

森

山

慶

T
h
.
B
A
T
Y
 

米

田

峙

JII 

蛎

Jll 

雖

JI! 

泉 米

田

蜻

JII 

雖

JI! 

、嵯

JI I 

郎 賓 新 新 新

牧

野

義

智

板

倉

卓

造

哲

租

垣

守

克

川

崎

巳

之

太

郎

賓 新 新 新

一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六

四 四 四

ニ

四

九

3

，
 

ニ
四
互 ー

二
0
五

二
0
五

二
0

1

1

―

一
九
七

一九 一
七
五

―
―
五

1

0

七
九
六

八
九

¥
¥
 

J

J

 

八
七

八
六



国際法外交雑誌総索引

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

日
本
軍
艦
の
浦
塩
警
備

戦
時
に
於
け
る
軍
機
と
外
交
と
の
関
係

a
n
d
 S
trat
e
g
y
 i
n
 time of
 
war. 

T
h
e
 relations 
of
 

D
i

p

l
o
m
a
cy
 

ハ
ル
ピ
ン
の
支
那
兵
と
日
露
協
約

単
独
講
和
に
関
す
る
露
国
の
宣
言
批
評

現
戦
役
に
於
け
る
日
本
海
軍
の
行
動
概
要
（
巻
頭
の
地
図
参
照
）

日
本
の
講
和
条
件
を
論
し
て
「
ジ
ャ
ッ
パ
ン
、
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
社
説
に
答

A

必

牧

野

義

智

蛸

川

雖

川
雖

川

蜻

川
雖

川

雖

川

橘 雖

川

新 新 新 新 新 新

利

康

高

橋

作

衛

滞
欧
所
感
（
大
正
六
年
十
一
月
本
会
大
会
に
て
講
演
）

鳥

巣

玉

樹

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

独
逸
の
新
聞
政
策
と
親
独
系
の
米
国
新
聞
王

開
戦
以
来
帝
国
艦
隊
並
敵
艦
隊
行
動
概
略

独
露
間
の
講
和
条
件
批
評

日
露
密
約
の
発
表

同
盟
国
海
軍
会
議
の
意
義

ハ
ル
ピ
ン
の
支
那
兵
と
日
本
の
利
害

新

露
国
の
行
動
に
対
す
る
法
的
批
判

露
国
の
単
独
休
戦
と
休
戦
条
約
批
評

国
籍
に
関
す
る
諸
国
の
法
令
に
就
て

峙

川

雖

川
牧

野

英

新 新

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四

六

九

六

九

六

七

六

六
六
四

六 附
録

三
0
八

三

一

五

三

五

九

二
七
七

二
七

二
六
九

二
六
八

二
六
五

二
五
八

94



総
現
戦
争
に
於
け
る
毒
瓦
斯
使
用

目

露
独
の
講
和
と
露
領
へ
の
出
兵
問
題

次

シ
ベ
リ
ヤ
出
兵
の
法
理
的
論
拠
と
先
例

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

露
独
講
和
条
約
の
法
理
的
研
究

独
羅
の
講
和
条
約
と
羅
国
の
地
位

経
済
連
合
或
は
経
済
同
盟
の
計
画

小
露
と
独
填
と
の
講
和
条
約

印
度
の
戦
後
貿
易
振
興
策

波
斯
帝
国
の
将
来
（
上
）
（
露
国
革
命
の
及
ほ
し
た
る
影
響
）

高
橋
博
士
の
講
和
条
件
論
に
対
す
る
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
の
再
評

現
戦
争
と
国
際
法
の
根
本
観
広
心

コ
ス
モ
ス
著
「
永
続
す
可
き
平
和
の
基
礎
」
を
読
み
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
に
告

＜
 

米
国
所
得
税
法
と
日
本
被
傭
船
者
の
責
任

国
際
政
策
学
の
研
究
提
案

独
逸
の
膨
張
附
戦
争
時
論

時
局
と
国
際
法
露
国
の
国
債
廃
棄
に
対
す
る
研
究
と
其
の
制
裁

キ
ー
式
と
ド
ラ
ゴ
ー
主
義
）

時
局
と
国
際
法

（
ト
ロ
ツ

小

山

精

雖

JI! 

蛾

JII 

蛯

JI! 

高

橋

作

衛

雖

JII 

雖

/II 

蜻

JI! 

郎 新 新 新 新 新 新

岩

井

尊

人

商

橋

榮

米

田
雖

Jll 

賓 新

東

譲

三

郎

（

訳

）

岩

井

尊

人

雖

川
小

山

精

新 郎

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

七 七

五
三
七

五
三
九

七

五

三

六

七

五

二

七

六 六 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五

四
八
七

四
八
四

四
八

四
七
八

四
七

四
五

四
四

三
九
〇

三
九
二

四三一――
八
六

一
七
六

95 



国際法外交雑誌総索引

支
那
南
方
の
軍
政
府
は
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
す
へ
き
も
の
な
り
や
否
や

対
露
武
力
干
渉
論

現
戦
争
に
於
け
る
伴
虜
の
待
遇

有
望
な
る
比
律
賓
群
島

加
奈
太
の
異
民
族
問
題

ア
ル
サ
ス
、

ロ
ー
レ
ー
ン
と
国
籍
主
義
（
承
前
完
）

連
合
国
の
結
束
の
進
化

共
通
法
に
就
て
（
承
前
完
）

波
斯
帝
国
の
将
来
（
下
）

日
本
の
古
代
史
と
国
際
法

現
戦
争
と
国
際
法
の
権
威

時
局
と
国
際
法

ア
ル
サ
ス
、

日
露
両
国
間
の
関
係

ロ
ー
レ
ー
ン
と
国
籍
主
義

国
際
法
上
の
空
中
問
題

断
交
状
態
と
交
戦
状
態

共
通
法
に
就
て

独
逸
の
膨
張
論
附
戦
争
時
論
（
承
前
完
）

寺

尾
ジ
ョ
ー
ジ
、

小

山

精

亨

ケ

ナ

ン 郎

山

村

楳

次

郎

米

田

賓

パ
ウ
ル
、
ヘ
ル
マ
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

小

山

精

郎

牧

野

義

智

山

田

良

パ
ウ
ル
、
ヘ
ル
マ
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

蛾

川

小

山

精

泉 皓

JI I 

山

田

米

田

高

橋

簗

新 郎 哲 新 良 賓

一
七

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

1
0

八

1
0

八
0
六

1
0
 

1
0
 

九 九

七

二

六

九

七

一

六

九 ノ＼ 八 八 八 八 八 七

七

九

四

七
三
五

七
八
三

六

九

九

六

六
六
五
五

六

四

九

六

四

四

六

三

四

六 五
八
三

七

宜

四

七
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総 目 次

将
来
の
国
際
私
法
上
注
意
の
二
三

国
際
平
和
同
盟
論
の
過
去
及
将
来

潜
航
艇
と
武
装
商
船
（
承
前
）

所
謂
二
重
保
険
条
約
に
就
て

国
債
と
国
際
法

南
洋
の
新
領
土

二
重
保
障
条
約
の
本
体

航
空
機
と
中
立
国

（
承
前
）

講
和
に
関
す
る
諸
慣
例
の
綜
合
的
考
察

南
洋
の
新
領
土
（
承
前
）

西
伯
利
戦
争
と
戦
利
品
問
題

海
上
捕
獲
に
関
す
る
英
仏
条
約
と
我
海
戦
法
規
と
の
関
係
を
論
す

南
洋
の
新
領
土

潜
航
艇
と
武
装
商
船

米
国
と
外
人
兵
役
協
約

敵
国
航
空
機
の
取
扱

泉

哲

ア
ン
ト
ア
ン
、
ピ
レ
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

ピ
ア
ー
ス
・
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

小

山

精

郎

牧

野

義

智

箕

作

元

ノ＼

南

薫

牧

野

義

智

立

作

太

郎

南

薫

小

山

精

郎

田

村

幸

策

ピ
ア
ー
ス
・
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

南 小

山

精

米

田

薫 郎 賓

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

五 四 四 四 四

六
三
0
1

ニ
八
四

二
七
八

二
七

二
―
八

二
0
七

一
九
四

一
七
七

―
―
四

1

0
八

1

0
五

九 ニ
八

二
0 六
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国際法外交雑誌総索引

独
逸
の
住
宅
問
題
に
関
す
る
諸
提
案

予
定
和
約
論
（
下
）

上
海
共
同
租
界
に
於
け
る
吾
同
胞
の
立
場

人
種
的
差
別
に
就
て

緊
要
な
る
外
交
諸
問
題
に
就
て

独
逸
講
和
と
羅
馬
尼

国
際
法
な
る
名
称
の
変
遷

潜
航
艇
と
武
装
商
船
（
完
）

切
迫
せ
る
南
洋
諸
島
問
題

欧
州
中
立
諸
国
の
戦
時
利
益

土
填
独
休
戦
条
約
に
就
て

潜
航
艇
と
武
装
商
船
（
承
前
）

予
定
和
約
論
（
上
）

欧
州
戦
争
の
戦
費
、
損
失
及
利
益
（
千
九
百
十
八
年
米
「
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ー
、

ニ
ュ
ー
ス
」
）

子
百
十
八
年
七
月
二
十
五
日
英

「
ポ
ー
ト
、
オ
プ
、
ツ
レ
ー
尺
ヂ
ャ
ー
ナ
ル
」

大
蔵
省
調
査
月
報
訳
載

小

山

精

郎

伊

吹

山

徳

司

高

橋

作

衛

子
百
十
八
年
七
月
十
五
日
米

「

ア

ナ

リ

ス

ト

」

調

査

月

報

訳

載

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

ピ
ア
ー
ス
、
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

板

倉

卓

造

米

田

賓

鐙

JII 

新

ァ
ー
ル
、
イ
ー
、
ホ
エ
ッ
ト
ル
セ
ー

，

＇

の

巖

ピ
ア
ー
ス
、
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

小

山

精

郎

一七 一七 一
七

一七 一七 一七 一七
一七 一七 一

七
一七 一

七 一七 一七

七

五

九

九

七

五

八

九

七 七

五

五

五

六 六 六 六 六 六 六 五 五 五

五
八
三

五
一
四

五 五
0
0

四
九

四
八

四
七

四
六

三
八
二

三
八
九

三
九
九
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総 目 次

特
別
号

F
U
L
L
 T
E
X
T
 O
F
 N
E
W
 C
O
V
E
N
A
NT
.
修
正
国
際
連
盟
案

太
平
洋
観

特
別
号

極
東
に
於
け
る
国
際
河
川
問
題

領
土
に
関
す
る
智
利
と
秘
露
と
の
紛
争
附
パ
ラ
グ
ア
イ
と
暮
里
比
亜
と
の
紛

争海
洋
之
自
由

国
際
連
盟
の
批
判
的
研
究

最
近
西
蔵
間
題

委
任
統
治
と
租
借
統
治

T
H
E
 C
O
V
E
N
A
N
T
.
国
際
連
盟
原
案

予
期
せ
ら
れ
た
る
帝
国
講
和
条
件
と
実
現
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
同
条
件
と
の
懸

隔
大
正
八
年
九
月
九
日
起
草

ル
ク
サ
ン
ブ
ル
グ
問
題

国
際
通
信
杜
に
就
て

講
和
会
議
と
軍
事
問
題

日
本
赤
十
字
慰
問
使
と
列
国

高

橋

作

衛

泉

哲

清

水

泰

次

坂

本

俊

篤

小

山

精

郎

牧

野

義

智

坂

本

俊

篤

米

田

質

寺

田

四

郎

矢

野

雖

川

湿 新

坂

本

俊

篤

一
八

一
八 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七

1
0

八
九
四

1
0

八
七
九

1
0

八
七
〇

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九

七

七

七

九

七

五

八

九

七

五

九 j¥ 八 八 ノ＼

八
六

八
四
九

七
四
三

六
七
四

六
六
〇

六
五
〇

六
四
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国際法外交雑誌総索引

連
盟
と
憲
法
及
ひ
条
約
問
題

巴
里
平
和
会
議
に
於
け
る
領
土
分
配
の
主
義

特
別
号

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

バ
ナ
ー
ト
問
題

青
島
に
於
け
る
専
管
又
は
共
同
居
留
地
設
置
の
結
果
を
比
較
表
出
す

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度
附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

訃
報

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

附
仏
蘭
西
沿
岸
貿
易
制
度

L
A
 L
I
G
U
E
 D
E
S
 N
A
T
I
O
N
S
 E
T
 L
A
 L
I
G
U
E
 

R
O
U
G
E
S
.
国
際
連
盟
並
万
国
赤
十
字
同
盟
二
就
テ

D
E
S
 

L
E
A
G
U
E
 O
F
 R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
.
赤
十
字
連
盟

カ
ー
ネ
ー
ギ
ー
氏

山
東
問
題
と
支
那
の
主
張
及
不
法

国
際
連
盟
と
軍
備
問
題

国
際
労
働
問
題
と
支
那
の
労
働
状
況

過
激
派
東
来
よ
り
生
す
る
日
露
支
の
外
交
問
題

国
際
連
盟
の
日
英
同
盟
に
及
ほ
す
影
響

米
国
市
民
に
与
ふ
る
書

C
R
O
I
X
'
 

牧

野

義

智

立 寺

田

四

郎

米

田

蛸

JI I 

雖

JI I 

高

作

太

郎 賓

清

水

泰

次

高

橋

作

衛

寺

田

四

郎

伊

吹

山

徳

司

坂

本

俊

篤

新 新

寺

田

四

郎

牧

野

義

智
橋

作

衛

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

四 四 四

ニ
四

0 三
一
五
三ロ

ニ
ニ
〇

二
三
〇： ＝

二
九

―
二
七

―
―
九

六
四

五
九

五
五 六

二
九
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華
府
労
働
会
議
の
決
議

重
大
な
る
露
国
貨
幣
問
題

汐
伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

外
蒙
古
自
治
取
消

附
日
本
の
警
戒

最
近
外
交
内
治
の
重
要
事
項
に
関
す
る
質
問

四
十
二
議
会
に
於
て

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

パ
レ
ス
チ
ン
と
英
国

シ
ェ
ル
ト
左
岸
並
南
リ
ム
ブ
ル
ク
問
題
白
耳
義
が
巴
里
平
和
会
議
に
提
出

せ
る
シ
ェ
ル
ト
河
左
岸
及
リ
ム
ブ
ル
グ
州
南
部
に
対
す
る
要
求
を
擁
護
す
る

事
実
の
梗
概

I
N
 T
H
E
 S
U
P
E
R
I
O
R
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 S
T
 AT
E
 O
F
 C
A
L
I
F
O
R
'
 

N
I
A
,
 I
N
 A
N
D
 F
O
R
 T
H
E
 C
O
U
N
T
R
Y
 O
F
 RI
V
E
R
S
I
D
E
.
加
州
人

民
対
原
田
重
吉
事
件
判
決
文

T
H
E
P
E
O
P
L
E
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 

C
A
L
I
F
O
R
N
I
A
,
 
Plai

ntiff,
|
v
s
|
J

U
K
I
C
H! H
A
R
A
D
A
,
 et
 

al., 

D
e
f
e
n
d
a
nt
s. 
O
P
I
N
I
O
N
.
 

平
和
紀
念
号

中
華
民
国
と
欧
州
大
戦
国
際
法
論

支
那
の
国
際
法
的
観

附
我
国
の
警
戒

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
第

野

村

川

崎

巳

之

太

郎

寺

田

四

郎

高

橋

簗

清

水

泰

次

高

橋

作

衛

高

橋

榮

寺

田

四

郎

米

田

徹 賞

有

賀

長

雄

白

耳

義

査

報

局

東

譲

三

郎

（

訳

）

一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八

七 七 六 六 六 六 五

四

五

八

五 五 五 五 四 四

六
五
六

六
四
七

五
九
八

五
七
九

五
六
五

五
四

四
四
七

三
二
九

三
三
八

四ニ―――

四
三
八
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国際法外交雑誌総索引

国
際
連
盟
と
国
際
条
約

支
那
の
国
際
法
的
観
（
完
）

貿
易
の
基
礎
と
し
て
の
金
本
位
廃
止
論

A
n
n
a
li

st
)

 

(
対
露
貿
易
方
法
論
）

支
那
に
於
け
る
ボ
ル
シ
エ
ビ
キ
運
動
．

写
真
結
婚
問
題

英
国
の
抵
界
的
覇
権

附
我
国
の
警
戒

附
我
国
の
警
戒

（
一
九
一
九
年
十
二
月
十
五
日

T
h
e

附
抵
界
的
大
戦
の
効
果

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

（
承
前
・
完
）

連
盟
国

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
の
追
憶

英
国
新
進
の
国
際
法
学
者
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授

加
州
に
於
け
る
排
日
土
地
法
問
題

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

世
界
に
於
け
る
船
舶
状
況

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
完
）

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

高

橋

簗

小

林

絹

治枝

茂

智

杉

村

陽

太

郎

清

水

泰

次

ア
ー
ル
、
エ
ス
ト
コ
ー
ト

タ
マ
ス
、

ベ
ー
テ

高

橋

作

衛

小

林

絹

治枝

茂

智

一
九
一
九
年
八
月
七
日
英

B
o
a
r
d
 
of
 

T
r
a
d
e
誌

大
蔵
省
理
財
局
調
査
月
報
訳
載

寺

田

四

郎

高

橋

簗

立

作

太

郎

寺

田

四

郎

高

橋

簗

一九 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八 一八

I
O
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九

八

七

九 九

八

四

七

九 八

七

六

七

八

七

五

七

八 八 七 七

九
七
五

九
五
九

九
五
〇

八
七
四

八
六

七
三
九

七
四
三

八
三
七

九
三
五

六
七
七

六
六
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総
排
日
問
題
の
解
決
方
法
（
中
）

目 次

占
領
地
に
於
け
る
占
領
者
の
国
際
公
法
上
の
地
位

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
承
前
）

排
日
問
題
の
解
決
方
法

高
橋
博
士
著
述
目
録

訃
報

国
際
連
盟
と

C
l
a
u
s
u
l
a
r
e
b
u
s
 si
c
 st
a
nt
i

b
u
s
 

国
際
連
盟
の
内
国
際
仲
裁
々
判
条
約
に
関
す
る
重
要
な
る
瑞
西
国
政
府
の
提

議 国
際
連
盟
規
約

ヂ
ッ
タ
博
士
の
国
際
法
改
造
論
を
読
む

希
臓
の
政
局
（
上
）

独
蘭
電
信
会
社

附
管
理
問
題
要
諦

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
上
）

雑
誌
編
纂
主
任
法
学
博
士

高
橋
博
士
略
伝

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
下
）

加
州
土
地
法
の
合
法
性

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

高
橋
作
衛

附
世
界
大
戦
の
効
果

米

田

立 吉 小

山

精

高

橋

菜

米

田

小

山

精

高

橋

簗

米

田

松

原

泉

賓

作

太

郎

野

作

造

郎

寺

田

四

郎

賓 郎 賞 雄 哲

野
澤
武
之
助
（
訳
）

杉

村

陽

太

郎

一九 一
九

一九 一九 一
九

一
九

一
九

一
九 一九

一
九

一
九

一
九

一
九

一九 一九
一
九

一
九

四 四

二七一――

二
五
五 ロロ

一
九
五

一
八

一
六
九 111 

最
終
頁

一
三
〇

1
0
 

九 四

゜103 



国際法外交雑誌総索引

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
す

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
と
其
著
書
国
際
法

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て
（
承
前
）

占
領
地
に
於
け
る
占
領
軍
の
国
際
法
上
の
地
位

白
耳
義
に
関
す
る
一
八
三
九
年
の
条
約
の
改
訂
委
員
会
に
就
て

牧

野

義

智

立 山

田
高

橋

簗

米

田

林

作

太

郎

英
国
の
世
界
的
覇
権

最
近
露
支
関
係

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て

国
際
法
協
会
日
本
支
部
会
設
立

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

近
東
の
一
大
問
題
（
希
脹
政
局
変
動
と
外
交
関
係
）

英
国
の
世
界
的
覇
権

附
世
界
大
戦
の
効
果

（
承
前
）

山

田

排
日
問
題
の
解
決
方
法
（
完
結
）

清米
， 

水田

泰

椰
府
論

平
和
条
約
実
施
の
為
め
に
す
る
独
逸
の
国
内
法
令
に
就
て

上
空
に
及
ほ
す
領
土
権

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て

占
領
地
に
於
け
る
占
領
軍
の
国
際
法
上
の
地
位
（
承
前
）

附
世
界
的
大
戦
の
効
果
（
承
前
）

高 泉

橋

禁

山

田

高

橋

簗

良

寺

田

四

郎

賓

毅

陸

杉

村

陽

太

郎

良 次 寅

末

弘

厳

太

郎

哲 良

寺

田

四

郎

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0 ―1

0
 

一九 一九 一九

四 四 四

ニ
四
五

ニ
四

二
0

一
九
五

一
七
〇

一
五
八

一
四
八

―
二
七

―
二
四

八
六

七 五
九

1
0
 

二
九
四

ニ
八
二口
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総
国
際
連
盟
の
本
質
に
関
し
て

立

作

太

郎

―1
0
 

5
 

五

五

二

0

0
ー

目
国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
ず
（
承
前
）

牧

野

義

智

次

償

金

論

近
東
の
一
大
問
題
（
下
）
（
希
脹
新
形
勢
と
英
仏
伊
外
交
）

国
際
法
進
化
の
三
時
期

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
ず
（
承
前
）

附
両
国
親
善
の
妙
諦

評
議
員
有
賀
博
士
ノ
卒
去

欧
州
大
戦
と
伴
虜

附
対
独
関
係
の
要
諦

伊
太
利
の
国
際
私
法
学
に
対
す
る
寄
与

平
和
会
議
及
最
高
会
議
に
就
て

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て
（
承
前
）

支
那
北
辺
の
国
際
騒
乱

日
米
今
昔
物
語

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て
（
承
前
）

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
承
前
）

国
際
連
盟
総
会
の
決
議
（
承
前
）

附
世
界
大
戦
の
効
果

高

橋

簗

寺

田

四

郎

皓

JI I 

立 長

岡

春

高

橋

簗

松

原
山

田

高

橋

菜

米

田

新

作

太

郎

蝋

山

政

逍

清

水

泰

次

牧

野

義

智

雄

蛾

山

政

道

良 賓

杉

村

陽

太

郎

二
0

二
0

二

0
二
0

二
0

二

0
二
0

―1
0
 

二
0

二
0

二

0
二
0

二
0

二

0
二
0

―1
0
 

五

五

0
九

五 五 五 五 四

四

二

五

四

四

一

五

四

四

0
0

四 四 四

四
九

四
六
七

四
五
七

六
七

六
〇

三
0
八こ

三
四
七

二
九
九

ニ
八

二
六
八



国際法外交雑誌総索引

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
上
）

北
欧
三
国
の
連
盟
規
約
修
正
案
に
就
て

（下）

同
盟
及
連
合
国
と
独
、
填
其
他
諸
国
と
の
平
和
条
約
の
研
究

露
仏
同
盟
の
真
相
（
上
）

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

国
際
法
問
答

『
国
際
法
の
将
来
』
（
一
）

国
際
法
は
畢
党
机
上
の
空
論
に
非
ず
や
の
問
に
対
す
る
答

デ
サ
ル
ム
マ
ン
の
解
附

北
欧
三
国
の
連
盟
規
約
修
正
案
に
就
て
（
上
）

太
平
洋
会
議
に
至
る
ま
で

平
和
条
約
に
現
は
れ
た
る
民
族
自
決
主
義

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
完
結
）

附
世
界
大
戦
の
効
果

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ウ
ィ
ア
三
国
と
国
際
紛
議
平
和
的
解
決
運
動

国
際
私
法
の
衝
突

平
和
運
動
の
歴
史
的
考
察

軍
備
制
限
要
諦

支
那
に
於
け
る
同
盟
の
起
源

伊
太
利
の
国
際
私
法
学
に
対
す
る
寄
与
（
完
結
）

国
際
法
学
会
小
史
（
自
明
治
三
十
年
創
立
当
時
至
同
三
十
五
年
機
関
雑
誌
発

行）国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理

小

山

精

米

田

立 長

岡

春

立 山

口

弘

高 米

田

立

橋

簗

高

橋

簗

郎 賞

作

太

郎

蝋

山

政

道

（

訳

）

作

太

郎 賞

作

太

郎

堀

内

謙

介

寺

田

四

郎

牧

野

義

智

寺

田

四

郎

杉

村

陽

太

郎

蝋

山

政

道

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

八

八

二

六

八

八

0
八

八

七

九

八

八

七

八

七

七

七

四

七

七

七

四

四

七 七

七

0
七

七 七 六 六 六 六 六 六 五

七
―
二
九

六
九

六
八

六
三
四

六
二

0

五
九
九

五
九

五
六
五

五
五
三

五
七
三
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総
新
借
款
団
の
将
来
に
つ
き
て

目

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
上
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
下
）

中
世
及
近
古
時
代
の
同
盟

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
開
設
（
上
）

次

使
節
の
随
員
の
不
可
侵
権
に
関
す
る
判
例
に
就
て

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

希
脹
及
羅
馬
時
代
の
同
盟

「
国
際
法
の
将
来
』
（
三
）

国
家
連
合
の
意
義
に
就
い
て

露
仏
同
盟
の
真
相
（
下
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
中
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
(
-
)

溝
州
の
移
民
に
つ
い
て

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

『
国
際
法
の
将
来
』

連
盟
平
和
論
の
一
誤
謬

（二）

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の
一

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の
二

同
盟
及
協
約
の
一
般
的
及
特
別
的
性
質

消

水

泰

次

山

田

良

牧

野

義

智

小

山

精

泉 牧

野

英

郎 哲

蛾

山

政

道

（

訳

）

牧

野

義

智

佐

々

弘

雄

寺

田

四

郎

小

山

精

立

郎

作

太

郎

清

水

泰

次

澤

田

立 立

謙

蝋

山

政

道

（

訳

）

作

太

郎

作

太

郎

牧

野

義

智

二
0

二

0
二
0

二
0

二

0
二
0

二

0
二

0
二
0

二

0
二

0
二

0

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九

九

六

九

九

四

八

九 九 J¥ 

八 七 四
〇

二
七

一
七

1
0
六
八

1

0
五
八

1

0
四
五

八
三
七

九

0
三

九
一
二
四

1
0
0
三

八

八

五

七

八

八

五

八

八

四

五
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国際法外交雑誌総索引

海
軍
制
限
条
約
に
就
て
(

-

)

 

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
下
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
二
）
（
未
完
）

国
際
法
問
答

華
府
会
議
と
戦
時
国
際
法

埃
及
の
独
立

同
盟
協
約
の
一
般
的
性
質
（
上
）

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

『
国
際
法
の
将
来
』
（
四
）

軍
備
制
限
の
要
諦

国
際
連
盟
規
約
第
十
五
条
第
八
項
の
意
義

或
る
所
の
試
験
問
題
の
一

或
る
所
の
試
験
問
題
の
二

戦
時
国
際
法
の
現
在
開
講
の
辞
［

空
戦
法
規
私
見
（
上
）

国
際
連
盟
規
約
第
二
十
三
条
の
研
究

平
明
丸
搭
乗
伴
虜
伊
太
利
国
に
収
容
事
件

『
デ
ザ
ル
マ
ン
』

の
解
（
承
前
）

軍
備
制
限
に
関
す
る
条
約

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

同
盟
協
約
の
価
値
及
能
率

附

町

田

賓

雄

泉 立

哲

作

太

郎

杉

村

陽

太

郎

立 立

作

太

郎

作

太

郎

ァ
ッ
シ
ュ
ケ
ノ
ー

中

山

又

次

（

訳

）

牧

野

義

智

高

橋

簗

立 立

作

太

郎

作

太

郎

高

橋

簗

立

作

太

郎

寺

田

四

郎

蛾

山

政

道

（

訳

）

牧

野

義

智

泉

哲

五 五 五 五 四 四 四 四 四 四

三
七
四

六
六

六
〇

二
六

二
九
〇

二
六
五 ロ

二
0
ニ

ニ
四
三： 三

二
七

三
五
五

二
―
八

一
九
七

一
五
九

1
0
五

九
四

08ー



公
m-斎 目

故
高
橋
博
士
追
悼
会
に
於
け
る
穂
積
博
士
の
講
演

次

自
国
に
住
所
を
有
す
る
他
国
人
に
兵
役
義
務
を
課
し
得
る
か

海
軍
制
限
条
約
に
付
て

（三）

国
際
法
問
答
戦
数
と
戦
時
復
仇
と
の
異
同

故
高
橋
博
士
追
悼
会
記
事

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
ノ
開
設
（
下
）
（
接
続
篇
第
二
号
）

海
軍
制
限
条
約
に
就
て

空
戦
法
規
私
見
（
下
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
三
）

国
際
法
問
答

押
収
と
没
収
と
の
意
義

国
際
法
の
法
律
た
る
基
礎

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
一
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
四
）

泉
博
士
の
「
空
戦
法
規
私
見
」
を
読
む

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

宣
戦
と
戦
争
開
始

最
近
の
国
際
政
局
概
観
(
―
-
)

（二）

平
時
に
於
け
る
復
仇
に
因
る
兵
力
の
使
用

印
度
問
題

堀

内

謙

介

立 立

作

太

郎

作

太

郎

松

本

俊

寺

田

四

郎

杉

村

陽

太

郎

堀

内

謙

介

立 立 泉 山

田
立 立

作

太

郎

作

太

郎

寺

田

四

郎

哲

杉

村

陽

太

郎

良

作

太

郎

作

太

郎

高

橋

簗

ノ＼ 七 七 七 七 七 七

五

八

六

七 六 六 六 六 六 六 六 五

，
 

六
八
七

1
0

六
八
〇

六
四
九

六
四
六

六
二
六

六
0
九

五
七
〇

五
三
〇

五
三
三

五
七
三

四
九
八

四
八
七

四
七
七

四
四
七

五

四

一

九

五

四

一

七 八
六



国際法外交雑誌総索引

空
戦
法
規
に
就
て

調
停
委
員
会
問
題
（
一
）

海
軍
制
限
条
約
に
付
て

泉
博
士
の
「
空
戦
法
規
私
見
」
を
読
む
（
二
完
）

国
際
法
問
答

最
近
の
露
支
関
係

国
際
法
問
答

国
際
連
盟
の
目
的 国

家
領
土
に
関
す
る
相
互
的
代
償
主
義
の
意
義

（
四
完
）

戦
争
と
個
人
の
地
位

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
I
V
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 O
F
 N
A
V
A
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 

W
A
S
H
I
N
G
 TO
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 
1
9
2
2
.
 

丁
抹
艦
隊
差
押
事
件
の
先
例
的
価
値

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
三
）

調
停
委
員
会
問
題
（
二
完
）

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 N
I
N
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

C
H
I
N
A
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 WA
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 
1
9
2
2
.
 

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
I
V
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 U
S
E
 O
F
 S
U
B
M
A
R
I
N
E
S
 A
N
D
 N
O
X
I
O
U
S
 G
A
S
E
S
 I
N
 

T
I
M
E
 O
F
 W
A
R
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 

1
9
2
2
.
 

泉 立 立

作

太

郡

作

太

郎

清

水

泰

次

睾

田

、
1 堀

内

謙

介

板

倉

卓

造

立

作

太

郎

松

本

俊

翠

田

、
1

哲 謙

杉

村

陽

太

郎

謙

1

0

九
六

1
0

九
四
九

九

九

四

八

九 九

九

〇

六

九

八
九
三

九
四
三

九

八

七

九

八
三
八

九

八

一

七

八

八

ー」

ノ‘

八

七

五

八

七

四

八

七
三
二

八

七

一

七

10ー



総 目 次
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
就
て
(

-

)

 

堀

内

謙

介

板

倉

卓

造

織

田

萬

ーー

五
七

1

四
二
0

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
四
）

大
戦
後
の
新
建
国
観

同
盟
協
約
の
一
般
的
性
質
（
続
、
完
）

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
内
法
理
と
国
際
法

国
際
法
設
定
条
約
の
本
質

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
 AT
E
S
 

O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 I
S
L
A
N
D
 O
F
 Y
A
P
 A
N
D-

O
T
H
E
R
 M
A
N
D
A
T
E
D
 I
S
L
A
N
D
S
 S
I
T
U
A
T
E
D
 I
N
 T
H
E
 P
A
C
I、

F
I
C
 
O
C
E
A
N
 A
N
D
 L
Y
I
N
G
 N
O
R
T
H
 O
F
 T
H
E
 E
Q
U
A
T
O
R
 

S
I
G
N
E
D
 A
T
 WA
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 11, 1
9
2
2
.
 

T
R
E
A
T
Y
 F
O
R
 T
H
E
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 O
U
T
S
T
A
N
D
I
N
G
 

Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 
R
E
L
A
T
I
V
E
 
T
O
 S
H
A
N
T
U
N
G
 
S
I
G
N
E
D
 
A
T
 

W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 4,
 
1
9
2
2
.
 

国
際
連
盟
の
人
格

実
力
封
鎖
法
史
論
（
一
）

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
五
完
）

条
約
加
入
条
款
の
効
力

立 立 立 立

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

牧

野

義

智

高

橋

菜

堀

内

謙

介

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

I
O
 

1
0
 

-
0
 

1
0
八
八

1
0
七
三

1
0
四

1
0
四
0

1
0
ニ
ニ

1
0
三
五

九
八
七

九
六
八



国際法外交雑誌総索引

Ice Ki

ng
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
一
）

関
東
州
還
附
論
に
つ
い
て

国
際
統
一
法
制
の
趨
勢
（
六
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
一
）

日
本
国
民
の
世
界
に
対
す
る
二
大
主
張

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
O
U
R
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
I
R
 I
N
S
U
L
A
R
 P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
S
 A
N
D
 I
N
S
U
L
A
R
 D
O
M
I
N
'
 

I
O
N
S
 I
N
 T
H
E
.
R
E
G
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 O
C
E
A
N
,
 S
I
G
N
E
D
 

A
T
 W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 
D
E
C
E
M
B
E
R
 
1
3
,
 

1
9
2
2
.
 

A
N
D
 
S
U
P
'
 

P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 

F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 
1
9
2
2
.
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
就
て

国
際
統
一
法
制
の
趨
勢
（
五
）

国
際
法
問
答

（
二
、
完
）

或
る
試
験
問
題
と
之
に
対
す
る
或
人
の
解
答

C
O
N
T
I
N
U
O
U
S
 V
O
Y
A
G
E
,
T
H
E
 P
R
E
S
E
N
T
 P
O
S
I
T
I
O
N
 

リ
ト
ア
ニ
ア
と
メ
ー
メ
ル

航
空
法
規
研
究
会
（
第
二
回
）

条
約
の
登
録
と
其
の
効
力
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
二
）

国
際
統
一
法
制
の
趨
勢
（
七
）

寺

田

四

郎

齋

藤

良

衛

竹

井
鳩

山

秀

夫

清

水

泰

次

米

田
寺

田

四

郎

齋

藤

良

衛

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

立 川

島

信

太

郎

寺

田

四

郎

織

田

廉 賓

作

太

郎
萬

四 四 四 四

三
二
五

＝＝―-九

三
八
二

五
六

ニ
八
七

二
七

二
五
九

二
三
七

二
―
五

二
―
四

一
五
六

一
四
五

―
二
六

I
 

01
――
 

1
0
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総
ア
ッ
ベ
・
ド
・
サ
ン
ピ
エ
ー
ル
の
永
久
平
和
案
に
就
て

誹

川

彦

松

3
 

八

七

0
八

1

1

目 次

支
那
の
軍
備
縮
小
問
題

戦
時
禁
制
品
の
連
続
航
海
主
義
（
S
と
T
と
の
間
の
問
答
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
一
）

国
際
連
盟
総
会
第
三
会
期
の
成
績
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
三
）

Ice Ki

ng
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
二
、
完
）

国
際
法
問
答

国
際
私
法
雑
誌
の
創
刊
者
ク
ル
ユ
ネ
氏
逝
く

国
家
の
滅
亡
と
政
体
の
変
更

条
約
の
登
録
と
其
の
効
力
（
二
、
完
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
二
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
二
）

国
際
連
盟
総
会
第
三
会
期
の
成
績
（
二
、
完
）

国
際
法
間
答

或
る
所
の
試
験
問
題
と
其
解
答
（
二
）

世
界
大
戦
と
外
国
人
の
私
法
上
の
地
位

国
際
政
治
組
織
と
其
単
位
問
題

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
四
、
完
）

空
戦
法
規
草
案
を
評
す

泉

哲

齋

藤

良

衛

清

水

泰

次

蝋

山

政

道

跡

部

定

次

郎

立 岩

田

喜

綾

川

武

治

板

倉

卓

造

鳩

山

秀

夫

泉 山

田
立 竹

井
岩

田

作

太

郎 郎 哲 良

作

太

郎

喜

廉

齋

藤

良

衛

郎

綾

川

武

治

J¥ 七

七

二

八

七

七

一

四

七

七

0
0

七 六 六 六 六 六 六 五 五

六
八
五

六
八
五

六
五
〇

六
一
八

六 五
八
九

五
七
七

五
六
九

互

五

四

六

五

五

一

九

五

五

0
九

五

四

九

〇
四
一
二
三

四
五
三



国際法外交雑誌総索引

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
一
）

『
国
際
法
の
将
来
』

戦
争
法
規
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
の
新
傾
向

国
際
行
政
と
そ
の
機
関「

国
際
法
の
将
来
」

国
際
法
問
答
大
戦
に
於
け
る
白
耳
義
の
地
位
と
陸
戦
に
於
け
る
中
立
国
及

中
立
人
の
権
利
義
務
に
関
す
る
海
牙
条
約
第
十
条

三
国
同
盟
の
真
相
（
一
）

国
際
法
と
権
利
（
一
）

桑
港
大
火
災
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
（
二
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
三
）

中
米
に
於
け
る
国
際
平
和
維
持
機
関
の
設
定

三
国
同
盟
の
真
相
（
二
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
四
）

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
二
、
完
）

国
際
平
和
思
想
よ
り
観
た
る
カ
ン
ト
と
ウ
ヰ
ル
ソ
ン

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

桑
港
大
火
災
、
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
（
上
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
三
）

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

誹

川

彦

松

齋

藤

．

良

衛

板

倉

卓

造

立 泉 綾

川

武

治

寺

田

四

郎

松

原
立 立 松

原

作

太

郎 哲 雄

作

太

郎

作

太

郎

岩
田
喜
三
郎
（
訳
）

板

倉

卓

造

寺

田

四

郎

颯

山

政

道

雄

岩
田
喜
三
郎
（
訳
）

齋

藤

良

衛

九 九 九 九 九 八

ニ
ー
七

一
六
八

一
四
八

―
―
九

1

0
九

五
四 一七

1

0
八
五

七
―
-
=
-

1

0
三
三

1

0
七
ニ

1

0
五

1

0
一四

九

九

九

九

八

七

五

五

114 



総 目 次

外
国
人
の
一
般
的
入
国
禁
止
に
就
て

国
際
法
と
権
利
（
二
、
完
）

桑
港
大
火
災
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
(
-
―
-
)

国
際
法
問
答

C
O
M
P
T
E
-
R
E
N
D
U
 S
U
R
 L
'
A
C
A
D
E
M
I
E
 D
E
 D
R
O
I
T
 I
N
T
E
R
N
A
'
 

T
I
O
N
A
L
 D
E
 L
A
 H
A
 
Y
E
 19
2
3
 

英
領
自
治
殖
民
地
の
法
律
上
の
地
位

三
国
同
盟
の
真
相
（
三
）

国
際
政
治
学
の
指
導
原
理

実
力
封
鎖
法
史
論
（
五
）

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
連
盟
規
約
第
二
十
一
条
の
解
釈

連
盟
規
約
第
十
二
条
の
国
交
断
絶
の
意
義

国
際
法
学
の
任
務

国
際
法
沿
革
略
史

三
国
同
盟
の
真
相
（
四
・
完
）

空
戦
法
規
と
し
て
の
臨
検
捜
索
権

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
一
）

桑
港
大
火
災
関
東
大
霙
火
災
と
国
際
商
業
（
四
）

船
舶
及
び
貨
物
の
没
収

立

作

太

郎

寺

田

四

郎

横

田

喜

松

田

道

立

郎

作

太

郎

菊

地

駒

次

泉 松

原
立 立 薩

田

立 松

原

哲 雄

作

太

郎

板

倉

卓

造

蝋

山

政

道 作

太

郎 均

M
A
C
H
I
D
A
 JIT
S
U
O
 

作

太

郎

寺

田

四

郎

雄

六 六 六 六 五 五 五 五 四 四 四 四 四

五
八

五
五
八

五
二
九

四
七
四

四
四
八

三
九
一

四
二
三

四
三
八

五九―――
七
六

六
八

二
三
九

二
五
二： ロ

三
五
〇

二
六
九
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国際法外交雑誌総索引

板

倉

卓

造

横

田

国
際
連
盟
と
国
内
問
題
1

国
内
問
題
に
対
す
る
連
盟
干
渉
の
法
理
と
限
界

国
際
法
上
及
び
条
約
上
の
用
語
に
就
て

国
籍
の
離
脱
に
関
す
る
新
規
定
に
就
て

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
二
）

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

海
洋
の
自
由

或
る
所
の
試
験
問
題
三

L
E
S
 E
T
A
T
S
 N
E
U
T
R
E
S
 S
O
N
T
,
I
L
S
 
L
I
B
R
E
S
 D
'
I
N
T
E
R
D
I
R
E
 

L
E
 S
U
R
V
O
L
 D
E
S
 A
E
R
O
N
E
F
S
 B
E
L
L
I
G
E
R
A
N
T
S
 

委
任
統
治
地
の
国
際
的
地
位

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
三
、
完
）

交
戦
団
体
承
認
前
に
於
け
る
内
乱
の
際
の
外
国
の
義
務

D
I
F
F
E
R
E
N
T
I
A
L
 T
R
E
A
T
M
E
N
T
 O
F
 A
L
I
E
N
S
 I
N
 T
H
E
 U
N
'
 

I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
,
 W
I
T
H
 A
 S
P
E
C
I
A
L
 R
E
F
E
R
'
 

E
N
C
E
 T
O
 T
H
E
 JA
P
A
N
E
S
E
 I
N
 C
A
L
I
F
O
R
N
I
A. 

ウ
ッ
ド
ロ
ー
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
外
交

ド
ウ
ズ
委
員
会
案
の
行
政
技
術
的
観
察
（
上
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
七
、
完
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
六
）

蠍

山

政

道

ジ

ョ

ン

ソ

ン

松

原

立 K
i

y

osue lnui
 

立 横

田

泉 立 横

田
山

田

喜

郎 雄

作

太

郎

作

太

郎

喜

Y
 otaro S
ug
i

mura 郎 哲

作

太

郎

喜

郎

板

倉

卓

造

良

1

0

 

1

0

 

1

0

 

九

八

七

〇

九

八

五

八

九 八 八 八

七

五

八 七 七 七 七 七

九

八

四

九

五

五

七

三

四

七

三

五

七
九
―
―
―

八

三

八

八

三

九

九

三

七

六

九

八

六

六

六
四
一

六
二
九
1
6ー



総 目
世
界
戦
争
の
思
想
的
背
景
（
ニ
・
完
）

次

世
界
戦
争
の
思
想
的
背
景
（
一
）

P
R
O
T
O
C
O
L
 F
O
R
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 I
N
T
E
R
'
 

N
A
T
I
O
N
A
L
 D
I
S
P
U
T
E
S
.
 

ド
ウ
ズ
委
員
会
案
の
行
政
技
術
的
観
察
（
下
）

L
E
G
A
L
 A
S
P
E
C
T
S
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 I
M
M
I
G
R
A
'
 

T
I
O
N
 L
A
W
 O
F
 19
2
4
 

「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
米
国
の
外
交

B
O
M
B
A
R
D
E
M
E
N
T
 A
E
R
I
E
N
.
 

国
際
法
及
び
外
交
の
基
調
と
し
て
の

Int
e
r
n
at
i

o
n
ali
s
m
に
就
て

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
一
）

国
際
法
問
答

国
際
法
と
自
然
法
（
S
と
T
の
問
答
）

平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
一
）

国
際
法
及
び
外
交
の
基
調
と
し
て
の

Int
e
r
n
at
i

onali
s
m
に
就
て

ル
ド
ル
フ
、
チ
ェ
レ
ー
ン
の
国
家
に
関
す
る
学
説

国
土
及
民
人
の
国
法
観
並
に
其
の
国
際
法
観

阿
片
売
買
の
制
限
に
関
す
る
国
際
協
定

国
際
法
上
の
エ
ジ
プ
ト

（
ニ
・
完
）

(

-

)

 

松

原
芦

田

立 立 横

田
芦

田

松

原
作

太

郎

作

太

郎

喜

Y. S
ug
i

m
u
r
a
 

藤

澤

親

雄

菊

地

駒

次

泉 松

原
Ki
y

osue Inui
 

立

雄 均 郎 均 雄 哲 雄

蝋

山

政

道
作

太

郎

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

四 四 四
1
0
 

三
0
九口

三
四
四

二
六
七

二
五

0

二
―
九

二
0
五

二
0
四

一
五
五

1

0
四
二

―――
1
0
 

一
三
九

1

0
七

1

0
六

四
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国際法外交雑誌総索引

日
本
と
各
国
と
の
通
商
条
約
の
現
状
並
之
に
対
す
る
方
針

朝
鮮
海
峡
論
（
二
）

平
和
条
約
殊
に
対
独
条
約
に
就
て

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
著
平
戦
法
規
論
の
版
数
に
就
て

戦
争
及
び
平
和
法
論
に
於
け
る
海
洋
自
由
論

グ
ロ
チ
ウ
ス
に
於
け
る
国
際
法
と
自
然
法
と
の
関
係

朝
鮮
海
峡
論
（
一
）

平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
二
）

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
三
）

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
の
墓
に
詣
で
て

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
の
戦
争
観
に
就
て

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
及
び
其
名
著
「
戦
争
及
平
和
法
規
論
』
の
国
際
法
学
上
の
地

位 国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
二
）

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
紀
念
号

フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ゥ
ス
著
「
平
戦
法
規
論
』
の
由
来

国
際
法
の
始
祖
フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス

グ
ロ
ー
シ
ア
ス
の
幼
青
年
時
代

川

島

信

太

郎

松

波

仁

長

岡

春

山

田
横

田

立 松

波

仁

松

原
横

田

松

原

立 泉 山

田
横

田

喜 喜 喜

郎 良 郎

作

太

郎

郎 雄 郎

板

倉

卓

造

雄

作

太

郎

哲 良

穂

積

陳

重

郎

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

七

七――二

七

七

七 六 六 六 六 五

五

九

五 五 五 四

六
九
九

六
六

六
二
五

六
0
七

五
ニ
ニ

五
九
三

五

五

0
五

四
八
三

五

四

五

五

五

四

四

五

四

一

八

五

四

0
五

＿―-五五
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総
太
平
洋
及
極
東
方
面
に
於
け
る
米
国
発
展
の
段
階

目
沿
岸
領
海
の
範
囲
及
び
其
上
に
行
は
る
、
国
権
の
性
質

次

寺
尾
博
士
ノ
逝
去
ヲ
悼
ム

寺
尾
法
学
博
士
略
歴

東
方
問
題
の
意
義
及
列
国
東
方
政
策
の
史
的
考
察

大
津
事
変
の
史
的
回
顧

国
際
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
裁
判
と
司
法
的
解
決
と
の
分
化

船
舶
の
国
籍
に
就
て

沿
岸
領
海
の
範
囲
及
ひ
其
上
に
行
は
る
る
国
権
の
性
質

国
際
不
法
行
為
に
対
す
る
国
家
の
責
任

国
際
法
の
社
会
化
に
就
て

日
米
関
係
に
就
て

日
本
と
各
国
と
の
通
商
条
約
の
現
状
並
之
に
対
す
る
方
針
（
ニ
・
完
）

戦
争
及
び
平
和
法
論
に
於
け
る
海
洋
自
由
論
（
ニ
・
完
）

朝
鮮
海
峡
論
（
三
・
完
）

国
際
連
盟
の
将
来
の
変
化
並
に
国
家
の
主
権
及
び
独
立

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
四
、
完
）

高

木

八

尺

立 信

夫

松

原

森

作

太

郎

淳

田

中

誠

立 泉 松

原

平 雄 喬

作

太

郎 哲 雄

埴

原

正

直

国

際

法

外

交

雑

誌

関

係

者

一

同

川

島

信

太

郎

板

倉

卓

造

松

波

仁

立 横

田

喜

郎

作

太

郎 郎

二
五

二
五

二
五

二
五

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九

九

七

九 九 ノ＼

六

1
0
九
六

1
0
六
九

九
三
四

1
0
三
五

―
―
二
四口

1
0
一九 11 

八

九

一

六

八

九

0
五

八

八

〇

七

七

四
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国際法外交雑誌総索引

沿

岸

領

海

の

範

囲

及

ひ

其

上

に

行

は

る

る

国

権

の

性

質

（

五

）

A
M
E
R
I
C
A
N
 
F
O
R
E
I
G
N
 
P
O
L
I
C
Y
 

J

A
P
A
N
E
S
E
 R
E
L
I
G
I
O
U
S
 A
F
F
A
I
R
S
.
 

常

設

国

際

司

法

裁

判

所

の

勧

告

的

意

見

信

夫

博

士

の

『

大

津

事

変

の

史

的

回

顧

』

を

読

み

て

ヱ

ス

ラ

ム

教

の

国

際

法

に

及

ぼ

せ

る

影

響

国

際

法

上

国

籍

の

得

喪

に

関

す

る

原

則

W
I
T
H
 
R
E
S
P
E
C
T
 

英

国

政

府

の

海

牙

第

六

条

約

廃

棄

沿

岸

領

海

の

範

囲

及

び

其

上

に

行

は

る

る

国

権

の

性

質

（

四

）

通

商

衡

平

待

遇

の

意

義

汎

米

会

議

の

将

来

（

残

さ

れ

た

る

加

奈

陀

の

参

加

問

題

）

太

平

洋

及

極

東

方

面

に

於

け

る

米

国

発

展

の

段

階

（

ニ

・

完

）

ロ

カ

ル

ノ

条

約

と

平

和

議

定

書

N
e
u
tra
lisa
gn
と

I
nt

e
r
n
at
i

onali

sat
i

o
n

波

斯

国

民

主

義

と

最

近

の

革

命

沿

岸

領

海

の

範

囲

及

び

其

上

に

行

は

る

、

国

権

の

性

質

(

-

―

-

)

東

方

問

題

の

意

義

及

列

国

東

方

政

策

の

史

的

考

察

（

二

）

キ

ヤ

ノ

ン

法

と

国

際

法

T
O
 

立 武

田

勝

蔵

阪

本

瑞

男

泉 山

田
T. W
a
d
a
 

松

原

立 米

田

松

原

立
立

松

原

泉

作

太

郎 哲 良 雄

作

太

郎

松

島

鹿

夫

賓

肺

川

彦

松

高

木

八

尺

雄

作

太

郎

作

太

郎 雄 哲

二

五

二

五

二

五

二

五

二

五

二

五

二

五

二

五

二

五
二

五

二

五

二

五
二

五

二

五
二

五

二

五
二

五

五

四

八

六

五

四

八

〇

五

四

四

五

五

四

三

六

五

四

二

五

四

四

二

四

四 四 四 四

一

七

六

ニ

八

六

二

六

七

一

四

―

―

―

ニ

ニ

七

二

五

三

三

一

七

＿

―

-

三

七

三

五

五

一

八

六

一

五

五
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総 目 次

公
船
責
任
条
約
案
の
成
立
（
ニ
・
完
）

同
盟
に
関
す
る
法
律
上
及
歴
史
上
若
干
の
観
察

ポ
ー
ル
、

フ
ォ
ー
シ
ュ
の
訃
音

明
治
初
年
岩
倉
大
使
遣
外
始
末
（
一
）

国
際
法
の
編
纂
に
就
て

国
際
法
上
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
原
則
（
承
前
完
）

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

Draft Rules p
rep
ared b
y
 th
e
 K
o
k
u
s
ai
ho,g
a
k
k
w
ai

 
(
l
'

A
s
s
o
ciation d
e
 

D
r
oi
t
 

Int
ernat
i

onal 
d
u
 J
ap
on), i
n
 c
o
nj
unction w
i
t

h
 the
 Jap
anese 

B
r
a
n
c
h
 of
 
t
h
e
 Int
ernational 
L
a
w
 A
s
s
o
ciation, 
w
i
t
h
 the
 vi
e
w
 of
 

c
o
nt
r
i

buting
 t

o
w
a
r
d
s
 the
 Pr
og
ressi
v
e
 C
o
di
f
i

cation of
 

Int
ernational 

L
a
w
,
 as p
lanned b
y
 t
h
e
 L
e
ag
u
e
 of
 

Nation's Resolution, 
S
ep
t
e
m
,
 

ber 1
9
2
4
.
 

公
船
責
任
条
約
案
の
成
立
(
-
)

イ
タ
リ
ア
と
植
民
地
問
題

国
際
協
力
の
発
達
と
国
際
行
政
法
の
意
義
（
一
）

明
治
初
年
岩
倉
大
使
遣
外
始
末
（
ニ
・
完
）

国
際
協
力
の
発
達
と
国
際
行
政
法
の
意
義
（
ニ
・
完
）

T
H
E
 F
A
C
T
S
 O
N
 T
H
E
 F
O
R
M
A
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 L
E
A
G
U
E
 O
F
 

R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
 

A
r
at
a
 Ni
nag
a
w
a
 

安・信

東

義

良

夫

淳

平

松

波

仁

松

原

松

原

郎 雄 雄

安

東

義

良

信

夫

淳

平

藤

澤

親

雄

松

波

仁

山

田

松

原

郎 良 雄

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

J¥ 八

七

九

八

七

七

六

J¥ 八 七 七 七 七 七 六 六 六 六

七
五
七

七
三
九

七
四
三

八
三
八

六
九
五

六
八
〇

六
六
八

六
四
九

六
四
八

五
九
九

五
五
〇

五三―――
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国際法外交雑誌総索引

米
国
の
国
際
司
法
裁
判
所
参
加
問
題

汎
亜
米
利
加
（
ニ
・
完
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
二
）

ロ
カ
ル
ノ
主
義
と
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
異
同
論

基
本
権
に
就
て

対
独
封
鎖
問
題
に
関
す
る
英
米
の
見
解
及
び
其
の
影
響
（
ニ
・
完
）

E
X
T
R
A
T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
 
E
X
P
E
R
I
E
N
C
E
S
 

T
R
I
E
S
 O
T
H
E
R
 T
H
A
N
 C
H
I
N
A. 

南
満
鉄
道
附
属
地
の
国
際
法
的
地
位

国
際
法
よ
り
万
国
法
へ

汎
亜
米
利
加
（
一
）

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交

全
米
国
際
法
典
案
を
評
す

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交
（
二
）

O
F
 T
H
E
 
C
O
U
N
'
 

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
の
訃
音
に
接
し
て

対
独
封
鎖
問
題
に
関
す
る
英
米
の
見
解
及
び
其
の
影
響
（
一
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
一
）

寿
府
平
和
議
定
書
と
「
ロ
カ
ル
ノ
」
協
定

立 泉 松

原

永 和

田

禎

純

紳

川

彦

松

松

原

立 森 永 杉

村

陽

太

郎

泉 森

富 富

松

原

作

太

郎 哲 雄

守

之

助

雄

作

太

郎

櫂

Ki

y

o
 Sue Inui
 

櫂

吉

守

之

助

哲 雄 吉

和

田

禎

純

杉

村

陽

太

郎

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五

二
互

二
五

二
五

二
五

二
互

二
五

二
五

二
五

1
0
 

1
0
 

―
二
八

1
0
 

九

四
七
六

六 四 二
六

1
0
一

六

1
0

九

九

四

九

六

1
0

九

四

五

九

九

四

四

九

九

一

六

九

八

八

九

八

六

四

九

八

三

九
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総 目 次

国
際
法
問
答

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
露
西
亜
に
於
け
る
外
国
人
の
法
律
上
の
地
位
並
に
法
律
の
抵

触
に
就
て
(
-
)

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
二
）

世
界
大
戦
の
際
の
所
謂
海
洋
の
自
由
の
主
張
の
起
原

二
十
四
時
間
規
則
に
関
す
る
問
答

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
三
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
一
）

国
家
は
鎖
国
の
権
利
を
有
す
る
や

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
一
）

連
盟
規
約
第
四
条
改
正
議
定
書

外
国
人
土
地
法
施
行
期
日
ノ
件

一
九
一
九
年
十
月
十
三
日
ノ
航
空
法
規
二
関
ス
ル
条
約
第
五
条
ノ
修
正
二
関

ス
ル
議
定
書

一
九
百
十
九
年
十
月
十
三
日
ノ
航
空
法
規
二
関
ス
ル
条
約
第
三
十
四
条
ノ
修

正
二
関
ス
ル
議
定
書

日
英
同
盟
の
印
度
条
項

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ッ
外
交
（
三
）

国
際
法
よ
り
見
た
る
幕
末
外
交
物
語
を
読
み
て

加
奈
陀
公
使
の
新
任

信

夫
江

川

英

文

立 立 和

田

禎

純

信

夫
立 腐

橋

消

松

原

松

原

松

原

松

原

松

原
立 米

田

淳

作

太

郎

作

太

郎

淳

平 平

作

太

郎 雄 雄 雄 雄 雄

作

太

郎 賓

圃

地

奥

四

松

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

四 四 四

二
七
三

三
0
七

三
一
九

三
三
九

三
五
七

二
九
〇

二
五

二
―
七

二―

O

二
0
八

二
0
七

一七―――

二
0
ニ

二
三
四

一
八
九

一
五
〇
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国際法外交雑誌総索引

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
三
）

領
海
問
題
に
就
い
て

米
国
の
軍
備
制
限
会
議
提
唱
事
情
（
上
）

T
H
E
 
A
M
E
R
I
C
A
N
 
M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 
R
E
G
A
R
D
I
N
G
 

P
R
O
P
O
S
A
L
 O
N
 T
H
E
 L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 O
F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
(
-
―
-
)

国
際
法
問
答

外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
問
答
（
一
）

米
国
の
軍
備
制
限
会
議
提
唱
事
情
（
下
）

国
際
法
の
本
質
を
論
ず

独
逸
の
膠
州
湾
、
露
西
亜
の
旅
順
大
連
及
英
国
の
威
海
衛
獲
得
事
情

し
て
独
逸
外
交
文
書
に
依
る
研
究
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
四
）

国
際
法
問
答

外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
問
答
（
ニ
・
完
）

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
二
）

国
際
私
法
に
於
け
る
法
律
関
係
の
性
質
決
定

国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
に
関
す
る
新
傾
向

米
国
ノ
軍
縮
提
議
二
関
ス
ル
覚
書

T
H
E
 

（
主
と

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
四
・
完
）

立 圃

地

輿

四

松

信

夫
永 森 米

田

立

富

信

夫
松

原
米

田

作

太

郎

淳

平

守

之

助

櫂 淳

吉

菊

地

駒

次

賓

作

太

郎

圃

地

輿

四

松

平

江

川

英

文

雄 賓

和

田

禎

純

二

六

二

六

二

六

二

六

二

六
二

六

二

六
二

六

二

六
二

六

二

六

二

六
二

六

二

六

二

六

二

六

六 六 六 六 六 六 五 五

五

一

九

五

五

〇

五

四

八

五

四

四

五

五 四 四

四

一

九

四

四

0
四

四

六 六
0
九

五

九

九

五

七

四

五

五

八

三
八
一

四

三

二

四
―
-
=
―
―

五

三

〇

五

四

三
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総
遼
東
還
附
に
関
す
る
三
国
干
渉
の
事
歴
（
一
）

目
国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

（三）

次
土
地
に
関
す
る
国
家
の
国
際
的
権
利
義
務
の
種
々
相

サ
グ
ル
ル
・
パ
ー
シ
ャ
の
死
去
と
英
埃
関
係
（
一
）

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
（
二
）

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
一
）

化
学
戦
と
国
際
法

在
外
臣
民
保
護
権
の
性
質
及
作
用

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
露
西
亜
に
於
け
る
外
国
人
の
地
位
並
び
に
法
律
の
抵
触
に
就

て
（
ニ
・
完
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
五
・
完
）

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
四
・
完
）

君
府
海
峡
の
通
航
制
度
を
論
ず
（
二
）

独
逸
の
膠
州
湾
、
露
国
の
旅
順
大
連
及
英
国
の
威
海
衛
獲
得
事
情

（
主
と
し
て
独
逸
外
交
文
書
に
依
る
研
究
）

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
外
交
上
の
活
動
（
第
一
）

航
空
機
の
交
戦
権
に
就
て
の
一
研
究
（
一
）

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
(

-

)

 

（
ニ
・
完
）

信

夫
大

澤

松

原
立 米

田

永

富

高

橋

清

大

澤
芦

田

松

原

淳

作

太

郎

守

之

助

厠

地

輿

四

松

信

夫
大

澤

松

原

淳

平 章 雄 賓 章 均 雄 平

楢

崎

敏

雄

江

川

英

文

章 雄

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

九

九

0
六

九 九

八

七

九

九

八

五

J¥ 八

八

二

五

J¥ 八

七

九

八

七

七

五

八

七

四

七

七

七

二

八

七 七 七 七 七

七
一
三

八
一
三

八
三
四

八
九
三

六
九
六

六
八

六
六

六
四
五
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国際法外交雑誌総索引

国
際
政
治
団
体
と
国
家
状
態
の
類
同
（
ニ
・
完
）

国
際
連
盟
に
於
け
る
国
際
法
典
編
纂
事
業
の
現
状

日
英
同
盟
及
び
日
露
戦
役
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（
其
一
）

国
際
法
問
答
仲
裁
裁
判
、
司
法
的
解
決
及
び
連
盟
理
事
会
の
審
査
に
関
す

る
問
答

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
二
）

遼
東
還
附
に
関
す
る
三
国
干
渉
の
事
歴
（
ニ
・
完
）

君
府
海
峡
の
通
航
制
度
を
論
ず
（
二
）

国
際
政
治
団
体
と
国
家
状
態
の
類
同
（
一
）

シ
ョ
ッ
ト
ウ
エ
ル
の
平
和
計
画
に
就
て

ア
ン
ト
ア
ー
ヌ
・
ピ
エ
教
授
の
訃

ザ
グ
ル
ル
、
パ
ー
シ
ア
の
死
去
と
英
埃
関
係
（
三
・
完
）

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
外
交
上
の
活
動
（
第
一
一
）

ロ
ー
タ
ス
号
事
件

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

（
四
・
完
）

敵
貨
と
戦
時
禁
制
品

ザ
グ
ル
ル
、
パ
ー
シ
ア
の
死
去
と
英
埃
関
係
（
二
）

航
空
機
の
交
戦
権
に
就
て
の
一
研
究
（
一
）

今

中

次

麿

松

原
立 立 高

橋

消

信

夫

芦

田

今

中

次

窟

松

原
米

田

青 大

澤

立 松

原
米

田

雄

作

太

郎

作

太

郎

淳

木

節

平 均 雄

江

川

英

文

賓 章

作

太

郎 雄 貰

楢

崎

敏

雄

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

―二
0

1
0
五

九
四

八 六 四
五

1
0
一三

1
0
二
九

I
O
四
二

一
三
五

1
0

九
九
〇

九
六

1
0

九
五

九

九
三
八

九

九

一

五
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総
A
b
o
ut
t

h
e
 H
e
a
di
n
g
s
 of
 
T
r
e
at
i

es. 

目 次
国
際
法
問
答

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

不
戦
条
約
に
関
す
る
米
仏
交
渉

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
IN 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

国
際
法
問
答

米
国
提
案
非
戦
条
約
と
国
際
連
盟

春
秋
時
代
の
国
際
慣
習

日
英
同
盟
及
び
日
露
戦
役
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（
其
―
-
)

君
府
海
峡
の
通
航
制
度
を
論
ず
（
三
）

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
談
判
始
末
（
一
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
二
）

日
英
同
盟
及
び
日
露
戦
役
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（
其
三
）

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
談
判
始
末
（
二
）

印
度
最
近
形
勢
と
英
国
（
上
）

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

生
地
主
義
国
に
生
れ
た
る
血
統
主
義
国
人
の
子
の
国
籍

敵
国
私
有
財
産
に
関
す
る
問
答

領
域
及
び
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
一
）

米

田
立 信

夫

淳

平

菊

地

駒

次

立 松

原
Ki

y

o
 S
u
e
 I
n
ui

 

大

澤

信

夫
芦

田

立 泉 立 大

澤

賓

作

太

郎

作

太

郎

淳

雄 章 平 均

作

太

郎 哲

肺

川

彦

松 作

太

郎 章

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

四 四 四 四 四 四 四

六
0
六

二
七
0

ニ
四
九

二
三
四

――1
0
七

三
一
九

三
五
三

三
七
五

三
七
九

三
九
四

二
―
五

二
0
五

一
八
四

一
七
五

一
五
四
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国際法外交雑誌総索引

条
約
は
一
方
的
に
廃
棄
し
得
る
や

北
京
に
於
け
る
公
使
館
区
域
の
法
律
的
性
質

戦
争
ノ
契
約
二
対
ス
ル
効
果
二
関
ス
ル
国
際
法
協
会
日
本
支
部
会
報

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
三
・
完
）

（

二

）

領
域
及
び
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
三
）

国
際
法
問
答

印
度
最
近
形
勢
と
英
国
（
下
）

戦
争
と
自
衛
権

S
e
c
u
ri
t

e
 (I
)

 

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

ベ
ー
チ
ー
博
士
の
「
ス
コ
ッ
チ
・
ケ
ー
セ
ス
」
の
研
究

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

特
権
と
軍
艦
の
治
外
法
権

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
四
）

外
交
使
節
の

貨
物
の
敵
性
及
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
試
験
問
題
と
其
解
答

所
謂
「
無
防
守
都
市
」
の
空
中
襲
撃
問
題

国
際
行
政
論
（
一
）

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

松

原

泉 高

橋

青
、
>
J
'

大

澤
菊

地

駒

次

立 松

原

作

太

郎

Ki
y

o
 Sue Inui
 

米

田

立 大

澤
K
i

y

o
 Sue Inui
 

雄 哲 章 雄

杉

村

陽

太

郎

賓

作

太

郎 章

楢

崎

敏

雄

蝋

山

政

道

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

七 七 六 六 六 六 六 六 六 五

六 六 六
二

0

五
九
六

五
八

五
六

五
五
六

五
一
七

五

五

一

六

互

四

八

七

五

四

七

八

五

四

五

四
四
一
二
五

五
四
三

五

四

一

七

四

四

一

六
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総 目 次

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

特
権
と
軍
艦
の
治
外
法
権
（
承
前
）

ラ
ヂ
ッ
チ
氏
の
死
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ウ
ヰ
ア
の
形
勢
（
上
）

不
戦
条
約
の
国
際
法
観

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
二
）

（三）

外
交
使
節
の

立 米

田

信

夫
松

原
山

田

作

太

郎

淳

賓

菊

地

駒

次

平

和

田

禎

純

杉

村

陽

太

郎

雄 良

江

川

英

文

二
七

二
七

二
七

二
七

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察

二
七

Securi
t

e
 (
安
全
）

（四）

二
七

国
際
不
法
行
為
の
要
素
に
就
て

二
七

二
七

二
七

，
 

1
0

九
一
九

2ー

九

九

0
四

九

八

八

五

九

八

六

九

九

八

五

九 九

八

一

九

P
r
of
.
 

A
n
d
r
e
 W
ei
s
s
逝
く

八

八

一

〇

第
六
回
海
牙
国
際
私
法
会
議

八

八

0
五

新
政
府
の
承
認

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
五
）

最
近
の
政
局
と
内
政
不
干
渉
主
義
（
ニ
・
完
）

花

岡

止

郎

二
七

二
七

国
際
制
裁
に
就
て

Securi
t

e
 (
安
全
）

（三）

大

澤

章

誹

Jll 

彦

松

二
七

杉

村

陽

太

郎

二
七

立

作

太

郎

二
七

最
近
の
政
局
と
内
政
不
干
渉
主
義
（
一
）

二
七

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
一
）

花

岡

止

郎

信

夫

淳

平

二
七

Securi
t

e
 (
安
全
）

（二）

杉

村

陽

太

郎

二
七

八

七

九

〇

八

七

七

四

八

七

四

八

八 八

七

一

七

七 七 七

七
三
八

八
三
七

六
九

六
七
五

六
五
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N
I
N
E
T
H
 O
R
D
I
N
A
R
Y
 S
E
S
S
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 A
S
S
E
M
B
L
Y
 O
F
 T
H
E
 

L
E
A
G
U
E
 O
F
 N
A
T
I
O
N
S
.
 
P
R
O
G
R
E
S
S
I
V
E
 C
O
D
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 

O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
.
 
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 S
U
B
M
I
T
T
E
D
 

B
Y
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
.
 
G
e
n
e
v
a
,
 S
ep
t

e
m
b
e
r
 1
4t
h, 1
9
2
8
.
 

我
が
国
際
法
学
会
に
対
す
る
連
盟
総
会
の
賛
辞

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
四
・
完
）

国
際
通
誼
を
論
じ
て
国
際
公
・
私
法
と
の
関
係
に
及
ぶ

Securi
t

e
 (
安
全
）
（
七
）

国
際
連
盟
と
国
際
法
典
編
纂

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
六
）

契
約
に
於
け
る
強
行
法
の
抵
触

Securi
t

e
 (
安
全
）

（六）

現
代
国
際
法
論
に
現
は
れ
た
主
観
主
義
と
客
観
主
義

神
聖
同
盟
の
特
色
に
就
て
(

-

)

 

T
h
e
 T
e
xt
 
of
 t

h
e
 A
nt
i

,
W
a
r
 T
r
e
at
y
.
 

ラ
ヂ
ッ
チ
氏
の
死
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ウ
ヰ
ア
の
形
勢
（
下
）

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
三
）

連
盟
規
約
進
化
の
一
節

倍
curi
t

e

(
安
全
）
（
五
）

山

田
信

夫

淳

平

松

原

山

田

大

澤
米

田

信

夫

泉

淳

良 雄

杉

村

陽

太

郎

良 章

江

川

英

文

杉

村

陽

太

郎

今

中

次

麿

誹

川

彦

松

寅 平 哲

杉

村

陽

太

郎

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

I
O
 

1
0
 

1
0
 

一
八
七

一
八
六

一
六

一
四
五

二
―
六

九
五

六
七

五
〇 六

1
0

九
八
六

1
0

九
五

0

九
三
八

1
0
0
三

1
0
ニ
ニ
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国
際
法
上
の
国
家
の
観
念
と
国
家
の
領
土

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
七
）

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察
（
二
）

米
国
の
海
軍
拡
張
と
海
洋
自
由
問
題

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
一
）
キ
ー
ル
運
河
の
自
由
通
航

ル
ド
ン
号
事
件
一
九
二
三
年
八
月
一
七
日
判
決

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
八
）

法
王
領
独
立
国
の
回
復

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
二
）
委
任
統
治
に
関
す
る
紛
争
に
対
す
る
常

設
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
マ
ヴ
ロ
マ
チ
ス
事
件
一
九
二
四

年
八
月
三

0
日
判
決
（
S
e
ri
e
s

A, N
o
.
 2)
 

海
法
改
訂
と
米
国
海
軍

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合
（
ニ
・
完
）

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察

(

1

1

1)

羅
馬
法
王
の
法
律
的
位
地
（
上
）

露
西
亜
の
連
邦
制
に
就
て

『
国
際
判
例
研
究
』
を
始
め
る
に
つ
い
て

信

夫

淳

平

和

田

禎

純

横

田

松

波

仁

横

田

喜

米

田

大

澤

横

田

喜

横

田

ウ
イ
ン
ブ

横

田
松

原

大

澤

立

喜 喜 喜

郎 郎 郎 責 章

花

岡

止

郎

郎 郎 郎 雄

和

田

禎

純

章

作

太

郎

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

五 五 五 五 四 四 四 四 四

ーー

四
八
0

3

四
六
八

四
四

ニ
八
二

三
0
七

三
三
五

三
五
八

三
七
四

三
九
〇

四――――

ニ
八
四

二
七
四

二
五
四 ロ

二
0
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常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
三
）
受
任
統
治
国
の
国
際
義
務
マ
ヴ
ロ
マ

チ
ス
事
件
（
実
質
問
題
）
一
九
二
五
年
三
月
二
六
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
,
 N
o
.
 

5

)

 常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
三
）
委
任
統
治
に
関
す
る
紛
争
に
対
す
る
国

際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
マ
ヴ
ロ
マ
チ
ス
事
件
（
改
訂
問
題
）
一

九
二
七
年
一

0
月
一

0
日
判
決
（
S
宵
i
e
A, N
o
.
 11
)

 

0

0

 

0
 

不
戦
条
約
に
所
謂
締
約
者
の
意
義

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
現
状
と
其
帰
趨

海
法
改
訂
と
米
国
海
軍
（
ニ
・
完
）

羅
馬
法
王
の
法
律
的
位
地
（
下
）

外
国
に
対
す
る
民
事
裁
判
管
轄
権
大
審
院
判
決
（
第
二
民
事
部
）
中
華
民

国
に
対
す
る
約
束
手
形
金
請
求
為
替
手
形
訴
訟
事
件
昭
和
三
年
十
二
月
二

十
八
日
判
決
（
大
審
院
判
例
集
七
巻
ニ
―
号
）

外
国
に
対
す
る
民
事
裁
判
管
轄
権
大
審
院
判
決
（
第
二
民
事
部
）
中
華
民

国
に
対
す
る
約
束
手
形
金
請
求
事
件
昭
和
三
年
（
ク
）
第
二
百
十
八
号
（
大

審
院
判
例
集
第
七
巻
第
十
二
号
一
―
二
八
頁
）
．

国
際
法
典
編
纂
項
目

評
議
員
法
学
博
士
千
賀
鶴
太
郎
氏
の
逝
去

:R~p

ort 

of
 t

h
e
 C
o
m
mi
t
t

e
e
 o
n
 J
u
ri
di
cal a
n
d
 Political Questions. 

Y
A
M
A
D
A
 

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

横

田

喜

信

夫

淳

平

松

波

仁

郎 郎

大

．

山

卯

次

郎

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

立 横

田

横

田

作

太

郎

喜 喜

郎 郎

ニ
八

ニ
八

ニ
八

六 六 六 六 六 六 六 六 六

六
一
五

六 六
0
八

六
0
0

五
八
八

五
七
七

五
五

五
三
五

五
一
七

五

四

九

九

五

四

九
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総 目 次
国
際
連
盟
規
約
の
進
化
（
二
）

新
国
際
法

R
e
s
o
l
ut
i

o
n
 a
d
op
t

e
d
 b
y
 
t

h
e
 X
I
I
It

h
 P
l
e
n
a
r
y
 C
o
n
g
r
e
s
s
 of
 

L
e
a
g
u
e
 of
 

N
at
i

o
n
s
 S
o
ci
et
i

es 
h
e
l
d
 
at
 

M
a
d
ri
d
 in
 M
a
y
 1
9
2
9
.
 
P
R
O
G
R
E
S
S
I
V
E
 

C
O
D
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
.
 

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察
（
四
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
四
）
世
界
戦
争
に
基
づ
く
私
人
の
損
害
賠
償

請
求
権
の
範
囲
ヌ
ー
イ
イ
条
約
事
件
（
条
約
の
解
釈
）
一
九
二
四
年
九
月

十
二
日
判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 3
)

 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
四
）
判
決
の
解
釈
に
関
す
る
裁
判
所
の
権
限

ヌ
ー
イ
イ
条
約
事
件
（
判
決
の
解
釈
）
一
九
二
五
年
―
―
一
月
二
六
日
判
決

(Seri
e
 A,
 N
o
.
 4)
 

M
at
s
u
y
a
m
a
 v. 

C
hi
na. 
J

apan. 
S
u
p
r
e
m
e
 C
o
u
rt
.
 
1
9
2
8
.
 

Discri
m
i

n
at
i

o
n
 
a
g
ai
n
st
 

O
ri
e
nt
als 
i

n
 t
h
e
 
B
ri
t
i

s
h
 
D
o
mi
ni
o
n
s
 
a
n
d
 

C
o
l
o
ni

es. 

国
際
公
法
上
の
仲
裁
々
判
の
観
念
の
最
近
の
変
化

仏
会
館
に
於
け
る
講
演
）

S
e
c
u
ri
t

e
 (安
全

）

（八）

国
際
法
典
編
纂
に
対
す
る
米
国
学
者
の
貢
献

（
一
九
二
九
年
六
月
六
日

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
五
）
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
管
轄
権
の
範
囲

上
部
シ
レ
ジ
ア
に
於
け
る
ド
イ
ツ
人
の
利
益
に
関
す
る
事
件
（
管
轄
権
）
一

九
―
一
五
年
八
月
二
五
日
判
決

(Seri
e
A
,
 N
o
.
 6)
 

横

田
泉

喜

ア
レ
ー
ハ
ン
ド
ロ
・
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ー
ス

ジ

ャ

ン

Ki

y

osue lnui
 

T
r
a
n
s
l
at
e
d
 b
y
 K

・
Y
o
k
ot
a
 

横

田

横

田

松

原

喜 喜

郎 哲

レ

イ 郎 郎

和

田

禎

純

杉

村

陽

太

郎

雄

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

八 八

七

六

五

j¥ 八

七

二

七

七

七

二

六

七

七

0
八

七 七 七 七 七 六

七
四
三

七
八
三

六
九
六

六
九

六
五
五

六
三
八

六
一
九

六
一
六
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ア
メ
リ
カ
、

メ
キ
シ
コ
戦
争
に
つ
い
て

和

田

禎

純

二
九

Discri
m
i

n
at
i

o
n
 a
g
ai
n
st
 

O
ri
e
nt
als 
i

n
 t
h
e
 B
ri
t
i

s
h
 
D
o
mi
ni
o
n
s
 
a
n
d
 

C
o
l
o
ni
es. 

安
全
保
障
と
連
盟
規
約
の
研
究

杉

村

陽

太

郎

二
九

Ki

y

osue Inui
 

ニ
八

ワ
ル
シ
ャ
ウ
会
議
印
象
（
ド
ク
ト
ル
・
ベ
ロ
ッ
ト
の
死
）

浦

義

道

ニ
八

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
七
）
条
約
の
適
用
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
権

と
賠
償
に
関
す
る
紛
争
コ
ル
ツ
オ
ウ
工
場
事
件
（
管
轄
権
）
一
九
二
七
年

七
月
―
一
六
日
判
決

(Seri
e
A, N
o
.
 8
)

 

横

田

喜

郎

ニ
八

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
（
二
）

杉

村

陽

太

郎

ニ
八

国
際
裁
判
に
対
す
る
米
国
の
理
想
と
其
矛
盾

大

山

卯

次

郎

ニ
八

調
停
の
二
種
に
就
て

立

作

太

郎

ニ
八

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
六
）
条
約
の
抽
象
的
解
釈
ー
|
|
国
内
法
の
解

釈
1

権
利
の
濫
用
申
立
の
形
式
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ

人
の
利
益
に
関
す
る
事
件
（
本
案
）
一
九
二
六
年
五
月
二
五
日
判
決

(Seri
e
 A, N
o
.
 7
)

 

Discri
m
i

n
at
i

o
n
 a
g
ai
n
st
 

O
ri
e
nt
als 
i

n
 t
h
e
 
Br
i
t
i

s
h
 
D
o
mi
ni
o
n
s
 
a
n
d
 

C
o
l
o
ni

es. 

Ki
y

osue Inui
 

ニ
八

横

田

喜

郎

ニ
八

国
際
海
商
法
に
於
け
る
旗
国
法
の
地
位

江

川

英

文

ニ
八

L
e
s
 t
r
a
n
s
f
o
r
m
at

10ns r
e
c
e
nt
es d
e
 l'i
d
e
e
 d'arbi
t
r

a
g
e
 e
n
 d
r
oi
t
 i

nt
erna, 

t
i

onal p
u
b
li
c
 

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
（
一
）

杉

村

陽

太

郎

J

ean R
a
y
 

ニ
八

ニ
八

1
0
 

1
0

九
八
六

1
0
 

一七

1
0
一
四

九
七
七

1
0

九
六
八

1
0

九
四
五

1
0
 

九 九

八
七
三

九
三
二

九
三
三

九

九

0
五

九

八

一

九

八

八

J¥ 
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総 目

一
九
二
九
年
中
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
発
達

（下）

第
十
回
国
際
刑
務
会
議
と
刑
法
の
国
際
化
問
題

次

国
際
法
学
会
々
則

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
一
一
）

国
際
公
法
学
者
列
伝
(
-
)
国
際
公
法
の
父
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
・
ヂ
エ
ン
テ
イ

リ
ス

(
A
l
b
e
ri
c
u
s
G
e
nt
i

li
s) 
(

I

)

 

国
際
労
働
機
関
の
国
際
連
盟
に
対
す
る
関
係

国
際
公
法
学
者
列
伝
（
二
）
（
一
）
国
際
公
法
の
父
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
・
ヂ
ェ

ン
テ
ィ
リ
ス

(
A
l
b
e
ri
c
u
s
G
e
nt
i

li
s) 

(二）

ロ
ン
ド
ン
海
軍
々
備
制
限
会
議
に
つ
き
て

租
借
地
の
法
理
を
論
ず

ロ
ン
ド
ン
海
軍
々
備
制
限
会
議
に
つ
き
て

ダ
ニ
エ
ル
書
の
予
言
ト
ル
コ
の
運
命

戦
争
と
そ
の
以
外
の
兵
力
使
用

小
幡
公
使
ア
グ
レ
マ
ン
拒
絶
事
件
に
つ
い
て

国
家
王
権
と
国
際
法
並
に
国
際
法
と
自
然
法

国
際
条
約
の
署
名
、
加
入
、
留
保
等
に
関
す
る
諸
問
題

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

米

田
尾

後

貫

荘

太

郎

菊

地

駒

次

米

田
寺

田

四

郎

長

谷

川

久

松

原

松

原

澁

澤

信

賓 賓 雄 雄

牧

内

正

男

寺

田

四

郎

今

中

次

麿

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

四 四 四 四

六
四

35ー

二
九
七

二
九
五 ロ

二
三
〇

ニ
八
三二

三
五
〇

二
五
五

二
0
七

一
八
五

一
六
八

一
四
五

1
0
五

七
八



国際法外交雑誌総索引

亜
米
利
加
の
発
見
と
其
の
国
際
法
に
於
け
る
影
響
（
一
）

T
H
E
 L
E
A
G
U
E
 O
F
 R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
 A
S
 A
N
 IN
S
T
R
U
,
 

旨
N
T
F
O
R
 P
R
E
S
E
R
V
I
N
G
 W
O
R
L
D
 P
E
A
C
E
.
 

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
一
）

国
際
投
資
管
理
論

国
際
法
学
創
立
者
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
ー
テ
ィ
ウ

ロ
ン
ド
ン
会
議
と
潜
水
艦
使
用
法
規

「
ラ
テ
ラ
ノ
」
協
定
の
意
義
及
価
値

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
ニ
・
完
）

Int

e
r
n
at
i

onal T
r
e
at
y

 
for t
h
e
 L
i

m
i
t

at
i

o
n
 a
n
d
 R
e
d
u
ct
i

o
n
 of
 

N
a
v
a
l
 

A
r
m
a
m
e
nt
.
 

国
際
連
盟
と
国
際
法

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例

管
轄
権
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件

1

0

)

 

国
際
公
法
学
者
列
伝
（
三
）

ス

(
H
u
g
o
G
r
ot
i
u
s
)
 

（
八
）
公
海
に
於
け
る
船
舶
衝
突
事
件
の
裁
判

一
九
二
七
年
九
月
七
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
,
 N
o
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 C
E
R
T
A
I
N
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 T
O
 

T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
 O
F
 N
A
T
I
O
N
A
L
I
T
Y
 L
A
W
S
.
 

不
戦
条
約
に
適
合
せ
し
む
る
連
盟
規
約
の
改
正

横

田

喜

郎

ジ
ニ
ー
ム
ス
・
プ
ラ
ウ
ン
・
ス

n
ツ
ト

江

川

英

文

（

訳

）

松

原

雄

蝋

山

政

道

鹿

島

守

之

助

横

田

喜

郎

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

寺

田

四

郎

赤

木
A
r
at
a
 Ni

nag
a
w
a
 

進

蝋

山

政

道

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

七 七 七 七 六 六 六 六 五 五 四

六
九
九

六
五

六
二
七

六
0
五

六
0
四

五
五
七

五
二
六

四
八
三

五
0
三

五

四

五

五

五

四

0
八

三
九
四

三
九
五
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総 目
ザ
ー
ル
地
域
の
法
的
構
成
（
二
）

次
第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
領
海
の
範
囲
の
問
題

保
護
国
が
被
保
護
国
の
為
め
に
締
結
す
る
条
約
の
性
質

「
尽
忠
な
る
』
国
際
法
学
者
ジ
オ
ン
・
セ
ル
ヅ
ン
1

国
際
公
法
学
者
列
伝

（四）
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
六
条
ノ
受
諾
二
附
シ
タ
ル
各
国
ノ
留
保

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
九
）
判
決
の
意
義
に
関
す
る
紛
争
コ
ル
ツ

オ
ウ
工
場
事
件
（
判
決
第
七
と
第
八
の
解
釈
）
一
九
二
七
年
―
二
月
一
六
日

判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
3
)
 

高
海
国
権
論

ザ
ー
ル
地
域
の
法
的
構
成
（
一
）

日
露
漁
業
権
問
題
（
上
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(

1

0

)

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
性
質
と
範
囲
コ
ル
ツ
オ
ウ
工
場
事
件
（
本
案
）
判
決
第
一
―
―
-
、
一
九
二

八
年
九
月
一
三
日
宣
告
(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
7
)
 

日
露
漁
業
権
問
題
（
下
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
二
応
訴
ノ
義
務
ヲ
受
諾
セ
ル
条
約

亜
米
利
加
の
発
見
と
其
の
国
際
法
に
於
け
る
影
響
（
ニ
・
完
）

米

田
田

岡

良

立

作

太

郎

横

田

喜

米

田
田

岡

良

松

波

仁

横

田

喜

賓 郎 寅 郎 郎

ジ
ニ
ー
ム
ス
・
プ
ラ
ウ
ン
・
ス

n
ッ
ト

江
川
英
文
（
訳
）

寺

田

四

郎

泉

哲

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

1
0

九

1
0
 

1
0

八
四
七

九

八
六
九

八
三
一

九

八

一

六

九

七

九

七

九

七

六

―

八

七

六

ノ＼

七
四
六

八

七

四

五

八

七

四

八

七

二

〇

八

七

0
七
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国際法外交雑誌総索引

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
―
)
言
語
上
の
少
数
者
上
部
シ
レ

ジ
ア
に
お
け
る
少
数
者
の
権
利
（
少
数
者
の
学
校
）
に
関
す
る
事
件
判
決

第
ニ
―
、
一
九
二
八
年
四
月
二
六
日
言
渡

(
S
e
ri
e

A. N
o
.
 1
5
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
意
見
の
法
律
的
性
質

『
国
際
法
第
二
の
創
立
者
』
リ
チ
ァ
ー
ド
・
ズ
ー
チ
ー
ー
＇
国
際
公
法
学
者
列
伝

（
五
）
ー
~

国
際
連
盟
第
十
一
回
総
会
の
業
績

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
―
二
）
貨
幣
の
価
格
の
下
落
と
国
債
の

支
払
セ
ル
ビ
ヤ
国
債
事
件
判
決
第
一
四
、
一
九
二
九
年
七
月
―
二
日
判

決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 2
0
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
―
二
）
貨
幣
の
価
格
の
下
落
と
国
債
の

支
払
ブ
ラ
ジ
ル
国
債
事
件
判
決
第
一
五
、
一
九
二
九
年
七
月
―
二
日
判

決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 2
1
)
 

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
意
見
の
法
律
的
性
質
（
二
完
）

東
支
鉄
道
問
題

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
ニ
―
-
)
オ
ー
デ
ル
河
の
国
際
管
理

オ
ー
デ
ル
河
国
際
委
員
会
の
管
轄
流
域
に
関
す
る
事
件
判
決
第
一
六
、
一

九
二
九
年
九
月
一

0
日
判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 2
3
)
 

第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約

(

-

)

 

江

川

英

文

横

田
清

水

泰

次

大

澤
松

原

横

田

横

田

喜

三

喜

三

喜

三

郎 章 雄 郎 郎

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

寺

田

四

郎

大

澤

横

田

喜

三

章 郎

゜゜゜゚゜゜゜゜゜゚
二
九

二
―
七

一九 一
七
九

一
四
〇

―
―
七

¥

1
、

ノ

j
七
七

五

8
 

3
 

ー

1

0

九
二
八



総 目

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
二
）

次
（
一
）

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
一
）
条
約
の
廃
棄
と
権
利
保
全
の
仮
措
置

支
那
と
ベ
ル
ギ
ー
と
の
一
八
六
五
年
の
条
約
の
廃
棄
に
関
す
る
事
件
一
九

二
七
年
一
月
八
日
、
二
月
一
五
日
、
六
月
一
八
日
の
諸
命
令

(Seri
e
A
,
 N
o
.
 

8

)

一
九
二
八
年
二
月
ニ
―
日
の
命
令

(Seri
e
A
,
 N
o
.
 1
4
)

一
九
二
八
年

八
月
一
三
日
の
命
令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
6
)

一
九
二
九
年
五
月
二
五
日
の
命

令

(
S
e
ri
e
A
,
Z
o
.
 1
8
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
一
）
損
害
賠
償
の
支
払
と
権
利
保
全
の
仮
措

置
コ
ル
ツ
オ
ウ
工
場
に
関
す
る
事
件
一
九
二
七
年
―
一
月
ニ
―
日
の
命

令

(Seri
e
A
,
 N
o
.
 1
2
)

一
九
二
九
年
五
月
二
五
日
の
命
令

(Seri
e
A
,
 N
o
.
 

1
9
)
 

T
h
e
 A
m
e
n
d
m
e
nt
 

of
 
t

h
e
 C
o
v
e
n
a
nt
 

of
 
t

h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 

N
at
i

o
n
s
 i
n
 

o
r
d
e
r
 t
o
 bri
n
g
 it
 i

nt
o
 h
a
r
m
o
n
y
 
wit
h
 th
e
 P
a
ct
 
of
 
P
a
ri
s. 

新
国
家
資
本
主
義
と
国
際
関
係
(
-
)

「
国
際
法
第
二
の
創
立
者
」

法
学
者
列
伝
（
六
）

リ
チ
ァ
ー
ド
・
ズ
ー
チ

（
ニ
・
完
）
国
際
公

再
運
送
契
約
と
船
舶
所
有
者
の
留
置
権

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
二
）
裁
判
所
の
評
議
の
結
果
の
非
公
式
発
表

上
部
サ
ヴ
ォ
ア
と
ジ
ェ
ク
ス
地
方
の
自
由
地
帯
に
関
す
る
事
件
一
九
二
九

年
八
月
一
九
日
命
令

(Seri
e
A
,
 N
o
.
 2
2
)
 

横

田

横

田

横

田

喜

高

柳

賢

寺

田

四

郎

蝋

山

政

道 喜 喜

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
)

米
国
領
海
内
に
於
け
る
日
英
船
衝
突
事
件
高
柳
賢

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題
（
二
完
）

松

原

郎 郎 郎 雄

゜゚ ゜゚゜ ゜ ゜ ゜゚
四 四 四 四

二
三
四

三
一
〇： 三

二
五

三
五
九

三
七
九

ニ
八
〇

二
七
四

二
六
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国際法外交雑誌総索引

南
満
に
於
け
る
日
支
鉄
道
問
題

国
際
法
優
位
理
論
の
現
代
的
意
義
（
一
）

論
の
研
究

所
謂
国
際
法
上
の
国
内
問
題
に
関
す
る
或
る
研
究

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
四
）

（甲）

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

再
保
険
条
約
（
一
）

新
国
家
資
本
主
義
と
国
際
関
係
（
ニ
・
完
）

再
運
送
契
約
と
船
舶
所
有
者
の
留
置
権

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
三
）
非
法
律
的
解
決
と
裁
判
所
上
部
サ
ヴ

オ
ア
と
ジ
ェ
ク
ス
の
自
由
地
帯
に
関
す
る
事
件
一
九
三

0
年
―
二
月
六
日

命
令

(
S
e
ri
e
A
,
 N
o
.
 2
4
)
 

T
h
e
 A
ng
l
o
'
A
m
e
ri

c
a
n
 N
ot

i

o
n
 of
^
'
D
o
mi
ci
le" 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
職
能
に
関
す
る
ニ
―
―
一
の
考
察

国
家
法
秩
序
の
継
続
性
及
び
同
一
性
と
革
命

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約
（
ニ
・

完）

A
.
 v
o
n
 V
 erdross
の
国
際
法
理

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
三
）

（二）
仏
領
印
度
支
那
に
於
け
る
関
税
問
題

清

水

泰

次

安

井
立 高 江

J l l 

英

文

岡 織

田

郁

作

太

郎

柳

賢

Th. B
at
y
 

横

田

喜

康

哉

高

柳

賢

萬 郎

大

山

卯

次

郎

蝋

山

政

道

鹿

島

守

之

助

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚゜ ゜゚ ゜゚
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官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
外
務
大
臣
の
回
答
（
一
九
三
一
．

在
米
中
国
公
使
館
の
米
国
国
務
省
宛
の
備
忘
(
-
九
三
一
．

米
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
（
一
九
三
二
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
二
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
二
．

日
華
間
の
外
交
文
書

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．
九
．

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
―
―
―
一
．
九
．
―
1

0

)

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
（
一
九
三
一
．
九
．
二
三
）

駐
日
中
国
公
使
の
日
本
政
府
宛
の
口
上
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
九
）

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

1

0

 

-

)

 

一六）
―二）

―
一
．
九
）

―
―
一
．
二
七
）

―
一
．
五
）

―
一
．
二
七
）

―
二
．
二
四
）

二
『
三
一
）

I
 

o・
五）

一九）

一
．
七
） 一四）

I
 

0

)

 

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

19 13 13 7
 

ー ー 93 91 90 89 86 85 76 71 66 57 55 
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公
ぃ斎 目 次

一九）

中
国
政
府
の
（
米
国
政
府
宛
の
）
回
答
(
-
九

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
―
―
二
．

日
本
政
府
の
中
国
政
府
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
一
三
．

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
中
国
政
府
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

駐
華
日
本
公
使
の
回
答
(
-
九
三
一
．

其
他
の
外
交
文
書

不
戦
条
約
に
関
す
る
十
三
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

1
 

o・

一七）

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

＞
 

1
 

o・
九）

1
 

o・
三
一
）

―
一
．
二
ニ
）

I

o

・

二
ニ
）

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
政
府
の
対
日
声
明
(
-
九
三
一
．

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
政
府
の
対
日
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）

1
0
 
―二）

―
一
．
二
0

)

一四）

―
一
．
二
0

)

-
0
．
二
ニ
）

――-) 

I

o

・

九）

1
 

o・
二
七
）

―
一
．
四
）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

69 
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齊
々
恰
爾
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

八

） 撤
江
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

1
 

o・
二
六
）

w
 日本
政
府
及
軍
部
の
声
明
書

日
本
政
府
の
第
一
次
声
明
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

関
東
軍
司
令
部
の
声
明
(
-
九
一
=
-
.

関
東
軍
司
令
部
の
布
告
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
第
二
次
声
明
(
-
九
三
一
．

第
二
次
錦
州
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
―
―
二
．

-

)

 
満
州
の
治
安
維
持
に
関
す
る
関
東
軍
司
令
部
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）
匪
賊
の
討
伐
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
―
―
二
．

日
本
政
府
の
第
三
次
声
明
(
-
九
三
一
．

錦
州
占
拠
後
の
関
東
軍
の
行
動
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
三

二
．
一
．
九
）

国
際
商
法
論
の
基
本
問
題
（
ニ
ー
ヘ
(
C
e
s
s
a
nt
e
rat
i

o
n
e
 leg
i

s, 
cessat
 

lex"
ー
（
立
法
理
由
な
き
場
合
に
は
法
の
適
用
な
し
）

三
国
協
商
（
一
）

在
満
鮮
人
問
題

1
 

o・
 

1
 

o・
 

四）四）

―
二
．
二
七
）

口
五

）

―
二
．
二
ニ
）

清

水

泰

次

鹿

島

守

之

助

田

中

誠

五

五

0
七

五 五

四

四

五

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

四
六

95 87 85 84 77 72 54 40 18 17 8
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総
国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
三
）

大

睾
、
1

目

紳

川

彦

松

次

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
九
）

ギ
リ
シ
ア
と
ト
ル
コ
の
住
民
交
換
事
件

(
S
e
ri
e
 B,
 N
o
.
 1
0

)

 

国
家
形
成
の
原
理
と
し
て
の
民
族
主
義

条
約
の
国
内
法
に
及
ぼ
す
効
果

一
九
二
五
年
二
月
ニ
―
日
意
見
横
田

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
二
）

国
際
法
上
に
於
け
る
宗
主
権

米
国
国
有
商
船
は
日
本
の
裁
判
管
轄
権
に
対
し
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
を
主
張

し
得
る
や
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
―
-
)

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
七
）
世
界
大
戦
に
基
く
新
国
家
の
国
境
の
画

定
ヤ
ウ
オ
ル
チ
ナ
事
件
一
九
ニ
―
―
一
年
―
二
月
六
日

(
S
e
ri
e
B
,
 N
o
.
 8)
 

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
一
）

国
際
商
法
論
の
基
本
問
題
（
ニ
・
完
）

I

べ(
C
e
s
s
a
nt
e

rat
i
o
n
e
 leg
i
s, 
ces, 

s
at
 
lex." 

(
立
法
理
由
な
き
場
合
に
は
法
の
適
用
な
し
）

永
代
借
地
権
の
信
託
的
遺
贈
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
ニ
―
)

I

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
八
）
新
国
家
の
国
境
の
画
定

僧
院
事
件
一
九
二
四
年
九
月
四
日
意
見

(
S
e
ri
e
B
,
 N
o
.
 9)
 

渉
外
法
律
行
為
方
式
論

聖
ナ
オ
ウ
ム

船
主
責
任
の
終
了
時
期
（
一
）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
三
）

高

柳

賢

大

睾
、
1

久

保

岩

太

郎

立 横

田

大

澤
横

田

高

喜 作

太

郎

喜

高

柳

賢

田

中

誠

喜

柳

賢

章 郎 章 郎 章 郎

八

七

七

六

j¥ 

七六一

七

七

四

四

七

七

二

六

七

七

一

五

七 七 六 六
←上

ノ‘ 六 五

六
七
五

六
五
七

六
三
〇

六 五
九

五
五

五
三
三

五

五

二

五
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三
国
協
商
（
二
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(

1

0

)

ダ
ン
チ
ッ
ヒ
の
連
盟
高
等
委
員

の
職
能
ダ
ン
チ
ッ
ビ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
郵
便
事
務
事
件
一
九
二
五
年
五
月

一
六
日
意
見

(
S
e
ri
e
B, N
o
.
 1
1

)

 

三
国
協
商
（
三
・
完
）

船
王
責
任
の
終
了
時
期
（
三
・
完
）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
五
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
―
-
)
連
盟
理
事
会
の
拘
束
力
あ
る
決

定
ト
ル
コ
と
イ
ラ
ク
の
国
境
事
件
一
九
二
五
年
―
一
月
ニ
―
日
意
見

(
S
e
ri
e
 B, N
o
.
 1
2
)
 

自
然
法
的
国
際
法
の
祖
サ
ム
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
―
二
）
国
際
労
働
機
関
と
使
用
者
の
労
働
の

規
律
使
用
者
の
労
働
の
規
律
に
関
す
る
国
際
労
働
機
関
の
権
限
に
関
す
る

件
一
九
二
六
年
七
月
ニ
―
―
一
日
意
見

(
S
e
ri
e
B
,
 N
o
.
 1
3
)
 

名
誉
会
計
主
任
子
爵

輻
岡
秀
猪
氏
の
逝
去

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
き
て

運
送
中
の
動
産
に
関
す
る
物
権
移
転
の
準
拠
法

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
四
・
完
）

国
内
管
轄
事
項
に
関
す
る
一
考
察

船
主
責
任
の
終
了
時
期
（
二
）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
四
）

横

田
米

田
寺

田

四

郎

江

JI! 

英

文

横

田
高

柳

賢

鹿

島

守

之

助

大

澤

泉 横

田

喜 喜 喜

高

柳

賢

郎 賓 郎 章 哲 郎

鹿

島

守

之

助

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0

九
八
九

1
0
 

九

九

四

六

九 九 九 j¥ 

1
0
八―――

1
0
六一

1
0
四
八

九
七
七

八
三
九

八
七
三

九
三
九

九

九

〇

六

＼
＼
＼
 

}

}

}

 

八

八

四

八

八

七

九

九

5

2ー



総 目 次

rr 
連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
四
．
三
0

)

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九

―

-

)

 

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

満
州
事
件
と
フ
ー
ヴ
ァ
ー
主
義

満
州
事
件
に
関
す
る
内
外
新
聞
論
調
上
海
事
件
・
満
州
国
問
題
・
リ
ッ

ト
ン
報
告国

際
連
盟
総
会
及
び
理
事
会
の
決
議

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
議
長
の
提
案
(
-
九
三
二
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
一
一
『
四
）

一九）

二
．
二
九
）

リ
ッ
ト
ン
報
告
書
作
成
期
限
延
長
に
関
す
る
連
盟
臨
時
総
会
議
長
の
提
案

（
一
九
三
二
．
七
．
一
）

上
海
事
件
及
び
日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
報
告
書

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
（
一
九
三
二
．
二
．
六
）

ー
満
州
事
件
に
関
す
る
外
交
文
書

満
州
事
件
の
経
過
ー
一
九
三
二
年
一
月
一
八
日
よ
り
九
月
二
四
日
ま
で

満
州
事
件
特
別
号
（
第
二
）

満
州
事
件
と
兵
力
の
行
使

赤

木

安

井

横

田
立

喜

進 郁 郎

誹

川

彦

松 作

太

郎

言

3
 

7

5

 
ー

73 60 55 53 49 32 
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0
八

八
七

四
六

二
五
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III 

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

要
求
(
-
九
三
二
．
二
．
九
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

査
委
員
会
の
回
答
(
-
九
三
一
一
．
―
-
．
一
三
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
二
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．

上
海
委
員
会
の
第
二
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書
(
-
九
―
―
―
―
-
.

二
．
一
八
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
二
0

)

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
補
足
(
-
九
三
二
．
―
-
．

ニ
四
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書

（
一
九
三
ニ
・
ニ
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
四
次
報
告
(
-
九
三
二
．
一
一
『
五
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
及
び
第
四
次
報
告
に
対
す
る
日
本
政
府
の

意
見
書
(
-
九
三
二
．
三
．
ニ
―
―
-
)

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
(
-
九
三
二
．
四
．
三
0

)

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
に
対
す
る
支
那
代
表
部
の
覚
書
(
-
九

三
二
．
五
．
四
）

国
際
連
盟
関
係
の
外
交
文
書

規
約
第
十
条
及
び
第
十
五
条
の
適
用
に
関
す
る
支
那
政
府
の
要
求
(
-
九
三

二
．
一
．
二
九
）

―二）

II 
ー

支
那
代
表
の

上
海
事
件
調

ー 67 62 59 53 43 42 34 29 16 15 15 
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総
連
盟
理
事
会
に
於
け
る
佐
藤
代
表
の
演
説
(
-
九

5
 

5
 

3

1

 

目
上
海
事
件
に
関
す
る
日
本
政
府
の
宣
言
(
-
九

次

日
満
議
定
書
(
-
九
三
二
．
九
．

各
国
政
府
の
声
明
書

一
．
二
九
）

一五）

w
 

十
二
理
事
国
の
日
本
政
府
に
対
す
る
ア
ッ
ピ
ー
ル
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
書
翰
(
-
九

三
二
．
二
．
一
七
）

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
書
翰
に
対
す
る
理
事
会
議
長
の

回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
一
九
）

連
盟
臨
時
総
会
の
招
集
に
関
す
る
事
務
総
長
の
電
報
(
-
九
三
二
．
二
．
ニ

0

)

 
十
二
理
事
国
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
対
す
る
日
本
政
府
の
回
答
及
び
附
属
声
明
書

（
一
九
三
二
．
二
．
二
三
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．
二
．
二
九
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．
四
．
二
九
）

各
国
政
府
間
の
外
交
文
書

満
州
国
政
府
の
建
国
通
牒
(
-
九
三
二
．
三
．

上
海
停
戦
協
定
(
-
九
三
二
．
五
．
五
）

―二）

一
．
二
九
）

一六）

日
支
紛
争
の
総
会
付
託
に
関
す
る
支
那
代
表
の
要
求
(
-
九
三
二
．
二
．

二）

ー 74 69 58 60 51 38 36 32 25 23 19 



国際法外交雑誌総索引

租
借
地
と
国
際
地
役
（
一
）

印
度
会
社
法
の
二
三
の
問
題
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
六
）
ー
ー
ー

租
借
地
と
国
際
地
役
（
二
）

('Act
i

ng
 as c
o
m
mi
ssi
o
n
 ag
e
nt
s
"
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
七
）

国
際
変
化
と
国
際
法

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
一
）
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
l

満
州
国
承
認
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
九

一五）

満
州
国
政
府
の
海
関
自
主
宣
言
(
-
九
一
ニ
ニ
．
六

一八）

満
州
国
の
建
国
宣
言
(
-
九
三
二
．
―
―
―
•

一
九
三
二
年
三
月
十
一
日
の
連
盟
総
会
の
決
議
に
関
す
る
米
国
国
務
長
官
の

声
明
(
-
九
三
二
．
三
．
一
―
)

-

)

 

上
海
出
兵
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
二
．

満
州
国
の
独
立
宣
言
(
-
九
三
二
．
二
．

一
．
三
0

)

七）

満
州
政
府
に
関
す
る
支
那
側
の
声
明
(
-
九
三
二
．
―
-
．
ニ
―
-
)

米
国
国
務
長
官
の
上
院
外
交
委
員
長
宛
の
書
翰
(
-
九
―
―
―
二
．
二
．
二
四
）

一八）

上
海
事
件
に
関
す
る
支
那
政
府
の
声
明
(
-
九

―二）

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
佐
藤
代
表
の
演
説
(
-
九

高

柳

賢

田

岡

良

松

原

高

柳

賢

田

岡

良

高

柳

賢

雄

ニ
八
九

ニ
ニ
五

ニ
四
三

三
一
四

一九 三 74 72 58 51 45 36 31 19 12 5 
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総
国
際
団
体
の
強
制
力
(
-
)

目

自

衛

権

次

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
三
）

I

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
l

租
借
地
と
国
際
地
役
（
三
・
完
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
四
）
条
約
と
個
人
の
権
利
義
務
ダ

ン
チ
ッ
ヒ
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
事
件
一
九
二
八
年
三
月
三
日
意
見

(
S
e
rie
 B,
 N
o
 15
)
 

委
任
統
治
と
列
国
及
連
盟

溝
州
国
の
成
立
と
蘇
露
の
態
度

渉
外
行
為
能
力
論
（
一
）

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
一
）

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
四
）

I

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
|
|
_

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
五
）
裁
判
所
の
管
轄
権
の
決
定
者

一
九
二
六
年
の
ギ
リ
シ
ア
11

ト
ル
コ
協
定
の
解
釈
事
件
一
九
二
八
年
八
月

ニ
八
日
意
見

(
S
e
ri
e
B, N
0
1
6
)
 

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
二
）
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
三
）
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
河
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会

の
権
能
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
河
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
の
権
能
に
関
す
る
事
件
一

九
二
七
年
―
二
月
八
日
意
見

(
S
e
ri
e
B, N
o
 14
)
 

連
盟
脱
退
通
告
文
と
国
際
法

松

下

正

壽

杉

村

陽

太

郎

横

田

喜

高

柳

賢

郎

輻

井

康

雄

久

保

岩

太

郎

清

水

泰

次

高 松

原

横

田
田

岡

良

高 立

柳

賢 喜

柳

賢

横

田

雄 郎

作

太

郎

喜

郎

三

七

七

七 六 一ノ‘ 六 六 五

五

四

五 五 四 四 四

六
九
七

六
七
〇

六
四

六
〇

五
六
九

四
七

四
四
九

四

四

二

八 六
三
二
五

三
五
一

四

0
三
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国際法外交雑誌総索引

渉
外
行
為
能
力
論
（
ニ
・
完
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
六
）

シ
ア
11

ブ
ル
ガ
リ
ア
部
落
に
関
す
る
事
件

(
S
e
ri
e
 B,
 N
o
 17
)
 

国
際
経
済
会
議
の
失
敗
原
因
の
考
察

国
際
団
体
の
強
制
力
（
ニ
・
完
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
七
）
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
自
由
市
と
国
際
労

働
機
関
意
見
一
八
、
一
九
三

0
年
八
月
二
六
日

(
S
e
ri
e
B
,
 N
o
.
 1
8
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
）

事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
五
月
一
五
日

国
際
紛
争
の
解
決
と
安
全
保
障

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
）

キ
ュ
バ
の
革
命
と
対
米
関
係

上
部
シ
レ
ジ
ア
の
少
数
者
学
校
の

(
S
e
ri
e
 A
¥
B
"
N
0
4
0
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
二
）
ド
イ
ツ
11

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
関
税

連
合
の
事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
九
月
五
日

(
S
e
ri

e
A
¥
B
"
N
0
4
1
)
 

ス
テ
イ
ム
ソ
ン
主
義
の
学
会
に
於
け
る
反
響

民
族
王
義
の
確
立
と
ア
ウ
タ
ル
キ
ー

無
主
の
島
嶼
の
先
占
の
法
理
と
先
例

条
約
と
国
内
法
の
関
係
ギ
リ

一九――
1
0
年
七
月
三
一
日
意
見

無
人
島
先
占
に
関
す
る
国
際
判
決
ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
の
主
権
に
関
す
る

仲
裁
判
決

横

田
鹿

島

守

之

助

大

累
、
1

横

田
米

田
松

原

横

田

立 横

田

喜 喜 喜

松

下

正

喜

郎 章 郎 賓 雄

誹

川

彦

松

郎 壽

蛾

山

政

道 作

太

郎 郎

横
田
喜
三
郎
（
訳
）

久

保

岩

太

郎

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
五
九

1
0
四

1
0
0
九

九

九

七

八

九

九

六

〇

九

九

四

九

九

一

九

八

八

九

八

八

八

七

五

八

八

六

八

八

一

五

七

七

九

〇

七

七

八

七

七
五
三
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総
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
四
）

目
国
際
裁
判
に
於
け
る
制
限
と
留
保
（
二
）

次
世
界
大
戦
中
及
其
以
後
に
於
け
る
武
装
商
船
問
題

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
三
）

近
世
国
際
法
学
派
の
先
駆
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
二
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
三
リ
ス
ア
ニ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
鉄

道
運
輸
の
事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
一

0
月
一
五
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
 N
o
.
 

4
2
)
 

善
隣
外
交
と
太
平
洋
問
題

最
近
の
日
蘇
関
係

国
際
裁
判
に
於
け
る
制
限
と
留
保
（
一
）

S
O
M
E
 
C
O
N
S
I
D
R
A
T
I
O
N
S
 
O
N
 T
H
E
 
F
U
T
U
R
E
 
R
E
C
O
N
'
 

S
T
R
U
C
T
I
O
N
 O
F
 P
E
A
C
E
 M
A
C
H
I
N
E
R
Y
 I
N
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 

故
寺
尾
亨
博
士

故
高
橋
作
衛
博
士

我
国
際
法
学
会
の
二
人
の
先
行
者

安
全
保
障
問
題

国
際
法
学
会
研
究
会
に
就
て

鹿

島

守

之

助

松

原

立 清

水

泰

次

鹿

島

守

之

助

蛾

山

政

逍

横

田
鹿

島

守

之

助

寺

田

四

郎

松

原

横

田

立

雄

作

太

郎

喜 喜

Y. T
A
K
A
G
I
 

K•YOKOTA 

郎 雄 郎

作

太

郎

三： 冒： 言， 三言昌冒： 
四 四 四

1
0
 

二
六

二
二
五

三
0
1

三
四
八

ニ
四
六

二
0
九

一
九
五

一
六
八

―
―
六

1

0

 六 四

―
―
―
八
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国際法外交雑誌総索引

条
約
の
解
釈
に
於
け
る
準
備
交
渉
の
地
位
（
ニ
・
完
）

モ
ン
ロ
ウ
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
起
源
及
原
形
に
就
て

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
四
）
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
港
に
お
け
る
ポ
ー
ラ

ン
ド
軍
艦
の
入
港
・
碇
泊
に
関
す
る
事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
―
二
月
一

一
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 43
)
 

一
九
三
0
-
―
九
―
―
一
三
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
処
理
の
発
達

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
五
）
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
に
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
の
取
扱
に
関
す
る
事
件
意
見
、
一
九
三
二
年
二
月
四
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 

N
o
.
 4
4
)
 

再
び
法
律
関
係
の
性
質
決
定
に
就
て

条
約
の
解
釈
に
於
け
る
準
備
交
渉
の
地
位
（
一
）

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
二
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
六
）
一
九
二
七
年
の
ギ
リ
シ
ア
11

ブ
ル

ガ
リ
ア
協
定
の
事
件
意
見
、
一
九
三
二
年
三
月
八
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
.
 

4
5
)
 

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
五
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
七
）
上
部
サ
ヴ
ォ
ア
と
ヂ
ェ
ク
ス
の
自

由
地
帯
に
関
す
る
事
件
一
九
三
二
年
六
月
七
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 

4
6
)
 

世
界
大
戦
中
及
其
以
後
に
於
け
る
武
装
商
船
問
題
（
二
）

国
際
共
助
の
一
傾
向

横

田

喜

郎

又

正

雄

鹿

島

守

之

助

紳

川

彦

松

横

田

立

喜

郎

輻

井

康

雄
又

正

雄

久

保

岩

太

郎

横

田

喜

郎

又

正

雄

作

太

郎

和

田

禎

純

横

田

喜

郎

七 七 七 七 六 六 六 六 五

四

八

四

五

四

五

六

五 四

六
九

六
六
五

六 六 五
九
九

五
五
八

五
三
二

五
0
七

三
九
〇

四
三
九

五

四

0
七
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総
共
同
安
全
保
障
組
織
に
就
て

目 次

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約

ソ
ヴ
ェ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
の
連
盟
加
入
を
展
望
し
て

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約
（
一
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
七
）

世
界
恐
慌
以
来
の
世
界
通
商
条
約
及
通
商
協
定

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
八
）
メ
ー
メ
ル
領
域
規
程
の
解
釈
に
関

す
る
事
件
（
管
轄
権
）
一
九
三
二
年
六
月
二
四
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
o
.
 

4
7
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
九
）
メ
ー
メ
ル
領
域
規
程
の
解
釈
に
関

す
る
事
件
（
本
案
）
一
九
三
二
年
八
月
―
一
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
o
 

4
9
)
 

汎
大
陸
王
義
概
説

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
三
・
完
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(

I

0

)

女
子
の
夜
間
労
働
に
関
す
る
条

約
の
解
釈
に
関
す
る
件
意
見
、
一
九
三
二
年
―
一
月
一
五
日

(
S
e
ri
e

A
¥
B
"
N
o
 5
0
)
 

英
米
学
派
と
大
陸
学
派

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
六
）

ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
主
義
の
国
際
法
化

細

野

軍

治

立 横

田

喜

幅

井

康

雄

大

澤
誹

川

彦

松

横

田

喜

松

原

大

澤
横

田

横

田

作

太

郎

喜 喜

郎 章 郎 雄

鹿

島

守

之

助

章 郎

生

島

廣

治

郎

鹿

島

守

之

助

郎

四 四 ： 三言三三冒昌言冒： 冒言

1
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1
0
 

1
0
 

1
0
 

九
三
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九
七
三

1
0
0
ニ

九
一
五

九

八

九

八

九

八

七

七

九

八

五

九

九

八
八

八

〇

八

七

七

七

八

七

四

八

八

七
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二

七
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国際法外交雑誌総索引

安
逹
博
士
を
悼
む

パ
レ
ス
タ
イ
ン
委
任
統
治
(

-

)

1

国
際
法
学
会
第
二
回
研
究
会
報
告
論

文 日
米
協
商
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
八
）

I

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
―
-
)
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法
律

的
地
位
に
関
す
る
事
件
一
九
三
三
年
四
月
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 

5
3
)
 

国
際
法
上
ア
ン
グ
ロ
サ
キ
ソ
ン
派
と
大
陸
派
と
の
意
見
の
差
異
国
際
法

学
会
第
二
回
研
究
会
報
告
論
文

世
界
恐
慌
以
来
の
世
界
通
商
条
約
及
通
商
協
定
（
二
）
ー
一
九
三
一
年
の
世

界
通
商
条
約
ー
ー
＇

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
―
二
）
東
南
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法

律
的
地
位
に
関
す
る
事
件
一
九
三
一
一
年
八
月
二
日
と
三
日
の
命
令

(
S
e
ri
e

A
¥
B
"
N
o
.
 4
8
)

一
九
三
三
年
五
月
―
―
日
の
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
.
 5
5
)
 

評
議
員
兼
編
纂
委
員
菊
池
駒
次
氏
の
逝
去

国
際
約
定
の
一
形
式
た
る
交
換
公
文
の
研
究

第
三
回
日
英
同
盟
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(

I

0
)
|
|
'
’
 

安
達
博
士
の
逝
去

第
二
回
日
露
協
商
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
九
)
|
_
、

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約
（
三
・
完
）

立 横

田

立 横

田
大

澤

泉 横

田

作

太

郎

喜

郎

三

四

鹿

島

守

之

助

又

正

雄

田

岡

良

作

太

郎

喜 号

郎

生

島

廣

治

郎

鹿

島

守

・

之

助

章 哲 郎

鹿

島

守

之

助

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

二
六
七

二
六
七

二
五

0

二
―
九

一
九

一
九
〇

一
七
五

一
四
七 ロ 九

九
七
〇

五
五
6
2ー



総
承
認
に
関
す
る
国
際
法
典
案
の
批
判
（
一
）

目 次

安
逹
博
士
の
逝
去
に
対
す
る
国
際
連
盟
の
哀
悼

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
三
）
カ
ル
テ
ロ
リ
ゾ
島
と
ア
ナ
ト
リ

ア
海
岸
の
間
の
領
海
の
境
界
に
関
す
る
事
件
一
九
三
三
年
一
月
一
一
六
日
命

令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
0
5
1
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
四
）
プ
レ
ス
公
財
産
管
理
に
関
す
る

事
件
一
九
三
三
年
二
月
四
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 5
2
)

一
九
三
三
年

五
月
―
一
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 5
4
)

一
九
三
三
年
七
月
四
日
命
令

(
S
e
ri
e
 A
¥
B
"
N
o
 5
7
)

一
九
三
三
年
―
二
月
二
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 

5
9
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
五
）
ハ
ン
ガ
リ
ア
11

チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
決
に
関
す
る
事
件
一
九
三
三
年
五
月
一

二
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
 N

o

 5
6
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
六
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
農
業
改
良
と
ド

イ
ツ
系
少
数
者
に
関
す
る
事
件
一
九
三
三
年
七
月
二
九
日
命
令

(
S
e
ri
e

A
¥
B
,
Z
o
 5
8
)

一
九
三
三
年
―
二
月
二
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B」

N
0
6
0
)

国
際
連
盟
脱
退
の
要
件
及
効
果
（
一
）

パ
レ
ス
タ
イ
ン
委
任
統
治
（
二
）
国
際
法
学
会
第
二
回
研
究
会
報
告
論

文第
三
回
日
露
協
商
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
―
)
ー
~

安
逹
峰
一
郎
氏
を
憶
ふ

安

井

鹿

島

守

之

助

田

岡

良

松

原

横

田
横

田

横

田

喜 喜 喜

横

田

喜

郁 雄 郎 郎 郎 郎

マ
ッ
ク
ス
・
フ
ー
バ
ー

祖

川

武

夫

（

訳

）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

四 四 四 四

六
六 口

三
四
五

二
九

ニ
八
六

ニ
八
五

二
七
九

二
七
八

二
七
五

二
七
二
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国際法外交雑誌総索引

外
国
に
於
け
る
条
約
の
締
結
、
署
名
及
び
批
准
の
手
続
（
一
）

日
仏
・
日
露
並
日
英
仏
露
四
国
同
盟
案
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
―
二
）

パ
ナ
マ
運
河
地
帯
の
行
政
経
営

承
認
に
関
す
る
国
際
法
典
案
の
批
判
（
―
-
・
完
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
七
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
11

チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
決
に
関
す
る
事
件
（
ペ
テ
ル
・
パ
ズ
マ

ニ
ー
大
学
の
事
件
）
一
九
三
三
年
―
二
月
一
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
/
B
,
 N
o
 

6
1
)
 

最
近
国
際
法
学
海
に
投
ぜ
ら
れ
た
る
一
石
の
波
紋

連
盟
脱
退
の
要
件
及
効
果
（
二
）

パ
レ
ス
タ
イ
ン
委
任
統
治
（
三
・
完
）
ー
国
際
法
学
会
第
二
回
研
究
会
報

告
論
文
l

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
八
）
フ
ラ
ン
ス
11

ギ
リ
シ
ア
の
燈
台

に
関
す
る
事
件
一
九
三
四
年
三
月
一
七
日
判
決

(Seri
e
A
¥
B
"
N
o
 62
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
九
）
オ
ス
カ
ー
・
チ
ン
に
関
す
る
事

件
一
九
三
四
年
―
―
一
月
―
二
日
判
決
（
S
合
i
e
A
¥
B
"
N
o
 63
)
 

日
本
国
和
蘭
国
間
司
法
的
解
決
、
仲
裁
裁
判
及
調
停
条
約

T
R
A
I
T
E
 D
E
 R
E
G
L
E
M
E
N
T
 J
U
D
I
C
I
A
R
E
,
 D
'
A
R
B
I
T
R
A
G
E
 E
T
 

D
E
 C
O
N
C
L
I
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 PA
Y
S
'
B
A
S
.
 

署
名
議
定
書

横

田

喜
又

正

雄

鹿

島

守

之

助

蝋

山

政

道

横

田

安

井

喜

田

岡

良

松

原
立 横

田

喜

郎 郁 雄 郎

四 四 四

郎
＿
―
-
四 四 四 四 四 四 四 四

作

太

郎

一

二

四

四

六 六 六 六 六 六 六

付
九

付 付
五
四
三

五
一
八

五
0
五

四
八
七

五

四

七

五

四

五

四

五 五

四

二

〇

五 四

三
七
四

三
九
一

四
三
七
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総 目
安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義

次

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
RE. 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
と
国
際
私
法
問
題

帝
国
の
倫
敦
宣
言
加
入
並
に
第
四
回
日
露
協
商
及
秘
密
同
盟
条
約
1

日
本

同
盟
協
商
制
度
論
(
-
三
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
ア
ル
バ
ニ
ア
の
少
数
者
学
校
に
関
す
る

事
件
一
九
三
五
年
四
月
六
日
意
見

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
0
6
4
)
 

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
布
教
基
金
に
関
す
る

事

件

一

九

0
二
年
一

0
月
一
四
日
判
決

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約
（
二
）

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
四
）
ー
t
|

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
二
）
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
債
権
優
先
権
事
件

決
第
二
、
一
九

0
四
年
二
月
二
二
日
宣
告

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約
（
三
・
完
）

外
国
に
於
け
る
条
約
の
締
結
、
署
名
及
び
批
准
の
手
続
（
三
）

門
戸
開
放
、
機
会
均
等
、
商
業
自
由
附
滴
州
石
油
専
買
問
題
及
コ
ン

ゴ
ー
の
オ
ス
カ
ー
・
チ
ン
事
件

外
国
に
於
け
る
条
約
の
締
結
、
署
名
及
び
批
准
の
手
続
（
二
）

横

田

大

澤

川半
横

田
横

田

喜

大

澤

喜 喜

横

田

喜

横

田

喜

立 横

田

喜

郎 章 郎

鹿

島

守

之

助

郎 章 郎

又

正

雄

郎

作

太

郎 郎

又

正

雄

鹿

島

守

之

助

江

川

英

文

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
三
四
ー

四

1
0
 

1
0
 

九

八

五

九

八

二

九

九

七

九

八

九

七

六

六

八

七

五

〇

J¥ j¥ J¥ 七 七

八
九

八
七
〇

七
二
九

六
九
八

六
六
五

六
二
九

六

七

五

九

七

五

六

七

六

付
九
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国際法外交雑誌総索引

満
州
国
不
承
認
に
関
す
る
国
際
連
盟
機
関
の
議
決
の
効
力

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
五

九
0
九
年
五
月
二
二
日
宣
告

ボ
リ
ヴ
ィ
ア
・
パ
ラ
グ
ア
イ
国
境
の
画
定

支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
（
一
）
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
六
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
四

一
九
0
五
年
八
月
八
日
宣
告

最
恵
国
待
遇
と
門
戸
開
放
と
の
類
似
点
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

日
英
同
盟
の
廃
棄
並
に
四
国
条
約
の
成
立
1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一

五
）
ー
ー

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
三
）

三
、
一
九

0
五
年
五
月
二
二
日
宣
告

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
極
東
（
一
）

制
裁
（
二
）

制
裁
（
三
・
完
）

国
際
問
題
に
関
す
る
文
献
目
録
（
昭
和
九
年
）

日
本
の
加
入
せ
る
条
約
目
録
（
昭
和
六
ー
十
年
）

制
裁

日
本
の
家
屋
税
事
件
（
一
）

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義
（
三
・
完
）

マ
ス
カ
ッ
ト
土
人
船
事
件

カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
事
件

判
決
第
四
、

判
決
第
五
、

立 横

田
秋

保

松

原

横

田

重

光

大

澤
松

原

小 松

原

横

田

判
決
第

作

太

郎

喜 喜 喜

郎 郎

鹿

島

守

之

助

雄 郎 蔵 章 雄

小

谷

鶴

次
谷

鶴

次

奥

平

武

彦

雄 郎

鹿

島

守

之

助

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四

四
1
0
 

二
九
九

二
七

二
五
六 ロ

一
九
七

一
七
七

一六 ―
二
七

九
七

七
六

六
九

四

1
0

九
五
五

九
三
四
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総
満
州
国
不
承
認
に
関
す
る
国
際
連
盟
機
関
の
議
決
の
効
力
（
承
前
）

立

作

太

郎

五

六

五
二
九
6
7ー

目
空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
一
）

次

P
R
O
T
O
C
O
L. 

郎

国
際
私
法
上
に
於
け
る
先
決
問
題
（
一
）

日
本
・
リ
ベ
リ
ア
間
通
商
航
海
に
関
す
る
交
換
公
文
（
日
・
英
文
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
六

一
九
0
九
年
一

0
月
二
三
日
宣
告

グ
リ
ス
バ
ダ
ル
ナ
事
件
判
決
第
六
、

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
極
東
（
ニ
・
完
）

最
恵
国
待
遇
と
門
戸
開
放
と
の
類
似
点
に
関
す
る
一
考
察
（
ニ
・
完
）

支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
（
ニ
・
完
）

1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
六
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
七
北
大
西
洋
沿
岸
の
漁
業
に
関
す
る
事
件

判
決
第
七
、
一
九
一

0
年
九
月
七
日
宣
告

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
改
正
議
定
書

千
九
百
二
十
九
年
九
月
十
四
日
の
議
定
書
の
附
属
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 

A
N
N
E
X
E
 A
U
 PR
O
T
O
C
O
L
E
 D
U
 
1
4
 S
E
P
T
E
M
B
R
E
 1
9
2
9
 

A
N
N
E
X
 T
O
 T
H
E
 P
R
O
T
O
C
O
L
 O
F
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 1
4
 1
9
2
9
.
 

外
務
省
告
示
第
二
十
五
号

田

岡

良

横

田

喜

鹿

島

守

之

助

久

保

岩

太

郎

横

田

喜

郎

重

光

蔵

奥

平

武

彦

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

六

四
九
三

五

四

九

〇

五

四

七

四

五 五

四

七

五

四

七

五 五 五

四
七
四

四
六
四

四六一
四
二
八

五

四

一

五

五

四

〇

四 四 四 四

口
三
四
四

三
七
二

三
九
二



国際法外交雑誌総索引

国
際
私
法
上
に
於
け
る
先
決
問
題
（
ニ
・
完
）

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
二
）

猥
褻
刊
行
物
ノ
流
布
及
取
扱
ノ
禁
止
ノ
為
ノ
国
際
会
議
最
終
議
定
書

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
 
P
O
U
R
 
L
A
 R
E
P
R
E
S
,
 

S
I
O
N
 D
E
 L
A
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 E
T
 D
U
 T
R
A
F
I
C
 D
E
S
 P
U
B
'
 

L
I
C
A
 TI
O
 N
S
 O
B
S
C
E
N
E
S
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
F
O
R
 
T
H
E
 
S
U
P
P
R
E
S
,
 

S
I
O
N
 
O
F
 T
H
E
 
C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 
O
F
 A
N
D
 T
R
A
F
F
I
C
 
I
N
 

O
B
S
C
E
N
E
 P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
S
 

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
 
P
O
U
R
 
L
A
 R
E
P
R
E
S
,
 

S
I
O
N
 D
E
 L
A
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 E
T
 D
U
 T
R
A
F
I
C
 D
E
S
 P
U
B
'
 

L
I
C
A
T
I
O
N
S
 O
B
S
C
E
N
E
S
.
 
A
C
T
E
 F
I
N
A
L. 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 F
O
R
 T
H
E
 S
U
P
P
E
S
S
I
O
N
 

O
F
 T
H
E
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 O
F
 A
N
D
 T
R
A
F
F
I
C
 I
N
 O
B
S
C
E
N
E
 

P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
S
.
 
F
I
N
A
L
 A
C
T. 

A
N
N
E
X
E
.
 

A
N
N
E
X
.
 

外
務
省
告
ホ
第
三
十
一
号

明
治
新
政
府
の
成
立
及
承
認

附
属
書

猥
褻
刊
行
物
ノ
流
布
及
取
引
禁
止
条
約

久

保

岩

太

郎

田

岡

良

紳

川

彦

松

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

七 七 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

六
六
八

六一 六
〇

五
九
六

五
九
三

五
九
三

五
八

五
八

五
七
〇

五
七
〇

五
六
七

五
六
―

五

五

八

6

8ー



総
ル
ー
マ
ニ
ア
の
変
調
と
小
協
商
の
将
来

米

田

寅

五

九

八

七

七

69ー

目
空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
四
・
完
）

次
国
際
私
法
に
於
け
る
禁
治
産
制
度

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
一
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
九

九
―
一
年
二
月
二
四
日
宣
告

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
三
）

蘇
蒙
互
助
条
約
の
成
立

ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
と
不
干
渉
協
定

サ
ヴ
ァ
ル
カ
ー
事
件

関
於
満
州
国
輿
日
本
国
間
工
業
所
有
権
互
相
保
護
之
協
定

日
満
工
業
所
有
権
保
護
協
定

附
属
協
定

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
八

一
九
一

0
年
一

0
月
二
五
日
宣
告

満
州
国
治
外
法
権
一
部
撤
廃
二
関
ス
ル
日
満
条
約

判
決
第
九
、

オ
リ
ノ
コ
汽
船
会
社
事
件

判
決
第
八
、

附
属
協
定

関
於
在
満
州
国
日
本
国
臣
民
居
住
及
満
州
国
課
税
等
之
満
州
国
輿
日
本
国
間

条
約

日
蘇
条
約
と
両
国
の
新
関
係
ー
ー
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
七
）

I

田

岡

良

江

川

英

文

大

澤
横

田

横

田

喜

田

岡

良

横

田

喜 喜

章 郎 郎

鹿

島

守

之

助

清

水

泰

次

郎

五 五 五 五
三
五
‘

五 五 五 五 五 五 ・五 五 五 五

九

八

五

四

九

八

二

九

九

八

0
六

八

八

0
0

八

七

八

八

七

六

〇

八

七
三
五

八

七

一

〇

七

七

0
九

七

七

0
八

七

七

0
五

七

七

0
四

七

七

〇

七

七

0
0

七

六

八

七



国際法外交雑誌総索引

共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
ノ
附
属
議
定
書

日
独
防
共
協
定

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

一
九
一
三
年
五
月
六
日
宣
告

カ
ル
タ
ー
ジ
ュ
号
事
件

労
働
者
職
業
病
補
償
条
約

外
務
省
告
示
第
四
十
八
号

「
ナ
チ
ス
」
国
際
法
観

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
一
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
―
二
年
―
一
月
―
一
日
宣
告

内
乱
と
国
際
法

カ
ネ
ヴ
ァ
ロ
事
件

判
決
第
一

0
、

ロ
シ
ア
賠
償
事
件

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
A
 R
E
P
A
R
A
T
I
O
N
 

M
A
L
A
D
I
E
S
 P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
N
E
L
L
E
S
 (
R
E
V
I
S
E
E
 E
N
 19
3
4
)
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 W
O
R
K
M
E
N
'
S
 C
O
M
P
E
N
S
A
'
 

T
I
O
N
 F
O
R
 O
C
C
U
P
A
T
I
O
N
A
L
 D
I
S
E
A
S
E
S
 (
R
E
V
I
S
E
D
 1
9
3
4
)
.
 

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
二
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
―
二
年
五
月
三
日
宣
告

1
0
 

判
決
―
―
‘

D
E
S
 

判
決
―
二
、

A
B
K
O
M
M
E
N
 G
E
G
E
N
 D
I
E
 K
O
M
M
U
N
I
S
T
I
S
C
H
E
 I
N
T
E
R
N
A
'
 

T
I
O
N
A
L
E
.
 

横

田

喜

小 立

谷

鶴

次

横

田
大

澤

松

原

作

太

郎

喜

横

田

喜

郎 郎 章 雄 郎

六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
0
 

九
九

八
四

1
0
0
九

1
0
0
0
 

1
0
0
0
 

1
0

九
九
五

九七―――

1
0

九
四
四

1
0

九

゜
7
 

九

八

九

四

1



総 目 汐
国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
二
）

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
四
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
一
四
年
六
月
二
五
日
宣
告

一
四

テ
ィ
モ
ル
島
事
件

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
三
・
完
）

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
三
）

Z
U
S
A
T
Z
P
R
O
T
O
K
O
L
L
 
Z
U
M
 
A
B
K
O
M
M
E
N
 

K
O
M
M
U
N
I
S
T
I
S
C
H
E
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
.
 

外
務
省
声
明

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
二
）

一
九
三
四
ー
一
九
三
五
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
情
勢
（
一
）

日
露
漁
業
条
約
延
長
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
一
三
年
五
月
六
日
宣
告

マ
ヌ
ー
バ
号
事
件

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
一
）

判
決
一
三
、

判
決
一
四
、

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
ニ
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
八
・

結
論
）

I

G
E
G
E
N
 
D
I
E
 

鹿

島

守

之

助

久

保

岩

太

郎

大

澤

横

田

小 小

喜

谷

鶴

次

大

澤

横

田

喜

章 郎 章 郎

又

正

雄

谷

鶴

次

久

保

岩

太

郎

六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

四 四 四

二
六

ニ
八
六

二
0
四

一
八
三

二
0
ニ

二
0

1

1

―

二
三
四

三
0
ニ

三
四
五

一
九
四

―
二
八

1

0
五

1

0

 

1

0
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国際法外交雑誌総索引

A
N
N
E
X
E
 I 

A
N
N
E
X
E
 II 

A
N
N
E
X
E
 III 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
E
 
R
E
G
I
M
E
 
D
E
S
 
D
E
T
'
 

R
O
I
T
S
,
 S
I
G
N
E
E
 A
 M
O
N
T
R
E
U
X
,
 L
E
 V
I
N
G
T
 JU
I
L
L
E
T
 1
9
3
6
 

議
定
書

第
一
附
属
書

第
二
附
属
書

一
九
三
四
ー
一
九
三
五
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
情
勢
（
二
・

完）常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
五
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
教
会
財
産
の
没
収
に

関
す
る
事
件
判
決
一
五
、
一
九
二

0
年
九
月
二
日
と
四
日
宣
告

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
五
・
完
）

「
モ
ン
ト
ル
ー
」
条
約
に
依
る
新
海
峡
制
度

海
峡
制
度
二
関
ス
ル
「
モ
ン
ト
ル
ー
」
条
約

第
三
附
属
書

第
四
附
属
書

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
二
）
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結
論
）

佐

藤

鹿

島

守

之

助

大

澤

横

田

喜

三

舜 章 郎

又

正

雄

六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

五

五

0
七

五

五

0
五

五

五
0
三

五

四

九

五

四

九

〇

五

四

八

九

五

四

八

九

五

四

八

七

五

四

八

六

五

四

七

七

五

四

四

八

五 五 四 四

三
九
〇

三
九
九

四
―
-
=
-

2
 

7
 

一七―

-

1



公
m-倫 目 次

外
務
省
告
ホ
第
二
十
一
号

外
務
省
告
示
第
二
十
二
号

緑
子
間
の
法
律
関
係
を
定
む
る
国
際
私
法
規
定
の
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問

題
（
一
）

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
三
）
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結
論
）

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
六
ペ
ル
ー
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
債
権

の
事
件
判
決
一
六
、
一
九
ニ
一
年
一

0
月
―
一
日
宣
告

永
代
借
地
制
度
解
消
二
関
ス
ル
交
換
公
文

日
英
交
換
公
文

日
英
交
換
公
文
（
英
文
）

日
仏
交
換
公
文

日
仏
交
換
公
文
（
仏
文
）

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
一
）

親
子
間
の
法
律
関
係
を
定
む
る
国
際
私
法
規
定
の
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問

題
（
ニ
・
完
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
三
）

A
N
N
E
X
E
 I
V
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 

江

川

英

文

山

下

康

雄

横

田

喜

郎

鹿

島

守

之

助

久

保

岩

太

郎

江

川

英

文

六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六
三
六

9

9

 

七 七 六 六 六 六
←エ—·
ノ‘ 六

ー上

ノ‘ 六 六 五

一ノ‘
九

173 

六
0
七

六
0
四

六
〇

六
0
0

五
九
八

五
九
八

五
八
〇

五
六
七

五――
1
0

五
一
〇

五
0
九

五

五

0
九

五

五

0
八

五

五

0
八



国際法外交雑誌総索引

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
二
八
年
四
月
四
日
宣
告

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 

阿
片
吸
食
防
止
協
定

A
C
C
O
R
D
 

最
終
議
定
書

A
C
T
E
F
I
N
A
L
 

F
I
N
A
L
 A
C
T
 

外
務
省
告
示
第
三
十
七
号

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
二
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
新
中
立
法
要
義
（
ニ
・
完
）

租
借
地
と
戦
争
(
-
)

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
三
）

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
四
・
完
)
|
|
'
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結

論）

I

一
八

パ
ル
マ
ス
島
事
件

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
七
ア
メ
リ
カ
の
ノ
ル
ウ
エ
ー
船
徴
発
事

件
判
決
一
七
、
一
九
二
二
年
一

0
月
一
三
日
宣
告

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
新
中
立
法
要
義
（
一
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
四
・
完
）

判
決
一
八
、

鹿

島

守

之

助

山

下

康

雄

植

田

捷

雄

立

作

太

郎

横

田

喜

郎

山

下

康

雄

立

作

太

郎

横

田

喜

郎

久

保

岩

太

郎

六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

九

八

八

九

九

八

七

九

八

五

九

八

二

六

八

七
七
三

八

七

四

八

八

七

一

八

七

七

一

七

七

七

0
六

七

七

0
六

七

七

〇

七 七 七 七 七

六
九
六

六
九
六

六九一
六
五
八

六＿―-九

74ー



総
日
本
「
ビ
ル
マ
」
間
通
商
関
係
二
関
ス
ル
条
約

一七

5
 

六
五
．

17

国
際
審
査
委
員
会
報
告
研
究

目
一
九
二
二
年
二
月
二
七
日
提
出

チ
ュ
バ
ン
チ
ア
号
事
件

イ
ギ
リ
ス
帝
国
外
交
の
一
面
（
一
）
（
本
国
と
自
治
領
の
関
係
に
つ
き
て
）

次

常
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七 七 七

五

七

六

六 六 六 六 五 五

四

七

九

五 五 五 五 五 五

六
三
五

81ー

六
一
七

五
五
四

五
二
七

四
九

四
八

四
八
〇

四
七
七

四
七
六

四
七
六

四
七
四

四七―――

四
七



国際法外交雑誌総索引

欧
州
戦
争
と
ト
ル
コ

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
八
パ
ネ
ヴ
ェ
ジ
ス
・
サ
ル
ヅ
チ
ス

キ
ス
鉄
道
事
件
一
九
三
八
年
六
月
三

0
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 N
o
.
 7
5
)
 

一
九
三
九
年
二
月
二
八
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 N
o
.
 7
6
)
 

日
露
漁
業
協
定

P
R
O
T
O
C
OL. 

外
務
省
告
示
第
十
五
号

国
旗
と
国
際
法
(
-
)

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
九
ソ
フ
ィ
ア
電
気
会
社
に
関
す
る

事
件
一
九
三
九
年
四
月
四
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 N
o
.
 7
7
)
 

国
旗
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
ニ
ー
(
-
九
0
七
ー
一
九
一

四）常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
三

0

ベ
ル
ギ
ー
商
事
会
社
事
件

九
三
九
年
六
月
一
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 N
o
.
 7
8
)
 

欧
州
戦
争
と
経
済
戦

（
ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
］
関
係
の
検
討
）

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
二
）
ー
(
-
九
0
七
ー
一
九
一

四） 強
制
的
に
結
ば
れ
た
る
条
約
の
効
力
及
国
際
法
の
淵
源
に
関
す
る
新
説

海
戦
と
空
戦
に
お
け
る
中
立
国
の
権
利
義
務
に
関
す
る
条
約
案

細

野

軍

治

米

田

松

原

横

田

立 横

田

横

田

横

田

喜

賓 雄 郎

細

野

軍

治
又

正

雄

作

太

郎

喜 喜 喜

郎 郎

又

正

雄

郎

J¥ 八 J¥ 八 J¥ 八 J¥ J¥ J¥ 八 J¥ 八 j¥ j¥ 

1
0
 

九

1

0

八
九
五

1
0

八
六
五

九

八
三
七

九

八

一

〇

九

七

九

九

九

七

七

九

八

七

二

六

八

七

0
七

八 七 七 七 七

六
七
五

六
七
〇

六
七
〇

六
六
九

六
五
〇
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総

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
三
）
ー
(
-
九

0
七
ー
一
九
一

四）

I

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 F
O
R
 T
H
E
 O
P
E
R
A
T
I
O
N
 O
F
 R
E
G
U
L
A
R
 A
I
R
 

S
E
R
V
I
C
E
S
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
.
 

国
際
私
法
上
に
於
け
る
法
律
変
更
（
一
）

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
四
）
（
一
九
0
七
ー
一
九
一

四

）

ー

日
本
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
文
化
協
定

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 D
'
A
M
I
T
I
E
 E
T
 D
E
 C
O
L
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N
 C
U
L
'
 

T
U
R
E
L
L
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
A
 H
O
N
G
R
I
E
.
 

支
那
租
界
の
中
立
性
（
一
）

浅
間
丸
事
件

目
我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
二
）

次
外
交
使
節
の
特
権
の
性
質
に
つ
い
て

シ
チ
ー
・
オ
ヴ
・
フ
リ
ン
ト
号
事
件
に
関
す
る
研
究

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
一
）

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
定
期
航
空
業
務
の
運
営
に
関
す
る
協
定

イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
貨
物
捕
獲
令

人
種
的
差
別
に
基
く
婚
姻
禁
止
法
の
渉
外
的
効
力

立 折

茂
大

淵

仁

右

衛

門

三

九

大

平

善

．

梧

三

九

立 折

茂

作

太

郎

三

九
豊

三

九 一九 ＿九

作

太

郎

三

九

細

野

軍

治

三

九

横

田

喜

豊

三

九

久

保

岩

太

郎

三

九

一九 一九

郎
―
―
＿
九

細

野

軍

治

三

九

江

川

英

文

三

九

ニ
ニ
七

二
五
二

二
0
五

一
八
七

一
八
五

一
八
三

一
五
八

一
四
八 三八

七
八 七

九
六
〇

ニ
四
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国際法外交雑誌総索引

条
約
二
関
ス
ル
法
典
案

東
亜
に
於
け
る
旧
体
制
と
新
体
制

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
仮
訳
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
五
日
附
英
国
政
府
回
答
書
翰
（
仮

訳）浅
間
丸
問
題
に
関
す
る
有
田
外
務
大
臣
の
二
月
六
日
議
会
に
於
け
る
説
明

（
昭
和
一
五
・
ニ
・
六
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
英
文
）

倫
敦
海
戦
法
規
会
議
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
問
題
（
一
）
ー
「
国
際
法

に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
賠
償
」
の
一
節

支
那
租
界
の
中
立
性
（
二
）

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
効
力
延
長
二

関
ス
ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
際
法
研
究
会

一
又
正
雄
（
訳
）

紳

川

彦

松

三

九

大

平
安

井

善

一九 一九 一九

梧

三

九

郁

三

九 一九 一九 ＿九 一九 一九 一九

四 四 四 四 四 四

六
四

六一
ニ
八
三

1

1

1

0

九

三
四
一 二

六

二
九
五

ニ
八
七

ニ
八

ニ
八
〇

二
七
七

二
七
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総 目

コ
ー
デ
ル
・
ハ
ル
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
観

紳

川

彦

松

三

九

J¥ 

奥

平

武

彦

三

九

次
米
、
蘇
、
独
の
国
際
法
観
に
対
す
る
若
干
の
考
察
（
一
）

又

正

雄

三

九

一
九

最
終
議
定
書

T
R
A
I
T
E
 D
E
 C
O
M
M
E
R
C
E
 E
T
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 

一
九

一
九

倫
敦
海
戦
法
規
会
議
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
問
題

際
法
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
賠
償
」
の
一
節
l

条
約
登
録
の
義
務
と
効
果

ア
ド
ミ
ラ
ル
・
グ
ラ
ー
フ
・
シ
ュ
ペ

1
号
事
件

日
本
「
ウ
ル
グ
ア
イ
」
間
通
商
航
海
条
約

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 F
I
N
AL. 

一
九

立

作

太

郎

三

九

小

谷

鶴

次

三

九

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
一
）

安
全
水
域
に
関
す
る
パ
ナ
マ
宣
言

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
四
・
完
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
法
律
変
更
（
三
・
完
）

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
三
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
法
律
変
更
（
二
）

（
ニ
・
完
）

プ
ロ
テ
ク
ト
ラ
ー
ト
・
ベ
ー
メ
ン
及
メ
ー
レ
ン
の
基
礎
法

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
ニ
・
完
）

|

「

国

奥

平

武

彦

三

九

横

田
折

茂

喜

久

保

岩

太

郎

三

九

市

毛

孝

折

茂

安

井

郎

三

九

豊

三

九

＿九

豊

三

九

郁
―
―
＿
九

久

保

岩

太

郎

一

二

九

八 八 七 七 七 七 七

五

九

五

七

五

六

六

七

五

四

七

六 六 六 ........ 
ノ‘ 五 五 五

七

0
三

六

七

六

六

三

九

六

三

七

六
一

六
一

六
一

三

九

〇

五――
1
0

四

九

六

四

七

五

四

五

五

四
0
六

六

五
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国際法外交雑誌総索引

ル
ー
マ
ニ
ア
領
土
変
動
に
つ
き
て

戦
数
論

満
州
二
於
ケ
ル
日
満
合
弁
通
信
会
社
ノ
設
立
二
関
ス
ル
協
定
ノ
修
正
二
関
ス

ル
議
定
書

関
於
修
正
「
関
於
設
立
瀾
州
満
日
合
弁
通
信
公
司
之
協
定
」
之
議
定
書

仲
裁
裁
判
の
法
的
本
質
1

そ
の
事
実
的
考
察
ー
ー
＇

米
、
蘇
、
独
の
国
際
法
観
に
対
す
る
若
千
の
考
察
（
ニ
・
完
）

明
日
の
国
際
法

自
由
主
義
時
代
の
典
型
植
民
地
ー
—
英
領
豪
州
植
民
地
の
成
立
ー

外
交
使
節
の
特
権
及
免
除
並
に
領
事
の
法
的
地
位
及
職
務
に
関
す
る
二
法
典

案仏
蘭
西
の
戦
時
国
籍
立
法

Z
W
I
S
C
H
E
N
 

日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約

D
R
E
I
M
A
C
H
T
E
P
 A
K
T
 

L
I
E
N
 U
N
D
 
J

A
P
A
N
 

P
A
T
I
O
 T
R
I
P
A
R
T
I
T
O
 F
R
A
 L
'
I
T
A
L
I
A
,
 L
A
 G
E
R
M
A
N
I
A
 E
 I
L
 

G
I
A
P
P
O
N
E
 

外
交
技
術
と
し
て
の
善
隣
政
策

戦
時
国
際
法
の
特
色
か
ら
観
た
戦
争
の
意
義

D
E
U
T
S
C
H
L
A
N
D
,
 
I
T
A
'
 

米

田

松

下

正

田

岡

良

賓

四

〇

壽

四

〇

江

川

英

文

三

九

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
膵
痣
塊
九
会

一
又
正
雄
（
訳
）

楊

井

克

巳

三

九

大

淵

仁

右

衛

門

三

九

松

原

又

正

雄

一

二

九

横

田

喜

四
〇 一九 一九 一九 元

雄
一
二
九

郎
―
―
―
九 一九 元

八
五 一七

1
0

九
0
0

1
0

八
九
八

1
0

八
九
七

1
0

八
八
七

1
0

八
七
八

1
0

八
四

1
0
 

八
二
三

九

八

九

七

八

六

九

七
八

七

二

〇

八

七

九

186 



総 目 次

友
好
関
係
ノ
存
続
及
相
互
ノ
領
土
尊
重
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
条

約

四
〇

ニ
八
五

78
 

ー

ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
援
英
政
策
の
発
展

国
家
承
認
と
国
家
の
「
国
際
法
団
体
へ
の
加
入
」
（
ニ
・
完
）

中
日
満
共
同
宣
言

ド
イ
ツ
外
交
の
政
治
経
済
的
背
景
（
一
）
—
ー
共
和
政
府
時
代
の
外
交
政
策

満
華
日
共
同
宣
言

関
於
中
華
民
国
日
本
国
間
基
本
関
係
条
約

附
属
議
定
書

中
日
両
国
全
権
委
員
間
関
於
附
属
議
定
書
了
解
事
項

日
満
華
共
同
宣
言

附
属
議
定
書
二
関
ス
ル
日
華
両
国
全
権
委
員
間
了
解
事
項

戦
時
に
於
け
る
船
舶
国
籍
の
移
転

ア
メ
リ
カ
の
駆
逐
艦
譲
渡

日
本
国
中
華
民
国
間
基
本
関
係
二
関
ス
ル
条
約

附
属
議
定
書

国
家
承
認
と
国
家
の
「
国
際
法
団
体
へ
の
加
入
」
（
一
）

紳

川

彦

松

四

〇

田

畑

茂

田

中

直

横

田
田

畑

茂

立

喜

郎

四

〇

吉

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

郎

四

〇

郎

四

〇

作

太

郎

四

〇

二
六
四

二
0
五

二
0
四

二
0
ニ

二
0
1
――

二
0
三ロ

二
0

二
0
0

一
九
九

一
九
八

一
九
六

一
七
七

一
四
九

1

0
五



国際法外交雑誌総索引

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
 C
O
N
C
E
R
N
'
 

I
N
G
 
T
H
E
 C
O
N
T
I
N
U
A
N
C
E
 
O
F
 F
R
I
E
N
D
L
Y
 
R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

A
N
D
 T
H
E
 M
U
T
U
A
L
 R
E
S
P
E
C
T
 O
F
 E
A
C
H
 O
T
H
E
R
'
S
 T
E
R
'
 

R
I
T
O
R
I
A
L
 I
N
T
E
G
R
I
T
Y
.
 

外
務
省
告
示
第
三
十
九
号

法
人
の
敵
性

領
事
ノ
法
的
地
位
及
職
務
二
関
ス
ル
法
典
案

同
盟
条
約
を
続
る
諸
問
題

戦
争
と
政
治
と
の
関
係

ロ
ビ
ン
ム
ー
ア
号
撃
沈
事
件
に
付
て

タ
イ
仏
印
紛
争
調
停
会
議
に
於
け
る
国
際
法
問
題

第
二
次
欧
州
大
戦
直
前
に
於
け
る
波
蘭
を
続
る
英
独
交
渉

保
障
及
政
治
的
了
解
二
関
ス
ル
日
本
国
「
フ
ラ
ン
ス
」
国
間
議
定
書

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
二
）

最
近
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ウ
ヰ
ア
の
推
移
に
つ
き
て

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
一
）

現
戦
争
に
於
け
る
ス
エ
ズ
運
河
の
地
位

ド
イ
ツ
外
交
の
政
治
経
済
的
背
景
（
二
）
ー
—
'
共
和
政
府
時
代
の
外
交
政
策

桂

．

原

松

本

俊

立 大

澤
米

田

大

澤

立

作

太

郎

四

〇

田

中

直

四
〇

署

四

〇 四
〇

章

四

〇

肺

川

彦

松

四

〇

賓

四

〇

又

正

雄

四

〇 章

四

〇

又

正

雄

四

〇

作

太

郎

四

〇
吉

四
〇

大

平

善

梧

四

〇

四
〇

四
〇

七 七 七 六 六 六 五

四

六

五 五 四 四 四 四

六
二
五

六

0
五

五
七

五
一
七

四
八 六一

＿
―
-
三
四

三
五
一

三
七
七

三
九
九

五
八
三

ニ
八
九

ニ
八
八

ニ
八
七
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総 目 次

経
済
的
統
制
及
監
理
の
戦
時
国
際
法
に
於
け
る
影
響

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
三
）

武
器
取
引
取
締
会
議
に
於
け
る
化
学
戦
問
題

根
本
規
範
と
し
て
の
パ
ク
タ
・
ズ
ン
ト
・
セ
ル
ヴ
ァ
ン
ダ
条
約
法
と
の

関
係
ー
ー

保
障
及
政
治
的
了
解
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
議
定
書

仏
領
印
度
支
那
二
関
ス
ル
日
仏
居
住
航
海
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 F
R
A
N
C
O
'J
A
P
O
N
A
I
S
E
 D
'
E
T
 A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
 

E
T
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 R
E
L
A
T
I
V
E
 A
 L
'
I
N
D
O
C
H
I
N
E
 F
R
A
N
'
 

<
;
A
I
S
E
 

日
本
国
印
度
支
那
間
関
税
制
度
、
貿
易
及
其
ノ
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
日
仏

協
定

A
C
C
O
R
D
 
F
R
A
N
C
O
'J
A
P
O
N
A
I
S
 
R
E
L
A
T
I
F
 
A
U
 R
E
G
I
M
E
 

D
O
U
A
N
I
E
R
,
 
A
U
X
 E
C
H
A
N
G
E
S
 
C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 
E
T
 A
 

L
E
U
R
S
 
M
O
D
A
L
I
T
E
S
 
D
E
 
R
E
G
L
E
M
E
N
T
 
E
N
T
R
E
 
L'IN' 

D
O
C
H
I
N
E
 E
T
 L
E
 JA
P
O
N
 

「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

非
武
装
地
帯
二
関
ス
ル
規
定
ノ
履
行
二
関
ス
ル
議
定
書

国
境
画
定
委
員
会
ノ
構
成
及
運
用
二
関
ス
ル
議
定
書

立 大

繹

四
〇

作

太

郎

四

〇
章

四

〇

山

下

康

雄

四

〇

前

原

光

雄

四

〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

J¥ 八

七

四

〇

八

七

一

九

J¥ 八 七 七 七 七 七 七 七

七
五
六

七
0
三

六
六
九

六
五
六

六
四
七

六
三
八

六 六
二
九

六
二
八

六
二
六
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国際法外交雑誌総索引

支
那
に
於
け
る
領
事
裁
判
の
起
源

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
相
続

国
家
間
の
国
際
法
か
ら
大
陸
間
の
国
際
法
へ

武
器
取
引
取
締
会
議
に
於
け
る
化
学
戦
問
題
（
ニ
・
完
）

「
ル
ー
マ
ニ
ャ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

「
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ャ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二

関
ス
ル
議
定
書

「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
三
国
条
約
参
加
二
関
ス

ル
議
定
書

大
日
本
帝
国
及
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
中
立
条
約

日
本
国
「
イ
ラ
ン
」
国
間
修
好
条
約

t
R
.
A
I
T
E
 D
'
A
M
I
T
I
E
 E
N
T
R
E
 L
'
E
M
P
I
R
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
 E
T
 L'
E
M
'
 

P
I
R
E
 D
E
 L'
I
R
A
N
 

仏
領
印
度
支
那
共
同
防
衛
二
関
ス
ル
日
本
国
「
フ
ラ
ン
ス
」
国
間
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 
E
N
T
R
E
 
L
A
 F
R
A
N
C
E
 
E
T
 L
'
E
M
P
I
R
E
 
D
U
 

J

A
P
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 L
A
 D
E
F
E
N
S
E
 E
N
 C
O
M
M
U
N
 D
E
 

L
'
I
N
D
O
C
H
I
N
E
 F
R
A
N
C
A
I
S
E
 

強
制
に
よ
る
条
約
の
効
力

植

田

捷

雄

四

〇

久

保

岩

太

郎

四

〇

四

〇

ジ
ー
・
エ
ム
・
ペ
リ
ッ
チ

高

野

雄

一

爺

訳

山

下

康

雄

四

〇

小

谷

鶴

次

四

〇

四

〇

四

〇

四

〇

四

〇

四

〇

四

〇

四

〇

四

〇

1
0

八

七

七

1
0

八

五

九

八
三
三

九

八

一

〇

九

七

六

九

八

七

六

六

八

七

六

六

八

七

六

四

八

七

六

一

八

七

六

八

七

五

九

八

七

五

八

，゚
 

八

七

五

七

1



総

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 

外

ー
帝
国
政
府
の
対
米
通
牒
覚
書
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
外
務
省

目
公
表
）

外 安

井

務

次

S
u
m
m
a
r
y
 of
 t

h
e
 J
a
p
a
n
e
s
e
'
A
m
e
ri
c
a
n
 N
e
g
ot
i

at
i

ons. 
(
D
e
c
e
m
b
e
r
 8
t
h, 

1
9
4
1
)
 

日
米
交
渉
経
過
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
外
務
省
公
表
）

務

香
港
植
民
地
全
沿
岸
の
封
鎖
宣
言

駐
支
英
米
軍
隊
の
撤
退

植

田

捷

雄

四

又

正

省

四

省

四

気
比
丸
事
件

雄＂郁

ア
メ
リ
カ
中
立
法
の
改
正

(

-

)

 

事
変
法
規
制
定
の
必
要

「
パ
ラ
オ
」
「
デ
ィ
リ
ー
」
間
航
空
業
務
設
定
二
関
ス
ル
日
本
国
政
府
「
ポ
ル

ト
ガ
ル
」
国
政
府
間
協
定

A
C
C
O
R
D
 E
N
T
R
E
 L
E
S
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
S
 J
A
P
O
N
A
I
S
 E
T
 

P
O
R
T
U
G
A
I
S
 
P
O
U
R
 L
'
E
T
 A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
 D
'
U
N
 
S
E
R
V
I
C
E
 

A
E
R
I
E
N
 E
N
T
R
E
 P
A
L
A
O
 E
T
 D
I
Li. 

船
舶
の
破
壊
の
場
合
に
於
け
る
敵
船
中
の
中
立
貨
及
中
立
船
中
の
敵
貨
（
一
）

欧
州
外
交
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

腿
肪
獣
問
題
の
歴
史
（
一
）

強
制
に
よ
る
条
約
の
効
力
（
ニ
・
完
）

横

田
須

山

逹

夫

四

誹

川

彦

松

四

立 山

名

喜

壽

四 四 四 四

郎

四

作

太

郎

四

四
〇

四
〇

四
〇

小

谷

鶴

次

四

〇

1
0
 

1
0
 

ー

1
0
五
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1
0
0
 

九 八
七

六
六

六
五

六
〇

五
六

四

1
0

九
五
七

1
0

九
五
五

九

四
九
0
八



国際法外交雑誌総索引

外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
（
一
）

船
舶
の
破
壊
の
場
合
に
於
け
る
敵
船
中
の
中
立
貨
及
び
中
立
船
中
の
敵
貨

（
ニ
・
完
）

大
東
亜
戦
争
と
チ
モ
ー
ル
問
題

マ
ニ
ラ
市
の
陥
落
と
米
西
戦
争
当
時
の
回
顧

大
東
亜
戦
争
と
支
那
租
界

比
島
に
於
け
る
公
有
財
産
処
理
の
問
題

文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ブ
ラ
ジ
ル
」
国
間
条
約

C
O
N
V
E
N
I
O
 D
E
 I
N
T
E
R
C
A
M
B
I
O
 C
U
L
T
U
R
A
L
 E
N
T
R
E
 O
 JA
P
A
O
 

E
 O
 B
R
A
S
I
L
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
A
 
C
O
L
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N
 

C
U
L
T
U
R
E
L
L
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
E
 B
R
E
S
I
L
 

「
ク
ロ
ア
チ
ア
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
議

定
書

P
R
O
T
O
K
O
L
L
 

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 

日
本
国
、
「
ド
イ
ツ
」
国
及
「
イ
タ
リ
ア
」
国
間
協
定

香
港
史

米

田

立

四 四 四 四 四 四 四 四

植

田

捷

雄

四

松

下

正

壽

四

大

平

．

善

梧

四

肺

川

彦

松

四

賓

四

作

太

郎

四

江

川

英

文

四

二

0
四 ： ニ

ニ
七

一
七
三

一
八
三

二

0
三

二

0
二
0
0

一
九
九

一
九
七

一
九
五

一
九
四

一

七

八

一
六
九

一
五
〇
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総
伴
虜
郵
便
為
替
規
則

目
伴
虜
郵
便
規
則
中
改
正

次

敵
産
管
理
法

国
際
法
学
会
の
過
去
及
現
在

捕
獲
審
検
令
中
改
正

捕
獲
審
検
所
及
高
等
捕
獲
審
検
所
開
設
二
関
ス
ル
件

捕
獲
審
検
令
中
改
正

伴
虜
収
容
所
条
例
改
正

伴
虜
情
報
局
官
制

戦
時
禁
制
品
二
関
ス
ル
海
軍
省
告
示

マ
ニ
ラ
市
の
軍
政
施
行
と
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
協
定

大
東
亜
戦
争
と
戦
時
禁
制
品
戦
時
海
上
通
商
の
一
傾
向
ー
ー
_

国
交
断
絶

戦
争
状
態
開
始
後
に
於
け
る
敵
国
外
交
使
節
の
地
位

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
同
盟
条
約

大
東
亜
戦
争
と
帝
国
海
戦
法
規

欧
州
外
交
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
二
）

腿
訥
獣
問
題
の
歴
史
（
二
）

山

田

前 江

川

英

文

四

横

田
立

原

光

雄

四

又

正

雄

四

喜 作

太

郎

四

須

山

逹

夫

四

紳

川

彦

松

四

信

夫

淳

四 四 四 四 四 四 四 四

良

四

郎

四
平

四
四

三
0
0

二

九

九

二

九

八

二

九

七

二

九

六

二

九

五

二

九

五

二

九

四

ニ
八

二

六

九

二

六

五

二

六

0

二

五

五

ニ
四
八

ニ
ニ
〇

ニ
―
二
八

二

0
七

二

0
五
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国際法外交雑誌総索引

貨
物
の
敵
性
決
定
の
規
準
（
ペ
イ
チ
博
士
の
新
論
文
）

反
枢
軸
共
同
宣
―
―
-E

リ
オ
会
議
の
背
景

捕
獲
を
行
ふ
官
憲
及
捕
獲
の
行
は
る
る
場
所

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
世
界
政
策
（
一
）

外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
（
ニ
・
完
）

海
戦
法
規
の
修
正
規
定

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
と
そ
の
意
義

リ
オ
会
議
の
成
果

米
州
国
際
法
の
基
礎
理
念
（
一
）

満
州
建
国
十
年
の
回
顧

鷹
訥
獣
問
題
の
歴
史
（
三
・
完
）

英
帝
国
及
自
治
領
の
国
際
法
上
の
地
位

領
事
裁
判
法
の
改
正

英
租
界
の
国
府
移
管

伴
虜
給
与
規
則

伴
虜
宛
贈
答
品
等
無
賃
運
送
取
扱

大

平

善

梧

四

横

田

喜

立 須

山

逹

夫

四

植

田

捷

雄

四

松

下

正

壽

四

立 安

井

横

田
立

郎

四

作

太

郎

四

作

太

郎

四

喜

郁

四

郎

四

松

下

正

壽

四

誹

川

彦

松

四
作

太

郎

四

榎

本

重

治

四

江

川

英

文

四

田

中

直

吉

四 四 四

五

五

0
四

五

五

0
0

五

四

九

四

五

四

七

五

四

四

九

五

四

0
九

四

四

0
0

四 四 四 四 四 四 四 四

一
九
六

三
七
二

三
八
一

三
八
五

三
八
九 六

二
六

三
0
0

三
0
1

三
0
三
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総 目 次
本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
二
）

マ
ル
チ
ニ
の
海
戦
法
規
改
正
提
案
に
つ
い
て

題
研
究
の
一
齢

ジ
ャ
バ
島
の
軍
政

伴
虜
に
関
す
る
法
規
の
改
正

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
の
第
七
回
効

力
延
長
に
関
す
る
議
定
書

戦
時
二
於
ケ
ル
領
事
官
ノ
裁
判
ノ
特
例
二
関
ス
ル
法
律

支
那
の
内
河
航
行
権

米
州
国
際
法
の
基
礎
理
念
（
ニ
・
完
）

「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
市
国
」
の
特
質
及
我
国
よ
り
の
使
節
派
遣

印
度
国
民
運
動
と
参
戦
問
題

大
東
亜
戦
争
二
於
テ
敵
国
ノ
執
ル
措
置
二
鑑
ミ
大
正
三
年
軍
令
海
第
八
号
海

戦
法
規
ノ
一
部
卜
異
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
件

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
世
界
政
策
（
ニ
・
完
）

ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
の
現
状

マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
島
問
題
を
続
る
米
仏
関
係

中
立
国
に
依
る
交
戦
国
の
利
益
の
保
護

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
(
-
)

(
-
)
ー
—
戦
時
海
上
通
商
問

田

付

景

田

中

直

前 立 立 高

又

正

雄

四

又

正

雄

四

田

付

井

手

景

吉

又

正

雄

四

原

光

雄

四

誹

川

彦

松

四
作

太

郎

四

作

太

郎

四

橋

通

敏

四

松

下

正

壽

四

大

平

善

梧

四

六

四 四 四 四 四 四

七 七 七 七 七 六 六 六 一ノ‘ 六 六 六 六 六

六
九
七

95ー

六
九

六
七
七

六
四
八

六
二
七

六 六 六
0
四

五
九
八

五
八
八

五
七
五

五
六
八

五
四
五

五

五

五

一

九

五

五

0
九



国際法外交雑誌総索引

日
本
と
敵
性
諸
国
と
の
関
係

大
東
亜
戦
争
と
支
那
事
変

日
泰
金
融
協
定

国
民
政
府
の
幣
制
統
一

捕
獲
審
検
所
の
適
用
法
規

永
代
借
地
権
問
題
に
関
す
る
若
干
の
法
理
的
考
察

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
三
・
完
）

欧
州
外
交
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

（三）

関
東
州
敵
産
管
理
令

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

占
領
地
と
領
域
の
概
念

南
洋
諸
島
二
於
ケ
ル
敵
産
ノ
管
理
二
関
ス
ル
件

敵
産
管
理
法

敵
産
管
理
法
施
行
令

敵
産
管
理
法
ヲ
朝
鮮
・
台
湾
及
樺
太
二
施
行
ス
ル
ノ
件

敵
産
管
理
法
施
行
規
則

ポ
リ
テ
ィ
ス
の
訃

米
州
に
於
け
る
在
留
邦
人
取
扱
問
題

佐

藤

信

太

郎

四

立 植

田

捷

雄

四

大

平
安

井

作

太

郎

四

横

田

喜

田

付

景

大

澤
横

田

喜

善

梧

四
郁

四

郎

四

四

軸

川

彦

松

四

章

四

四 四 四 四 四 四 四

郎

四

松

下

正

壽

四

九

八

八

〇

九

八
三
五

八

J¥ 

八

八

一

四

八

八

0
九

八

八

0
四

八

七

九

八

七

七

〇

八

七
三
一

七

七

二

八

七

七

二

八

七

七

二

七

七

七

二

七

七

七

二

五

七 七

七
一
三

七
二
三

七

七

0
六

七

七

〇
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総 目 次

ブ
ラ
ジ
ル
の
参
戦

潜
水
艦
及
び
軍
用
航
空
機
の
商
船
に
対
す
る
行
動

禁
制
品
輸
送
船
の
制
裁
に
関
す
る
純
日
本
主
義
及
其
の
根
拠

上
海
土
地
永
租
権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
一
）

東
亜
政
局
の
進
展
と
国
民
政
府
の
地
位

英
米
ソ
協
定

日
•
仏
印
経
済
協
定

空
間
と
国
際
法

今
次
戦
争
に
於
け
る
国
際
赤
十
字
の
活
動
振
り

泰
•
仏
印
の
新
国
境

国
交
断
絶
と
条
約
の
効
力

戦
争
と
米
国
、
拉
丁
米
の
関
係

日
英
及
日
米
間
外
交
官
、
領
事
官
及
在
留
民
の
交
換

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

太

田

米

田
松

原

四 四 四 四 四

郎

四

松

下

正

壽

四

賓

四

又

正

雄

四

雄

四

大

平

善

梧

四

立 英 前

作

太

郎

四

須

山

逹

夫

四

原

光

雄

四

大

平

善

梧

四

横

田

喜

修

道

四 郎

四一ー，
1

,

植

田

捷

雄

四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

―
―
四
二

―
―
四
三

―
―
四

―
―
四

―
―
二

0

―
一
三
八

―
―
―
七

1
0
九

1
0
六
七

1
0
四

1
0
0
五

九
三
七

九
九
三

1
0
0
三

九
七

九

九

一

九

九

九

一

四

九

八

九

七
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大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

我
国
に
於
け
る
戦
時
国
際
法
の
発
達

大
陸
連
合
体
建
設
の
基
礎
条
件

上
海
土
地
永
租
権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
ニ
・
完
）

敵
性
工
業
所
有
権
の
処
理

仏
領
印
度
支
那
「
タ
イ
」
国
間
国
境
画
定
二
関
ス
ル
議
定
書

非
武
装
地
帯
二
関
ス
ル
議
定
書

最
終
議
定
書

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

阿
片
戦
争
論
（
一
）

チ
リ
ー
の
動
向

米
英
の
在
支
治
外
法
権
の
撤
廃
政
策

敵
機
の
搭
乗
員
処
罰

敵
産
管
理
法
施
行
令
の
改
正

大

平

善

梧

四

松

下

正

壽

四

佐

藤

信

太

郎

四

植

田

捷

雄

四

信

夫

淳

平

四

前

原

光

雄

四

江

川

英

文

四

江

川

英

文

四

英

四 四 四 四 四 四 四 四

修

道

四

紳

川

彦

松

四

七
八

七 四
八

―
―
七
ニ

―二

0
八

―二

0
九： ―

ニ
ニ
七： ／ 

―
二
三
四

―二＿―-五

ニ
＝
―
-
八

二
＿
四
一

―二

0
六

―
―
四
五
9
8

ー



総 目 次
租
界
還
付
及
治
外
法
権
撤
廃
等
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民
国
間
協
定

戦
争
完
遂
二
付
テ
ノ
協
カ
二
関
ス
ル
日
華
共
同
宣
言

国
際
私
法
に
お
け
る
養
子
の
相
続
権
に
つ
い
て

判
例
を
中
心
と
し
て

阿
片
戦
争
論
（
二
）

大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
二
完
）

捕
獲
と
捕
獲
審
検
所

阿
片
戦
争
論
（
三
・
完
）

総
力
戦
と
戦
時
占
領

日
•
仏
印
決
済
協
定

帝
国
の
租
界
還
付
．
治
外
法
権
撤
廃

チ
リ
ー
の
断
交

日
本
国
仏
領
印
度
支
那
間
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
交
換
公
文

日
本
国
仏
領
印
度
支
那
間
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
交
換
公
文
（
仏
文
）

国
際
法
に
於
け
る
管
轄
権
分
配
の
基
本
原
則
（
一
）

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
文
化
協
定

日
本
国
タ
イ
国
間
文
化
協
定
に
付
て

ツ
ー
ロ
ン
事
件
と
そ
の
前
後

(
-
)
ー
ー
ょ
フ
ラ
ン
ス
の
一

松

下

正

壽

四

植

田

捷

雄

四

大

平

善

梧

四

立 箕

輪

立 折

茂

四 四 四 四

作

太

郎

四

植

田

捷

雄

四

小

谷

鶴

次

四

四

郎

四

作

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四

植

田

捷

雄

四

豊

四

又

正

雄

四

二
六 ： ロ

三
一
四

二
九
九

二
九
二

ニ
八
八

二
七

二
―
五

一九 一
八
五

一
五
九

一
三
五

二
三
七

1
0
七

八
九
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第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

政 広
域
圏
の
要
件

国
際
私
法
に
お
け
る
養
子
の
相
続
権
に
つ
い
て

の
一
判
例
を
中
心
と
し
て

ロ
バ
ー
ツ
委
員
会
報
告
と
日
米
開
戦
に
関
す
る
法
律
上
及
道
義
上
の
責
任

仏
国
の
在
支
租
界
還
付
．
治
外
法
権
撤
廃

広
州
湾
租
借
地
へ
皇
軍
の
進
駐

T
H
E
 T
E
X
T
 O
F
 T
H
E
 R
O
B
E
R
T
S
 C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 R
E
P
O
R
T
 O
N
 

T
H
E
 P
E
A
R
L
 H
A
R
B
O
R
 D
I
S
A
S
T
E
R. J
an. 2
3
,
 
1
9
4
2
.
 

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

（
ニ
・
完
）
フ
ラ
ン
ス

一
般
外
交
方
針

共
栄
圏
政
策
（
一
）

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説
（
二
）
そ
の
他
の
地
域

国
際
法
問
題

敵
産
の
処
理

占
領
地
の
軍

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

国
と
満
州
国

植

田

捷

雄

四

中
華
民

外
交
問
題

序

国
際
法
に
於
け
る
管
轄
権
分
配
の
基
本
原
則
（
ニ
・
完
）

国
際
私
法
に
於
け
る
不
統
一
法
国
法
の
指
定

経
済
協
力
に
関
す
る
日
独
間
及
日
伊
間
協
定

江

川

英

文

四

前 川

原

次

軸

川

彦

松

四

横

田

喜

小

谷

鶴

次

四

江

川

英

文

四

大

平

善

梧

四

井

手

植

田

捷

雄

四

立

原

光

雄

四

折

茂

作

太

郎

四

川

原

次

吉 吉

郎

四

郎

四
六

四 四

豊

四
郎

四

五

五

一

五

五

五

五

五

0
四

五

四

九

五 五

四

八

五 五 四

四

0
八

四 四 四 四 四 四

四
六 八

六

三
一
九

三
三
五

三
七
三

三
九
〇

三九―――

四
三
七

四

八

三
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総 目
大
北
電
信
会
社
の
特
許
状
に
就
て

次

政
治
技
術
と
し
て
の
国
際
法

高
千
穂
丸
事
件

不
平
等
条
約
と
伊
•
仏
・
西
・
丁
・
瑞

常
務
理
事
立
作
太
郎
博
士
逝
去

安
南
と
順
化
条
約
（
一
）

弔
辞

略
歴

理
事

特
殊
財
産
資
金
特
別
会
計
法

占
領
地
軍
政
官
憲
ノ
為
シ
タ
ル
行
為
ノ
法
律
上
ノ
効
力
等
二
関
ス
ル
法
律

在
満
日
本
人
ノ
身
分
二
関
ス
ル
満
州
国
裁
判
ノ
効
カ
二
関
ス
ル
法
律

日
満
地
方
税
徴
収
事
務
共
助
法

伴
虜
処
罰
法

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

外
貨
債
処
理
法

故
立
作
太
郎
博
士

日
満
関
係

伴
虜
の
取
扱

敵
国
在
留
邦
人
の
待
遇

四

藤

崎

萬

里

四

大

平

善

梧

四

横

田
秋

保

喜

郎

四
郎

四

松

下

正

壽

四

山

田

横

田

喜

良

四
四 四 四 四 四 四 四 四

又

正

雄

四

松

下

正

壽

四

二

， 郎

四

六 六 六 六 六 六 六 六 六

六 六
一
四

六 六
〇

五
八
九

五
五
九

五

五

五

六

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

〇

五

五

四

九

五

五

二

七

五

五
二
三

五

五

一

八
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ド
・
ゴ
ー
ル
11

ジ
ロ
ー
の
合
流
ま
で

又

正

雄

四

仏
国
の
在
支
租
界
返
還

帝
国
特
命
全
権
大
使
ガ
政
府
ノ
承
認
ヲ
条
件
ト
シ
テ
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会

主
義
共
和
国
連
邦
ノ
代
表
者
卜
共
二
署
名
シ
タ
ル
議
定
書

友
好
及
文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
間
条
約

大

平

善

梧

四

病
院
船
の
攻
撃

横

田

安
南
と
順
化
条
約
（
二
）

秋

保
又

正

雄

四

従
軍
所
感
と
国
際
法

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
一
）

信

夫

喜

淳

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

郎

四

郎

四
平

四

Int
e
r
n
at
i
o
n
a
l
 S
e
r
vi
t
u
d
e
s
 

四 四 四

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
イ
タ
リ
ヤ
」
国
間
協
定

四

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ド
イ
ツ
」
国
間
協
定

四

伴
虜
派
遣
規
則
中
改
正

四

伴
虜
労
務
規
則

伴
虜
派
遣
規
則

四四

評
議
員

総
長
弔
辞

外
務
大
臣
弔
辞

奥
平
武
彦
氏
逝
去

内

田

詳

重

光

四 四

葵

四

七 七

七

二

七

七

七

七

七

一

〇

七 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

七
三
一

六

七

六

五

七

六

五

六

六

四

六

六

四

五

六

四

四

六

四
六

四

〇

六

三

八

六
一
二
六

六

三

五

六

三

四

六

三

四
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総 目 次

大
東
亜
共
栄
圏
の
国
際
関
係
と
「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
の
関
係
に
就
て

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
革
命

上
海
共
同
租
界
の
還
附
実
施

専
管
租
界
還
付
実
施
二
関
ス
ル
細
目
取
極
北
京
公
使
館
区
域
回
収
実
施
二
関

ス
ル
取
極
及
履
門
鼓
浪
嶼
共
同
租
界
回
収
実
施
二
関
ス
ル
取
極

租
借
条
約
と
戦
争

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
二
）

日
独
銀
行
支
払
協
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

第
一
号
事
件

第
五
号
事
件

ド
イ
ツ
の
世
界
大
戦
政
策
（
一
）

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
三
）

ビ
ル
マ
国
の
独
立

在
支
敵
産
の
移
管
(
-
)

日
本
国
「
ビ
ル
マ
」
国
間
同
盟
条
約

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限

安
南
と
順
化
条
約
（
三
・
完
）

大

睾
、
1

章

四
四

植

田

捷

雄

四

大

平

大

平
秋

保

大

平

善

田

中

直

松

下

正

善 善

梧

四

又

正

雄

四

吉

四

田

村

幸

策

四

四 四 四

壽

四

植

田

捷

雄

四

梧

四

又

正

雄

四

郎

四

梧

四
四

1
0
 

九

九

七

九

九

四

五

九 九

九

0
六

九

八

九

九 j¥ 

八
六
五

八

八

五

六

八

八

五

八

八

五

八

八

三

六
八
三
二

九
三
九

九
七
三

八

八

二

九

八

七

九

五

八

七

七

八

八

七

五

九

七

七
五
三

203 



国際法外交雑誌総索引

占
領
地
統
治
に
関
す
る
国
際
法
規
の
再
吟
味
（
ニ
・
完
）

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
四
・
完
）

在
華
課
税
権
の
移
管

在
支
敵
産
の
移
管
（
二
）

第
八
二
臨
時
議
会
の
外
交
•
国
際
関
係
問
題

中
華
民
国
二
於
ケ
ル
日
本
国
国
民
二
対
ス
ル
課
税
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民

国
間
条
約

中
華
民
国
二
於
ケ
ル
日
本
国
臣
民
二
対
ス
ル
課
税
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民

国
間
条
約
二
関
ス
ル
日
華
両
国
全
権
委
員
間
了
解
事
項

外
務
省
大
東
亜
省
告
示
第
三
号

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限
（
ニ
・
完
）

ド
イ
ツ
の
世
界
大
戦
政
策
（
ニ
・
完
）

占
領
地
住
民
の
政
治
参
与

バ
ド
リ
オ
政
権
の
降
伏
と
在
東
亜
伊
権
益
の
処
置

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

米
国
の
支
那
人
排
斥
法
廃
棄
案
に
つ
き
て

附
属
協
定

占
領
地
統
治
に
関
す
る
国
際
法
規
の
再
吟
味
（
一
）

山

下

康

雄

四

米

田

寅

四

植

田

捷

雄

四

前

原

．

光

雄

四

田

中

直

大

澤
川

原

次

英

吉

吉

四 四

章

四

四 四 四 四

郎

四

植

田

捷

雄

四

修

道

四

又

正

雄

四

山

下

康

雄

四

1

0

 

1

0

 

1

0

 
1

0
七

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1

0

 
―
―
八

―
―
七

―
―
五

―
―
四
六

―
―
―
九

1

0
八

1
0
七
五

1
0
七
五

1

0
五

1

0

ニ―

1

0
―-=-

1

0
三
七

1

0
七
三

―二
0
1

1

0

九
九
九
0
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目
大
東
亜
共
同
宣
言
（
漢
訳
文
）

次
大
東
亜
共
同
宣
言

モ
ス
ク
ワ
11

カ
イ
ロ
11

テ
ヘ
ラ
ン
11

カ
イ
ロ

日
本
国
中
華
民
国
間
同
盟
条
約

戦
時
国
際
法
上
再
検
討
を
要
す
る
若
干
問
題

日
華
同
盟
条
約
の
成
立

大
東
亜
会
議
と
大
東
亜
共
同
宣
言

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
一
）
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て

日
本
国
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
国
間
同
盟
条
約

「
ビ
ル
マ
」
国
領
土
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ビ
ル
マ
」
国
間
条
約

「
タ
イ
」
国
ノ
領
土
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
条
約

第
八
三
臨
時
議
会
の
外
交
•
国
際
関
係
問
題

比
島
の
独
立

泰
．
緬
伺
の
新
領
土

在
支
敵
産
の
移
管
（
三
）

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

又

正

雄

四

植

田

捷

雄

四

一

紳

川

彦

松

四

一

高

野

雄

信

夫

淳

四 四 四 四一

平

四
四 四 四 四 四 四

植

田

捷

雄

四

大

平

善

梧

四

松

下

正

川

原

次

吉

壽

四
郎

四

5
 

]

O

四

20

1
0
四

八
七

J¥ 七 二
0

―
二
六 ： ―

二
三
九

―
二
四
二

―
二
四
七

―
二
七
〇

―
二
七
五

―
二
七
七

―
二
七
八

―
二
九
〇

1

0
三



国際法外交雑誌総索引

船
舶
の
敵
性
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義

J

O
I
N
T
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

ア
ゾ
レ
ス
群
島
問
題

大
東
亜
戦
争
と
支
那
沿
岸
航
行
遮
断

ボ
リ
ビ
ヤ
の
革
命

ボ
ル
ネ
オ
北
部
に
於
け
る
英
国
の
裁
判
管
轄
権
！
並
に
同
地
方
に
関
す
る

国
際
関
係
略
史
！

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
三
）
ー
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
ニ
・
完
）

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
丸
事
件

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
断
交

帝
国
病
院
船
「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
」
丸
撃
沈
二
関
ス
ル
対
米
抗
議
（
昭
、

一
八
‘
―
二
、
一
五
条
約
局
）

P
R
O
T
E
S
T
 O
F
 T
H
E
 J
A
P
A
N
E
S
E
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 T
O
 T
H
E
 

U
N
I
T
E
D
.
 
S
T
A
T
E
S
 
G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 
T
H
E
 

S
I
N
K
I
N
G
 
O
F
 T
H
E
 
H
O
S
P
I
T
A
L
 
S
H
I
P
,
 
B
U
E
N
O
S
 
A
I
R
E
S
 

M
娑
u

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
二
）
ー
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
ー
~

戦
時
に
於
け
る
巴
奈
馬
運
河
の
地
位
(
-
)

前

原

光

雄

四

一

四
一

四
一

松

下

正

壽

四

一

四

――1
0
0
 

三
0
三

二
九
九

ニ
八
八

横

田

喜

郎

四

一

佐

藤

信

太

郎

四

一

高

野

雄

四
一

英

修

道

四

一

松

下

正

．

壽

四

一

大

平

善

梧

四

一

安

井

佐

藤

信

太

郎

四

一

高

野

雄

郁

四

一

四
一

海

本

徹

雄

四

一

四
一

二
五
三

ニ
八
三

二
二
六

一
九
九．
 

一
七
八

一
七
五

一
七

一
五
六

―
二
四

九
五

1
0
六
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総 目
満
州
国
に
於
け
る
商
租
権
の
整
理

次
第
八
十
四
議
会
に
於
け
る
一
般
外
交
方
針

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
六
）
ー
ー
＇
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
ノ
五
年
間
効

力
存
続
二
関
ス
ル
議
定
書

北
「
サ
ガ
レ
ン
」
二
於
ケ
ル
日
本
国
ノ
石
油
及
石
炭
利
権
ノ
移
譲
二
関
ス
ル

議
定
書
並
議
定
書
適
用
条
件

大
東
亜
共
栄
圏
の
性
格
ー
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
政
治
機
構
」
の
研
究
前
論

グ
ロ
チ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
一
）

日
「
ソ
」
漁
業
新
協
定
に
付
い
て

自
主
独
立
の
語
義

第
八
十
四
議
会
に
於
け
る
支
那
問
題

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
五
）
，
~
夫
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て

広
州
湾
占
拠
地
区
の
軍
政
撤
廃

ソ
連
邦
外
務
人
民
委
員
部
の
連
邦
的
・
共
和
国
的
人
民
委
員
部
へ
の
改
組

上
海
租
界
返
還
後
に
於
け
る
行
政
制
度
の
現
状

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
四
）
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て

戦
時
に
於
け
る
巴
奈
馬
運
河
の
地
位
（
ニ
・
完
）

又

正

雄

四

一

大

平

善

梧

四

紳

川

彦

松

四

高

野

雄

川

原

次

高

野

高 山

之

内

高

吉

野

雄

野

雄

四

郎

四
四一 四―

宏

四

大

平

善

梧

四

植

田

捷

雄

四

一

四一

郎

四

植

田

捷

雄

四

一

大

平

善

梧

四

一

四

海

本

徹

雄

四

七

五

九

0
0
72
 

六 六 六 六

五
七
七

五
七

五
三
〇

五
一
九

五

五

一

四

五

五

五 五 五 五 四 四 四 四

四
九

四
八
八

四
七
八

五

四

―
ニ
ニ
五

三
八
五

三
八
七

四
三
三

六



国際法外交雑誌総索引

我
兵
法
書
と
国
際
法

ス
ペ
イ
ン

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
七
)
|
|
圭
令
征
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

ロ
ー
マ
の
非
武
装
化

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
外
交
特
権
の
停
止

蘇
淮
地
区
の
中
支
還
元

日
満
関
税
の
事
実
上
撤
廃

国
際
私
法
に
お
け
る
二
つ
の
学
派
|
_
—
特
に
大
陸
学
派
と
比
較
し
て
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
学
派
に
つ
い
て
1

中
支
船
舶
の
航
行
統
制
の
緩
和

中
支
方
面
一
般
船
舶
ノ
航
行
統
制
二
関
ス
ル
規
程

ト
ル
コ
の
中
立
政
策

舅
漢
鉄
道
打
通
の
意
義

グ
ロ
チ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
二
）

国
際
私
法
に
お
け
る
二
つ
の
学
派
（
ニ
・
完
）
ー
特
に
大
陸
学
派
と
比
較

し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
派
に
つ
い
て
ー
l
_

日
独
翻
訳
契
約

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
仏
交
渉
の
過
程
分
析
ー
~

(
-
)
|
モ
ロ
ッ
コ

高

橋

八

郎

右

衛

門

田

岡

良

折

茂

四
一

四
一

又

正

雄

四

一

江

川

英

文

四

一

豊

四

一

又

正

雄

四

一

植

田

捷

雄

四

一

又

正

雄

四

一

高

野

雄

折

茂

四

大

平

善

梧

四

四

豊

四

一

植

田

捷

雄

四

一

大

平

善

梧

四

一

又

正

．

雄

四

一

横

田

喜

郎

四

一

1
0

八

一

八

1
0

八

〇

九

七

八

〇

九

七

七

七

九

七

五

九

七

三

一
1

1

八

七

一

六

八

七

八

七

一

〇

八

七

0
七

J¥ 八 '七 七 七 七

六

八

六

六

六

五

六

四

九

六

四

一

六

三

0
0
82
 



総 目 次

ド
・
ゴ
ー
ル
政
府
の
承
認

上
海
水
先
船
株
式
会
社
所
属
船
舶
の
捕
獲
事
件
に
付
て

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
九
）
ー
|
'
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
l

原
田
公
使
侮
辱
事
件

大
上
海
市
の
実
現

天
津
伊
太
利
租
界
の
還
付

グ
ロ
チ
ウ
ス
・
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
三
）

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
独
交
渉
の
過
程
分
析
l

反
枢
軸
の
戦
後
国
際
機
構
案

比
島
宣
戦

中
支
水
先
協
会
の
設
立

ル
ー
マ
ニ
ヤ
及
フ
ィ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
休
戦

捕
獲
手
続
法
の
修
正

グ
ロ
チ
ウ
ス
・
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
四
）

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
仏
交
渉
の
過
程
分
析
_
ー
ー

（
二
）
ー
モ
ロ
ッ
コ

（
三
）
ー
モ
ロ
ッ
コ

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
八
）
ー
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

商

橋

八

郎

右

衛

門

四

四

又

正

雄

四

四

田

岡

良

四
四

中

山

賀

博

四

一

藤

崎

萬

里

四

一

誹

川

彦

松

四

一

高 大

平

善

梧

四

松

下

正

壽

四

横

田

高

橋

八

郎

右

衛

門

四

一

前 高

野

雄 喜

四一

郎

四

一

又

正

雄

四

一

植

田

捷

雄

四

一

大

平

善

梧

四

一

原

光

雄

四

一

野

雄

1四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

四 一九

九
七
九

九
七
五

九
七

八
三
〇

九
ニ
―
―

九
ニ
ニ

九
三
七

九
0
五

八
八
七

八
六
七

八
五

八
四
八

八
四
五

209 



国際法外交雑誌総索引

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

八
月
十
四
日
附
帝
国
政
府
通
告

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
ホ
）

回
答
及
メ
ッ
セ
ー
ヂ

(

A

)

連
合
国
の
回
答

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

八
月
十
五
日
附
連
合
国
の

（
二
）
英
米
蘇
支
四
国
二
対
ス
ル

（
ハ
）
詔
書

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
降
伏
文
書
研
究
号

連
合
国
の
日
本
占
領
の
本
質
戦
後
占
領
の
新
形
態
I

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
の
経
過

「
カ
イ
ロ
」
宣
言
（
千
九
百
四
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
）

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
米
、
英
、
支
三
国
宣
言
（
千
九
百
四
十
五
年
七
月
二
十
六
日

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
二
於
テ
）

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

ニ
関
ス
ル
八
月
十
日
附
帝
国
政
府
ノ
申
入

（
イ
）
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
口
）
合
衆
国
、
連
合
王
国
、

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
中
華
民
国
ノ
各
政
府
ノ
名
二
於

ケ
ル
合
衆
国
政
府
ノ
日
本
国
政
府
二
対
ス
ル
回
答

無
条
件
降
伏
と
国
体

自
由
印
度
仮
政
府
に
付
て

独
逸
著
作
物
の
複
製
に
関
す
る
日
独
当
局
間
の
意
見
の
一
致

高

野

雄

安

井

横

田

喜

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
互

郁

四

五

郎

四

五 四
五

藤

崎

萬

里

四

四

江

川

英

文

四

四

六 六 六 六 六 五
九

五
八

四
五 一九

五
七

五
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総
国
際
連
合
特
別
研
究
号

目 次

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
ホ
）
八
月
十
五
日
附
連
合
国
の

回
答
及
メ
ッ
セ
ー
ヂ

(

B

)

停
戦
実
施
方
二
関
ス
ル
米
国
政
府
通
告
文

降
伏
文
書

降
伏
後
二
於
ケ
ル
米
国
ノ
初
期
ノ
対
日
方
針
（
仮
訳
）

南
京
条
約
の
研
究
（
一
）

連
合
国
の
日
本
管
理
及
び
占
領
の
諸
問
題
（
一
）

中
国
政
治
協
商
会
議

在
華
租
借
地
の
現
況

南
京
条
約
の
研
究
（
二
）

中
国
政
治
協
商
会
議
の
成
果

戦
争
と
私
有
財
産
ー
|
士
i
と
し
て
大
陸
の
敵
産
管
理
に
就
て

我
国
に
於
け
る
国
際
法
の
前
途

連
合
国
最
高
司
令
官
司
令
部
指
令
第
三
号

日 連
合
国
最
高
司
令
官
司
令
部
指
令
第
二
号

千
九
百
四
十
五
年
九
月
三
日

降
伏
文
書

ロ

降

伏

文

書

イ

詔

書

「
エ
ー
、
ビ
ー
、
オ
ー
」
五

0
0

千
九
百
四
十
五
年
九
月
二
十
二

連
合
国
の
日
本
管
理
及
び
占
領
の
諸
問
題
（
二
）

安

井
植

田

捷

雄

四

五

五

・

六

植

田

捷

雄

四

五

五

・

六

大

平

善

梧

四

五

五

・

六

大

平

善

梧

四

五

植

田

捷

雄

四

五

安

井
植

田

捷

雄

四

五

信

夫

淳

四
五
七
・
八

郁

四

五

五

・

六

郁

四

五

平

四

五 四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

―――・四
三
・
四

三
・
四

―
―
-
•
四

三
・
四

一
八
四

一
七
六

一
五
四

ニ
ニ
七

二
二
六

―
二
七

―
二
四

九 八
七

八
〇

七
六

六
五

六
四

六 六
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国
際
平
和
と
安
全
の
確
保

国
際
連
合
に
お
け
る
表
決
手
続

国
際
連
合
と
地
域
主
義

国
際
法
よ
り
世
界
法
へ
~
国
に
於
け
る
世
界
政
府
論
の
展
望

I

国
際
連
合
第
一
回
総
会

国
際
連
合
加
入
問
題
の
経
緯

戦
争
の
性
質
に
関
連
す
る
若
干
の
考
察

領
土
割
譲
と
国
籍
・
私
有
財
産
|
|
'
沿
革
と
類
型
I

国
際
法
に
お
け
る
国
家
と
個
人
の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
|
|
'
特
に
個
人
の

国
際
裁
判
所
へ
の
出
訴
権
を
中
心
と
し
て
1

領
土
割
譲
と
国
籍
・
私
有
財
産
（
二
)
|
|
忠
湿
デ
と
類
型
I

朝
鮮
を
続
る
国
際
情
勢

続
南
京
条
約
の
研
究

休
戦
条
約
と
購
和
条
約
と
の
関
係

パ
リ
平
和
会
議
の
成
果

中
国
公
司
法
の
修
正

終
戦
後
に
於
け
る
在
華
日
本
権
益
の
処
理
と
そ
の
将
来

中
国
人
の
合
衆
国
帰
化
資
格
の
獲
得
ー
ロ
衆
国
国
籍
法
の
改
正
ー

大

平

善

梧

植

田

捷

雄

四

六

植

田

捷

雄

山

下

康

雄

四

六

田

畑

茂

高

野

雄

安

井

前

郎

山

下

康

雄

小

谷

鶴

次

四

六

四

六

四

六

四

六

四

六

伊

藤

卓

也

四

五

大

平

善

梧

四

五

植

田

捷

雄

四

五

： ： ： 

植

田

捷

雄

四

五

九

・
1
0

江

川

英

文

四

五

九

・

一

〇

四

五

九

・
1
0

大

平

善

梧

四

五

九

・
1
0

郁

四

五

七

・

八

又

正

雄

四

五

七

・

八

原

光

雄

四

五

七

・

八

一

五

六
J¥ 

八

九

五

九

六

六

七

二

九

二

六

五

ニ
四 ： ――――五

三

一

九

三

二

五

三

七

四： 一

九

七
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総 目 次

平
和
保
障
条
約
と
日
本
の
外
交
特
に
満
州
事
変
を
中
心
と
し
て
1

米
田
賓
博
士
の
訃

極
東
委
員
会
の
戦
争
犯
罪
処
理
方
針

国
際
人
権
宣
言
（
一
）

国
際
連
合
と
原
子
力
問
題
（
一
）

イ
ン
ド
の
独
立

国
際
人
権
宣
言
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
と
原
子
力
問
題
（
ニ
・
完
）

米
州
相
互
援
助
条
約

国
際
法
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集

平
和
の
哲
学

世
界
平
和
と
平
和
日
本

平
和
日
本
と
安
全
保
障

平
和
日
本
と
新
世
界
経
済
機
構

国
際
法
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
号

国
際
法
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
総
会

国
際
法
学
会
五
十
年
史

国
際
私
法
の
機
能
に
つ
い
て

植

田

捷

雄

四

七

大

平

善

梧

四

七

横

田
尾

高

朝

雄

四

七

松

下

正

壽

四

七

入

江

啓

四

郎

四

七

伊

藤

卓

也

四

七

大

平

善

梧

四

七

折

茂

高

橋

通

敏

四

七

伊

又

正

雄

四

七

藤

喜

豊

四
八

四
八

四
八

郎

四

七 四
七

四
七

四
七

卓

也

四

七

大

平

善

梧

四

七

三
・
四

―
―
-
•
四

三
・
四

三
・
四

―――・四
三
・
四

3
 

ニ
八
七

21

二六一
二
0

一七―――： 一四九 ―
二
七

―
二
五

―
―
七

―
1
0
 

九
八

八 六一 四 一九



国際法外交雑誌総索引

故 故
本
会
理
事

国
連
憲
章
と
地
方
的
取
極

松
田
道
一
博
士

松
田
道
一
博
士
略
歴

準
国
際
私
法
の
性
質
に
つ
い
て

ア
ジ
ア
復
興
開
発
計
画
の
問
題
_

_

 
特
に
資
本
発
展
率
に
つ
い
て
ー
ー
＇

四
八

四
八

齋

藤

武

生

四

八

板

垣

輿

四
八

ア
ジ
ア
経
済
復
興
計
画

藤

井

茂

四

八

西

村

熊

雄

四

八

国
際
連
合
と
地
域
的
協
定

大

平

善

梧

四

八

地
域
的
安
全
保
障
特
輯
号
（
昭
和
二
四
年
度
国
際
法
学
会
総
会
記
念
）

四

八

名
誉
會
員
長
岡
春
一
博
士
の
訃

四
八

国
際
私
法
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
と
当
事
者
の
国
籍
（
一
）

池

原

季

雄

四

八

坂

野

正

高

四

八

横

田

喜

郎

四

八

芳

賀

四

郎

四

八

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
於
け
る
国
際
私
法
論
の
構
成

川

上

太

郎

四

八

国
際
連
合
憲
章
の
前
文
、
第
一
章
及
び
第
二
章
の
解
説

国
際
連
合
の
総
会
と
安
全
保
障
理
事
会

集
団
的
自
衛
の
法
理

外
交
交
渉
に
お
け
る
清
末
官
人
の
行
動
様
式

約
改
正
交
渉
を
中
心
と
す
る
一
考
察
ー
—

(
-
)
|
―
八
五
四
年
の
条

国
際
私
法
の
機
能
に
つ
い
て
（
ニ
・
完
）

東
京
判
決
と
自
衛
権

湯

川

盛

夫

四

八

折

茂

横

田

喜

豊

四

八

郎

四

八

六 六 五 五 五 五．五 五

六

五

五

六
三
六

六 六
0
0

五

七

五

四

五

七

四

四

五

四

四

五

〇

四

四

八

五
四

二

五

＝
二
九

＿―-三九

＿―-七一

三

八

七
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総
講
和
条
約
（
問
題
）
特
輯
号

四
九

目

多
角
外
交

名
誉
会
員
長
岡
春
一
博
士
の
訃

四
九

ウ
イ
リ
ア
ム
・
サ
ン
ダ
ー
ス

小

田

滋

（

訳

）

次

一
六
七

松

本

和

夫

四

九

一
四
四

植

田

捷

雄

四

九

1

0
四

信

夫

淳

平

四

九

九一

鹿

取

泰

衛

四

九

皆

川

洸

四

九

赤

松

要

四

九 四
八

理
事
松
田
道
一
博
士
の
訃

国
際
私
法
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
と
当
事
者
の
国
籍
（
ニ
・
完
）

故永
世
中
立
の
起
因

故

本
会
名
誉
会
員
長
岡
春
一
博
士

長
岡
春
一
博
士
略
歴

外
交
交
渉
に
お
け
る
清
末
官
人
の
行
動
様
式
（
ニ
・
完
）
ー
一
八
五
四
年

の
条
約
改
正
交
渉
を
中
心
と
す
る
一
考
察
~

世
界
経
済
の
「
根
本
的
不
均
衡
」
と
そ
の
是
正
の
国
際
的
責
任

国
際
労
働
総
会
の
準
立
法
権
に
つ
い
て

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
コ
ル
フ
海
峡
事
件
の
取
扱
|
|
先
決
的
抗
弁
に

関
す
る
判
決
I

国
際
連
合
と
国
の
自
衛

日
本
の
開
国
と
中
国
（
一
）

文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
プ
ラ
ッ
セ
ル
会
議

改
正
条
約
(
-
九
四
八
年
）
の
解
説

池

原

季

雄

四

八

坂

野

正

高

四

八

田

岡

良

四
八

四
八

四
八

'
,
1
 

四
八

六 六 六 六 六 六 六

五 二
七

七
七

七
0
三

七
三
八

七
七
三

六
六
七
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T
e
r
mi

n
at
i

o
n
 of
 

War・ 

対
日
講
和
と
中
国

平
和
条
約
と
日
本
の
領
土

国
際
連
合
と
永
世
中
立

国
際
連
合
と
日
本
の
安
全
保
障

原
子
力
管
理
の
諸
問
題

外
国
法
の
適
用
に
つ
い
て
ー
ー
と
く
に
山
口
博
士
と
跡
部
博
士
と
の
学
説
を

中
心
と
し
て
l

日
本
の
開
国
と
中
国
（
二
）

財
団
法
人
国
際
法
学
会
寄
付
行
為

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
一
）

国
際
連
合
憲
章
第
五
十
一
条
の
研
究

特
恵
に
関
す
る
研
究
(

-

)

1

通
商
条
約
先
例
、
関
税
及
び
貿
易
に
関
す

る
一
般
協
定
及
び
国
際
貿
易
憲
章
を
中
心
と
し
て

日
本
の
開
国
と
中
国
（
三
・
完
）

「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
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総 目 次

公
船
の
国
際
法
上
の
地
位
ク
リ
コ
フ
船
長
事
件
に
つ
い
て
ー
~

略
歴

故 国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
三
・
完
）

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
・
国
際
政
治
主
要
文
献
目

P
O
L
I
T
I
C
A
L
,
 M
O
N
E
T
 A
R
Y
 A
N
D
 F
I
S
C
A
L
 L
A
W
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o
m
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o
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 ;
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マ1
a
n
d
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o
m
m
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r
c
i
a
u
x
 

独
ソ
不
可
侵
条
約
の
世
界
史
的
意
義

ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
博
士

ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
君
弔
詞

地
域
主
義
の
偏
向

国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の

ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
博
士
逝
去

『
雄
大
な
構
想
』

『
雄
大
な
構
想
』

（
ニ
・
完
）

昭
和
二
七
年
度

録 関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
二
）

国
際
連
合
加
盟
国
代
表
問
題
の
処
理

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
東
方
政
策
（
ニ
・
完
）
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
政
策

よ
り
観
た
る
ー
|
_

角

田
寺

澤

大

平

善

梧

五

山

田
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T
h
o
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a
s
 B
at
y
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a
s
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at
y
 

皆
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誹
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不
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五 五
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五

有
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武

夫
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田

村
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五

五 五 五

有
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武

夫

五
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五
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八
六

四
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五
二

0
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九
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四
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四
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四
四
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四
三
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三
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最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
学
界
に
つ
い
て

ソ
連
人
等
の
密
入
国
事
件
の
判
決
(

2

)

開

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決
（
1
）
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決

ヨ
第
二
、
九
四
二
号

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決
(

2

)

東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
昭
和
二
十
八
年

（
ネ
）
第
八
九
九
号
（
原
審
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
二
十
八
年
（
ヨ
）
第
二
、

九
四
二
号
）

英
国
の
外
務
機
構

大
陸
棚
の
法
理
（
二
）

昭
和
二
十
八
年

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
空
戦
及
び
盲
目
兵
器
に
関
す
る
赤
十
字
専
門
委
員
会

の

議

事

概

要

・

二
次
郎
に
対
す
る
判
決

ソ
連
人
等
の
密
入
国
事
件
の
判
決
（
1
）
ク
リ
コ
フ
船
長
に
対
す
る
判
決

勅
令
第
一
四
三
六
号

砲
艦
政
策
の
形
成
(
-
)
|
|
―
八
三
四
年
清
国
に
対
す
る

故
ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
博
士
の
生
涯
と
業
績

T
R
A
D
E
 W
I
T
H
 C
H
I
N
A
 

大
陸
棚
の
法
理
（
一
）

ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム

S
T
A
T
U
T
O
R
Y
 R
U
L
E
S
 A
N
D
 O
R
D
E
R
S
,
 1
9
4
0
 No. 1
4
3
6
 

一
九
四

0
年
七
月
三
十
一
日

榎

本

重

治

五

小 英

又

正

雄

五

田

高

梨

正

夫

（

訳

）

高

梨
小

田

滋

五

修

道

五 五 五 五 五 五 五

正

夫

五

衛

藤

藩

Dr. T
h
o
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 吉

五

滋

五

五
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正

雄

五

四 四 四 四

ニ
八
九

二
五
五

一
四
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0
四

二
0
九

二
0

一
九
七
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八
〇

一
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一
六
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総
日
本
の
領
土
処
理
に
お
け
る
二
つ
の
盲
点
ー
|
千
島
と
沖
縄

目
沖
縄
と
日
本
の
主
権

次

沖
縄
諸
島
の
法
的
地
位

第
二
部
国
際
法

沖
縄
帰
属
に
関
す
る
一
省
察

第
一
部
外
交
史

は
し
が
き

特
集
沖
縄
の
地
位

昭
和
―
一
八
年
度

録 小
英
国
主
義
論
（
一
）

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
日
本
ー
一
九
一
三
年
よ
り
一
九
三
三

年
に
至
る
l

沖
縄
帰
属
の
沿
革

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
・
国
際
政
治
主
要
文
献
目

ア
メ
リ
カ
学
者
の
観
た
沖
縄
問
題

沖
縄
の
国
際
法
上
の
地
位

砲
艦
政
策
の
形
成
（
ニ
・
完
）
—
ー
一
八
三
四
年
清
国
に
対
す
る

国
際
経
済
と

I
L
o

経
済
的
・
社
会
的
正
義
達
成
の
た
め
に

高

野
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喜
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郎
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沖
縄
管
理
経
過
日
誌

講
和
条
約
関
係

一
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
抜
粋
）

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 JA
P
A
N
 (E
x甘
act
)

二
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
各
国
全
権
演
説

1

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
調
印
会
議
第
二
回
全
体
会
議
に
お
い
て
対
日

平
和
条
約
の
草
案
の
共
同
起
草
者
と
し
て
の
合
衆
国
全
権
団
を
代
表
し

て
行
っ
た
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
氏
の
説
明
（
抜
粋
）
（
一
九

五
一
年
九
月
五
日
）

第
一
部 公

文
書

附
録

海
運
よ
り
見
た
沖
縄
の
地
位

沖
縄
経
済
の
現
状
と
将
来

第
四
部
国
際
経
済

弓索総士‘い
t
t

n
fl 

雑交法
ー
沖
縄
に
お
け
る
国
際
私
法
問
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外際国

沖
縄
に
施
行
さ
れ
た
旧
日
本
法
令
は
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外
国
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第
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沖
縄
に
関
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国
際
私
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際
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縄
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又
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①
第
十
一
回
国
会
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
演
説

年
八
月
十
六
日
）

②
第
十
二
回
国
会
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
演
説

年
十
月
十
二
日
）

④
平
和
条
約
発
効
に
伴
う
決
議

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
）

（
抜
粋
）

（
抜
粋
）

（
議
長
発
議
、
衆
議
院
決
議
第
十
二
号

⑤
領
土
に
関
す
る
決
議
（
床
次
徳
二
外
二
十
名
提
出
、
衆
議
院
決
議
第

四
四
号
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
）

①
奄
美
大
島
に
関
す
る
決
議
（
迫
水
久
常
外
四
十
五
名
提
出
、
衆
議
院

決
議
第
六
号
昭
和
二
七
年
―
二
月
二
五
日
）

⑦
領
土
に
関
す
る
決
議
（
益
谷
秀
次
外
三
十
九
名
提
出
、
衆
議
院
決
議

第
十
号
昭
和
二
八
年
七
月
七
日
）

⑧
沖
縄
及
び
小
笠
原
諸
島
に
関
す
る
決
議
（
佐
藤
榮
作
外
六
十
七
名
提

出
、
衆
議
院
決
議
第
三
号
昭
和
二
八
年
―
一
月
七
日
）
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P
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r
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N
o
.
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a
r
c
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p
.
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六
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
事
録
(
-
九
五
二
年
三
月
一
四
日
）

③
参
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
（
抜
粋
）
（
昭
和
―
一
六
年
十

月
七
日
）
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総 目 次

交

換

公

文

八
、
奄
美
群
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

①
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関

す
る
覚
書
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
(
-
九
四
六
年
一
月
二
九

日）M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni
ng
 G

o
v
e
r
n
m
e
nt
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a
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A
d
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t
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i
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o
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C
e
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r
e
a
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r
o
m
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an, 2
9
 

J
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 1

9
4
6
 

②
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関

す
る
件
（
一
九
四
六
年
三
月
二
二
日
付
）
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ut

l
y
i

ng
 A

r
e
a
s
 f
r
o
m
 J
ap
an, 2
2
 

M
a
r
c
h
 1
9
4
6
 

③
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関

す
る
件
(
-
九
五
一
年
―
二
月
五
日
）

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni

ng
 G

o
v
e
r
n
m
e
nt

al 
a
n
d
 A
d
mi

ni
s, 

t

rat
i

ve S
ep
arat
i

o
n
 of
 

C
e
rt

ai
n
 O
ut

l
y
i

ng
 A

r
e
a
s
 f
r
o
m
 J
ap
an, 5
 

D
e
c
e
m
b
e
r
 1
9
5
1
 

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 
T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 A
M
A
M
I
 IS, 

L
A
N
D
S
 

七
、
外
郭
地
域
の
行
政
分
離
に
関
す
る
覚
書

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

，． 

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
二
五

二
五
0

ニ
四
六

ニ
四
六

ニ
四
五

ニ
四
五

ニ
四
四

ニ
四
二

ニ
四
二

ニ四―――
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U
N
I
T
E
D
 
S
T
 A
 T
E
S
 
N
A
 
V
Y
 

P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 N
O
.
 1
 

第
二
部

_̀’ 3
 

9

_

し

1
0
、
日
米
友
好
通
商
条
約
（
抜
粋
）

(2) 
九
、
航
空
協
定

①
航
空
業
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
北
部
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

A
g
r
e
e
m
e
nt
 

of
 

A
e
ri
al 
N
a
vi
忍

at
i

o
n
Servi
ce 
b
et
w
e
e
n
 J
ap
a
n
 a
n
d
 

t

h
e
 U
ni
t

ed K
i

ng
d
o
m
 of
 

G
r
e
at

 

B
ri
t

ai
n
 a
n
d
 N
o
rt
hern Ireland 

(
E
xt
ract
)
 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
民
間
航
空
輸
送
協
定
（
抜
粋
）

そ
の
他
同
種
内
容
の
航
空
業
務
協
定

琉
球
管
理
関
係

―
-
、
米
国
軍
占
領
下
の
南
西
諸
島
及
び
そ
の
近
海
の
居
住
者
に
告
ぐ
（
米

国
海
軍
軍
政
布
告
第
一
号
一
九
四
五
年
）

M
I
L
I
T
A
R
Y
 

―
二
、
刑
法
並
に
訴
訟
手
続
法
典
（
抜
粋
）

九
四
九
年
六
月
二
八
日
）

G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 

（
琉
球
列
島
軍
政
布
告
第
一
号
一

一
三
、
琉
球
列
島
住
民
に
告
ぐ
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
本
部
布
告
第
一
号
一

九
五

0
年）

一
四
、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
に
関
す
る
指
令
（
極
東
軍
総
司
令
部
発
、
琉

球
軍
司
令
官
宛
、
一
九
五
二
年
四
月
三

0
日）

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ／ ： ： ： ： ： ： ： i ： 
二
六
六

二
六
六

二
六
五

二六一
二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五
九

二
五
八

二
五
六
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D
i

rect
i

v
e
 for
 U
ni
t

e
d
 St

at
es 
Ci
vi
l
 A
d
mi

ni
st
rat
i

o
n
 of
 
t

h
e
 R
y
u
k
y
u
 

Islands 

一
六
、
琉
球
政
府
の
設
立
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
告
第
十
三
号
一
九
五

二
年
二
月
二
九
日
、
改
正
一
九
五
二
年
四
月
二
日
）

一
七
、
琉
球
政
府
章
典

(Provi

si
ons
O
f
 

T
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
nt
 
O
f
 

T
h
e
 

R
y
u
k
y
u
 Islands) 
(
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
一
九
五

二
年
二
月
二
九
日
）

一
七
ノ
一
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
一
号
千
九
百
五
十
二
年
四
月
ニ
―
日
）

一
七
ノ
ニ
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
二
号
一
九
五
二
年
五
月
二
七
日
）

一
七
ノ
三
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
三
号
一
九
五
三
年
一
月
＝
ニ
ニ
六
日
）

一
七
ノ
四
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
四
号
一
九
五
三
年
三
月
三
一
日
）

P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 O
F
 T
H
E
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 O
F
 T
H
E
 R
Y
U
K
Y
U
 

I
S
L
A
N
D
S
 
(
U
N
I
T
E
D
)
 
S
T
 AT
E
S
 C
I
V
I
L
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 

O
F
 T
H
E
 R
Y
U
K
Y
U
 I
S
L
A
N
D
 O
f
f
i

ce of
 
t

h
e
 D
e
p
ut
y
 Governor) 

一
八
、
琉
球
政
府
立
法
院
開
会
式
に
際
す
る
琉
球
諸
島
民
政
長
官
リ
ッ
ジ

ウ
ェ
イ
大
将
の
琉
球
住
民
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
昭
和
―
一
十
七
年
四

月
一
日
）

一
五
、
琉
球
船
舶
規
則
（
抜
粋
）

九
五
二
年
二
月
二
七
日
）

（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
令
第
六
十
五
号

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
――1
0
0
 

ニ
八
八

ニ
八
八

ニ
八
八

ニ
八
八

ニ
八
七

ニ
八
七

ニ
八
二

二
七
九

二
七
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ニ
―
―
-
、
外
務
省
回
答
口
上
書
（
昭
和
二
七
年
六
月
二
五
日
）

一
九
、
琉
球
人
の
日
本
旅
行
に
関
す
る
規
定
及
び
手
続

政
府
指
令
第
十
二
号
一
九
五
二
年
六
月
一
七
日
）

二
〇
、
琉
球
人
民
諸
君
へ
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
長
官
室
、

第
二
十
二
号
一
九
五
三
年
四
月
三
0
日）

二
―
‘
琉
球
列
島
出
入
管
理
令
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
―
二
五
号

一
九
五
四
年
二
月
―
―
日
）

第
三
部

連
絡
事
務
所
関
係

（
琉
球
列
島
米
国
民

民
政
府
布
令

二
二
、
琉
球
諸
島
に
お
け
る
日
本
政
府
連
絡
事
務
所
の
設
置
に
関
す
る
件

（
昭
和
二
七
年
四
月
一
四
日
）

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni
ng
 E

st
ablishmrnt
 

of
 
J

ap
anese 
G
o
v
,
 

臼
n
m
e
nt
Li

ai
son O
ffi
ces i
n
 the
 Ry
u
k
y
u
 Islands, 1
4
 A
p
ril 1
9
5
2
 

ニ
四
、
南
方
連
絡
事
務
局
設
置
法
（
昭
和
二
七
年
六
月
三

0
日
、
法
律
第
二

百
十
八
号
、
改
正
昭
和
二
九
年
法
律
第
二
百
一
号
）

二
五
、
南
方
連
絡
事
務
局
組
織
規
定
（
昭
和
二
七
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

＿
―
-
六
号
、
改
正
昭
和
二
九
年
総
理
府
令
第
十
八
号
）

二
六
、
琉
球
諸
島
に
お
け
る
日
本
政
府
連
絡
事
務
所
の
所
掌
業
務

三
年
五
月
ニ
―
日
、
在
東
京
米
国
大
使
館
）

（
一
九
五

T
H
E
 F
O
R
E
I
G
N
 S
E
R
V
I
C
E
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 

A
M
E
R
I
C
A
,
 A
m
e
ri
can E
m
b
a
s
s
y
,
 T
o
k
y
o
,
 M
a
y
 21
,
 1
9
5
3
 

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四 四 I五

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： i 
三
一
八

三
一
九： 二

六

――
1
0

ニ

――
1
0
五ロ： 三

一
四

――――四
0
六
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三
、
戸
籍
整
備
法
(
-
九
五
三
年
―
一
月
一
六
日
）

二
七
、
本
土
と
南
西
諸
島
と
の
間
の
貿
易
及
び
支
払
に
関
す
る
覚
書
(
-
九

五
二
年
七
月
一

0
日）

ニ
八
、
本
土
と
南
西
諸
島
と
の
間
の
郵
便
為
替
に
関
す
る
覚
書
(
-
九
五
二

年
十
二
月
二
九
日
）

二
九
、
沖
縄
関
係
事
務
整
理
に
伴
う
戸
籍
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る

政
令
（
抄
）
（
昭
和
二
三
年
九
月
一
―
1
0
日
政
令
第
三
百
六
号
、
改
正
昭
和

二
七
年
一
月
十
九
日
政
令
第
五
号
）

二
九
ノ
一
、
沖
縄
関
係
事
務
整
理
に
伴
う
戸
籍
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関

す
る
政
令
第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
等
を
定
め
る
府
令
（
昭
和
二
十
六

年
一

0
月
六
日
法
務
府
令
第
百
五
十
号
、
改
正
昭
和
二
八
年
、
第
八
九

号
他
）

三
0
、
親
族
、
相
続
等
に
つ
き
鹿
児
島
県
大
島
郡
十
島
村
に
関
す
る
暫
定
措

置
の
特
例
（
昭
和
二
七
年
二
月
九
日
政
令
第
十
五
号
）

三
二
、
平
和
条
約
に
伴
う
朝
鮮
人
、
台
湾
人
に
関
す
る
国
籍
及
び
戸
籍
事
務

の
処
理
に
つ
い
て
（
抜
粋
）
（
昭
和
二
七
年
四
月
十
九
日
、
法
務
府
民
事

局
長
発
、
法
務
局
長
、
地
方
法
務
局
長
宛
通
達
）

三
三
、
北
緯
二
十
九
度
以
南
の
南
西
諸
島
の
地
位
に
つ
い
て
（
昭
和
二
七
年

九
月
三
日
、
総
理
府
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
宛

回
答
）

第
四
部
官
庁
間
往
復
文
書
等

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四

二
六

二
六

三
二
四

三
二
四

三
二
七

三
二
七

＝
三
八

言口
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一
九
五

三
四
、
①
沖
縄
に
居
住
す
る
本
土
在
籍
者
の
戸
籍
の
取
扱
に
関
す
る
件
及

び
(

2

)

琉
球
列
島
（
沖
縄
）
へ
の
転
籍
に
関
す
る
米
民
政
府
の
指
令

に
つ
い
て
（
昭
和
二
九
年
十
一
月
十
二
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
南

方

連

絡

事

務

局

長

宛

回

答

）

‘

三
四
ノ
一
①
沖
縄
に
お
け
る
本
土
籍
人
の
戸
籍
取
扱
に
関
す
る
件
（
別
紙
甲
、

昭
和
―
一
九
年
七
月
八
日
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
法
務
省
民
事
局
長

宛
回
答
）

三
四
ノ
ニ
⑪
沖
縄
に
居
住
す
る
本
土
在
籍
者
の
戸
籍
取
扱
に
関
す
る
件
（
別

紙
乙
、
昭
和
二
九
年
十
月
十
一
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
南
方
連
絡

事
務
局
長
宛
回
答
）

三
四
ノ
ニ
⑦
「
琉
球
列
島
へ
の
転
籍
」
に
関
す
る
米
民
政
府
指
令
に
つ
い
て

（
別
紙
丙
、
昭
和
二
九
年
九
月
八
日
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
法
務
省

民
事
局
長
宛
）

「
琉
球
政
府
へ
の
転
籍
」
と
題
す
る
米
民
政
府
指
令
に
つ
い
て
（
昭
和
二

九
年
八
月
九
日
、
那
覇
日
本
政
府
南
方
連
絡
事
務
所
長
発
、
南
方
連
絡

事
務
局
長
宛
）
＇

琉
球
列
島
へ
の
転
籍
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
指
令
第
六
号
、

四
年
七
月
二
十
三
日
）

三
四
ノ
ニ
⑪
「
琉
球
列
島
へ
の
転
籍
」
に
関
す
る
米
民
政
府
の
指
令
に
つ
い

て
（
別
紙
丁
、
昭
和
二
九
年
一

0
月
二
二
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、

内
閣
南
方
連
絡
事
務
局
長
宛
）

三
五
、
現
地
及
び
本
土
間
に
お
け
る
身
分
法
規
等
の
適
用
の
差
異
か
ら
生
ず

る
諸
障
害
（
昭
和
二
九
年
、
一

0
、
二
八
印
、
法
務
省
民
事
局
第
二
課
）

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

： 三
三
五

三
三
五

三
三
七

三
三
八

三
三
九 六 五
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総
ブ
ラ
イ
ア
リ
博
士
の
憶
い
で

大

平

善

梧

五

五

5
 

七
九
．

32
 

目
松
原
博
士
の
訃

横

田

喜

郎

五

五

次
所
謂
総
会
強
化
の
決
議
と
集
団
自
衛

紳

谷

龍

男

五

五

国
際
組
織
と
中
立

石

本

泰

雄

五

五

海
商
条
約
法
の
適
用
範
囲

山

戸

嘉

五
五

H
ym
a
n
 K
u
bli
n
 

五
四

肺

谷

不

五
四

彰

明

敏

五

四

沖
縄
お
よ
び
沖
縄
島
民
の
地
位

平

賀

健

太

五

四

大
陸
棚
の
法
理
（
四
・
完
）

超
高
度
飛
行
と
国
家
の
領
空
権
に
つ
い
て
国
際
航
空
法
上
の
新
し
い
課

題小
英
国
主
義
論
（
―
-
・
完
）

T
H
E
 B
O
N
I
N
 I
S
L
A
N
D
S
 ;
 A
N
 

L
A
N
G
U
A
G
E
 L
I
T
E
R
A
T
U
R
E
 
E
S
S
A
Y
 O
N
 T
H
E
 W
E
S
T
E
R
N
 

小

田

滋

五

四

琉
球
政
府
機
構
図
（
昭
和
二
九
、
九
、

大
陸
棚
の
法
理
（
三
）

一
九
五
二
年
ロ
ー
マ
国
際
航
空
私
法
条
約
の
研
究

池

田

文

雄

五

四

原
子
力
管
理
に
お
け
る
国
家
主
義
と
国
際
主
義

山

下

康

雄

五

四

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
規
と
そ
の
渉
外
的
効
力
に
つ
い
て

名

本

公

洲

五

四

小

田

滋

五

四

本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
条
約
案
に
つ
い
て

江

川

英

文

五

四

-

)

 

五
四

六 六 六 六 五

五

一

六

宜

四

八

五

四

五

四 四 四

七
七

五
七

二
七

六
八
六

六
一
九

五
九
五

五
六
九

六
三
四
二

三
四
五

三
九
一
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国
際
連
合
の
十
年

国
際
経
済
協
力

国
際
司
法
裁
判
所

国
際
連
合
と
権
力
政
治

国
際
連
合
と
民
族
主
義

国
際
連
合
と
人
権
問
題

国
際
連
合
の
加
入
問
題

拒
否
権
問
題

第
二
部

平
和
維
持

第
一
部

は
し
が
き

特
輯

昭

和

二

九

・

―

―

1
0
年
度

文
献
目
録

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
・
国
際
政
治
主
要

信
託
統
治
|
|
そ
の
制
度
と
運
用
ー
~

地
域
的
安
全
保
障
と
集
団
的
自
衛

田

畑

茂

田

中

直

高

野

雄

皆

川

郎 吉

山

下

康

雄

洸

内

山

正

熊

中前

村原

光

洸雄

小

谷

鶴

次

尾

高

朝

雄

入

江

啓

四

郎

横

田

喜

曾横矢中

村山ケ村

崎

保
武

郎

五
五
ニ
・
三
•
四

五

五

ニ

・

三

・

四

五
五
ニ
・
―
―
-
•
四

五

五

ニ

・

三

・

四

五
五
ニ
・
―
―
-
•
四

五

五

ニ

・

三

・

四

五

五

ニ

・

三

・

四

五

五

ニ

・

三

・

四

五

五

ニ

・

三

・

四

五
五
ニ
・
―
―
-
•
四

五

五

ニ

・

三

・

四

五

五

ニ

・

三

・

四

五

五

ニ

・

三

・

四

五

五

ニ

・

三

・

四

信信勝洸

塁

六

四

ニ

八

三

三
二
七

二

六

五

ニ

四

四 口
ニ

ニ

五

一
七
七

一
四
九

―
二
七

1
0
五

八
七
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総 目

ィ
シ
ド
ー
ル
ス
の

課
題
I

「
語
源
』
の
考
察
（
二
）
ー
国
際
法
学
説
史
の
―
つ
の

欠
ソ
ヴ
エ
ト
の
領
水
理
論
に
つ
い
て

フ
の
所
説
を
中
心
と
し
て
1

国
際
連
合
の
立
法
事
業
ー
~
国
際
私
法

第
三
部

国
際
連
合
と
日
本

国
連
関
係
重
要
事
項
年
表

主
要
文
献
目
録

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
永
世
中
立

阿
部
外
務
省
政
務
局
長
暗
殺
事
件
と
対
中
国
（
満
蒙
）
問
題

日
比
賠
償
協
定
及
び
借
款
取
極

天
津
条
約
(
-
八
五
八
年
）
調
印
後
に
お
け
る
清
国
外
政
機
構
の
動
揺
（
一
）

ー
欽
差
大
臣
の
上
海
移
駐
か
ら
米
国
公
使
ウ
ォ
ー
ド
の
入
京
ま
で

イ
シ
ド
ー
ル
ス
の

課
題

『
語
源
』

附
録

(

-

)

I

ア
ー
・
エ
ヌ
・
ニ
コ
ラ
ー
エ

の
考
察
(

-

)

1

国
際
法
学
説
史
の
―
つ
の

伊

藤

不

男

五

五

内

田

久

司

五

五

坂

野

正

高

五

五

有

田

武

夫

五

五

栗

原

伊

藤

不

田

岡

良

横

田

喜

木

本

一

国

際

連

合

の

立

法

事

業

ー

ー

八

ム

法

国

際

法

委

員

会

の

任

務

及

び

業

績

，

健

五

五

男

五

五

佐

藤

和

男

山

口

廣

次

郎

池

原

季

雄

五
五

六 六 六 五

五

六

五

五 五

五

一

六

五

五
五
ニ
・
三
・
四

五
五
ニ
・
三
・
四

五
五
ニ
・
三
・
四

五
五
ニ
・
三
・
四

五
五
ニ
・
三
・
四

五
五
ニ
・
―
―
―
・
四

郎
五
五
ニ
・
三
・
四

六
四

六
一
七

五
九
五

五
三
八

四
八
九

四
七

四
四
七

四
四
五

四
一
九

四
一
七

四
0
1
――

八
六
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ア
ジ
ア
法
律
諮
問
委
員
会
に
つ
い
て
（
仮
訳
）

ス
エ
ズ
運
河
の
自
由
航
行
に
関
す
る
条
約
C
o
n
v
e
n戻
m
b
et
w
e
e
n
 G
r
e
at
 

B
ri
t
ai
n, 
A
u
st
ri
a
,
H
§
g
爵
y
,

France, 
G
e
r
m
a
ny
,
 

I
t
aly
,
 

the 
Nether, 

lands, 
R
u
s
si
a, 
Sp
ai
n, 
a
n
d
 T
u
r
k
ey
,
 
resp
ect
i
ng
 

the F
r
e
e
 N
a
vi
g
at
i
o
n
 

of
 t
h
e
 S
u
e
z
 M
ar
i
t
i
m
e
 C
a
n
al.
|
Si
g
n
e
d
 at
 
C
o
n
st
a
nt
i
n
op
l
e
,
0
ct
ober 

2
9
,
 1
8
8
8
.
 

万
国
ス
エ
ズ
運
河
会
社
規
定
(
-
八
五
六
年
一
月
五
日
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
）

S
T
 A
 T
U
T
S
 d
e
 la 
C
o
mp
ag
ni
e
 U
ni
verselle 
d
u
 C
a
n
a
l
 M
a
ri
t
i
m
e
 d
e
 

S
u
e
z
.
|
A
l
e
x
a
n
d
ri

e, 
le 5
 J

a
n
vi
er, 1
8
5
6
.
 

条
約
の
国
内
実
施
お
よ
び
適
用
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
ー
ー
ー
英
米
仏
国
の
法

規
慣
行
を
中
心
に
I

天
津
条
約
(
-
八
五
八
年
）
調
印
後
に
お
け
る
清
国
外
政
機
構
の
動
揺

（
ニ
・
完
）
ー
欽
差
大
臣
の
上
海
移
駐
か
ら
米
国
公
使
ウ
ォ
ー
ド
の
入
京
ま

で
1

国
際
法
、
国
際
私
法
、
国
際
政
治
外
交
史
主
要
文
献
目

衷
世
凱
帝
政
問
題
と
日
本
の
外
交

ソ
ヴ
，
エ
ト
の
領
水
理
論
に
つ
い
て
（
ニ
・
完
）

ラ
ー
エ
フ
の
所
説
を
中
心
と
し
て
|
|
_

昭
和
三
十
一
年
度

録

|
ア
ー
・
エ
ヌ
・
ニ
コ

C
A
N
A
L
 C
O
M
P
A
N
Y
 N
A
T
I
O
N
A
L
I
S
A
T
I
O
N
 L
A
W
 

ス
エ
ズ
紛
争
|
|
↓
王
と
し
て
世
界
経
済
か
ら
見
た
そ
の
影
響
と
推
移
ー
|
ー

内

田

久

司

五

六

曾 横藤矢廣波

保

多

野

里

瀬

善

ヶ

崎

武

井

昇

山村

五
六

五
六

信

五

六

信三勝男望

五
...L. 

ノ‘

高

梨

正

夫

五

六

坂

野

正

高

五

六

経

塚

作

太

郎

五

六

五
五

五
五

六 六

一
九
七

一
九
五

一五 ―
―
七

1

0

六
七
〇 五

六
七
九

六
七
四
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M
I
N
I
S
T
E
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E
 D

E
S
 A

F
F
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R
E
S
 E
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R
A
N
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E
R
E
S
,
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E
C
T
I
O
N
 

D
'
A
F
R
I
Q
U
E
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E
V
A
N
T
,
 C
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P., 
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25 M

a
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D
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C
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V
E
R
N
E
M
E
N
T
S
 
D
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E
 L

A
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 R
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U
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U
N
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E
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l
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1
]
0
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T
U
R
Q
U
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A
C
T
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O
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C
E
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S
I
O
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u
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i
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C
h
a
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p
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la 
C
o
n
s
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x
p
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d
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洪
4<

11 
11011 

M
a
r
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e
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p
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5
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C
o
n
v
e
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le 
V
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i
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C
o
m
p
ag
n
ie

 U
n
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u
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a
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I
N
G
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H
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U
E
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A
N
A
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A
S
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S
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O
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1954. 

E
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to
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O
c
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1
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《
怜
脳
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以
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怜
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栞
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芸

一
、

悩
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4<

Ill 
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←
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H
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華
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＋
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瓢
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「
者
堂
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眼
茶
挙
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赳
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写
座

以
巨

ヤ
心
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目
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r
a
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輯
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11
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 th
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T
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琉
球
列
島
の
統
治
に
関
す
る
大
統
領
命
令
（
仮
訳
）

金

田

近

中

村

宮

崎

繁

樹

五

六

奄
美
群
島
の
復
帰

類
例
と
し
て
の
研
究

中
国
の
租
借
地

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト

サ
イ
プ
ラ
ス
島

T
H
E
 E
X
E
C
U
T
I
V
E
 O
R
D
E
R
 

国
際
経
済
政
策
の
発
展
と
国
際
経
済
法

沖
縄
統
治
の
機
構
と
機
能
沖
縄
施
政
権
の
本
質
と
住
民
の
自
治
権

植

田

捷

雄

五

六

山

下

康

雄

五

六

沖
縄
沈
船
の
地
位

入

江

啓

四

郎

五

六

沖
縄
軍
用
地
問
題

加

藤

沖
縄
住
民
の
地
位

桑

田

外
交
保
護
権

小

谷

鶴

次

五

六

小
笠
原
問
題
の
沿
革
と
特
性

川

上

健

新

城

利

彦

五

六

ア
メ
リ
カ
施
政
権
の
本
質

横

日
本
の
国
際
連
合
加
入
と
南
方
諸
島

皆

田・
JI I 

は
し
が
き

特
集

南
方
諸
島
の
法
的
地
位

横

田

喜 喜

五

六

五

六

五

六

洸

宜

六

五

六

郎

五

六

郎

五

六

五

六

郎

五

六

洸

五

六

郎

五

六

五

六

六

四

・

五

四

・

五

六

二

七

六

一

九

六

四

・

五

五

九

〇

四

・

五

五

六

四

・

五

五

四

四

j

四

・

五

四

・

五

五

二

五

四

・

五

四

九

九

四

・

五

四

七

五

四

・

五

四

五

四

四

・

五

四

・

宜

四

一

五

四

・

五

四

・

五

四

・

五

四

・

五

四

・

五

一

七

六

三
三
五

三
五
二

四

三

五
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総 目 次

英
米
法
の
遺
産
管
理
に
関
す
る
抵
触
法
上
の
一
考
察
（
三
）

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
（
一
）

旅
順
を
め
ぐ
る
一
世
紀

理
事
山
下
康
雄
教
授
の
急
逝

理
事
長
弔
辞

国
際
公
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E
G
U
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利
濫
用
の
一
考
察
（
一
）

名

島

芳

五

八

五

八

高

梨

正

夫

五

八

坂

井

秀

夫

五

八

デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
帝
国
主
義
と
そ
の
史
的
背
景
(
-
)
|
|
帝
国
と
民
衆

大

倉

敏

之

五

八

A
D
 H
O
C
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
 O
N
 T
H
E
 P
E
A
C
E
F
U
L
 U
S
E
S
 
O
F
 

O
U
T
E
R
 S
P
 }¥CE, R
E
P
O
R
T
 O
F
 T
H
E
 L
E
G
A
L
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
 

O
B
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 O
N
 O
U
T
E
R
 S
P
 A
C
E
 

ウ
ル
グ
ア
イ
事
情

メ
キ
シ
コ
の
現
状

セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
・
シ
ー
ウ
ェ
イ
の
軍
事
的
意
義
（
S
ヰ
at
eg
i

c
V
a
l
u
e
 

of
 t

h
e
 St. 
L
a
w
r
e
n
c
e
 S
e
a
w
ay
)

 

「
サ
ン
タ
・
フ
ェ
」
号
捕
獲
事
件
の
再
審
査
決
定
書

大

隈

信

幸

五

八

五

八

五

八

六 六 六 六 五

五

六 ニ
八

六

九

四

六
六
〇

六一 六
〇

五

四

三

五

五

二

〇

五

四

六

五

四

四

六

四

四

五

六

四

四

四

六

四

四

三

六
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日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
、
同

関
係
文
書

ー2
 

3
 

4
 

5
 

6
 
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
往
復
書
簡

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

相
互
防
衛
援
助
協
定
に
関
す
る
交
換
公
文

吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
等
に
関
す
る
交
換
公
文

条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
問
題
重
要
日
誌

行
政
協
定
の
改
定

日
米
安
全
保
障
条
約
・
同
行
政
協
定
関
係
文
献
（
昭
和
三
五
年
一
月
末
現
在
）

近
代
中
国
に
お
け
る
戦
争
と
中
立

憲
法
の
戦
争
放
棄
の
限
界
ー
ト
—
砂
川
判
決
に
照
し
て

事
前
協
議
に
つ
い
て

条
約
と
憲
法

国
際
連
合
憲
章
と
の
関
係

安
保
条
約
の
期
限
と
適
用
区
域

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

杉

山

茂

雄

五

九

井

川

克

杉

山

茂

雄

五

九

植

田

捷

雄

五

九

横

田

喜

皆

川
高

野

雄

大

沢

五
九

郎

五

九

洸

五

九

大

平

善

梧

五

九
章

五

九

一
五
九

ニ
ニ
五

三
0
九

三
0
九口口口

三
一
四

三
一
四

二
九
〇

ニ
八
六

二
六
0

一
八 一

六
九

一
五
五 亙
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総 目

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
一
考
察
（
ニ
・
完
）

次

⑦
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定

⑧
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
第
十
二
条
六
(

d

)

に
関
す
る
交
換
公
文

⑨
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

閥
千
九
百
六
十
年
一
月
十
九
日
に
発
表
さ
れ
た
岸
日
本
国
総
理
大
臣
と
ア

イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ア
ー
合
衆
国
大
統
領
と
の
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約

砂
川
事
件
最
高
裁
判
所
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
判
決

現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
（
一
）

イ
ギ
リ
ス
と
ウ
ィ
ー
ン
体
制
パ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
外
交
的
側
面

部
分
離
婚
の
理
論
と
外
国
離
婚
判
決
の
承
認

条
約
改
正
と
外
人
法
官

日
華
事
変
に
お
け
る
拡
大
派
と
不
拡
大
派
「
日
華
事
変
初
頭
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
拡
大
派
と
不
拡
大
派
の
対
立
に
つ
い
て
」
ー

(11) 

秦 名

島
大

山

郁

彦

五

九
芳

五

九

梓

五

九

本

浪

章

市

五

九

高

坂

正

廃

五

九

波

多

野

里

望

五

九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

，
 

四

五

七

四

4
 

2
 

四

五

四

六

四

五

一

七
四
四
八

四
〇

三
一
五

三
三
〇二

三
三
五

三
三
七

三
三
九

三
七
一



国際法外交雑誌総索引

国
際
連
合
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
政
治

現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
（
三
・
完
）

外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察
(

-

)

1

民
訴
法
第

二
百
条
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て

ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
正
当
戦
争
論
(
-
)
|
|
由
]
際
法
学
説
史
の
研
究

国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

主
要
文
献

内

山

正

熊

波

多

野

里

望

矢

ケ

崎

武

勝

伊

藤

不

男

六

〇

六

〇

六

〇

六

〇

昭
和
―
―
一
五
年
度

目
録

広

瀬

善

男

沢

木

敬

郎

五

九

大

畑

篤

四

郎

田
中
博
士
の
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
の
当
選
に
つ
い
て

良

五

九

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
（
二
）

現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
（
二
）

日
露
戦
後
に
お
け
る
溝
州
善
後
措
置
問
題
の
一
斑

日
華
事
変
に
お
け
る
拡
大
派
と
不
拡
大
派
（
二
）

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
（
一
）

ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
判
事
の
逝
去
を
い
た
む

ハ
ド
ソ
ン
教
授
の
死
去

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
正
戦
論
と
近
世
自
然
法
の
伝
統

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
と
原
油
の
押
収
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
控
訴
院
判
決
を
中
心

こ＇ 

山

田

丸

岡

松

雄

五

九

波

多

野

里

望

五

九

栗

原

健

五

九

秦

郁

彦

五

九

竹

本

正

幸

五

九

丸

岡

松

雄

五

九

又

正

雄

五

九

横

田

喜

郎

五

九

沢

田

和

夫

五

九

六 六 六 六 六 五 五 四 四 四

一
三
七

七 四

〇

八

五

六

八

五 八
0
0

七
六
四

七
三
九

五

七

0
五

六
七
四

六
四
一

六

三

六

六

三

五

ー」

ノ‘

八
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総 目 次

(5) (4) (3) (2) (1) ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
正
当
戦
争
論
（
二
ふ
―
R
)
|
|
'
国
際
法
学
説
史
の
研
究
I

外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察
（
ニ
・
完
）
ー
ー
＇
民
訴

法
第
二
百
条
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
1

ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
に
関
す
る
資
料
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
プ
諸
条
約
の

実
施
に
関
す
る
若
干
の
立
法
例
及
び
ひ
な
型
法

英
国
の
一
九
五
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
法

G
E
N
E
V
A
C
O
N
'
 

V
E
N
T
I
O
N
S
 A
C
T
,
 1957 5
 &
 6
 Eli
z, 
2. 
Ch. 5
2
 

ベ
ル
ギ
ー
国
の
一
九
五
六
年
の
赤
十
字
の
名
称
、
及
び
記
章
及
び
商
標

の
保
護
に
関
す
る
法
律

4
J

U
I
L
L
E
T
 1
9
5
6
,
L
O
I
 R
E
L
A
T
I
V
E
 

A
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
E
N
O
M
I
N
A
T
I
O
N
S
,
 S
I
G
N
E
S
 

E
T
 E
M
B
L
E
M
E
S
 D
E
 L
A
 CR
O
I
X
,
R
O
U
G
E
.
 

タ
イ
国
の
一
九
五
六
年
の
赤
十
字
法

C
R
O
S
S
 A
C
T
,
 B. E. 2499 (1956) 

(
T
R
A
N
S
L
A
T
I
O
N
)
 R
E
D
 

ス
イ
ス
連
邦
の
一
九
五
二
年
の
、
軍
隊
に
お
け
る
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
の

適
用
に
関
す
る
布
告

A
召
#
)
T
E
D
U
 C
O
N
S
E
I
L
 F
E
D
E
R
A
L
 

c
o
n
c
e
n
a
nt
 !'appli
cations d
e
s
 c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 d
e
 G
e
n
e
v
e
 clans l'ar, 

m
e
e
 (
D
u
 2
9
 a
oilt 
1952) 

赤
十
字
国
際
委
員
会
作
成
の
、
赤
十
字
の
名
称
及
び
標
章
に
関
す
る
ひ

な
型
法

M
O
D
E
L
L
A
W
 F
O
R
 T
H
E
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 

R
E
D
 C
R
O
S
S
 N
A
M
E
 A
N
D
 E
M
B
L
E
M
 

領
域
取
得
の
法
理

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
実
施

深

津

栄

榎

本

重

治

編

編

）

榎

本

重

治

矢

ケ

崎

武

勝

伊

藤

不

男

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

0
六

三
0
ニ

二
九
四

二
九
四

二九一
1

1

ニ
八
四

ニ
八
四

二
五
七

一
九
三

一
五
七
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国
際
警
察
軍

天
然
の
富
と
資
源
に
対
す
る
永
続
的
主
権
の
現
状
ー
~
国
際
連
合
事
務
局
に

よ
る
研
究
~

北
方
領
土
の
地
位
ー
千
島
・
樺
太
を
め
ぐ
る
諸
問
題
l

編
集
者
の
言
葉

一
、
外
交
史

幕
末
期
日
露
関
係

二
、
国
際
法

三
、
漁
業

北
方
領
土
の
法
理

北
方
領
土
の
法
的
地
位

北
方
領
土
問
題
の
起
因
と
経
過

占
領
管
理
下
の
北
方
領
土

シ
ベ
リ
ア
出
兵
と
北
樺
太
問
題

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
と
北
方
領
土
問
題

明
治
初
期
の
北
方
領
土
問
題

は
し
が
き

高

野

雄

前

原

光

雄

田

村

幸

策

入

江

啓

四

郎

植

田

捷

雄

石

田

栄

雄

大

山
田

岡

良

梓

阿

部

光

蔵

大

平

善

梧

安

藤

仁

介

杉

山

茂

雄

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
•
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
〇

六
〇

六一 六
一
八

五
九
〇

五
六
五

五
0
六

四
七
七

三
五
一

三
九
三

四
一
二
九

四
四
三

五
三
七

四
四
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総 目 次

公
文
書

文
献
目
録

戦
前
の
日
ソ
漁
業
1

明
治
四
十
年
日
露
漁
業
協
約
の
効
力
存
続
問
題
を
中

心
と
し
て

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
日
ソ
漁
業
関
係

ソ
連
の
領
海
制
度

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
湾
の
内
海
化
宣
言
に
つ
い
て
ー
~
内
海
化
宣
言
の
意
味
と

国
際
法
的
効
果
~

四
、
国
際
政
治

戦
後
の
日
ソ
関
係

日
ソ
関
係
年
表

T
R
A
I
T
E
 D
E
 C
O
M
M
E
R
C
E
,
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
,
 E
T
 D
E
 D
E
L
I
'
 

M
I
T
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
A
 R
U
S
S
I
E
 E
T
 L
E
 J
A
P
O
N
,
 si
g

n
e
 a
 S
hi
,
 

m
o
d
a
,
 le 2
6
 
j

a
n
vi
er 1855 

T
R
A
I
T
E
 D
'
E
C
H
A
N
G
E
 D
E
 L
'
I
L
E
 D
E
 S
A
K
H
A
L
I
N
E
 C
O
N
T
R
E
 

L
E
 G
R
O
U
P
E
 D
E
S
 I
L
E
S
 K
O
U
R
I
L
E
S
,
 Si
g

n
e
 a
 St. 
P
et
ersbourg

,

 

e
n
 frarn;ai
s
 et
 j

a
p
o
n
ai
s, 
le 
7
 m
ai
 

1875 (
8
e
m
e
 a
n
n
e
e
 d
e
 M
ei

j
i
)
 

北
方
領
土
の
返
還
要
求
運
動

北
方
近
海
安
全
操
業
問
題

高

野

雄

一

（

編

）

内広

田瀬

久善

司男

関

野

昭

桑

原

輝

路

尾

上

正

男

杉

山

茂

雄

中

村

小

洸

内

田

久

司

大

平

善

梧
林

幸

男

六
0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
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昭
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六
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判
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際
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諸
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（
一
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範
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仲
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わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
四
）

外
国
国
有
化
法
と
「
公
序
」

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
三
）

欧
米
の
国
際
経
済
法
学
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関
す
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一
考
察
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概
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わ
が
国
の
裁
判
所
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け
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国
際
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適
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諸
先
例
（
二
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問
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史
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近
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総 目 次

一
九
世
紀
に
お
け
る
領
海
幅
員
問
題
（
一
）

国
際
組
織
に
お
け
る
超
国
家
性
の
研
究
(
-
)

小祖

田川

武

滋夫

高

林

秀

雄

皆

川

洸

小祖

田川

武

滋夫

筒

井

若

水

森

脇

庸

太

最
近
の
ス
ペ
イ
ン
国
際
法
学
界

集
団
的
自
衛
の
法
理
（
二
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
九
）
—
ー
ー
追
補
の
一

国
際
法
と
国
内
法
（
ニ
ー
イ
タ
リ
ア
国
際
法
学
説
の
研
究
I

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(

1

0

)

追
補
の

ニ

ー
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
八
）

西

俣
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距
離
説
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郎

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
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適
用
の
諸
先
例
（
七
）
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史
上
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お
け
る
そ
の

地
位
ー
|

集
団
的
自
衛
の
法
理
（
一
）

わ
が
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の
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判
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に
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国
際
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適
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の
諸
先
例
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国
際
法
と
国
内
法
（
ニ
・
完
）
—
ー
！
イ
タ
リ
ア
国
際
法
学
説
の
研
究

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究

(
-
)
W
r
o
n
gful
d
e
a
th
 a
c
t
と

a
n
d
 C
r
e
d
it, 
H
u
g
h
e
s
 
v•Fe

tt
er 

(
1
9
5
1
)
 3
4
1
 
U. S
.
 6
0
9
.
 

F
u
l
l
 F
a
ith
 

航
空
機
上
で
行
な
わ
れ
た
犯
罪
及
び
あ
る
種
の
他
の
行
為
に
関
す
る
条
約

主
要
文
献
目

国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
（
一
）
と
く
に
住
所
地
法

主
義
に
つ
い
て

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
―
)
追
補
の

三

ー
ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
二
）
法
廷
地
州
の
出
訴
期
限
法
の
適
用
と

F
u
l
l
 F
a
ith
 a
n
d
 C
r
e
d
it 
C
l
a
u
s
e
 

W
e
l
l
s
 v. 
S
im
o
n
d
s
 A
b
r
a
s
iv
e
 C
o
.
 

(
1
9
5
3
)
 3
4
5
 
U. S
.
 5
1
4
 

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
二
）
別
居
手
当
契
約
の
準
拠
法

A

ut
e
n
 (
1
9
5
4
)
 3
0
8
 
N•Y. 

1
5
5
,
 1
2
4
N
.
 E
.
 2
d
 9
9
 

国
際
組
織
に
お
け
る
超
国
家
性
の
研
究
（
ニ
・
完
）

昭
和
三
八
年
度
国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

録

A

ut
e
n
 v. 

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
二
）
条
件
附
売
買
契
約
に
お
い
て
買
主
が
賦

払
代
金
の
支
払
を
怠
っ
た
場
合
の
売
主
の
救
済
に
関
す
る
準
拠
法

S
h
a
n
a
,

h
a
n
 v. 
G
e
o
r
g
e
 B
.
 L
a
n
d
e
r
s
 C
o
n
s
tr
u
c
tio
n
 C
o
.
 (1st. 
C
ir. 
1
9
5
9
)
 3
6
6
 F
.
 

2
d
 4
0
0
 

皆

川

洸

ア
メ
リ
カ
国
際
菰
法
抽
疫
云

（

川

又

良

也

）

ア
メ
リ
カ
国
芦
笙
ム
法
研
究
会

（

川

上

太

郎

）

ア
メ
リ
カ
国
際
認
広
抽
疫
云

（

田

村

精

一

）

小祖

田川

武

滋夫

筒

井

若

水

丸

岡

松

雄

岡川本竹小

端浪本川

俊末章正芳

孝人市幸彦

中

野

直

樹

ア
メ
リ
カ
国
際
私
丘
拡
疫
H

（

三

浦

正

人

）

六一
， 

ノ‘

， 
ノ‘ 六一 六 六 六一 六 六 六

六 六 六

r
、r‘

J

J

 

八 七
六

六
五 四

五
九
九

五
七
九

五
七
三
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公
a希 目 次

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(
-
―
-
)
船
荷
証
券
に
よ
る
取
引
の
準
拠
法

B
a
r
r
e
tt 
v. 
B
a
n
k
 of
 

th
e
 M
a
n
h
a
tta
n
 C
o
m
p
a
n
y
,
 2
1
8
 
F. 
2
d
 7
6
3
 (
2
d
 

Ci
r., 
1
9
5
4
)
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

M
A
T
I
E
R
E
 
D
E
 

T
 A
M
E
N
T
 AI
R
E
S
 S

U
R
 
L
E
S
 

F
O
R
M
E
 

C
O
N
F
L
I
T
S
 
D
E
 
L
O
I
S
 
E
N
 

D
E
S
 
D
I
S
P
O
S
I
T
I
O
N
S
 

T
E
S
,
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
S
 O
F
 L
A
W
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 

T
O
 T
H
E
 F
O
R
M
 O
F
 T
E
S
T
 A
M
E
N
T
 A
R
Y
 D
I
S
P
O
S
I
T
I
O
N
S
 

地
域
的
機
関
に
お
け
る
強
制
行
動
ー
キ
ュ
ー
バ
問
題
を
め
ぐ
る
米
州
機
構

と
国
際
連
合
と
の
関
係
|
|
_

国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法

地
法
主
義
に
つ
い
て
|
|
_

（
ニ
・
完
）

I

と
く
に
住
所

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
四
）

A
u
to
m
o
bi
le
G
u
e
s
t
 Sta
tu
te
 
i

n
 

P
l
a
c
e
 of
 

T
o
r
t
と

L
a
w
of
 

P
l
a
c
e
 of
 

G
r
e
a
tes
t
 Co
n
c
e
r
n
,
 B
a
b
c
o
c
k
 v. 

J

a
c
k
s
o
n
 (
1
9
6
3
)
 1
2
 N. Y. 2
d
 4
7
3
.
 

『
捕
獲
法
論
』
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
一
）
ー
~
国
際
法

学
説
史
の
研
究

大
気
圏
外
法
の
特
徴

遺
言
の
方
式
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
条
約
へ
の
加
盟
に
つ
い
て

国
際
法
上
の
国
家
の
裁
判
権
免
除
に
関
す
る
研
究

国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
外
国
通
貨
偽
造
防
止
義
務

一
九
世
紀
に
お
け
る
領
海
幅
員
問
題
（
ニ
・
完
）

城

戸

伊

藤

不

高

橋

正

彦
男

ア
メ
リ
カ
国
際
殆
祐
班
姦
云

（

本

浪

章

市

）

丸

岡

松

雄

悠

ア
メ
リ
カ
国
戸
否
鈴
伍
塊
去
云

（

佐

藤

幸

夫

）

村

岡

郎

広

瀬

善

男

土

井

輝

生

高

林

秀

雄

六 六 六一 六一 六 六 六 六 六 六一 六 六

五 互 四 四 四

三
九
三

四
三
二

六
二
九
五

二
九
二

二
九
二

三
二
八

二
五
六

ニ
四
七

二
―
六

一
三
七

一九―――
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国際法外交雑誌総索引

慣
習
的
自
衛
権
の
再
吟
味
（
ニ
・
完
）

権
論
議
を
起
点
と
し
て
1

調
停
と
裁
判
に
つ
い
て
の
問
題

昭
和
三
九
年
度
国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

録

主
要
文
献
目

慣
習
的
自
衛
権
の
再
吟
味
(
-
)
|
ー
—
東
京
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
自
衛
権
論

議
を
起
点
と
し
て

「
捕
獲
法
論
』
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
ニ
・
完
）
国

際
法
学
説
史
の
研
究

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
七
）
婚
外
子
の
扶
養
に
関
す
る
契
約
の
準
拠

法
H
a
a
g

v. B
a
r
n
e
s
 (
1
9
6
1
)
 2
1
6
 
N•
Y. 

S
.
 2
d
 6
5
.
 

頁
京
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
自
衛

又

正

雄

大

淵

仁

右

衛

門

ア
メ
リ
カ
国
際
私
蹂
盟
去
云

（

田

村

精

一

）

伊

藤

不

男

又

正

雄

川本竹小

端浪本川

末章正芳

人市幸彦

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
五
）
他
州
制
定
法
に
も
と
づ
く
親
子
間
の
扶

養
義
務
の
執
行
S
t
a
t
e
o
f
 

C
a
li
f

o

r
ni
a
 
v. 
C
o
p
u
s
 (
1
9
5
8
)
 
1
5
8
 T
e
x
.
 1
9
6
,
 

3
0
9
 S
.
 W

.

 2
d
 2
2
7
 

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
第
二
十
八
条
—
|
「
国
際
法
上
の
船
籍
」
の
序

論
と
し
て

陸
軍
起
案
「
対
清
策
案
」

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
六
）

W
o
o
d
 (
1
9
6
3
)
 2
4
5
 
N•
Y. 
S
.
 2
d
 8
0
0
 

外
国
離
婚
判
決
の
承
認
W
o
o
d

v. 

ア
メ
リ
カ
国
際
払
孟
興
去
本

（

本

浪

章

市

）

国
際
共
同
企
業
と
国
内
管
轄
権
行
使
の
抑
制

大

山
山

本

草

嘉

納

梓 孔

ア
メ
リ
カ
国
際
私
云
研
究
会

（

三

浦

正

人

）

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

-」-
ノ‘ 六一

， 
ノ‘ 一ノ‘

干

ノ‘ 六

六 六 六 六 六 五

口1

0
七

八
〇

四
〇

五
六
八

五
四
五

五
三
五

四
九
七

四
八

2
 

6
 

2
 

四
五
七



総
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定

六

四

四

・

五

四

四

九

26

目

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約

次

竹
島
紛
争

鼎 洸

文
化
財
・
文
化
協
力
協
定

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
八
）
法
廷
地
の
詐
欺
防
止
法
の
適
用
の
有
無

G
o
v
e
r
n
m
e
nt
al 
Int
erest
 
A
n
a
ly

si
s
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
ー

Bern,

k
r
a
nt
 
v•Fowler 

(
1
9
6
1
)
,
 3
6
0
,
 
P
 2
d
 9
0
6
.
 

国
際
連
合
憲
章
と
国
際
政
治

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
九
）
不
法
行
為
衝
突
法
に
お
け
る
「
最
も
有

意
義
な
関
係
」

L
o
w
e
'
s
N
o
rt
h
 W
i
l

k
e
s
b
o
r
o
 H
a
r
d
w
a
r
e
,
 Inc. 
v. 
T
h
e
 

Fi
deli
t
y
 
M
ut
ual L
i
f

e
 Insurance C
o
m
p
a
ny
.
 3

1
9
 F. 2
d
 4
6
9
 (
1
9
6
3
)
 

日
韓
関
係
の
研
究

日
韓
関
係
史

日
韓
基
本
条
約

日
韓
漁
業
協
定

い
わ
ゆ
る
法
的
地
位
協
定
上
の
永
住
許
可
申
請
方
法
に
関
す
る
問
題
点

公
文
書
（
目
次
）

T
R
E
A
T
Y
 O
N
 B
A
S
I
C
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 

T
H
E
 R
E
P
U
B
L
I
C
 O
F
 K
O
R
E
A
 

強
行
的
法
規
の
特
別
連
結
論
に
つ
い
て
(

-

)

 

妹

場

準

太

寿

堂

中

村
池

田

文

雄

祖

川

武

夫

植

田

捷

雄

ア
メ
リ
カ
国
際
私
認
盟
去
云

（

西

賢

）

芳

川

俊

憲

折

茂

豊

ア
メ
リ
カ
国
際
界
ム
正
研
究
会

（

山

本

敬

ー

三

）

六

四

六

四

六

四

六

四
六

四

四

・

五

六

四
六

四

六

四

六

四

六

四

六

四

六

四

六

四

六

四

四

・

五

四

・

五

四

四

六

四

・

五

四

四

五

四

・

五

四

・

互

四

・

五

四

・

五

四

・

五

四

・

五

四

四

七

四

一

七
五

六

三
0
八

三

三

五

三

八

五

ニ
八

二
五

0

二
―
九

二
0

一

七

六



国際法外交雑誌総索引

日
韓
漁
業
協
定
の
署
名
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
両
国
政
府
の
声
明

十
年
六
月
二
十
二
日
）

第
一
議
定
書
の
実
施
細
目
に
関
す
る
交
換
公
文

漁
業
協
定
に
関
す
る
討
議
の
記
録

安
全
操
業
に
関
す
る
往
復
書
簡

漁
業
協
力
に
関
す
る
交
換
公
文

漁
業
協
定
附
属
書
に
定
め
る
標
識
に
関
す
る
交
換
公
文

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ

た
議
事
録

韓
国
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
に
関
す
る
交
換
公
文

韓
国
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
の
直
線
基
線
に
関
す
る
交
換
公
文

（
昭
和
四

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
1
伺
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
2
に
定
め
る
合
同
委
員
会
に
関
す
る
交
換
公

文財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

六

四

四

・

五

四

八

四

六

四

四

・

五

四

八

六

四

四

・

五

四

八

〇

六

四

四

・

五

四

七

八

六

四

四

・

五

四

七

五

六

四

四

・

五

六

四

四

・

五

六

四

四

・

五

六

四

四

・

五

四

六

九

四

六

七

六

四

四

・

五

四

六

六

四

六

四

四

六

六

四

四

・

五

四

六

〇

六

四

四

・

五

四

五

七

六

四

四

・

五

四

五

六

六

四

四

・

五

四

互

五
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総
多
数
州
際
的
名
誉
毀
損
の
抵
触
法
問
題
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
場
合
|
|

砂

川

恵

伸

六
四

六

5
 

2
 

五

六

五

6

目 次

弔

辞 略
歴

故

日
韓
関
係
年
誌

名
誉
理
事
長

山
田
三
良
博
士

国
際
判
決
の
執
行
を
め
ぐ
る
諸
問
題

紛
争
の
解
決
に
関
す
る
交
換
公
文

大
韓
民
国
政
府
に
引
き
渡
さ
れ
る
文
化
財
に
関
す
る
往
復
書
簡

商
業
上
の
民
間
信
用
供
与
に
関
す
る
交
換
公
文

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
協
定
に
関
す
る
討
議
の
記
録

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
協
定
の
署
名
に
際
し
て
行
な

わ
れ
た
日
本
国
法
務
大
臣
声
明

文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ

い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

深

津

栄

横

田

喜

関

野

昭

郎

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

六
四

一ノ‘ 六 六 六

四
・
五

四

・

五

五

〇

四
・
五

五
二
七

五
0
三

五
〇

四

・

五

五

〇

四
・
五

四

・

五

四

九

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
九

四
九
〇

四
八
八

四
八
六

四
八
五



国際法外交雑誌総索引

国
際
連
合
の
二
十
年

国
連
活
動
の
二
十
年

日
本
の
国
連
活
動
の
実
績
と
課
題

①
―
九
六
三
年
十
二
月
十
七
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

第
二
三
条
及
び
第
六
七
条
の
改
正
に
関
す
る
決
議
）
（
邦
訳
）

同
決
議
正
文
テ
ク
ス
ト

（
英
文
及
び
仏
文
）

、
ー
、2
 

9

9

 ③
一
九
六
五
年
十
二
月
二
十
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

第
一

0
九
条
の
字
句
修
正
に
関
す
る
決
議
）
（
英
文
）

④
―
九
六
五
年
十
二
月
八
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

続
規
則
の
改
正
に
関
す
る
決
議
）
（
英
文
）

国
連
貿
易
開
発
会
議
の
勧
告

憲
章
改
正
に
関
す
る
総
会
決
議

附
録

国
連
と
南
北
問
題

加
盟
国
の
増
大
と
国
連
機
構
へ
の
影
響

（
憲
章

（
憲
章

（
総
会
手

星

文

七

内

山

正

熊

神

谷

竜

男

小

谷

鶴

次

池

原

季

雄

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

山
田
一
二
良
先
生
の
訃

六
四

マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
の
法
政
策
学
説

P
o
li
c
y
'
O
ri
e
nt
e
d
J

uri
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 

—
ー
の
概
要
と
そ
の
諸
批
判
の
妥
当
性

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
―
二
）

大

内

和

臣

小祖

田川

武

滋夫

六
四

六
四

六 六 六

1
0
八

1
0
七

1
0
五

1
0
三

1
0
三

七 四
七

二
六

六
七
七

六
四
六

...L 

ノ‘

四
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総
国
際
裁
判
と
国
内
管
轄
権
の
原
則

皆

川

洸

六
五

六

7
 

2
 

四
六
七

6

目
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
判
決
に
つ
い
て

次
強
行
的
法
規
の
特
別
連
結
論
に
つ
い
て

豊

ア
メ
リ
カ
国
際
姥
体
班
疫
ぢ

（

松

岡

博

）

国
連
関
係
主
要
文
献
目
録

国
際
通
貨
基
金
協
定
に
も
と
づ
く
加
盟
国
の
公
序
と
外
国
為
替
管
理
規
制
の

承
認

投
資
の
保
証
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
と
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
間
の
協
定
（
付
、
関
係

法
規
）

日
本
に
お
け
る
国
際
私
法
七

0
年
と
く
に
山
田
三
良
お
よ
び
江
川
英
文

を
中
心
と
し
て
l

イ
ギ
リ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
国
際
主
義
ー
ー
|
と
く
に
契
約
自
由
と
の
関
連

に
お
い
て

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(

1

0

)

外
国
離
婚
判
決
の
承
認
R
o
s
e
n
st
i

el

v. 
R
o
s
e
n
st
i

el (
1
9
6
5
)
 2
6
2
 
N•

Y. 

S. 2
d
 8
6
 

中
央
ア
メ
リ
カ
共
同
市
場
条
約
の
体
系
と
機
能
地
域
経
済
統
合
に
お
け

る
国
際
条
約
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
—
|（

ニ
・
完
）

江
川
教
授
の
逝
去
を
悼
む

故
江
川
英
文
先
生

内
戦
と
国
際
法
ー
~
国
際
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
は
何
か

四

国
連
重
要
事
項
年
表
(
-
九
五
六
ー
一
九
六
五
年
）

小

寺

初

世

子

折

茂

佐

藤

和

男

山

本

敬

JI! 

上

太

郎

横

田

喜

郎

桜

井

雅

夫

広

瀬

善

男

土

井

輝

生

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

筒

井

若

水

六

五

六
五

五 五 五 四 四 四 四 四

四
一
五

二
五
三

二九―――ロ
三
四
七

三
七
三

四
三
四

ニ
八
九

一
九
九

一七 一六
一
四



国際法外交雑誌総索引

日
布
移
民
問
題
（
ニ
・
完
）

高
柳
教
授
の
逝
去
を
悼
む

大
沢
章
先
生
の
長
逝
を
悼
む

国
際
私
法
上
の
先
決
問
題
に
つ
い
て

国
際
海
上
運
送
に
お
け
る
国
旗
差
別
措
置

日
布
移
民
問
題
（
一
）

国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史
主
要

一
九
二
九
年
捕
虜
条
約
準
用
問
題

戦
犯
裁
判
研
究
余
論
（
二
）
太
平
洋
戦
争
の
停
戦
処
理
に
関
す
る
国
際
法
的

考
察
~
と
く
に
日
ソ
戦
争
に
つ
い
て

l

国
際
法
委
員
会
に
よ
る
留
保
規
則
の
法
典
化
（
一
）

国
際
航
空
運
送
条
約
に
お
け
る
責
任
制
限
の
研
究
（
一
）

国
際
法
委
員
会
に
よ
る
留
保
規
則
の
法
典
化
（
ニ
・
完
）

国
際
司
法
共
助
~
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
一
）

前

原

光

雄

横

田

喜

郎

尾

中

俊

彦

小

川

芳

彦

瀬

川

善

信

池

田

文

雄

小

JII 

芳

彦

又

正

雄

浦

正

人

瀬

川

善

信

高

梨

正

夫

戦
犯
裁
判
研
究
余
論
（
一
）

又

正

雄

昭
和
四
0
•

四
一
年
度

文
献
目
録

宇鳥田飯

野居中

田

重淳

昭子栄茂

ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
博
士
の
論
功

L
y
t
t
o
n
 R
e
p
ort 
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 b
y
 T
h
o
m
a
s
 B
a
t
y
 

に
関
す
る
覚
書

リ
ッ
ト
ン
報
告
書

T
h
o
m
a
s
 B
aty 

内
山
正
熊
（
訳
）

内

山

正

熊

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六
六
五

六
五

六
五

六 六 六

五
三
一

二

三

七

二

九

三

三

二

四

三
五
七
・

＿
―
-
五
九

二

六

四

一
八

一
四
八

六

七

五
〇

゜
五

一

七
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公
m-

斎 目 次

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
移
民
政
策

十
ニ
マ
イ
ル
漁
業
水
域
（
一
）

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(
―

-

)

D

i

rect
A
ct
i

o
n
 S
t

at
ut
e
の
適
用
と

連
邦
憲
法
条
項
W
at
s
o
nv•Em

ployers 

Li
ab. A
s
s
u
r
a
n
c
e
 Corp., 3
4
8
 
U. 

S
.
 6
6
,
 7
5
 S. 
C
t
.
 
1
6
6
,
 (
1
9
5
4
)
.
 

昭
和
四
二
年
度

主
要
文
献
目
録

宇
宙
天
体
条
約
の
基
本
構
造

国
際
司
法
共
助
米
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
三
・
完
）

十
ニ
マ
イ
ル
漁
業
水
域
（
ニ
・
完
）

国
際
連
盟
理
事
会
に
つ
い
て

国
際
司
法
共
助
米
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
二
）

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
非
核
武
装
化
条
約
に
つ
い
て

現
代
国
際
法
に
お
け
る
文
明
の
地
位

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
三
）

弱
点
を
克
服
せ
ん
と
す
る
国
際
法
委
員
会

国
際
航
空
運
送
条
約
に
お
け
る
責
任
制
限
の
研
究
（
ニ
・
完
）

池

田

文

雄

松鳥広

本居部

三淳和

郎子也

ア
メ
リ
カ
国
際
私
蹂
興
去
云

（

松

岡

博

）

尾

中

俊

彦

小

田

滋

神

谷

竜

男

尾

中

俊

彦

大

塚

博

比

古

筒

井

若

水

小

田

滋

小祖

田川

武

滋夫

鶴

岡

千

偲

原

島

秀

毅

（

訳

）

池

田

文

雄

加

藤

俊

l
 

作

六
七

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六 六 六 六 六 五

五

七

七

五

五

五

七

五 五

四

八

七

四

四

三

六

四 四 四

六
八
八

六
六

六
四
七

六 六
一
七

三
九
七

四
ニ
ニ

五
二
三

六
五
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判
例
か
ら
み
た
渉
外
非
訟
事
件
の
裁
判
管
轄
問
題

国
際
判
決
の
執
行

ア
ジ
ア
政
治
体
制
試
論

海
洋
と
国
際
政
治
沢
海
軍
の
制
海
思
想
を
め
ぐ
っ
て
|
|
.

条
約
〈
小
笠
原
・
漁
業
・
原
子
力
関
係
〉

鳥

居

淳

子

に
つ
い
て
の
一
考
察

南
方
諸
島
及
び
そ
の
他
の
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の

間
の
協
定
（
昭
四
三
・
六
・
ニ
六
発
効
）

日
本
国
と
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
（
昭
四

三
・
七
・
ニ
六
発
効
）

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
領
海
に
接
続
す
る
水
域
に
お
け
る
日
本
国
の
船
舶
に
よ

る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
四
三
・

六
•
一
0
発
効
）

原
子
力
の
非
軍
事
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
四
―
―
-
•
七
•
1
0
発
効
）

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 
T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 
O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 
N
A
N
P
O
 S
H
O
T
O
 

A
N
D
 O
T
H
E
R
 I
S
L
A
N
D
S
 

抵
触
法
に
お
け
る
代
位
責
任
(

v

i

carious
li
abi
l
i
t
y
)
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
を
中
心
と
し
て

小
幡
公
使
ア
グ
レ
マ
ン
問
題
1

日
中
外
交
の
一
断
面
ー
|
ー

判
例
研
究
「
サ
バ
チ
ー
ノ
事
件
」

瀬

川

善

信

JII 

上

太

郎

松

井

芳

郎

曾

村

保

信

衛

藤

藩

深

津

栄

吉

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

： 二
九

二
五

ニ
四
九 ： 二

0
九

二
0
七

]

八 一
五
八 三六一
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総 目 次

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
効
力

条
約
の
第
三
国
に
対
す
る
効
力
（
先
例
研
究
）

強
行
規
範
に
抵
触
す
る
条
約
の
無
効
・
終
了

多
数
国
間
条
約
に
対
す
る
留
保
条
約
法
草
案
第
一
六
条
乃
至
第
二
十
条

を
中
心
と
し
て

条
約
の
第
三
国
に
対
す
る
効
カ
ー
|
ー
条
約
法
草
案
第
三

0
条
し
第
三
四
条
を

中
心
と
し
て

締
結
意
思
の
瑕
疵
に
基
づ
く
条
約
の
無
効
原
因
ー
~
条
約
法
草
案
第
四
三
条

ー
第
四
九
条
を
中
心
と
し
て
l

国
連
条
約
法
会
議
第
一
会
期
の
事
業

D
r
af
t
 
C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 o
n
 th
e
 L
a
w
 of
 
T
r
e
at
i

es 

国
際
行
政
法
の
存
立
基
盤

キ
ュ
ー
バ
土
地
改
革
法
ー
一
九
五
九
年
土
地
改
革
法
と
国
有
化
に
つ
い
て

国
連
条
約
法
草
案
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

国
連
条
約
法
草
案
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
事
情
変
更
の
原
則
」
と
条
約
法
草
案
第
五
九
条

今

村

之

治

村

上
山

本

草

謙

湯

下

博

之

宮

崎

繁

樹

中

村
太

寿

堂

小 大

平

善

洸 鼎

経

塚

作

太

郎

川

芳

彦

梧

又

正

雄

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

五 互

五

九

五

五

五

二

九

四

五

二

四

四

四

八

九

四 四

四

五

四

四

四

四

四 四

四

一

六

四 四 四

六
四
0

1
7
 

2
 

四
六
四

四
一
三

四
三
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国
際
漁
業
の
新
し
い
発
展

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
―
二
）

L
e
x
D
o
m
ic
iliiと

L
e
x
S
itu
s
"
 

L
e
x
 for
i: 
O
r
d
in
a
r
y
 A
p
p
l
ic
a
b
l
e
 L
a
w
 to
 M
a
r
ital 
P
r
o
p
er
t
y
と

L
a
w

of
 

S
itu
s
 b
y
 w

h
ic
h
 S
p
a
u
s
e
s
 
in
te
n
d
e
d
 th
e
ir
 T
r
a
n
s
a
c
tio
n
 to
 b
e
 g
o
v
,
 

e
r
n
e
d
.
 
W
y
a
tt v•Fulra

th 

(
1
9
6
5
)
 2
1
1
 N. E
.
 2
d
 6
3
7
 

国
家
の
独
立
と
条
約
の
承
継
ー
そ
の
序
説
l

昭
和
四
三
年
度

主
要
文
献
目
録

分
裂
国
の
法
的
地
位

渉
外
親
子
関
係
事
件
を
め
ぐ
る
一
考
察
消
極
的
確
認
判
例
を
中
心
と
し

てア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(
-
三
）
動
産
担
保
物
権
の
実
行
に
附
随
す
る

事
項
の
準
拠
法
（
L
e
gisla
tiv
e
J

u
r
is
d
ic
tio
n
の
観
念
と
国
際
私
法
に
お
け

る
訴
訟
物
の
重
要
性
を
中
心
と
し
て
）

U
n
iv
e
r
s
a
l
C
.
 I. 
T
.
 C
r
e
d
it 
C
o
r
p. 

V•Hule

tt, 

1
5
1
 S
o
.
 2
d
 7
0
5
 (
3
r
d
 C
i

r. 
1
9
6
3
)
 

日
露
戦
争
と
開
戦
外
交

極
東
民
族
大
会
と
中
国

国
際
裁
判
所
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
の
先
例

接
続
空
域
の
法
的
地
位
ー
|
「
防
空
確
認
区
域
」

の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て

山

極

大

山
小

田

晃 梓 滋

ア
メ
リ
カ
国
際
私
孟
伽
裂
云

曾

野

和

明

）

海

老

沢

美

広

小

谷

鶴

次

林松本関

岡間野

司 昭

宣博浩一

杉小

原田

高

嶺滋

栗

林

忠

男

田

畑

茂

郎

ア
メ
リ
カ
国
際
私
祐
典
去
云

（

本

浪

章

市

）

六
八

六
八

六
八

六
八

六
八

六
八

六
七

六
七

六
七

六
七

六
七

六 六 六 六 五

一
五
三ロ

一
九
七

―1
0
 

八
0
六

七
七
七

七
四

六
八

六
五

五
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総 目 次

現
代
国
際
法
に
お
け
る
無
過
失
責
任
原
則
の
機
能

深
海
海
底
制
度
論
の
系
譜
（
一
）

ロ
ー
マ
条
約
第
五
八
条
に
お
け
る
会
社

中
国
の
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
政
策

日
ソ
危
機

国
際
組
織
と
国
家
平
等
理
論

ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
ー
ー
学
説
の
推
移
を
中

心
と
し
て
ー
_一

九
三
―

-l―二
四
年

国
際
政
治
史
の
課
題
と
性
格
~
国
際
政
治
史
研
究
序
説
l

大
陸
政
策
論
の
史
的
考
察
ー
ー
，
幕
末
よ
り
日
清
戦
争
直
後
ま
で
ー
—
’

昭
和
四
四
年
度

主
要
文
献
目
録

任
意
条
項
制
度
に
お
け
る
相
互
主
義
の
問
題

日
本
の
台
湾
接
収
と
対
外
措
置
（
一
）

朝
鮮
戦
争
と
中
国
の
経
済
政
策

日
本
の
台
湾
接
収
と
対
外
措
置
（
ニ
・
完
）

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(
-
四
）
多
数
州
際
的
名
誉
毀
損
の
準
拠
法

B
r
e
w
st
er v. 
B
o
st
o
n
 H
e
r
a
l
d
'
T
r
a
v
e
l
e
r
 C
o
rp. (
D

.

 

C. 
M
a
s
s
.
 1
9
6
0
)
 
1
8
8
 

F
.
 S
u
p
p
.
 5
6
5
.
 

ア
メ
リ
カ
国
際
序
ム
広
研
製
ヰ

（

三

浦

正

人

）

黄

昭

堂

笠

原

正

明

山

本

草

黄

昭

堂

関

野

昭

小

田

滋

大林尾

畑脇
崎

篤卜

四シ
重

郎子義

大

畑

篤

四

郎

岡

本

松

本

秦 松

岡

善

八 郎

堀

川

武

夫

郁

彦 博

大

谷

良

雄

六
九

六
九

六
九

六
九

六
九

六
九

六
九

六
八

六
八

五
・
六

五
・
六

六
八
五
・
六

六
八

六
八

六
八

六
八

六
八

二
―
四

一
九
〇

一
六
八

―
―
五

六
六 五

六
五

五

五

四

四

五

九

四

四

二

九
二
九
三

三
四
七

二
五
0
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宇
宙
法
に
お
け
る
開
発
概
念

A
.
A
諸
国
の
加
盟
と
国
際
法
_
ー
自
決
権
の
形
成
を
中
心
に

国
連
の
平
和
維
持
活
動
同
意
原
則
の
再
検
討

特
集

人
権
と
国
家
主
権

国
際
政
治
史
の
課
題
と
性
格
(
―
-
)
ー
ー
国
際
政
治
史
研
究
序
説
l

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(
-
五
）
州
外
居
住
者
の
保
険
契
約
債
権
に
対

す
る
差
押
手
続
の
管
轄
権
S
ei
d
e
r

v. 
R
ot
h
 
(N•

Y. 

1
9
6
6
)
 
1
7
 
N•

Y. 

2
d
 

1
1
1
,
 2
1
6
 N. E. 2
d
 3
1
2
.
 

国
際
連
合
の
二
十
五
年
ー
~
軍
縮
と
開
発

国
際
連
合
の
二
十
五
年

核
時
代
の
軍
備
規
制

国
連
と
軍
縮
ー
ー
吐
踪
器
ん
析
と
そ
の
現
代
的
課
題

国
際
立
法
に
対
す
る

A
.
A
諸
国
の
態
度
の
変
遷
国
連
友
好
関
係
宣
言

の
起
草
過
程
を
ふ
り
か
え
っ
て

国
際
連
合
と
経
済
社
会
開
発

海
洋
開
発
と
国
際
連
合
ー
|
i
海
洋
法
問
題
を
め
ぐ
る
国
連
二
五
年
の
回
顧
と

第
三
次
海
洋
法
会
議
へ
の
展
望

「
人
類
が
生
き
残
る
た
め
の
会
議
」
の
報
告

深
海
海
底
制
度
論
の
系
譜
（
ニ
・
完
）

山

本

草

中

村

洸

佐

藤

和

男

波

多

野

里

望

筒

井

若

水

香

西

広

瀬

善

男

前 高

田 野

雄

横

田

喜

茂 寿 郎

ア
メ
リ
カ
国
際
’
鈴
伍
塊
染
云

（

三

浦

正

人

）

堀

川

武

夫

小

田

滋

宮

崎

繁

樹

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九

六
九

六
九

六
九

六
九

七
一
六

六
八
四

六 五
九
六

五

七
五

三

六

四
九
〇

四
六
五

六
六 口三

三
〇

三

七

五

四

三

三

二
七
四
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総 目 次

人
権
の
国
際
的
保
護
と
国
際
連
合

（
一
九
六
六
ー
一
九
七
0
年）

国
連
重
要
事
項
年
表

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 O
C
C
A
S
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 T
W
E
N
T
Y
'
 

F
I
F
T
H
 A
N
N
I
V
E
R
S
A
R
Y
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 N
A
T
I
O
N
S
,
 2
4
 

O
C
T
O
B
E
R
 19
7
0
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
2
7
 (
X
XV
)
)
 

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 P
R
I
N
C
I
P
L
E
S
 
O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 

L
A
W
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 F
R
I
E
N
D
L
Y
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 A
N
D
 C
O
,
O
P
'
 

E
R
A
T
I
O
N
 A
M
O
N
G
 S
T
A
T
E
S
 I
N
 A
C
C
O
R
D
A
N
C
E
 W
I
T
H
 T
H
E
 

C
H
A
R
T
E
R
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 N
A
T
I
O
N
S
,
 2
4
 O
C
T
O
B
E
R
 1
9
7
0
 

(
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
2
5
 (
X
X
V
)
)
 

Q
U
E
S
T
I
O
N
 O
F
 G
E
N
E
R
A
L
 A
N
D
 C
O
M
P
L
E
T
E
 D
I
S
A
R
M
A
'
 

M
E
N
T
,
 1
6
 D
E
C
E
M
B
E
R
 19
6
9
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
0
2
 (
X
X
I
V
)
)
 

P
R
O
G
R
A
M
M
E
 
O
F
 A
C
T
I
O
N
 
F
O
R
 
T
H
E
 
F
U
L
L
 
I
M
P
L
E
'
 

旨
N
T
A
T
I
O
N
O
F
 T
H
E
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 G
R
A
N
T
'
 

I
N
G
 
O
F
 I
N
D
E
P
E
N
D
E
N
C
E
 
T
O
 C
O
L
O
N
I
A
L
 
C
O
U
N
T
R
I
E
S
 

A
N
D
 P
E
O
P
L
E
S
,
 
1
2
 

O
C
T
O
B
E
R
 1
9
7
0
 

(
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
2
1
 

(
X
X
V
)
)
 

A
N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
 S
T
R
A
T
E
G
Y
 F
O
R
 

T
H
E
 S
E
C
O
N
D
 U
N
I
T
E
D
 N
A
T
I
O
N
S
 
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
 D
E
'
 

C
A
D
E
,
 2
4
 O
C
T
O
B
E
R
 19
7
0
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
2
6
 (
X
X
V
)
)
 

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
F
 P
R
I
N
C
I
P
L
E
S
 G
O
V
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 S
E
A
'
 

B
E
D
 A
N
D
 T
H
E
 O
C
E
A
N
 F
L
O
O
R
,
 A
N
D
 S
U
B
S
O
I
L
 T
H
E
R
E
O
F
,
 

B
E
Y
O
N
D
 T
H
E
 L
I
M
I
T
S
 O
F
 N
A
T
I
O
N
A
L
 J
U
R
I
S
D
I
C
T
I
O
N
,
 1
7
 

D
E
C
E
M
B
E
R
 19
7
0
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
7
4
9
 (
X
X
V
)
)
 

皆

川

洸

六
九
四
•
五
・
六

六
九
四
・
五
•
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
•
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
．
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

七
九
四

八

一

五

八

一

九

八 八

三

四

八

三

〇

七
七

七
四
四
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ア
メ
リ
カ
国
際
累
直
研
究
会

（

本

浪

章

一

）

七
〇

丸

岡

松

雄

七

〇

岡

村

奥

七

〇

横

田

洋

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
ニ
・
完
）
国
際
公
社
論
の
試
み

七
〇

大

内

和

臣

七

〇

条
約
の
寄
託
所
の
権
限
！
~
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
協
約
の
批
判
的
考

察

松

村

正

義

七

〇

丸

岡

松

雄

七

〇

平

井

友

義

七

〇

昭
和
四
五
年
度

主
要
文
献
目
録

一
九
三
五
年
・
仏
ソ
同
盟
条
約
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察

ケ
イ
ヴ
ァ
ー
ス
の
法
選
択
手
続
理
論
（
二
）

外
務
省
情
報
部
の
創
設
と
伊
集
院
初
代
部
長

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
機
関
の
議
決
の
法
的
性
質
と
拘
束
カ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
共
同
体
ー
_

ケ
イ
ヴ
ァ
ー
ス
の
法
選
択
手
続
理
論
（
三
・
完
）

ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
(
+
六
）

F
e
d
e
r
a
l
L
a
w
と

S
t

at
e
L
a
w
,
政

府
証
券
の
準
拠
法

B
a
n
k
of
 

A
m
e
ri
ca Nat. T
・
体

S
.

A
s
s
o
.
 
v. 
Parnell 

(
1
9
5
6
)
,
 3
5
2
 
U. s. 2
9
.
 

太山尾

田本崎

勝敬重

洪三義

古

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
C
O
'
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 P
E
A
C
E
F
U
L
 

U
S
E
S
 O
F
 O
U
T
E
R
 S
P
 AC
E
,
 1
6
 
D
E
C
E
M
B
E
R
 1
9
7
0
 
(
R
E
S
O
L
D
,
 

T
I
O
N
 27
3
3
 (
X

X

V

)

)

 

ケ
イ
ヴ
ァ
ー
ス
の
法
選
択
手
続
理
論
（
一
）

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
一
）
国
際
公
社
論
の
試
み
I

横

田

洋

七
〇

丸

岡

松

雄

七

〇

四

四

〇

四 四

六
九
四
・
五
・
六

三
三
五

三
七
七

二
六
五

二
三
五

一
九
四

一
六
七 ロ ¥

¥
 

j

j

 

四
七

6
 

7
 

2
 

七

九

〇



聡

政

治

犯

罪

人

不

引

渡

原

則

の

確

立

歴

史

的

・

実

証

的

検

討

目 次

国

連

に

お

け

る

人

権

保

護

と

国

内

管

轄

権

（

―

-

・

完

）

主
要
文
献
目
録

分

裂

国

と

国

際

法

の

適

用

内

戦

と

一

九

四

九

年

ジ

ュ

ネ

ー

ヴ

条

約

1

捕

え

ら

れ

た

戦

闘

員

の

法

的

保

護

を

中

心

に

ベ

ト

ナ

ム

分

裂

国

家

成

立

の

経

緯

（

一

）

ウ

ッ

ド

ロ

ー

・

ウ

ィ

ル

ソ

ン

の

初

期

外

交

思

想

〈

外

交

政

策

分

析

の

た

め

の

枠

組

〉

(

-

)

米

西

戦

争

か

ら

「

ロ

ー

・

ポ

リ

テ

ィ

ッ

ク

ス

」

の

成

立

ま

で

|

|

昭

和

四

六

年

度

西

周

助

「

万

国

公

法

」

国

連

に

お

け

る

人

権

保

護

と

国

内

管

轄

権

（

一

）

ア

メ

リ

カ

国

際

私

法

に

お

け

る

裁

判

管

轄

問

題

ー

ー

-
St
at
u
s
を

中

心

と

し

て

国

際

連

合

機

構

と

経

済

制

裁

南

ロ

ー

デ

シ

ア

に

対

す

る

国

連

憲

章

第

四

一

条

の

適

用

任
意
条
項
受
諾
宣
言
の
期
限
と
留
保
|
_
—
五
0
年
を
経
た
国
際
司
法
裁
判
所

の

問

題

情

況

の

一

側

面

芹

田

健

太

郎

七

進

藤

栄

金 藤

田

久

小

七

東

勲

七

浦

野

起

央

七

七

谷

鶴

次

七

初山尾

瀬本崎

龍敬重

平三義

七

田

岡

良

金

東

勲

七

〇

関

野

昭

深

津

栄

川松三

上岡浦

I 

し正太

七 七
〇

七
〇

郎博人

喜

四 四 六 六 五 五

一
三
四： 三

四
四

二
五
九

七
五
八
〇

五

三

五 四
八

四
三
一
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イ
ギ
リ
ス
労
働
党
外
交
政
策
の
起
源

国
際
法
学
会
戦
後
―
一
五
年
史

ベ
ト
ナ
ム
分
裂
国
家
成
立
の
経
緯
（
二
）

式
典
記
事

田
中
耕
太
郎
氏
祝
辞

記
念
式
典

田
畑
茂
二
郎
理
事
長
挨
拶

外
交
一
元
化
と
外
務
省

わ
が
古
典
的
国
際
私
法
学
説
の
再
評
価

国
際
法
学
会
創
立
七
十
五
周
年
記
念
号

国
際
裁
判
と
日
本

明
治
及
び
大
正
初
期
に
お
け
る
日
本
国
際
法
学
の
形
成
と
発
展
ー
前
史
と

黎
明
期
ー
_

日
本
に
お
け
る
国
際
私
法
の
発
展
過
程
と
そ
の
課
題

明
治
時
代
の
霞
ケ
関
外
交

外
務
省
の
機
能
変
遷

転
換
期
に
た
つ
海
洋
法

明
治
初
期
に
お
け
る
国
際
法
の
導
入

国
籍
継
続
の
原
則
の
問
題
点

浦

野

起

央

七

川

端

末

人

七

高

野

雄

田

中

耕

太

郎

七

田

畑

茂

内

山

正

熊

七

大

畑

篤

四

郎

七

大

山
岡

本
川

上

太

郎

七

小 住 横

田

陳原

田 吉

喜

善

七 七

郎

七

梓

七

八

七

滋

七

又

正

雄

七
良

人

七
郎

七 七

光正

輝行

七

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
•
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六

五
・
六 四

四
六

六
九
九

六

九

七

六
九
四

六

八

九

六
六
四

六

二

六

六
〇

五
八
七

五
五
九

三

九

二

五
三
二

四
八

四
五
四

四
二
四
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総 目
日
本
に
お
け
る
対
外
政
策
決
定

次

最
恵
国
条
項
論
（
一
）

国
際
投
資
の
基
本
問
題
ー
間
接
投
資
と
し
て
の
プ
ラ
ン
ト
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の

輸
出
と
仲
裁
I

最
恵
国
条
項
論
（
ニ
・
完
）

海
洋
汚
染
と
国
際
法

政
府
間
海
事
協
議
機
関

(
I
M
C
o
)
と
海
洋
汚
染

O
P
E
C
の
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン
と
国
際
法

ル
イ
ス
・
ソ
ー
ン
教
授
の
世
界
法
概
念

戦
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
の
処
遇

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
初
期
外
交
思
想
〈
外
交
政
策
分
析
の
た
め
の

枠
組
〉
（
二
)
|
|
米
西
戦
争
か
ら
「
ロ
ー
・
ポ
リ
シ
ー
ズ
」
の
成
立
ま
で

山
座
圃
次
郎
論
＇
~
明
治
時
代
に
お
け
る
大
陸
政
策
の
実
行
者

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
分
裂
」
国
家
の
国
際
法
上
の
諸
問
題
（
一
）

昭
和
四
七
年
度

主
要
文
献
目
録

ピ
ー
ス
・
パ
レ
ス
と
国
際
司
法
裁
判
所
の
近
況

水

上

千

之

七

衛

藤

藩

小

田

村

瀬

信

也

七

喜

多

川

篤

典

七

村

瀬

信

也

七

横

川

大内尾

::: 
吉 滋

七

新・郎二義

関

野

昭

進

藤

栄

深

津

栄

七 七 七

松

井

芳

郎

七

又

正

雄

七

七 七

宮

崎

繁

樹

七

七

六 六 六 五 五 四

四

二

九

四

六
四

六 五
九
九

三
四
五

三
九
一

五＿―-五

四
九
九

二
九
九

ニ
四
九

二
二
六

一
七
四

一
三
六

1

0
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戦
後
日
中
関
係
の
一
考
察
|
|
'
石
橋
、
岸
内
閣
時
代
を
中
心
と
し
て
！

一
九
四
九
年
八
月
―
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
二
つ
の
追
加
議

定
書
案

田
中
博
士
の
逝
去
を
悼
む

国
際
経
済
法
の
発
展
と
体
系
(
-
)
_
|
エ
ル
ラ
ー
学
説
の
理
解
と
吟
味
を

通
し
て
ー
—
_

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
四
）
ー
l
—
昭
和
四

二
年
ま
で
ー
|
ー

昭
和
四
八
年
度

経
済
水
域
概
念

主
要
文
献
目
録

イ
ギ
リ
ス
国
際
私
法
と
法
委
員
会

マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
の
国
際
法
方
法
論
と
そ
の
問
題
点

民
族
自
決
権
と
内
戦

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
五
）
昭
和
四

三
年
ま
で
1

国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
定
立
の
作
業
ー
~
国
際
法
委
員
会
の

関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
最
終
草
案
に
つ
い
て
第
一
部
総
説

「
条
約
に

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
分
裂
」
国
家
の
国
際
法
上
の
諸
問
題
（
ニ
・
完
）

筒

井

若

水

七

林

司

宣

七

小祖

田川

武

滋夫

七

池

井

優

七

家

正

治

七

大

内

和

臣

七

西

賢

七

瀬木尾

川棚崎

善照重

信一義

七

小祖

田川

武

滋夫

七

松

井

芳

郎

七

佐

藤

和

男

七

横

田

喜

郎

七

竹
本
正
幸
（
訳
）

藤
田
久
一
（
訳
）

七

四

四

一

〇

四 六

六 ロ
一
六
八

―
二
五

一八 ―
二
五

九
七

七
四

四
六 ー

六
六
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総 目

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
難
民
問
題
条
約

次

日
本
外
交
史
に
お
け
る
亡
命
者
問
題

国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
定
立
の
作
業
国
際
法
委
員
会
の
「
条
約
に

関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
最
終
草
案
に
つ
い
て
第
二
部
条
文
草
案

一
又
正
雄
理
事
の
逝
去

第
三
次
海
洋
法
会
議
カ
ラ
カ
ス
会
期
を
顧
み
て

伝
統
的
東
ア
ジ
ア
世
界
秩
序
試
論
十
八
世
紀
末
の
中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
干

渉
を
中
心
と
し
て

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
六
）
ー
昭
和
四

四
年
ま
で

国
際
法
上
の
政
治
亡
命
者
概
念

フ
ィ
ウ
メ
を
め
ぐ
る
イ
タ
リ
ア
の
対
ユ
ー
ゴ
政
策
ー
|
二
十
年
代
初
期
イ
タ

リ
ア
外
交
の
性
格
l

昭
和
四
十
九
年
度
主
要
文
献
目
録

植
田
捷
雄
名
誉
会
員
の
逝
去

米
国
に
お
け
る
対
日
占
領
政
策
の
形
成
過
程
(
-
)
そ
の
機
構
的
側
面

と
占
領
軍
構
成
の
問
題

い
わ
ゆ
る
「
人
道
的
干
渉
」
に
つ
い
て

一
又
正
雄
博
士
の
逝
去
を
悼
む

五

百

旗

頭

奨

七

四

七
四

西

井

正

弘

七

四

瀬

川

善

信

七

四

尾

崎

重

義

木

棚

照

一

七

四

大

畑

篤

四

郎

岡

俊

孝

七

四

島

田

征

夫

七

四

小祖

田川

武

滋夫

七

松

田

竹

男

七

大

平

善

梧

七

猪

口

小

田

孝

七

滋

七
七

小

川

芳

彦

七

六 六 五 五

一九
一
八
七

一五 ―
二
九

九
五

四
七

六
0
六

五
五
三

五
四

四
八
六

五

四

五

四

四

四

七

四

四

二

〇
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一
般
利
益
に
も
と
づ
く
国
家
の
出
訴
権
（
一
）

一
般
利
益
に
も
と
づ
く
国
家
の
出
訴
権
（
ニ
・
完
）

米
国
に
お
け
る
対
日
占
領
政
策
の
形
成
過
程

側
面
と
占
領
軍
構
成
の
問
題

核
実
験
に
関
す
る
事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
~
英

語
）
一
九
七
三
年
七
月
二
十
二
日
I
.
C. J
 

R
ep
o
rts
 1
9
7
3
,
 p
p
.
 9

9
-
1
0
6
.
 

植
田
捷
雄
君

人
権
条
約
の
履
行
確
保

鹿
島
守
之
助
名
誉
会
員
の
逝
去

昭
和
五
十
年
度

主
要
文
献
目
録

国
連
の
領
域
内
庇
護
宣
言
に
つ
い
て

（
ニ
・
完
）

（
ニ
・
完
）

わ
が
国
の
渉
外
離
婚
事
件
と
両
性
平
等
（
一
）

小
田
滋
理
事
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
に
当
選

国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
（
一
）

国
連
の
領
域
内
庇
護
宣
言
に
つ
い
て
(

-

)

 

軍
備
競
争
ー
理
論
的
考
察
と
経
験
分
析
ー
—
’

軍
人
外
交
官
ー
駐
在
武
官
の
研
究

瞳
乎

ー

そ

の

機

構

的

尾

崎

重

義

木

棚

照

一

七

五

大

畑

篤

四

郎

芹

田

健

太

郎

七

五

鳥

居

淳

子

七

五

多

喜

芹

田

健

太

郎

七

四

内

山

正

山

本

皆

川

吉

寛

七

四

熊

七

四

宣

七

四

七

四

七

四

小

寺

初

世

子

七

四

入

江

啓

四

郎

七

四

洸

七

四

五

百

旗

頭

箕

七

四

杉

原

高

嶺

七

四

杉

原

高

嶺

七

四

六 六 六 六 六 五 五 四 四 四

1
0
 

六
七

六
七

六

一九

五
六
六

四

六

八

四

四

0
四

二
五
三

=
1
0
九

三

七

四

四
一
三

五
三
九

四
一

282 



総 目

訃
報

次

ア
ラ
ブ
11

イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
と
国
連
の
介
入
|
ー
ー
p
k
0
の
基
本
的
性
格
と

機
能
|
|

二
十
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
対
外
対
策
の
連
続
性
の
問
題
に
関
す
る
一
考
察

名
誉
会
員

佐
藤
信
太
郎
氏

領
土
変
更
と
国
籍
の
得
喪
ー
朝
鮮
領
土
の
変
更
に
伴
う
日
本
国
籍
の
喪
失

問
題
を
中
心
と
し
て
1

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
直
接
選
挙
を
め
ぐ
っ
て

川

上

太

郎

七

六

七
五

ハ
ン
ス
＇
ァ
ー
ド
ル
フ
・

ヤ

コ

ブ

セ

ン

七

五

平
井
友
義
（
訳
）

五
・
六

五
•
六

金

丸

輝

男

七

五

五

・

六

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
対
外
的
権
能

大

谷

良

雄

七

五

五

・

六

わ
が
国
の
渉
外
離
婚
事
件
と
両
性
平
等
（
ニ
・
完
）

鳥

居

淳

子

七

五

柘

山

奥

司

七

五

高島

井田

征

晋夫

亙

私
法
統
一
に
お
け
る
国
際
的
立
法
過
程
分
析
の
必
要
性
ー
U
N
C
I
T
R
A
L

時
効
条
約
の
場
合
を
中
心
と
し
て
ー
ー

普
遍
的
国
際
機
構
と
の
関
連
に
お
け
る
国
家
代
表
に
関
す
る
ウ
イ
ー
ン
条
約

曾

野

和

明

七

五

条
約
に
み
ら
れ
る
国
際
機
構
の
概
念

筒

井

若

水

七

五

国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
（
ニ
・
完
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
七
）
ー
ー
ー
昭
和
四

五
年
ま
で
1

小祖

田川

武

滋夫

亙

国
際
法
に
お
け
る
国
内
裁
判
所
に
つ
い
て
の
一
考
察

多

喜

寛

七

五

広

部

和

也

七

五

六
五
八

六 五
六
六

四

四

五

五

四

四

0
七

六一
ニ
ニ
七： 五

三
五

ニ
八
七

ニ
四
五

一
八
五

283 



国際法外交雑誌総索引

太
平
洋
共
同
体
構
想
の
法
的
側
面

ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
第
七
一
年
次
大
会
に
お
け
る
日
米
両
学
会
共
催
部
会

の
総
観

日
本
の
対
外
援
助
の
法
的
側
面

横

田

洋

深

津

栄

高

野

雄

七
六

七
六

七
六

斎

藤

恵

彦

七

六

庇
護
権
の
理
論
と
現
実
国
連
の
第
一
回
領
域
的
庇
護
全
権
会
議
よ
り
み

て E
C
に
お
け
る
域
内
取
引
と
工
業
所
有
権

木

棚

召＂8" 

七
六

エ
ー
ゲ
海
大
陸
棚
事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
~
英

語
）
一
九
七
六
年
九
月
十
一
日
I
.
C. J
 

R
ep
ort
s
 
1
9
7
6
,
 p
p
.
 4

-
1
5
.
 

皆

川

洸

七

六

世
界
銀
行
の
「
非
政
治
性
」
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）

横

田

洋

七
六

ド
ミ
ニ
オ
ン
の
条
約
締
結
能
力
1

国
際
法
主
体
性
を
探
る
手
が
か
り
と
し

て

松

田

幹

夫

七

六

田桜河

中田西

俊嘉直

郎章也

七， 
ノ‘

横

田

洋

深

津

栄

第
一
部
福
田
菊
（
訳
）

第
二
部
林
司
宣
（
訳
）

西
サ
ハ
ラ
事
件
勧
告
的
意
見
（
正
文
~
フ
ラ
ン
ス
語
）

十
六
日

C.
I. 
J
 

R
e
c
u
ei
l
 

1
9
7
5
,
 p
p
.
 1

2
-
6
9
.
 

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
改
訂
非
公
式
単
一
交
渉
草
案

国
際
社
会
に
お
け
る
違
法
と
責
任

ヽ

世
界
銀
行
の
「
非
政
治
性
」
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

昭
和
五
十
一
年
度

主
要
文
献
目
録

一
九
七
五
年
十
月

皆

川

七
六

七
六

七
六

洸

七

六

四

四

四

七

四

四

四

五

四 四

四

0
五

四

四
四
三

六
三
三
四

ニ
八
八

二
五
七 ： 一

七
五

一
五
七

七
四
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総 目 次

日
本
と
海
洋
法

最
近
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
の
動
向
法
選
択
方
法
論
を
中
心
と

し
て
1

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決
(
-
）
ー
l
|
米
州
平
和
委
員
会
の

展
開
を
中
心
に

商
事
仲
裁
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
展
開
ー
し
—
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
実
質
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
ー
~

国
際
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
衡
平
＇
~
領
域
お
よ
び
国
境
紛
争
を
め
ぐ
る
仲
裁

裁
判
を
中
心
と
し
て

昭
和
五
十
二
年
度

主
要
文
献
目
録

国
際
貿
易
機
構
憲
章
と
「
発
展
途
上
国
」

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
二
つ
の
議
定
書
に
つ
い
て

(

-

)

 

英
仏
大
陸
棚
事
件
仲
裁
判
決
（
抄
）

次
産
品
に
関
す
る
国
際
機
構
と
国
際
協
力

資
源
カ
ル
テ
ル
の
政
治
力
学

海
洋
汚
染
規
則
に
関
す
る
国
家
管
轄
権
の
拡
大
に
つ
い
て

日
本
に
お
け
る
政
治
亡
命
者
の
地
位

国
際
環
境
紛
争
に
お
け
る
日
本
の
役
割

芹

田

健

太

郎

七

七

竹

本

正

幸

七

七

佐

分

晴

夫

七

七

田桜位

中田田

俊嘉隆

郎章一

［ 

桜

井

雅

夫

七

七

多

好

正

弘

七

七

喜

中

村

寛

七

六

道

七

六

浦

野

起

央

七

六

水

上

千

之

七

六

松

岡

博

七

六

大

内

和

臣

七

六

村

瀬

信

也

七

六

芹

田

健

太

郎

七

六

六

六
六

五

5
 

二
0
九

2

8

一
七
五

ニ

ニ

五 ¥
¥
‘
 

j

j

 

四
〇

六
一
七

五
九

五
五
三

五

五

〇

四
六

四

四

五

四

四

四

五

四

四

四

九



国際法外交雑誌総索引

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
二
つ
の
議
定
書
に
つ
い
て

（

ニ

・

完

）

国
際
会
議
の
体
験
1

国
際
法
学
者
と
し
て

捕
虜
資
格
と
国
際
人
道
法
の
展
開

国
際
法
委
員
会
第
三

0
会
期
の
審
議
概
要

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
の
意
義
と
評
価

条
約
法
法
典
化
に
関
す
る
若
干
の
問
題

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
三
八
条
の
意
義

日
中
平
和
友
好
条
約
の
あ
と
さ
き

条
約
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
を
め
ぐ
る
問
題

国
際
法
協
会
一
九
七
八
年
マ
ニ
ラ
大
会
参
加
報
告

国
際
河
川
流
域
の
汚
染
防
止

国
際
組
織
の
法
構
造
ー
~
機
能
的
統
合
説
の
限
界

ヘ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
け
る
最
終
条
項

国
家
の
属
性
の
分
析
戦
後
の
国
際
政
治
の
構
造
変
化
の
背
景
l

入
江
啓
四
郎
教
授
の
逝
去
を
悼
む

日
露
戦
争
に
お
け
る
金
子
堅
太
郎

高 坂 小

野

雄
元

七
八

茂

樹

七

八

村

瀬

信

也

七

八

川

芳

彦

七

八

経

塚

作

太

郎

七

八

月

川

倉

夫

七

七

横

田

洋

日

向

精

義

七

七

高

桑
藤

田

久

山

本

横

田

喜

吉

高

野

雄

宣

七
七

七
七

昭

七

七 七
七

七
七

郎

七

七 七
七

竹

本

正

幸

七

七

松

村

正

義

七

七

六 六 六 五 四 四

―
―
八

七
九

五
七

六
四
五

五
九
四

五

五

二

六

五

五

〇 三
三
八

三
四
五

三
七
八

四五―――

五
五
三

二
九
七

二
六
一
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国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
の
先
例
ー
一
九
七

0
年
代
ー
ー

総

杉小

原田

高

嶺滋

長

目 次

国
際
法
・
国
際
私
法
に
関
す
る
わ
が
国
の
大
学
で
の
教
育
状
況
に
つ
い
て

経
済
的
「
力
」
の
行
使
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

深

津

榮

七
八

宮

崎

繁

樹

七

八

英
国
に
お
け
る
国
際
社
会
論
の
展
開

菅

波

英

美

七

八

E
C
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て

大

谷

良

雄

七

八

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
八
）
昭
和
四

六
年

経
済
的
「
力
」
の
行
使
と
国
際
法
（
一
）

深

津

榮

七
八

小祖

田川

武

滋夫

児

条
約
締
結
の
実
際
的
要
請
と
民
主
的
統
制

領
事
外
交
論

戦
闘
手
段
制
限
の
外
観
と
内
実
ー
一
九
四
九
年
八
月
―
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

条
約
へ
の
追
加
議
定
書
を
中
心
に

国
際
組
織
に
対
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
1

国
際
組
織
の

権
限
躁
越
(

u

lt
ra
vi
r
e
s
)

ー

|

軍
縮
と
非
核
兵
器
国
の
安
全
保
障
1

国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
お
け
る
議
論

を
中
心
に
I

名
誉
会
員
野
見
山
温
氏
の
訃

一
九
七
八
年
度
主
要
文
献
目
録

柳

井

俊

黒

沢

古

川
田

中

内

山

正

熊

七

八

田多山

中喜崎

照 俊 公

七
八

溝

七

八

美

七

八

忠

七

八 七
八

郎寛士

虞

六 六 五

五

六

五 五 四 四

8
 

六
0
四

72
 

五
六
七

五
三
一

五

五

一

四 四
八
五

四

四

五
三
五
五

三
九
一

ニ
八
八

二
五

二
―
七

二

0
六

一
六



国際法外交雑誌総索引

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
国
際
法

エ
ー
ゲ
海
大
陸
棚
事
件

七
八
年
十
二
月
十
九
日

（
裁
判
所
の
管
轄
権
）
判
決
（
正
文
ぶ
央
語
）

I. 
C. J. 
R
ep
orts
 19
7
8
,
 p
p
.
 3
-
4
5
.
 

国
際
法
委
員
会
第
三
一
会
期
の
審
議
の
概
要

「
国
際
私
法
の
危
機
」
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

テ
ヘ
ラ
ン
に
お
け
る
合
衆
国
の
外
交
職
員
お
よ
び
領
事
機
関
職
員
に
関
す
る

事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
ぶ
央
語
）
一
九
七
九
年

―
二
月
十
五
日
I
.
C. J
.
 
R
ep
o
rt
s
 19
7
9
,
 p
p
.
 7
-
2
1
.
 

一
九
七
九
年
度

主
要
文
献
目
録

ダ
ー
ル
ー
ハ
ル
サ
ー
ニ
ー
型
パ
ワ
ー
モ
デ
ル
に
よ
る
日
米
通
商
関
係
の
動
学

的
分
析
1

昭
和
四
二
年
か
ら
五
二
年
ま
で
の
日
本
の
対
米
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ

お
よ
び
乗
用
車
の
輸
出
を
例
に
|
|
'

名
誉
会
員
安
井
郁
氏
の
訃

名
誉
会
員
久
保
岩
太
郎
氏
の
訃

（一）

薬

師

寺

泰

蔵

七

九

濱多山

口喜崎

公

學寛士

況．

皆

川

洸

七

九

櫻

田

嘉

章

七

九

七
九

七
九

嘉
納
孔
理
事
の
御
逝
去
を
悼
む

畝

村

繁

七

九

芹

田

健

太

郎

七

九

七
九

わ

が

国

の

裁

判

所

に

お

け

る

国

際

法

適

用

の

諸

先

例

(

-

九

）

昭

和

四

祖

川

武

夫

七

年

ー

|

小

田

滋

理
事
嘉
納
孔
氏
の
訃

名
誉
会
員
榎
本
重
治
氏
の
訃

皆

川

一
九

JII 

岸

洸

七

九

繁

雄

七

九

七
八

七
八

六 六

： ニニ九
一
五
九

一
四
七

―
―
九

―
―
九

―
―
六

九
〇

七
五

四
四

六
四
六

六
四
六
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総 目 次

国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
拒
否
権
制
度
の
再
検
討
（
ニ
・
完
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
ニ
―
)
—
~
昭
和
四

九
年
|
|

国
際
法
に
お
け
る
「
合
法
性
」
の
観
念
(
-
)
_
_
 ー
国
際
法
「
適
用
」
論
へ

の
覚
え
書
き
I

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決

会
の
展
開
を
中
心
に
l

名
誉
会
員
西
村
熊
雄
氏
の
訃

（
ニ
・
完
）

ー
米
州
平
和
委
員

戦
争
違
法
化
と
日
本
ー
第
二
次
大
戦
期
の
日
本
と
国
際
法
ー
—
’

「
無
条
件
降
伏
」
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
0

)

-
ー
昭
和
四

八
年
ー
_
—

新
し
い
漁
業
の
制
度
と
紛
争
解
決
ー
~
第
三
次
海
洋
法
会
議
審
議
に
お
け
る

ひ
と
つ
の
盲
点
ー
ー
ー

テ
ヘ
ラ
ン
に
お
け
る
合
衆
国
の
外
交
職
員
お
よ
び
領
事
機
関
職
員
に
関
す
る

事
件
判
決
（
正
文
は
央
語
）
一
九
八

0
年
五
月
二
十
四
日
I
.
C. J. 
Re, 

p
ort
s
 1
9
8
0
,
 p
p
.
 3

-
4
6
.
 

国
際
人
権
規
約
と
外
人
法

国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
拒
否
権
制
度
の
再
検
討
（
一
）

東
欧
か
ら
見
た
国
際
通
商
関
係

中

村

道

八

〇

河

西

直

也

八

〇

小祖

田川

武

滋夫

土

東

泰

介

七

九

七

九

松

田

竹

男

七

九

五

百

旗

頭

真

七

九

澤

木

敬

郎

七

九

皆

JI! 

洸

七

九

東

泰

介

七

九

小

田

滋

七

九

小祖

田川

武

滋夫

土
七

九

レ
ミ
ジ
ウ
ス
・
ビ
エ
ル
ザ
ネ
ッ
ク

横

田

洋

三

（

訳

）

六 六 五 五 四 四 四

四
六

六

二

五

五

六

九

五

五

六

五

一

三

四
六
九

五

四

四

六 口
三

九

九

二

九

九

二

七

四

289 
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八
〇

小祖

田川

武

滋夫

合

原

正

行

八

〇

小祖

田川

武

滋夫

合

皆

川

洸

八

〇

筒

井

若

水

八

〇

自
衛
理
論
の
転
換
点
ー
~
I
L
C
国
家
責
任
条
約
草
案
に
お
け
る
違
法
性
阻

却
事
由
ー
|

国
際
法
に
お
け
る
「
合
法
性
」
の
観
念
（
ニ
・
完
）
ー
国
際
法
「
適
用
」

論
へ
の
覚
え
書
き
|
_

一
九
八
0
年
度

主
要
文
献
目
録

一
九
五
一
年
三
月
二
十
五
日
の
W
H
O
と
エ
ジ
プ
ト
と
の
間
の
協
定
の
解
釈

勧
告
的
意
見
（
正
文
~
英
語
）
一
九
八
0
年
十
二
月
二
十
日
I
.

C. J. 
Re, 

p
orts
 19
8
0
,
 p
p
.
 7
3
,
9
8
.
 

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
ニ
）
ー
昭
和
五

0
年
|
|

中
東
和
平
と
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ィ
ビ
ッ
ト
方
式

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
三
）
ー
ー
曲
叩
和
五

一

年

|

国
際
法
協
会
一
九
八
0
年
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大
会
参
加
報
告

濱山最

口内上

惟敏

學介樹

合

国
際
法
委
員
会
第
三
二
会
期
の
審
議
の
概
要

堀須筒

江田井

正明若

彦夫水

合

久
保
岩
太
郎
教
授
を
偲
ぶ

国
際
司
法
裁
判
所
規
則
(
-
九
七
八
年
改
正
）
（
仮
訳
）

河

西

直

也

八

〇

川

上

太

郎

八

〇

関

野

昭

一（訳）

八
〇

四

四

八

四

四 四

四

0
五 ： 三

二
九
三

三
二
七

三
四
八

四
三
九

一
九
七

一
九
〇

八
六
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総
深
海
鉱
業
の
暫
定
的
規
制
に
関
す
る
法
律
（
西
独
）

目

深
海
採
鉱
（
暫
定
）
法
溢
休
海
採
鉱
活
動
に
関
し
、

目
的
の
た
め
の
規
定
を
定
め
る
法
律
（
英
国
）

か
つ
そ
れ
に
関
連
す
る

古

賀

衛（訳）

田

中

則

夫

（

訳

）

高

林

秀

雄

術

[

)

J¥ ノ＼

次

深
海
底
硬
鉱
物
資
源
法
（
米
国
）

ノ＼

最

上

敏

樹

八

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
(
-
)
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の
試
み

条
約
に
関
す
る
国
家
承
継
条
約
1

そ
の
問
題
点
と
評
価

国
際
法
委
員
会
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
一
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

_
|
ー
国
際
法
委
員
会
の
議
席
拡
大
を
中
心
に
I

核
兵
器
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

京
釜
鉄
道
の
建
設
を
め
ぐ
る
日
露
関
係
日
英
同
盟
成
立
要
因
と
し
て
の

鉄
道
問
題
ー
~

大
陸
棚
に
関
す
る
事
件
（
マ
ル
タ
に
よ
る
参
加
の
許
可
の
要
請
）
判
決
（
正

文
~
英
語
）
一
九
八
一
年
四
月
十
四
日
I
.
C. J
.
 
R
ep
o
rts
 1
9
8
0
,
 
p
p
.
 7

3
-
9
8
.
 

海
運
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
と
日
本
海
運

日
清
戦
争
と
占
領
地
行
政

核
兵
器
と
国
際
法
（
一
）

小

川

芳

彦

八

野

村

大

山

皆

川
井

上

勇

成

八

〇

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

ニ
リ
オ
ッ
ト•L
·メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三

好

正

弘

（

訳

）

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

エ
リ
オ
ッ
ト•L
•メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三

好

正

弘

（

訳

）

八
〇

梓

八

〇

地

田

知

平

八

〇

洸

八

〇 八
〇

八
〇

六 六 六 六

1
0
 

六
八

゜
六
八
七

六
五
四

六
三
八

六
0
七

五

五

八

六

五

五

五

六

五

五

一

九
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国際法外交雑誌総索引

一
九
八
一
年

主
要
文
献
目
録

神
谷
龍
男
教
授
哀
悼

名
誉
会
員

国
際
カ
ル
テ
ル
の
経
済
統
合
化
要
因
|
ー
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
よ
る
考

察
ー
ー
ー

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
（
ニ
・
完
）
ー
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の

試
み
I

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
四
）
ー
ー
昭
和
五

二

年

|

外
国
法
人
の
認
許
と
混
合
経
済
会
社
1

国
際
私
法
に
お
け
る
法
人
の
多
元

ヒィモ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
理
論
の
再
評
価

非
植
民
地
化
と
既
得
権
の
法
理
（
一
）

ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
利
益
分
析
論
|
'
|
カ
リ
ー
の
基
礎
理
論
を
中
心

と
し
て
ー
|
l

民
族
解
放
団
体
の
国
際
法
上
の
地
位

国
際
法
委
員
会
第
三
三
会
期
の
審
議
の
概
要

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
代
表
資
格
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
論
点

松

井

芳

郎

八

砂

JII 

恵

伸

ノ＼

森

川

俊

孝

八

初

瀬

龍

平

八

岡

本

善

八

八

小祖

田川

武

滋夫

J¥ 

最

上

敏

樹

八

筒

井

若

水

八

ノ＼

青早武

木田山

一芳箕

能郎行

ノ＼

中

村

道

八

曾

我

英

雄

八

深
海
底
鉱
物
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
仏
）

古

賀

衛

爺

訳

）

J¥ 

五 五

四

八

五

四 四 四

六
九

二

九

七

二

六

0 ロ
ニ―1

一五

三
九
九

四
三
四

五
二
三

一
八
八

一
六

―
二
七

―
―
六
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総
国
家
契
約
に
お
け
る
仲
裁
条
項
の
機
能

目 次

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
五
）
ー
ー
，
昭
和
五

三

年
国
際
司
法
裁
判
所
の
七
年

国
際
人
道
法
に
お
け
る
条
約
違
反
行
為
処
罰
制
度

一
議
定
書
処
罰
規
定
の
成
立

東
京
裁
判
と
捕
虜
虐
待

非
植
民
地
化
と
既
得
権
の
法
理
（
ニ
・
完
）

国
際
法
協
会
第
六
0
回
(
-
九
八
二
年
）

G
A
T
T
と
発
展
途
上
国

一
九
八
二
年

主
要
文
献
目
録

(
-
)
ー
一
九
七
七
年
第

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
大
会
報
告

気
象
調
節
活
動
に
対
す
る
国
際
法
上
の
規
制
の
限
界

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
六
)
_
ー
昭
和
五

四
生

国
際
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
の
意
義

エ
ル
サ
レ
ム
国
際
化
案
の
系
譜

国
際
航
空
運
送
事
業
に
お
け
る
国
際
組
織
化
要
因

JI I 

岸

権大横武

田畑山山

篤

繁

雄

八

四
真

潤郎潤行

J¥ 

小祖

田川

武

滋夫

J¥ 

佐

分

晴

夫

八

佐

伯

森

川

俊

孝

八

西

井

正

弘

八

大

山
神

山

晃

令

八

岡

田

栗

林

忠

男

八

小

田

富

樹

ノ＼ J¥ 

梓

八
泉

八

滋

八

小祖

田川

武

滋夫

j¥ 

六 六 六 六

三
――1
0
五

二
五
五

二
0
五

一
六
五

七
八
九

四
六 一七

六
八
七

六
六
〇

六
四

五

五

八

〇
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国際法外交雑誌総索引

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
戦
争
と
諸
国
民
の
法
ー
正
当
性
と
合
法
性
の
交

＇ 
外
国
公
法
の
適
用
と

11

考
慮
I
I
|
|
い
わ
ゆ
る
特
別
連
結
論
の
検
討
を
中
心

と
し
て
1

大
陸
棚
に
関
す
る
事
件
（
チ
ュ
ニ
ジ
ア
／
リ
ビ
ア
）
判
決
（
正
文
・
英
語
）

一
九
八
二
年
二
月
二
十
四
日
I
.
C. J. 
R
ep
orts
 19
8
2
,
 p
p
.
 1
8
,
9
4
.
 

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
に
お
け
る
合
意
論

難
民
保
護
に
関
す
る
現
今
の
法
的
諸
問
題

際
協
力
の
方
法
論
—
ー
＇

国
際
法
委
員
会
第
三
四
会
期
の
審
議
概
要

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
（
ニ
・
完
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
七
）
ー
昭
和
五

五
年
—
|

国
家
契
約
に
お
け
る
裁
判
権
免
除
と
準
拠
法

国
際
商
事
紛
争
の
仲
裁
と
調
停
1
U
N
C
I
T
R
A
L
の
活
動
を
中
心
と

し
て

l

.

メ
ー
ン
湾
区
域
に
お
け
る
海
上
境
界
の
画
定
に
関
す
る
事
件
（
カ
ナ
ダ
／
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
）
命
令
（
正
文
二
英
語
）
一
九
八
二
年
一
月
二
十
日

I. 
C. J
.
 
R
ep
o
rt
s
 19
8
2
,
 p
p
.
 3
-

1

3

.

'

 

|
ー
資
格
認
定
の
要
件
論
と
国

難
民
条
約
第
―
二
条
に
つ
い
て
|
—
臨
元
民
の
属
人
法
問
題
ー
ー
~

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
（
一
）

河

西

直

也

八

木

村

皆

川
横

山

久

保

敦

彦

八

皆

川

澤

田

壽

夫

八

山

本

敬

賞

八

洸

八
閏

八

、
1 洸

八
ノ＼

小祖

田川

武

滋夫

ノ＼

牧

田

幸

人

八

溜

池

良

夫

八

横

川

新

八

牧

田

幸

人

八

六 六 六 五

七
一
九

六
八

六
四

六
二
六

五

五

七

六

五

五

二

七

四

四

八

四

四

四

八

四

四

0
九

三
四
四

三
七
五
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総
米
州
人
権
委
員
会
に
よ
る
現
地
調
査
活
動

北

村

泰

八

5
 

四

四

二

七

2

9

目

薬

師

寺

公

夫

八

次

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

（
マ
ル
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
諸
島
紛
争
の
処
理
過
程

人
権
条
約
に
付
さ
れ
た
留
保
の
取
り
扱
い
ー
人
権
条
約
実
施
機
関
の
対
応

の
仕
方
を
中
心
と
し
て
1

河

村

武

和

八

非
同
盟
と
中
立
ー
ュ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
研
究
を
中
心
に
し
て

定

形

衛

八

国
籍
単
一
の
原
則
に
対
す
る
疑
問

芹

田

健

太

郎

八

川
上
敬
逸
先
生
の
逝
去
を
悼
む

伊

藤

不

男

八

皆
川
洸
名
誉
理
事
の
逝
去
を
悼
む

石

本

泰

雄

八

菊横川佐横

池山崎藤川

恭文

努澗治夫新

八

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
i
m冷
e
r
i
m
m
お
よ
び
d
o
m
i
n
i
ミ
m
概
念
に
関
す
る
一
試
論

国
際
連
合
行
政
裁
判
所
の
判
決
第
二
七
三
号
の
再
審
査
請
求
勧
告
的
意
見

（
正
文
~
英
語
）
、
一
九
八
二
年
七
月
二
十
日
I
.C. J. 
R
ep
ort
s
 1
9
8
2
,
 
p
p
.
 

3
2
5
-
3
6
7
.
 

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
生
誕
四
0
0
年
祭

国
際
法
の
法
的
性
質
に
関
す
る
覚
え
書
（
一
）
ー
「
法
と
強
制
」

を
手
が
か
り
と
し
て
ー
ー
｀

国
際
法
委
員
会
第
三
五
会
期
の
審
議
の
概
要

一
九
八
三
年
主
要
文
献
目
録

の
問
題

川

島

慶

雄

八

尾

崎

重

義

八

松

隈

皆

川
田

中

清

八

洸

八

忠

八

四

六
七

二
六
七

二
六
四

二
六 一五―――

一
九
三

ニ
ニ
〇

三
一
〇

三
三
〇

―
二
九

九
四

六
四



国際法外交雑誌総索引

名
誉
会
員

三
谷
隆
信
氏

田
村
幸
策
氏

日
米
経
済
摩
擦
と
政
策
決
定

訃
報
名
誉
会
員

訃
報

国
際
法
委
員
会
第
三
六
会
期
の
審
議
の
概
要

経
済
開
発
協
定
と
国
内
化
の
法
原
則

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
第
三
国
の
訴
訟
参
加

国
際
法
協
会
第
六
一
回
(
-
九
八
四
年
）

パ
リ
大
会
報
告

国
家
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
び
債
務
に
関
す
る
国
家
承
継
条
約
採
択
国
連
全

権
会
議

(
U
ni
t
e
d
N
at
i
o
n
s
 
C
o
nf
e
r
e
n
c
e
 
o
n
 S
u
c
c
e
s
si
o
n
 of
 

St
at
es i
n
 

r
e
s
p
e
ct
 
of
 
St
at
e
 Pr
o
p
e
rt
y
,
 

A
r
c
hi
v
e
s
 a
n
d
 D
e
bt
s) 

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

（
マ
ル
ビ
ナ
ス
）
諸
島
の
領
有
権
紛
争
と
国
際
法

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
八
）
昭
和
五

六
年
~

国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
一
方
的
宣
言
ー
—
'
署
名
時
の
解
釈
宣
言
な
い
し

留
保
に
関
連
し
て
ー
—
_

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
評
釈
ニ
カ
ラ
グ
ヮ
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

ー
仮
保
全
措
置
指
示
要
請

英
国
の
「
一
九
八
四
年
外
国
出
訴
期
間
法
」

1

国
際
私
法
に
お
け
る
消
滅

時
効
・
出
訴
期
限
の
性
質
決
定
ー
ー
、

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
戦
争
の
原
因
と
そ
の
教
訓

佐

藤

英

夫

八

四

小 安

藤

勝

美

八

四

小

寺 田

高

桑
小

和

田

中

村

八

四

八

四

彰

八

四

滋

八

四 ノ＼

昭

ノ＼

恒

八

ヽ 洸

八

小祖

田川

武

滋夫

ノ＼

安

藤

仁

介

八

高

坂

正

斃

八

村

上

和

夫

八

六 六 六 六 五

： ―1
0
 

―1
0
 

七
六 一九

七
0
七

六

八

四

六

五
六
一
九

五

五

四

五

五

五

0
六

四

八

四

四
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国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
四
年
選
挙
及
び
国
際
法
委
員
会
の
一
九
八
五
年

補
欠
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

田
岡
良
一
名
誉
理
事
の
逝
去
を
悼
む

国
連
海
洋
法
条
約
と
第
三
国
(
-
)

国
連
に
お
け
る
南
極
問
題

[
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
]
わ
が
国
際
私
法
改
革
へ
の
基
本
的
視
座
婚
姻
・
親
子

を
中
心
と
し
て
ー
ー

一
九
八
四
年
主
要
文
献
目
録

東
西
貿
易
を
め
ぐ
る
先
進
国
間
の
経
済
摩
擦
1

主
と
し
て
西
シ
ベ
リ
ア
天

然
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
件
に
つ
い
て
|
|
_

財
産
所
在
地
の
国
際
裁
判
管
轄
権
と
民
訴
法
八
条
（
一
）

海
洋
法
条
約
交
渉
手
続
の
特
徴
と
そ
の
影
響

大
陸
棚
に
関
す
る
事
件
（
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
参
加
許
可
の
要
請
）
判
決
（
正

文
~
英
語
）
一
九
八
四
年
三
月
ニ
―
日
I
.
C. J
.
 

R
ep
o
rt
s
 1
9
8
2
,
 
p
p
.
 3

-

2
9
.
 

故
田
岡
良
一
先
生
の
国
際
法
研
究
の
あ
と
を
顧
み
て

南
北
経
済
紛
争
回
避
の
た
め
の
法
的
枠
組

中

村

道

八

四

石

本

泰

雄

八

四

谷

内

正

太

郎

八

四

林 田
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司
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内
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八

四
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四

渡
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恨
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八

四
雄
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友

恨恭文

哲之治夫新
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八
四

五 四

四
九

四
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排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
科
学
的
調
査

坂
野
正
高
理
事
を
悼
む
の
文

国
際
法
委
員
会
第
一
二
七
会
期
の
審
議
の
概
要

西
山
重
和
氏

国
際
司
法
裁
判
所
の
司
法
機
能
の
積
極
性
と
消
極
性

一
九
八
五
年
主
要
文
献
目
録

国
連
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
表
決
制
度
の
意
味
機
構
論
的
再
検
討
I

高

林

秀

雄

八

五

佐渡浅西

渡辺田井

友
恨正正

哲之彦弘

岱

衛

藤
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八
五

杉

原

高

嶺
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五

卜
艮
―-=ーロ辛

名
誉
会
員

八
五

小

木

曽

本

雄

八

五

横

田

洋

訃
報

名
誉
会
員

高
垣
寅
次
郎
氏

万
国
国
際
法
学
会
第
六
二
回
ヘ
ル
シ
ン
キ
会
議
出
席
の
機
会
に
I

八
五

八
四

高

野

国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
諸
問
題

村

瀬

雄信

也

八
四

八
四

訃
報

理
事
・
監
事

坂
野
正
高
氏

変
容
し
た
国
際
社
会
と
条
約
至
上
主
義
へ
の
疑
問
1

新
モ
デ
ル
を
求
め
る

U
N
C
I
T
R
A
L
-ーー

曽

野

和

明

八

四

八
四

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
九
）
ー
ー
昭
和
五

七
年
—
ー

小祖

田川

武

滋夫

貸

女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
お
け
る
男
女
平
等
1

条
約
十
条
（
教
育
権
）
を
中

心
に
ー
~

山

下

泰

子

八

四

六 六 六 六 五 五

一
七
七

一
三
〇

一
三
四

九 ¥
¥
 

j

j

 

四
九

七
七

七
四
九

七
0
九

六
八
五
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〇

六
0
0

五

五

九
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「
法
例
改
正
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
」
に
つ
い
て

目
平
和
維
持
活
動
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
策
定
に
つ
い
て

次
国
際
法
協
会
第
六
二
回
(
-
九
八
六
年
）
ソ
ウ
ル
大
会
報
告

深
海
底
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
国
際
法
理
論
の
検
討
（
一
）

訃
報
名
誉
会
員

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
評
釈

—
ー
管
轄
権
及
び
受
理
可
能
性

ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

国
家
、
市
場
、
国
際
関
係
国
際
政
治
経
済
へ
の
諸
ア
プ
ロ
ー
チ

国
連
海
洋
法
条
約
と
第
三
国
（
ニ
・
完
）

国
連
海
洋
法
条
約
準
備
委
員
会
の
経
過
と
問
題
点

国
際
機
関
条
約
法
条
約
採
択
国
連
全
権
会
議

斎
藤
武
生
氏

ー
マ
ル
テ
ン
ス
の
国
際
法
理
論

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
三
0

)

昭
和
五

八
、
五
九
年
ー
—

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
選
択
条
項
に
お
け
る
留
保
お
よ
び
そ
の
期
間
ー
一

九
八
四
年
の
シ
ュ
ル
ツ
書
簡
を
契
機
と
し
て

法
例
改
正
の
中
間
報
告

ア
メ
リ
カ
国
際
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
改
訂
に
つ
い
て
国
家
管

轄
権
を
中
心
に

田

村

精

香

西

八
六

茂

八

六 八
五

野

村

美

明

八

五
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田
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五
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国
際
法
委
員
会
第
三
八
会
期
の
審
議
概
要

名
誉
会
員

名
誉
会
員

松
本
俊
一
氏

伊
藤
不
二
男
氏

法
例
修
正
案
に
関
す
る
参
考
書
と
理
由
書
ー
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
に
お

け
る
立
法
資
料
の
取
扱
_
~

斎
藤
武
生
先
生

深
海
底
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
国
際
法
理
論
の
検
討
（
ニ
・
完
）

伊
藤
不
二
男
先
生
の
逝
去
を
悼
む

相
互
依
存
状
況
に
お
け
る
脅
し
の
意
味
ー
|
一
グ
2
X
2
ゲ
ー
ム
」
理
論
の
応

用
に
よ
る
非
対
称
的
相
互
依
存
関
係
の
構
造
変
化
の
分
析
l

武
力
不
行
使
原
則
の
実
効
性
強
化
国
連
に
お
け
る
最
近
の
動
き
|
|
l

一
九
八
六
年
主
要
文
献
目
録

瞳 外
国
中
央
銀
行
と
執
行
免
除
1

西
ド
イ
ツ
法
・
ス
イ
ス
法
を
中
心
と
し
て

訃
報

訃
報

国
際
法
委
員
会
の
一
九
八
六
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

「
法
例
改
正
中
間
報
告
」
に
つ
い
て

山
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進
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林

秀

雄
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帝
国
政
府
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
め
ぐ
る
ス
イ
ス
の
仲
介
(
-
九
四
五
年

八
月
）

立
法
管
轄
権
の
域
外
適
用
基
準
・
認
証
制
度
の
改
善
を
め
ぐ
っ
て
|
|
'

核
戦
略
の
矛
盾
ー
~
戦
略
攻
撃
と
戦
略
防
御
ー
|
_

国
際
司
法
裁
判
所
の
現
況

軍
縮
の
法
的
基
礎

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
三
一
）
ー
~
昭
和
六

0
年

ー

_

フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
に
お
け
る

E
C

法
の
適
用
—
—
ー
ロ
ー
マ
条
約
一
七
七

条
の
手
続
を
中
心
に
l

国
際
連
合
の
施
政
機
能

国
際
法
委
員
会
第
三
九
会
期
の
審
議
概
要

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
判
断
回
避
の
法
理

ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開
（
一
）
そ
の
国
際

法
上
の
意
義
と
問
題
点

化
学
兵
器
軍
縮
交
渉
義
務
の
研
究

軍
縮
会
議
に
お
け
る
化
学
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
の
現
状

国
内
裁
判
所
に
お
け
る
統
一
法
条
約
の
解
釈
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訃
報
理
事
瀬
川
善
信
氏

八
七

五

五

八

〇

国
際
法
協
会
第
六
三
回
(
-
九
八
八
年
）
ワ
ル
ソ
ー
大
会
報
告

八
七

五

五

一

七

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
訴
訟
参
加
の
宣
言
ー
|
（
命
令
・
一
九
八
四
年
）

杉

原

高

嶺

八

七

五

ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開

国
際
法
上
の
意
義
と
問
題
点
l

（
ニ
・
完
）
ー
そ
の

五
0
三

岩

沢

・

雄

司

八

七

五

四

六

小
川
芳
彦
理
事
の
逝
去
を
悼
む

太

寿

堂

鼎

八

七

四

四

五

五

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所

八
四
年
•
特
別
裁
判
部
）

「
国
際
的
動
産
売
買
に
お
け
る
時
効
に
関
す
る
条
約
」

ー

付

一

九

八

0
年
同
条
約
修
正
議
定
書
I

国
際
婚
姻
・
親
子
法
の
改
正
要
綱
試
案

（
一
九
七
四
年
）

メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件

注
釈

（
判
決
・
一
九

杉

原

高

嶺

八

七

四

四

一

〇

西

賢

八

七

四
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五
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野

和

明

八

七
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八

七

二
五
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訃
報
理
事
小
川
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彦
氏

八
七

二
五
四

訃
報
名
誉
会
員
神
川
彦
松
氏

一
九
八
七
年
主
要
文
献
目
録

「
政
策
対
話
」
を
め
ぐ
る
南
北
間
の
確
執
1

第
三
次
ロ
メ
協
定
締
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交
渉
過

程
の
分
析
I

二
九
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訃
報

名
誉
会
員

柳

原

正

治

八

八

¥

1
、

J

J

 

一
八
五

3

゜
3
 

一
七
九

訃
報
名
誉
会
員

大
平
善
梧
氏

高
橋
通
敏
氏

ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
概
念
の
変
遷
I

ヴ
ォ
ル
フ
の
一
七
二
九
年
論
文

を
中
心
と
し
て
—
|

I 

一
七
九

国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
七
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

西

田

恒

夫

ー
‘

T

、
ノ’ノ

1
、ー‘
J
'
ノ

一
五
四

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
リ
ビ
ア
11

マ
ル
タ
大
陸
棚
事
件
（
判
決

一
九
八
五
年
）

杉

原

高

嶺

八

八

山

本

国
連
総
会
決
議
の
法
的
効
果
1

国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
中
心
と
し
て

良

八

八

九
〇

慣
習
国
際
法
の
形
成
に
お
け
る
国
連
総
会
決
議
の
意
義

口

篠

原

梓

八

八
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五
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習
国
際
法
の
理
論
と
「
一
貫
し
た
反
対
国
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の
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則

江

藤

淳

T

、ー、
J

J
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現
代
の
慣
習
国
際
法
に
お
け
る
「
慣
行
」
概
念
の
一
考
察

兼

原

敦

子

八

八

序
言

村

瀬

信

也

八

八

国
際
法
委
員
会
第
四
0
会
期
の
審
議
概
要

特
集
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習
国
際
法
の
再
検
討
」
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小
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曽

本
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八

七
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多
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八
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十
字
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の
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と
戦
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裁
判
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所
国
際
連
合
の
本
部
協
定
に
も
と
づ
く
仲
裁

裁
判
義
務
の
適
用
性
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
八
八
年
）
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原

高

嶺
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人
権
問
題
の
国
際
化
の
提
起
す
る
も
の

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(

-

)

 

田

畑

茂

R

r
、ー、

良

J

J

ア
メ
リ
カ
対
公
図
係
法
リ
ス
＼
＼

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
芸
（
訳
）
J
J

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
境
紛
争
事
件
（
判
決
・
一
九
八
六
年

特
別
裁
判
部
）

訃
報

名
誉
会
員

末
延
三
次
氏

欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議
に
お
け
る
信
頼
醸
成
措
置
の
発
達
視
察
・
査

察
問
題
を
中
心
に
l

杉

原

高

嶺

八

八

植

田

隆

子

八

八

¥¥、
ノ

J

カ
ナ
ダ
11

ケ
ベ
ッ
ク
州
の
「
国
境
を
超
え
た
」
活
動
に
つ
い
て

苑

原

俊

明

八

八

域
外
管
轄
権
の
不
当
な
行
使
の
抑
制
方
法
と
し
て
の
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
意
義
と
限
界

小

原

喜

雄

八

八

故
大
平
善
梧
先
生
を
追
悼
す
る

細

谷

千

博

八

八

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
境
紛
争
事
件
仮
保
全
措
置
の
申
請

ー
（
命
令
・
一
九
八
六
年
•
特
別
裁
判
部
）

杉

原

高

嶺

八

八

民
族
・
国
家
論
の
新
展
開
「
ヒ
ト
の
国
際
的
移
動
」
の
観
点
か
ら

平

野

健

R

>

て、ー、

良

j

j

一
九
八
八
年
主
要
文
献
目
録

信野国薬戸

夫村友師田

寺

隆美明ノ、五
ム

司明彦夫郎

欠

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所
テ
ュ
ニ
ジ
ア

1
1
リ
ビ
ア
大
陸
棚
事
件
（
一

九
八
二
年
）
の
再
審
お
よ
び
解
釈
請
求
（
判
決
・
一
九
八
五
年
）

杉

原

高

嶺

八

八

六

五
六

五

五

二

九

五

四

九

五

五 四

四

五

八

四

四

一
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四
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三
0
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三
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一
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総
国
家
の
単
独
の
決
定
に
基
づ
く
非
軍
事
的
制
裁
措
置

目 次

（四）

国
際
政
治
学
の
基
本
枠
組
み
と
そ
の
動
揺
国
民
国
家
体
系
の
安
定
性
の

検
討
I

（三）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

（
本
案
）
（
判
決
・
一
九
八
六
年
）

一
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

戦
争
研
究
の
理
論
と
方
法
類
型
学
的
考
察

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

国
際
法
委
員
会
第
四
一
会
期
の
審
議
概
要

伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
国
家
責
任
法
の
性
格
国
家
責
任
法
の
転
換

(
-
)
|
|
 

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
連
行
政
裁
判
所
判
決
第
三
三
三
号
の
審

査
請
求
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
八
七
年
）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

一
九
八
九
年
主
要
文
献
目
録

特
集
「
経
済
制
裁
」

（二）

中

谷

和

弘

八

九

八
九

信野兼柳

夫村原原

隆美敦正

司明子治

土 八
九

ア
メ
リ
夜
別
匁
図
恰
広
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

杉

原

高

嶺

八

九

山

影

進

八

九 八
九

ア
メ
リ
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関
係
法
リ
ス

テ
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メ
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賊
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云
（
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）
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嶺
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九

松
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郎
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茶
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（七）

ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
新
た
な
規
制
と
実
務
に
お
け
る
そ
の
評
価

G
A
T
T
の
紛
争
処
理
手
続
と
「
一
方
的
措
置
」

経
済
制
裁
と
国
際
私
法
理
論
的
処
理
枠
組
の
構
築
へ
向
け
て

政
治
的
武
器
と
し
て
の
経
済
制
裁

国
家
王
権
の
今
日
的
意
義

南
太
平
洋
フ
ォ
ー
ラ
ム
諸
国
の
地
域
協
力
南
太
平
洋
非
核
地
帯
条
約
成

立
を
め
ぐ
っ
て
l

国
境
の
武
力
行
動
事
件
（
管
轄
権
）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

国
際
法
協
会
第
六
四
回

ラ
リ
ア
）
大
会
報
告

（
一
九
九

0
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国
連
事
務
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周
旋
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（
1

)

ク
ィ
ー
ン
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ラ
ン
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一
九
九
0
年
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カ
ナ
ダ
国
際
法
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総
会
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概
要

（
オ
ー
ス
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日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
)
_
―
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
(

1

)

I

判
例
研
究
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国
際
司
法
裁
判
所

決
・
一
九
八
八
年
）

（六）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
五
）

林

司

宣

九

〇

村

瀬

信

也

八

九

八
九

八
九
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メ
リ
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対
公
図
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
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疾
云
（
訳
）

ア
ン
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レ
ア
ス
・
ヘ
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ド
リ
ッ
ピ

河
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俊
行
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訳
）

八
九
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メ
リ
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係
法
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ス
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イ
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メ
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研
究
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）
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国
際
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茄
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八
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九
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嶺
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九
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ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(

I

 

0

)

 

東
南
ア
ジ
ア
難
民
と
国
際
法
ー
—
l

日
本
の
対
処
と
問
題
点

電
気
通
信
と
主
権
ー
—
国
際
電
気
通
信
業
務
分
野
を
対
象
に
し
て
l

九
〇

ア
メ
リ
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対
匁
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
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（
訳
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連
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郎
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際
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委
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概
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ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
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リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
九
）

九
〇

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

法
例
の
改
正
規
定
と
常
居
所
基
準
説
の
論
拠
に
つ
い
て

妹

場

準

訃
報

名
誉
会
員

川
上
太
郎
氏

日
本
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国
際
法
判
例
(
―
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)
_
―
九
八
六
（
昭
和
六
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）
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)
|
|

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
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メ
ン
ト
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リ
匁
莉
盆
拶
珪
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ノ
ス

テ
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ト
メ
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上
拡
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（
訳
）
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国
際
話
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例
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究
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判
例
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究
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国
際
司
法
裁
判
所

一
九
八
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国
際
連
合
と
国
家
主
権
国
際
機
構
の
実
効
性
と
国
家
主
権
に
よ
る
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
対
峙
—
|
_

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
際
連
合
特
権
免
除
条
約
第
六
条
二
二
項

の
適
用
性
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
八
九
年
）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
―
-
)

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
仲
裁
判
決
(
-
九
八
九
年
）

保
全
措
置
の
申
請
~
（
命
令
・
一
九
九
0
年
）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

国
内
的
救
済
原
則
の
法
的
性
格
と
「
複
合
行
為
」
国
家
責
任
条
文
草
案

の
批
判
的
分
析
ー
|
'

国
際
レ
ジ
ー
ム
と
対
外
政
策
過
程

G
A
T
T
.
M
F
A
レ
ジ
ー
ム
を
め

ぐ
る
日
本
の
繊
維
政
策
過
程

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

(
―
二
）

（
一
三
）

事

件

仮

国
家
責
任
と
契
約
責
任
の
交
錯
資
源
開
発
契
約
を
素
材
に

船
荷
証
券
に
関
す
る
一
九
六
八
年
議
定
書
と
統
一
法
の
適
用

前
原
光
雄
名
誉
理
事
の
逝
去
を
悼
む

九
〇

ア
メ
リ
カ
対
匁
圏
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
研
究
会
（
訳
）

大

矢

根

聡

九

〇

加

藤

信

行

九

〇

九
〇

ア
メ
リ
カ
対
趾
圏
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
研
究
芸
（
訳
）
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高

嶺
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〇
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九

〇
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九

〇
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九
〇
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〇
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匁
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テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
k

（訳）

杉

原

高

位

田

隆

嶺

九

〇

植

木

俊

哉

九

〇
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際
組
織
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際
違
法
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国
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の
一
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九
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第
三
回
生
物
兵
器
禁
止
条
約
再
検
討
会
議
最
終
宣
言

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

一
九
九
一
年
主
要
文
献
目
録

（
一
五
・
完
）

冷
戦
の
終
焉
と
国
連
の
平
和
維
持
機
能

有
害
廃
棄
物
の
越
境
移
動
と
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
条
約

年
バ
ー
ゼ
ル
条
約
）
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
一

1

一
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
-
四
）

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
―
-
)
ー
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
ー
ー

（
一
九
八
九

（ニ・

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所
領
土
•
島
•
海
洋
境
界
紛
争
事
件
I

ニ

カ
ラ
グ
ア
の
訴
訟
参
加
の
申
請
ー
（
判
決
・
一
九
九
0
年
•
特
別
裁
判
部
）

国
際
連
合
に
お
け
る
国
家
責
任
法
の
転
換
国
家
責
任
法
の
転
換

完）

I

松

井

芳

郎

九

杉

原

高

嶺

九

杉

島

正

秋

九
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杵
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九
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家
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九
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メ
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荏
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疫
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際
法
委
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一
九
九
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選
挙
結
果
に
つ
い
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九

立
法
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と
し
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国
際
裁
判
管
轄

道

垣

内

正

人

九
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旦
平
の
国
竪
畠
」
菰
留

ア
メ
リ
丸
対
公
図
姪
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
研
究
会
（
訳
）

バ
ル
ト
三
国
の
自
決
1

過
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の
併
合
と
連
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・
共
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を
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ぐ
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題
I

九 九
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藤

哲

ー

雄

九

四
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゜
3
 

一
七
六

二
五
二

三
四
八

二
九
八

二
五
五

一五 一
四
六

―
―
七

八
九

四



国際法外交雑誌総索引

開
発
協
定
と
仲
裁
裁
判

訃
報

国
際
法
委
員
会
第
四
十
三
会
期
の
審
議
概
要

外
国
の
輸
出
管
理
と
国
際
私
法

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
ト
ル
コ
の
地
位
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二

五
条
に
基
づ
く
ト
ル
コ
の
宣
言
及
び
そ
の
有
効
性
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
委
員
会
の
判
断
を
素
材
と
し
て
l

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
大
ベ
ル
ト
海
峡
の
通
航
事
件
ー
ー
、
仮
保
全

措
置
の
申
請
ー
（
命
令
・
一
九
九
一
年
）

国
際
法
委
員
会
第
四
四
会
期
の
審
議
概
要

名
誉
理
事
長

「
平
和
憲
法
」
と
集
団
安
全
保
障
（
一
）
ー
~
国
際
公
共
価
値
志
向
の
憲
法
を

目
指
し
て
1

名
誉
会
員

小
木
曾
本
雄
氏

横
田
喜
三
郎
名
誉
理
事
長
の
逝
去
を
悼
む

日
本
の
国
際
法
判
例
（
四
）

I
-
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
ー
|
_

戦
後
日
本
の
国
際
経
済
秩
序
へ
の
復
帰
日
本
の

G
A
T
T
加
盟
問
題

訃
報

横
田
喜
三
郎
氏

文
化
財
の
国
際
的
保
護
と
国
際
取
引
規
制

国
際
法
協
会
第
六
五
回
(
-
九
九
二
年
）
カ
イ
ロ

国
連
平
和
維
持
活
動
に
対
す
る
各
国
の
態
度

（
エ
ジ
プ
ト
）
大
会
報
告

川

岸

繁

雄

九

高

野

雄

「
日
本
の
国
際
蘇
硝
~
」
研
究
会

田

所

昌

幸

九

大

沼

保

昭

九

山

田

中

正

九

河

野

俊

行

九

杉

原

高

嶺

九

戸

田

五

郎

九

横

山

高

井

晉

九 九 九 九 九

閏

九

、ー

小

木

曽

本

雄

九

九

六 六 六 五 五

一
四 七

五
二
七

八
0
九

七
三
〇

一
三
四

一
三
七

六
八
五

六
三
九

六
二
九

五

五

八

五

五

五

四

四

八

四

四
六
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総

外
国
判
決
承
認
執
行
に
つ
い
て
の
ハ
ー
グ
条
約
と
日
本
で
の
立
法
論

目 次

ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
と
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法

司
法
共
助
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
条
約
と
国
際
私
法
の
統

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一

0
0年

特
集
「
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
と
日
本
」

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

（
判
決
・
一
九
九
一
年
）

「
平
和
憲
法
」
と
集
団
安
全
保
障
ー
ー
＇
国
際
公
共
価
値
志
向
の
憲
法
を
目
指
し

て
|
_
（
ニ
・
完
）

一
九
九
二
年
主
要
文
献
目
録

ル
ガ
ー
ノ
条
約
と
欧
州
共
同
体

E
C
裁
判
所
に
お
け
る
基
本
権
（
人
権
）
保
護
の
展
開

仲
裁
判
決
(
-
九
八
九
年
）
事
件
（
本
案
）

日
本
の
国
際
法
判
例
（
五
）
ー
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
(
1
)
|
_

「
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
試
案
」
の
公
表

九

国
際
私
法
改
正
研
究
会

代

表

池

原

季

雄

ー

四

・

五

五

九

五

ー

3
 

道

垣

内

正

人

九

松

岡

博

九

寺

田

逸

郎

九

高

桑

昭

九

池

原

季

雄

九

九

「
日
本
の
国
際
癖
磁
~
」
研
変

h

九

杉

原

高

嶺

九

庄

司

克

宏

九

西

賢

九

月大佐岡桐田

村矢藤野山中

根や

太 よ祐孝則

郎聡ひ子信夫

九

大

沼

保

昭

九

四

・

五

五

五

六

四
・
五

四

・

五

四

八

四

四

・

五

四

五

八

四

・

五

四

四

九

四
・
五

＿七六

――
1
0
八ロ

三
四
五

三
九
二

五ニ―――

一
八
四



国際法外交雑誌総索引

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 S
U
R
 L
A
 L
O
I
 A
P
P
L
I
C
A
B
L
E
 A
U
X
 S
U
C
C
E
S
,
 

S
I
O
N
S
 A
 C
A
U
S
E
 D
E
 M
O
R
T
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 L
A
W
 A
P
P
L
I
C
A
B
L
E
 T
O
 S
U
C
C
E
S
,
 

S
I
O
N
 T
O
 T
H
E
 E
S
T
 AT
E
S
 O
F
 D
E
C
E
A
S
E
D
 P
E
R
S
O
N
S
 

名
誉
会
員

金
田
近
二
氏

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ロ
ッ
カ
ー
ビ
ー
航
空
機
事
故
を
め
ぐ
る
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
解
釈
・
適
用
事
件
！
~
仮
保
全
措
置
の
申
請
ー
ー
—

（
命
令
・
一
九
九
二
年
）

国
際
法
委
員
会
第
四
五
会
期
の
審
議
概
要

折
茂
農
氏

日
本
の
国
際
法
判
例
（
七
）
ー
一
九
九
〇

国
際
関
係
法
の
開
講
状
況
の
調
査
結
果

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
ニ
・
完
）

（
平
成
二
）
年

故
横
田
喜
三
郎
先
生
を
偲
ん
で

訃

報

理

事

日
本
の
国
際
法
判
例
（
六
）
ー
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
(

2

)

ー
・
|

国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
九
三
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
一
）

訃
報

訃
報
理
事
澤
木
敬
郎
氏

死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約

「
日
本
の
国
際
蘇
茄
い
」
研
究
会

「
日
本
の
国
際
孟
四
四
」
研
究
会

寺

沢

九 九

浅

田

正

彦

九

九 九 九

伊

藤

哲

雄

九

山

田

中

正

九

杉

原

高

嶺

九

浅

田

正

彦

九

九 九 九 九 九

六 六 六 六 六 六

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

一七 九

八
0
0

七
三
五： 七

二
七

六
九
七

六
八
八

六
五
五

六
四
五

六
四
五

六
0
九

六
0
九

2
 

ー

六
0
九

3



総

訃

報

英

修

道

氏

九

3
 

3
 

五
六
七

1

目
日
米
加
国
際
法
学
会
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

国
際
連
合
の
強
制
措
置
と
法
の
支
配

権
の
限
界
を
め
ぐ
っ
て

天
羽
民
雄
氏

一
九
九
三
年
主
要
文
献
目
録

特
集
「
国
家
責
任
法
の
方
法
と
課
題
」

国
家
責
任
成
立
の
国
際
法
上
の
基
盤

(
-
)
安
全
保
障
理
事
会
の
裁
量

越
境
損
害
と
国
家
の
国
際
適
法
行
為
責
任

国
際
環
境
法
に
お
け
る
国
家
の
管
理
責
任
ー
多
国
籍
企
業
の
活
動
と
そ
の

管
理
を
め
ぐ
っ
て

地
球
環
境
保
護
に
お
け
る
損
害
予
防
の
法
理

名
誉
会
員

ナ
ウ
ル
燐
鉱
地
事
件
（
先
決
的
抗
弁
）

（
一
九
九
四
年
）
報
告

三
・
四

九

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所

次
（
判
決
・
一
九
九
二
年
）

杉

原

高

嶺

九

兼

原

敦

子

九

一

村

瀬

信

也

九

薬

師

寺

公

夫

九

国
家
責
任
に
関
す
る
国
際
法
委
員
会
の
法
典
化
作
業
と
そ
の
問
題
点

安

藤

仁

介

九

山

本

草

九 九

月大岡佐今荒

村矢野藤井木

根や

太祐よ

訃

報

監

事

国
際
法
上
の
「
自
己
完
結
的
制
度
」
に
関
す
る
一
考
察

山

本

教

郎聡子ひ直夫

九

森

ー

川

幸

九

良

九
九

三
・
四

三
・
四

三
・
四

三
・
四

三
・
四

三
・
四

三
•
四

三
・
四

五
一
〇

四
九

四
四
八

四
一
八

六 ： ニ
八
九

ニ
八
六

二
0
四

一
五
八

―
二
七



国際法外交雑誌総索引

国
際
法
委
員
会
第
四
六
会
期
の
審
議
概
要

ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
権
免
除

訃
報
監
事
、
名
誉
会
員
芳
川
俊
憲
氏

国
籍
の
任
意
取
得
に
よ
る
重
国
籍
1

特
に
ス
イ
ス
法
と
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

条
約
に
つ
い
て
1

民
族
紛
争
の
『
国
際
化
』

民
族
紛
争
を
題
材
に
ー
~

日
本
の
国
際
法
判
例
（
八
）
ー
一
九
九
一

国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保
護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て

国
際
法
協
会
第
六
六
回

チ
ン
）
大
会
報
告

に
関
す
る
序
論
的
考
察
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

（
一
九
九
四
年
）

国
家
免
除
条
約
草
案
の
意
義
と
問
題
点

国
家
承
認
制
度
の
再
検
討

（
平
成
三
）
年
ー
~

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス

E
u
の
対
ユ
ー
ゴ
政
策
ー
|
閲
i
州
政
治
協
力

安
全
保
障
政
策

(
C
F
S
P
)

へ
の
歩
み

(
E
P
C
)
 か
ら
共
通
外
交
・

（
ア
ル
ゼ
ン

ロ
カ
ル
ノ
方
式
の
萌
芽
ー
~
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
カ
ン
ヌ
最
高
会
議
へ

国
連
海
洋
法
条
約
第
―
一
部
に
関
す
る
事
務
総
長
協
議
と
実
施
協
定

山

田

中

正

九

四

中

野

俊

芹

田

健

太

郎

九

四

辰

巳

浅

嗣

九

四

広

部

和

也

九

四

賓

口

、>、

1
鳥

居

淳

子

九

「
日
本
の
国
匠
淫
詢
例
」
研
究
会

林

司

郎

九

四

宣

九

四
九

學

九

九 九

月

村

太

郎

九

国

友

明

彦

九

六 六 六 五 五 五

一
六 ―

二
六

九
七

九
一七

七
八

七
四
九

七
0
七

六
六
五

六
三
五

六

4
 

ー

五

五

七

九

3



総 目 次
国
連
平
和
維
持
活
動
の
今
日
的
展
開
と
原
則
の
動
揺

一
九
九
四
年
主
要
文
献
目
録

認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察

日
本
の
国
際
法
判
例
（
九
）

I
-
九
九
二
（
平
成
四
）
年
ー
ー
・

国
家
責
任
法
に
お
け
る
「
一
般
利
益
」
概
念
適
用
の
限
界

国
際
連
合
の
強
制
措
置
と
法
の
支
配

裁
量
権
の
限
界
を
め
ぐ
っ
て
1

.

特
集
「
国
際
連
合
の
五

0
年」

国
連
憲
章
千
姿
万
態

（
ニ
・
完
）
ー
—
安
全
保
障
理
事
会
の

ポ
ス
ト
冷
戦
下
の
国
際
連
合
1

国
際
安
全
保
障
機
能
お
よ
び
役
割
の
変
化

と
改
革
構
想

国
際
連
合
の
集
団
安
全
保
障
|
|
'
そ
の
歴
史
、
現
状
、
課
題

人
権
の
国
際
化
1

国
連
人
権
保
障
活
動
の
五

0
年

開
発
途
上
国
の
開
発
問
題
と
国
際
連
合
・
世
界
銀
行

国
際
法
協
会
第
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
会
議

北
大
西
洋
条
約
機
構
の
東
方
拡
大
問
題

大

芝

阿
部
浩
己
九
四
五
•
六

酒

井

啓

松

田

竹

男

九

四

五

・

六

鴨

武

彦

九

四

五

・

六

石

本

泰

雄

九

四

森

川

幸

兼

原

敦

子

九

四

「
旦
令
の
欝
眉
」
麗
会

植

田

隆

子

九

四

奥

田

安

弘

九

四

都小中佐今荒

丸林西藤井木

ゃ

潤
よ

教

亮

九

四

亘

九
四

九
四

九
四

九
四

子誠康ひ直夫

酋

五
•
六

九
四
五
・
六

五
・
六

五
・
六

七
ニ
ニ

六
九

六
六
七

六
四
五

六
一
〇

五
七
五

四

五

四

四

七 四
五

三
0
四

――1
0
九

三
五
二

三
九
二

315 



国際法外交雑誌総索引

私
法
統
一
に
お
け
る
国
際
連
合
の
役
割

日
米
自
動
車
問
題
と

W
T
O
（
世
界
貿
易
機
関
）

の
紛
争
解
決
制
度

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
領
土
•
島
・
海
洋
境
界
紛
争
事
件
（
判

決
・
一
九
九
二
年
•
特
別
裁
判
部
）

国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
と
限
界
ー
i_
W
T
o
／
ガ
ッ
ト
紛
争
解
決
手
続

の
法
的
性
質
I

「
子
の
奪
取
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
の
実
際
の
適
用
と
日
本
に
よ
る
批
准
の

可
能
性

国
際
法
委
員
会
第
四
七
会
期
の
審
議
概
要

一
九
九
五
年
主
要
文
献
目
録

国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

(
c
o
nt
r6le
i
nt
e
r
n
at
i
onal) 

概
念
と
機
能
を
中
心
と
し
て

理
論
の
歴
史
的
展
開

国
家
責
任
法
の
機
能
損
害
払
拭
と
合
法
性
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

国
際
レ
ジ
ー
ム
論
ー
政
府
な
き
統
治
を
求
め
て

国
連
の
主
要
活
動
の
展
開
機
構
の
変
化
と
主
要
決
議
を
中
心
に
ー
|
ー

国
際
連
合
に
お
け
る
規
則
作
成
と
一
般
国
際
法
の
形
成
へ
の
影
響

西

村

森

田

章

夫

九

五

都小中慎二松

丸林西砂宮隈

澗 康正

弓

九

五

子誠康司人潤

点

山

田

中

正

九

五

織

田

有

基

子

九

五

小

寺

彰

九

五

杉

原

高

嶺

九

五

長

谷

川

晋

九
五

山

本

吉

宣

九
五

九

四

五

・

六

繁

田

泰

宏

柴

田

明

穂

曽

野

和

明

九

四

五

・

六

小

森

光

夫

九

四

五

・

六

五
六

一
三
七

三
一
〇口

二
0
七

一
七 九 五

四

九
一
四

七
八

6
 

3
 

七

四

七

1



総
南
北
問
題
と
国
際
立
法

西

海

真

樹

九

五

六

六
二
五
1
73 

目

訃

報

理

事

鴨

武

彦

氏

九
五

五

次

故
高
坂
正
奥
先
生
を
偲
ん
で

佐

古

丞

九

五

五

判
例
研
究
・
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
ヤ
ン
・
マ
イ
エ
ン
間
の
海
域
の
境
界
画
定

事
件
（
判
決
・
一
九
九
三
年
）

国
司
誌
箇
所
醤
研
究
会

（

酒

井

啓

一

日

[

)

九
五

五

「
判
例
研
究
国
際
司
法
裁
判
所
」

裁
判
所
判
例
研
究
会
の
発
足

の
新
し
い
掲
載
に
つ
い
て
1

国
際
司
法

杉

原

高

嶺

九

五

五

五

七

九

海
戦
法
規
に
お
け
る
目
標
区
別
原
則
の
新
展
開
（
一
）

真

山

全

九

五

五

訃
報
名
誉
理
事

太
寿
堂
鼎
氏

九
五

四

故
国
際
法
学
会
名
誉
会
員
祖
川
武
夫
君
を
悼
ん
で

田

畑

茂

郎

九

五

四

五

二

八

九
五

四

判
例
研
究
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
ー
ー
ー
仮
保
全
措
置
の
申
請
I

（
命
令
・
一
九
九
三
年
）

日
本
の
国
際
法
判
例
(

I

0

)

ー
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
l

「
日
本
の
国
際
面
甜
加
」
研
究
会

杉

原

高

嶺

九

五

六 六
一
七

五
八
〇

五
三
三

五
三
九

四
六
九

四

四

五

四

欧
州
審
議
会
の
拡
大
と
そ
の
意
義
ー
ロ
シ
ア
加
盟
を
中
心
に
l

庄

司

克

宏

九

五

訃
報

名
誉
会
員

祖
川
武
夫
氏

九
五

四、三

訃

報

理

事

高
坂
正
奥
氏

訃
報
名
誉
会
員

一
九
九
六
年
第
二
回
日
米
加
三
国
国
際
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
国
際
法
の
諸
問

題
に
関
す
る
日
米
加
の
視
点
」
（
ア
ト
ラ
ン
タ
／
ワ
シ
ン
ト
ン
大
会
）
報
告

武
内
辰
治
氏

九
五

九
五

九
五

四
二
七

三
八
八

四
二
三

四ニ―――

四
二
三



国際法外交雑誌総索引

一
九
九
六
年
主
要
文
献
目
録

わ
が
国
で
の
韓
国
・
朝
鮮
人
の
離
炉
戸
|
ー
国
際
私
法
上
の
観
点
か
ら
ー
ー
由

訃
報

名
誉
会
員

人
権
条
約
上
の
国
家
の
義
務
（
一
）
条
約
実
施
に
お
け
る
人
権
二
分
論

の
再
考
ー
_

故
鴨
武
彦
教
授
を
悼
ん
で

名
誉
会
員

小
谷
鶴
次
氏

国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
九
六
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

国
際
法
協
会
第
六
七
回

大
会
報
告

（
一
九
九
六
年
）

高
林
秀
雄
氏

ヘ
ル
シ
ン
キ
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）

人
権
条
約
上
の
国
家
の
義
務
（
二
）
ー
条
約
実
施
に
お
け
る
人
権
二
分
論

の
再
考
—
_

大
学
院
に
お
け
る
国
際
関
係
法
に
関
す
る
研
究
教
育
の
現
状
と
課
題

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
報
告

海
戦
法
規
に
お
け
る
目
標
区
別
原
則
の
新
展
開
（
二
）

訃
報

国
際
法
委
員
会
の
一
九
九
六
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

安林長奨小二桜

忠

実

智

尾砂山宮井

康 正利

美行悟司昇人江

奏

申 青 申

木

真

山

恵

手

九
六

九
六

清

九

六

初

瀬

龍

平

長

嶺

安

政

全

恵

手

九
六

九
六

九
六

九
六

九
六

九
六

九
五

長

嶺

安

政

九

五

六 六

ニ
八
四

一
六
六

一
四

一
三
六 三

―
―
七

五
八

二
五

六
九

8
 

3
 

六
石
九

1



総
日
本
に
お
け
る
国
際
私
法
研
究
の
発
展

目

ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
秩
序
国
際
政
治
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ス
ト
理
論
と

そ
の
批
判
I

国
連
国
際
法
委
員
会
第
四
八
会
期
の
審
議
概
要

特
集
「
国
際
法
学
会
百
周
年
」

国
際
法
の
国
内
的
妥
当
性
を
め
ぐ
る
論
理
と
法
制
度
化
日
本
の
国
際
法

学
の
対
応
過
程
ー
~

日
本
の
国
際
法
学
に
お
け
る
領
域
性
原
理
の
展
開
1

領
域
支
配
の
実
効
性

と
正
当
性

国
際
裁
判
の
機
能
的
制
約
論
の
展
開
ー
政
治
的
紛
争
論
の
検
証
ー

日
本
外
交
史
研
究

次
日
本
の
国
際
法
学
に
お
け
る
法
源
論
の
位
相

日
本
に
お
け
る
国
際
機
構
法
研
究

日
本
に
お
け
る
戦
争
法
研
究
の
歩
み

わ
が
国
際
法
学
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
た
二
人
の
先
達

故
小
谷
鶴
次
先
生
の
逝
去
を
悼
む

日
本
の
国
際
法
判
例
(
―
-
)
ー
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
ー
ー

地
域
的
人
権
保
障
体
制
と
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
「
交
渉
命
令
判
決
」
の
再
評
価
（
一
）

櫻

田

嘉

章

九

六

五

百

旗

頭

真

九

六

村

瀬

信

也

九

六

杉

原

高

嶺

九

六

中

村

道

九

六

奥

脇

直

也

九

六

藤

田

久

山

本

草

田

畑

茂

城

九

六 九
六

郎

九

六

九
六

忠

彰

九

六

「
旦
平
の
国
際
癖
蒻
」
研
究
会

九
六

山

田

中

正

九

六

山

崎

公

士

九

六

'

,

 

土

山

賓

男

九

六

坂

元

茂

樹

九

六

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

七
七

七
五 ： 三五―――

三
八
八

七
二
三

六
九
八

六
六
八

六
三
四

六
0
0

四
・
五
五
六
六

四
・
五
五
四
九

五
二
五

四
五
九

ニ
八
九

319 



国際法外交雑誌総索引

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

（
判
決
・
一
九
九
四
年
二
月
三
日
）

「
核
兵
器
使
用
の
違
法
性
」
と
「
核
抑
止
の
論
理
」
（
一
）
~
社
会
学
的

分
析
I

投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
仲
裁
判
断
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ー

仲
裁
制
度
に
お
け
る
裁
判
所
の
権
限
と
当
事
者
の
意
思
の
妥
当
範
囲
に
つ
い

て
の
一
考
察
~

領
土
紛
争
事
件
（
リ
ビ
ア
／
チ
ャ
ド
）

訃
報
名
誉
会
員
関
寛
治
氏

国
際
違
法
行
為
責
任
に
お
け
る
過
失
の
機
能

国
際
法
学
会
の
記
録
ー
一
九
七
二
年
秋
し
一
九
九
七
年
春
l

河

野

真

理

子

九

七

廣

瀬

和

子

九

七

兼

原

敦

子

所
信
表
明

金

所
信
表
明

山

下

泰

子

所
信
表
明

山

影

所
信
表
明

中

野

俊

祝
辞

小

．

田

東

勲

祝
辞

祝
辞

挨
拶

国
際
法
学
会
百
周
年
記
念
総
会

妹

場

準

進 滋

蓮

賓

重

彦

利

谷

信

義

九

七

九

六

九

六

九

六

九

六

九

六

九

六

郎

九

六

九

六

九

六

九

六

九

六

九

六

六 六

七

五

九

三

六

八

六

七

四

・

五

八

四

六

四

・

五

八

四

五

四

・

五

四

・

五

四
•
五

八

三

一

八

三

四

八
四
―
―
―

四

・

五

八

四

四

・

五

八

四

四

・

五

八

三

六

四

・

五

八

二

七

四

・

五

八

二

五
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公
m-斎 目 次

ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
『
強
行
法
規
の
特
別
連
結
論
』
の
理
論
構
造

国
際
公
法
秩
序
に
お
け
る
履
行
確
保
の
多
様
化
と
実
効
性

太
寿
堂
鼎
教
授
を
偲
ぶ

国
際
紛
争
処
理
制
度
の
多
様
化
と
紛
争
処
理
概
念
の
変
容

「
核
兵
器
使
用
の
違
法
性
」
と
「
核
抑
止
の
論
理
」
（
ニ
・
完
）
法
社
会

学
的
分
析
I

国
連
国
際
法
委
員
会
第
四
九
会
期
の
審
議
概
要

故
国
際
法
学
会
名
誉
理
事

一
九
九
七
年
主
要
文
献
目
録

国
際
人
権
法
と
家
族
関
係
に
関
す
る
日
本
法

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
カ
タ
ー
ル
と
バ
ー
レ
ー
ン
間
の
海
洋
境
界

画
定
及
び
領
土
問
題
事
件
（
管
轄
権
及
び
受
理
可
能
性
）
（
第
一
判
決
・
一
九

九
四
年
、
第
二
判
決
・
一
九
九
五
年
）

日
本
の
国
際
法
判
例
(
―
二
）
ー
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
|
|

バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
国
際
法
理
論
ー
~
「
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」

概
念
と
方
法
を
中
心
と
し
て
l

地
雷
規
制
の
複
合
的
法
構
造

岩

本

誠

吾

明

石

欽

司

九

七

「
旦
平
の
鳳
巌
硝
」
覧
会

国
際
司
法
裁
判
囲
却
例
研
究
会

（

坂

元

茂

樹

）

九

七

九

七
九

七

鳥

居

淳

子

九

七

佐

藤

や

よ

ひ

九

七

小

森

光

夫

九

七

安林長高小中徳

忠

実

智

井
尾杉山川

伊

都信

美行悟直昇子治

危

香

西

茂

九

七

山

田

中

正

九

七

廣

瀬

和

子

九

七

宮

野

洋

九

七

五 五

五
0
三

四
七
五

四

四

四 四

二

0
三

――IOI
 

三
五
一

三
九
五

二
五
九

二
五
四

一
六
八

一
四
四
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国際法外交雑誌総索引

特
集
「
国
際
人
権
法
」

国
際
人
権
保
障
の
展
開
と
問
題
点

東
テ
ィ
モ
ー
ル
事
件
（
判
決
・
一
九
九
五

国
際
法
協
会
第
六
八
回
(
-
九
九
八
年
）
台
北
（
台
湾
・
中
華
民
国
）
大
会

報
告

ア
ン
テ
ィ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
パ
ワ
ー
・
サ
イ
ト
ー
国
際
政
治
に
お
け
る
国
家

と
社
会
ー
|
ー

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
カ
メ
ル
ー
ン
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
国
境
お

よ
び
海
洋
境
界
事
件
ー
—
'
仮
保
全
措
置
の
申
請
ー
—
＇
（
仮
保
全
命
令
・
一
九

九
六
年
三
月
一
五
日
）

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
0
会
期
の
審
議
概
要

女
性
の
権
利
（
人
権
）
の
国
際
保
障
ー
|
~
女
子
差
別
撤
廃
条
約
の
目
標
は
、

「
事
実
上
」
の
男
女
平
等
実
現
|
_

自
由
権
規
約
個
人
通
報
制
度
の
現
状
と
若
干
の
評
価

国
連
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
の
展
開
と
機
能
I

テ
ー
マ
別
手
続
を
中
心
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
実
施
手
続
の
司
法
的
純
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
—
ー
＇

閣
僚
委
員
会
の
事
件
の
実
質
的
処
理
権
限
の
分
析
を
通
じ
て
l

犯
罪
人
引
渡
し
と
人
権
基
準
の
要
請
1

人
権
規
範
の
優
位
性
論
に
関
す
る

序
論
的
考
察
~

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

年）

北

村

泰

小

畑

今

井

小

林

九
八

郁

九

八

直

九

八

佐

藤

文

夫

九

八

小

寺

初

世

子

九

八

安

藤

仁

介

九

八

九
八

山

田

中

正

九

七

九
七

誠

九

七 九
七

九
七

六 六 六 五

五

四

五

一
五
六

―
二
四

九
五

六
六 一七

六
四
〇

六
二
六

五＿―-三

五
九
三
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総 目

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
七
四
年
―
二
月
二

0
日
の
核
実
験
事

件
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
対
フ
ラ
ン
ス
）
判
決
第
六
三
項
に
基
づ
き
事
情
の

検
討
を
請
求
し
た
事
件
（
命
令
・
一
九
九
五
年
九
月
二
二
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
1

先
決

的
抗
弁
|
_
（
判
決
・
一
九
九
六
年
七
月
―
―
日
）

東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
形
成
と
イ
ギ
リ
ス
(
-
九
四
一
し
一
九
六
五
）

ー
東
南
ア
ジ
ア
総
弁
務
官
と
駐
在
官
会
議
の
役
割
I

特
集
「
国
際
刑
事
裁
判
所
」

国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
の
意
義
と
問
題
点

次
日
本
の
国
際
法
判
例
（
ニ
―
-
)
|
―
九
九
六
（
平
成
八
）
年
ー
~

小

和

田

個

九

八

「
日
本
の
国
際
法
判
例
」
研
究
会

ベ
ル
ヌ
条
約
と
著
作
者
の
権
利
に
関
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

九
八

九
八

駒

田

泰

土

九

八

都

丸

潤

子

九

八

曾国

井

啓

百
＜＝竺云

本
国
法
主
義
と
未
承
認
国
家
の
国
籍
法

領
事
関
係
と
国
際
法
上
の
不
承
認

九
八

九
八

臼

杵

英

九
八

奥

田

安

弘

九

八

松今植高中徳

訃
報

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
す
る
人
権
条
約
の
影
響
|
ー
l
同
国
裁
判
所
の
動
向
を

中
心
に
|
_

名
誉
会
員

尾
上
正
男
氏

一
九
九
八
年
主
要
文
献
目
録

田林松杉見II
伊

都信直真

哲樹生直子治

克 九
八

村

上

正

直

九

八

五

五

七

五 四

四

九

〇

四 四

四
六

二
九
七

ニ

八

四

二
三
五： 三

五
九

三
七
九

四
ニ
―
―
―

一
九
四
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訃
報

国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
九
九
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

訃
報
名
誉
理
事

国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
権

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と
戦
争
犯
罪

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
刑
法
総
則
的
規
定
ー
ー
刑
事
法
の
視
点
か
ら
I

O
S
C
E
の
安
全
保
障
共
同
体
創
造
と
予
防
外
交

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
一
会
期
の
審
議
概
要

池
原
季
雄
氏

国
際
法
形
成
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
南
極
条
約
協
議
国
会
議
の
「
正
当
性
」

我
が
国
の
商
法
（
会
社
法
）
規
定
の
国
際
的
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に

つ
い
て

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ガ
ブ
チ
ー
コ
ヴ
ォ
・
ナ
ジ
マ
ロ
シ
ュ
計
画

事
件
（
判
決
・
一
九
九
七
年
九
月
二
五
日
）

岡
本
善
八
氏

名
誉
会
員

ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る

II

フ
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
II

便
宜
置
籍
船
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向
ー
ー

に
つ
い
て
|
|

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
武
力
紛
争
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
核
兵
器

使
用
の
合
法
性

(
W
H
O
の
要
請
）
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
九
六
年
七
月
八

日） 国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
「
交
渉
命
令
判
決
」
の
再
評
価
（
ニ
・
完
）

国
際
刑
事
裁
判
所
構
想
の
展
開
|
|
,
I
C
C
規
程
の
位
置
づ
け

山

内

惟

介

九

九

兼

原

信

克

九

九

九

九

九

九

九

九

高

桑

昭

九

九

柴

田

明

穂

九

九

九

八

山

田

中

正

九

八

坂 吉

元 ) 1 1 

真

山

岡

田

茂

樹

九

八

藤

田

久

元

九

八

愛

知

正

博

九

八

全

九

八

泉

九

八
九

八

六 六 六 六 五 五 五

一
四
三

1

0
八

九
六

五
七

八
七
五

八

二

0

七
九

七
五
七

五

七

〇 六
六
九

六一 六
〇
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国
際
私
法
の
観
点
か
ら
み
た
環
境
汚
染
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
て

竹
本
正
幸
氏

一
九
九
九
年
主
要
文
献
目
録

国
際
法
に
お
け
る
「
国
際
制
度
」

の
理
論
的
再
検
討
ー
'
|

の
新
展
開
ー
_
ー
国
際
社
会
の
組
織
化
現
象

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
核
兵
器
の
威
嚇
又
は
使
用
の
合
法
性
（
勧

告
的
意
見
・
一
九
九
六
年
七
月
八
日
）

池
原
季
雄
名
誉
理
事
を
悼
ん
で

債
権
譲
渡
の
準
拠
法
ー
ー
-
U
N
C
I
T
R
A
L
の
「
国
際
取
引
に
お
け
る
債
権
譲

渡
に
関
す
る
条
約
」
草
案
の
国
際
私
法
規
定
の
検
討
を
中
心
と
し
て
—
、
|

国
際
漁
業
資
源
の
保
存
と
管
理
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
|
ー
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の

視
点
か
ら

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
四
）
ー
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
ー
~

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
連
活
動
の
「
人
道
的
干
渉
性
」
と
国
家
主
権
と
の
か

か
わ
り
ー
「
人
間
の
安
全
保
障
型
平
和
活
動
」
へ
の
道
—
ー
—

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
国
家
の
義
務
の
範
囲

訃

報

理

事

植

松

真

生

九

九

大

泉

敬

子

九

九

「
日
本
の
国
際
痣
赳
回
」
研
究
会

都

留

康

子

九

九

北

澤

安

紀

九

九

溜

池

良

夫

九

九

九
九

九

九

吉

田

脩

九

九

中

井

伊

都

子

九

九

松今長植児申

田林田松
矢

野

直真真恵
マ

哲樹里生リ手

丸
九

九

五 五 四

四
四 四

四

九

五

三
二
七

三
四
五

三
七
九

五
三
五

二
九
〇

二

五

九

ニ
ニ
九

二
二
六 ，

 

一六
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訃
報
元
理
事

「
緩
や
か
な
国
際
制
度
」
と
遵
守
ー
ー
'
I
M
F
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー

を
事
例
と
し
て
ー
—
_

杢
戸
翁
氏

国
内
裁
判
所
に
よ
る
国
際
法
適
用
の
限
界
I
G
A
T
T
/
w
T
0
協
定
の

場
合

田
畑
茂
―
一
郎
名
誉
理
事
長
を
偲
ん
で

仮

国
際
法
協
会
第
六
九
回
（
二
0
0
0
年）

告国
際
関
係
法
学
の
教
育
研
究
環
境
の
現
状

ロ
ン
ド
ン
（
連
合
王
国
）
大
会
報

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
二
会
期
の
審
議
概
要

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ロ
ッ
カ
ー
ビ
ー
航
空
機
事
故
を
め
ぐ
る
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
解
釈
·
適
用
事
件
ー
ー
牛
｛
決
的
抗
弁
—
|
ー
（
判
決
・

一
九
九
八
年
二
月
二
七
日
）

日
本
に
於
け
る
国
際
条
約
の
実
施

投
資
条
約
に
お
け
る
国
家
と
投
資
家
と
の
間
の
国
際
仲
裁
の
法
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
機
能

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
武
力
行
使
の
合
法
性
に
関
す
る
事
件

保
全
措
置
の
申
請
（
仮
保
全
命
令
・
一
九
九
九
年
六
月
二
日
）

満
州
国
際
管
理
論
の
系
譜
ー
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
の
背
後
に
あ
る
も
の
|
ー
‘

W
T
0
体
制
に
お
け
る
貿
易
自
由
化
と
国
内
産
業
保
護

古

城

佳

子

中

川

淳

司

松

井

芳

郎

森

川

俊

孝

谷

内

正

太

郎

山

田

中

間

宮

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

九
九

九
九

等

松

春

夫

九

九
勇

九

九 九
九

九
九

六 六 六 六 五

一
六
四

―
二
五

九 八 五
〇

七
五
〇

七
二
三

六
八
八

六六一
六
一
八

五

五

六

六
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総

資

料

3

目

資
料
2

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
の
経
緯
（
年
表
）

原
告
（
豪
•
N
N
)
に
よ
る
暫
定
措
置
の
要
請
主
題

V
I
S
I
O
N
A
L
 M
E
A
S
U
R
E
S
 R
E
Q
U
E
S
T
E
D
 

国
際
海
洋
法
裁
判
所
の
暫
定
措
置
命
令
主
文
（
日
英
文
）

資
料
1

次

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
資
料
集

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
ー
仲
裁
判
決
に
寄
せ
て
|
|

特
集
「
み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
」

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
に
つ
い
て
~
実
と
経
緯

I

P
R
O
'
 

み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁
ー
ー
書
面
手
続
に
お
け
る
主

張
の
分
析
l

み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁
ー
ロ
頭
弁
論
手
続
に
お
け

る
主
張
の
分
析
ー
|
_

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
判
決
の
意
義
ー
複
数
の
紛
争
解
決
手
続
の
競
合

に
伴
う
問
題
点
ー
ー
_

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
裁
判
判
決
の
評
価
ー
ー
、
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
多

様
化
の
中
で
|
|

二
O
c:5
0
年
主
要
文
献
目
録

有松

吉川

留る

美い

山

田

中

正

栗

林

忠

男

河

野

真

理

子

安

藤

仁

介

杉

原

高

嶺

兼

原

信

克

山岡田長児申

元田中田矢

野

菜晃美真恵
マ

々枝穂里リ手

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

• 
1
0
0
 

7
 

四
二
七
3
2

四
二
六

四
一
五

四
一
四

四
0
五

一
七
六

二
七
五

ニニ八言
三
0
九

＿―-四一
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メ
ル
コ
ス
ル
諸
国
に
お
け
る
信
頼
醸
成
と
地
域
安
全
保
障

訃
報
中
川
融
氏

卜
艮

I
J
ll

tI-!I>干

小
寺
初
世
子
氏

資
料
9
仲
裁
裁
判
所
に
関
す
る
附
属
書

R
A
L
 T
R
I
B
U
N
A
L
 

資
料

8

資
料
7

資
料
6

資
料
5

資
料
4

仲
裁
裁
判
所
管
轄
権
審
理
に
お
け
る
当
事
国
の
申
立
て

仲
裁
裁
判
判
決
主
文
（
日
英
文
）

仲
裁
裁
判
官
一
覧

R
E
L
I
E
F
 

み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N

F
O
R
 C
O
N
S
E
R
V
A
T
I
O
N
 O
F
 S
O
U
T
H
E
R
N
 B
L
U
E
F
I
N
 

T
U
N
A
 

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
五
）

元
評
議
員

原
告
（
豪
・
N
N
)

S
O
U
G
H
T
 

A
N
N
E
X
 F
O
R
 A
N
 AR
B
I
T
'
 

慣
習
法
の
形
成
・
認
定
過
程
の
変
容
と
国
家
の
役
割

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
後
の
E
u

に
お
け
る
国
際
私
法
ー
~
欧
州
統
合
と
国

際
私
法
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
l一

九
九
八
（
平
成
一
0

)

年

条
約
の
国
内
実
施
と
憲
法
上
の
制
約
化
学
兵
器
禁
止
条
約
を
素
材
と
し

て

の
訴
状
に
お
け
る
請
求
主
題

（
英
文
）

澤

田

慎

治

浅

田

正

彦

「
日
本
の
国
際
席
却
回
」
研
究
会

中

西

康

田

中

則

夫

]
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

五

七

〇

五 四 四 四

六
五
九

六
五
六

六
五
六

四

五

六

九

四

五

0
五

四
五
六

四
三
三

四
三
四

四
三
八

四
三
九

五
三
五

四
三
六
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判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
ー
_
|

先
決
的
抗
弁
ー
|
＇
（
判
決
・
一
九
九
六
年
―
二
月
―
―
一
日
）

国
際
法
委
員
会
の
二
0

0
一
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

韓
国
国
際
私
法
の
改
正

国
際
人
権
の
立
憲
性
国
際
人
権
諸
条
約
に
お
け
る
デ
ロ
ゲ
ー
ト
で
き
な

い
権
利
を
視
角
と
し
て
1

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
―
―
―
会
期
の
審
議
概
要

山

田

中

正

寺

谷

広

司

青

木

清

堀

之

内

秀

久

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

六 六 六

八
五

八
一
五

七
八
九

五

七

六

五

七

四

五
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